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社
会
福
祉
施
策
の
方
向
性
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
浄
土
宗
は
、
明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
に
か
け
て
渡
邉
海
旭
、
矢

吹
慶
輝
、
長
谷
川
良
信
等
の
諸
師
が
社
会
事
業
や
慈
善
事
業
に
お

い
て
活
躍
し
、
社
会
事
業
宗
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
戦
後
に
な
っ
て

国
家
や
自
治
体
に
よ
っ
て
社
会
福
祉
施
設
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
社
会
福
祉
施
設
は
不
足
し
て
お
り
寺
院
の
活
躍
が
期

待
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
国
家
的
な
社
会
福
祉
政
策
の
充
実
に

伴
っ
て
、
寺
院
や
僧
侶
に
期
待
さ
れ
る
社
会
福
祉
機
能
は
変
化
し

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
最
近
に
な
っ
て
貧
困
、
孤
立

死
、
ニ
ー
ト
、
引
き
こ
も
り
、
虐
待
、
家
庭
内
暴
力
等
の
社
会
問

題
が
顕
在
化
し
、
新
た
な
社
会
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
社
会
問
題
は
社
会
福
祉
ニ
ー
ズ
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら

し
て
い
る
。

　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
最
近
の
社
会
変
化
が
も
た
ら
す
社
会
福

祉
ニ
ー
ズ
を
分
析
し
、
浄
土
宗
が
教
団
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
社

会
福
祉
テ
ー
マ
を
抽
出
す
る
。
さ
ら
に
抽
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
つ

い
て
、
実
施
に
必
要
な
資
金
、
人
材
、
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
リ
ソ
ー
ス

を
分
析
し
、
今
後
の
浄
土
宗
の
社
会
福
祉
政
策
の
あ
り
方
に
つ
い

て
提
言
す
る
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

・
作
業
大
綱

①　
浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
策
の
歴
史
的
展
開
を
把
握
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す
る

②　
変
容
す
る
社
会
福
祉
ニ
ー
ズ
の
把
握

③　
現
行
の
浄
土
宗
の
社
会
福
祉
施
策
の
分
析

④　
浄
土
宗
関
連
団
体
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
策

⑤　
今
後
の
社
会
福
祉
施
策
の
検
討

・
進
捗
状
況

　
平
成
二
十
九
年
二
月
十
六
日
に
宗
務
総
長
へ
研
究
成
果
報
告

を
行
い
、
そ
の
内
容
を「
福
祉
施
策
報
告
書
」と
し
て
提
出
し
た
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

・
平
成
二
十
八
年
四
月
四
日　
　
研
究
調
査
方
法
の
検
討

・
平
成
二
十
八
年
五
月
九
日　
　
社
会
福
祉
全
般
に
関
す
る
資
料

収
集
・
整
理

・
平
成
二
十
八
年
六
月
十
三
日　
　
他
宗
派
の
社
会
福
祉
施
策
の

資
料
収
集
・
整
理

・
平
成
二
十
八
年
七
月
四
日　
　
浄
土
宗
の
社
会
福
祉
施
策
の
変

遷
・
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日　
　
社
会
福
祉
推
進
委
員
会
報

告
の
分
析

・
平
成
二
十
八
年
九
月
五
日　
　
社
会
福
祉
の
法
律
的
構
造

・
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
四
日　
　
浄
土
宗
関
連
団
体
に
お
け

る
社
会
福
祉
施
策
の
調
査

・
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日　
　
社
会
福
祉
と
社
会
貢
献
の

関
連
性
に
つ
い
て

・
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
九
日　
　
社
会
貢
献
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

に
よ
る
整
理

・
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
三
日　
　
社
会
福
祉
関
連
施
策
の
方

向
性
検
討

・
平
成
二
十
九
年
二
月
六
日　
　
社
会
福
祉
関
連
の
宗
内
組
織
体

系
の
検
討

・
平
成
二
十
九
年
二
月
十
三
日　
　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料

作
成

・
平
成
二
十
九
年
二
月
十
六
日　
　
宗
務
総
長
報
告

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

主
務　
　
　
　
今
岡
達
雄
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研
究
員　
　
　
戸
松
義
晴
、
袖
山
栄
輝
、
齋
藤
舜
健
、
後
藤
真
法
、

　
　
　
　
　
　
西
城
宗
隆

嘱
託
研
究
員　
石
田
一
裕

�

【
文
責
・
今
岡
達
雄
】
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僧
侶
育
成
に
係
る
総
合
的
研
究

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
本
研
究
班
の
目
的
は
、
昨
今
、
宗
内
に
お
い
て
僧
侶
の
資
質
向

上
が
叫
ば
れ
る
中
、
法
然
上
人
の
精
神
を
現
代
に
お
い
て
発
揮
す

る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
浄
土
宗
僧
侶
の
あ
り
方
を
構
築
し
、
現

代
に
生
き
る
僧
侶
の
資
質
向
上
を
促
す
資
料
と
し
て
、
僧
侶
の
行

動
の
指
針
と
な
る
『
浄
土
宗
僧
侶
生
活
訓
』
を
作
成
す
る
こ
と
で

あ
る
。

①　
法
然
上
人
の
精
神
を
現
代
に
発
揮
す
る
に
際
し
、
各
研
究
員

が
『
四
十
八
巻
伝
』
と
『
和
語
灯
録
』
に
み
ら
れ
る
浄
土
宗

僧
侶
の
行
動
指
針
と
な
る
記
事
を
抽
出
し
た
。

②　
講
師
招
聘
に
よ
る
研
究
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

①　
上
記
の
ご
と
く
浄
土
宗
僧
侶
の
行
動
の
指
針
と
な
る
記
事
を
、

各
研
究
員
が
、『
四
十
八
巻
伝
』
か
『
和
語
灯
録
』
の
い
ず

れ
か
を
担
当
し
、
左
記
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
抽
出
作

業
を
行
っ
た
。

・
9
月
下
旬
頃
～
10
月
上
旬

『
四
十
八
巻
伝
』
…
…
…
巻
1
～
巻
12（『
聖
典
』6・3
頁
～
134
頁
）

『
和
語
灯
録
』
…
…
…
…
巻
11・巻
12（『
聖
典
』4・283
頁
～
368
頁
）

・
10
月
下
旬
頃
～
11
月
上
旬

『
四
十
八
巻
伝
』
…
…
…
巻
13
～
巻
24（『
聖
典
』6・135
頁
～
363
頁
）

『
和
語
灯
録
』
…
…
…
…
巻
13・巻
14（『
聖
典
』4・369
頁
～
448
頁
）



　6

・
11
月
下
旬
頃
～
12
月
上
旬

『
四
十
八
巻
伝
』
…
…
…
巻
25
～
巻
36（『
聖
典
』6・364
頁
～
580
頁
）

『
和
語
灯
録
』
…
…
…
…
第
15　
　
　
（『
聖
典
』4・449
頁
～
489
頁
）

・
12
月
下
旬
頃
～
1
月
上
旬

『
四
十
八
巻
伝
』
…
…
…
巻
37
～
巻
48（『
聖
典
』6・581
頁
～
766
頁
）

『
和
語
灯
録
』
…
…
…
…
拾
遺
巻
中・下（『
聖
典
』4・493
頁
～
562
頁
）

　
以
上
の
全
4
回
の
工
程
で
、
法
然
上
人
の
伝
記
と
遺
文
を
中
心

に
、
僧
侶
の
行
動
の
指
針
と
な
る
記
事
を
抽
出
し
た
。
現
在
、
抽

出
さ
れ
た
記
事
を
整
理
し
、
項
目
ご
と
に
分
類
作
業
中
。

②　
主
に
所
内
研
究
員
を
講
師
に
招
聘
し
勉
強
会
を
開
催
し
た
。

各
講
師
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
、
僧
侶
の
資
質
向
上

に
関
す
る
講
義
を
し
て
も
ら
い
、
研
究
班
内
で
僧
侶
の
現
在

の
問
題
点
や
今
後
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い
て
検
討
。

講
師
と
講
題
等
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

・
第
3
回
研
究
会　

　

安
達
研
究
員　
「
円
頓
戒
か
ら
見
た
浄
土
宗
僧
侶
の
あ
る
べ
き

姿
－

十
重
四
十
八
軽
戒
を
中
心
に

－

」

・
第
4
回
研
究
会

　

郡
嶋
研
究
員　
「
浄
土
宗
僧
侶
の
あ
り
方
を
考
え
る

－

『
蓮
門

住
持
訓
』
を
手
掛
か
り
と
し
て

－

」

・
第
7
回
研
究
会

　
藤
本
所
長　
　
「
教
化
者
像
に
つ
い
て
」

・
第
8
回
研
究
会

　
今
岡
副
所
長　
「
僧
侶
学
の
構
築
に
つ
い
て
」

・
第
9
回
研
究
会

　
東
海
林
研
究
員　
「
慈
悲
の
実
践
」

・
第
10
回
研
究
会

　

J
．シ
ュ
ペ
ッ
ト
（
ル
ー
ル
大
学:

牧
師
の
養
成
課
程
）/

A
．ア

レ
ク
（
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
：
神
学
を
研
究
）

　
「
他
宗
教
の
聖
職
者
の
状
況
に
つ
い
て
」（
質
問
形
式
で
）

・
第
11
回
研
究
会

　
戸
松
義
晴
主
任
研
究
員　
「
理
想
の
僧
侶
像
に
つ
い
て
」（KJ

法

で
）

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

第
1
回
研
究
会　
平
成
28
年
4
月
12
日　
検
討
会
（
当
研
究
班
の
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目
的
に
つ
い
て
）

第
2
回
研
究
会　
平
成
28
年
5
月
24
日　
検
討
会
（
当
研
究
班
の

方
向
性
に
つ
い
て
）

第
3
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
7
日　
勉
強
会
（
講
師
：
安
達

研
究
員
）

第
4
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
5
日　
勉
強
会
（
講
師:

郡
嶋
研

究
員
）

第
5
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
6
日　
聞
き
取
り
（
柴
田
研
究

員
か
ら
）

第
6
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
12
日　
準
備
作
業
（
抽
出
作
業

に
つ
い
て
）

第
7
回
研
究
会　
平
成
28
年
10
月
4
日　
勉
強
会
（
講
師
：
藤
本

所
長
）

第
8
回
研
究
会　
平
成
28
年
11
月
8
日　
勉
強
会
（
講
師:

今
岡
副

所
長
）

第
9
回
研
究
会　
平
成
28
年
12
月
13
日　
勉
強
会
（
講
師
：
東
海

林
研
究
員
）

第
10
回
研
究
会　

平
成
29
年
1
月
17
日　

勉
強
会
（
講
師
：
J
．

シ
ュ
ペ
ッ
ト/

A
．ア
レ
ク
）

第
11
回
研
究
会　
平
成
29
年
3
月
15
日　
勉
強
会
（
講
師
：
戸
松

義
晴
主
任
研
究
員
）　

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

代
表　
　
　
　
　
藤
本
浄
彦

主
務　
　
　
　
　
井
野
周
隆

研
究
員　
　
　
　
齊
藤
舜
健　
市
川
定
敬　
田
中
芳
道　
柴
田
泰

山　
八
橋
秀
法

嘱
託
研
究
員　
　
南
宏
信　
曽
田
俊
弘　
伊
藤
茂
樹　
安
達
俊
英

　
　
　
　
　
　
　

善
裕
昭　
上
野
忠
昭　
中
川
正
業　
米
澤
美
江

子

研
究
ス
タ
ッ
フ　
角
野
玄
樹

�

【
文
責
：
井
野
周
隆
】
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次
世
代
継
承
に
関
す
る
研
究

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
本
研
究
で
は
、
既
存
の
檀
信
徒
の
次
世
代
で
あ
る
五
〇
代
、

四
〇
代
、
三
〇
代
の
人
々
が
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
意
識
を
持
ち
、

寺
院
に
対
し
て
何
を
求
め
て
い
る
か
、
そ
し
て
彼
ら
に
対
し
て
、

檀
信
徒
関
係
、
ま
た
浄
土
宗
の
信
仰
を
継
承
す
る
た
め
に
は
ど
の

よ
う
な
方
策
を
と
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
の
か
、
ま
た
現
在
檀
信

徒
関
係
に
な
い
こ
れ
ら
の
世
代
と
の
新
た
な
結
び
つ
き
を
、
如
何

に
し
て
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
研
究
し
て
い
る
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

二
八
年
度
で
は
以
下
の
三
点
に
取
り
組
ん
だ
。

①
問
題
・
課
題
の
明
確
化

　
寺
院
の
檀
信
徒
に
お
け
る
次
世
代
継
承
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
問
題
・
課
題
が
所
在
す
る
の
か
を
整
理
し
た
。
研
究
所
研
究
員

か
ら
自
坊
の
状
況
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
そ

の
分
析
を
通
じ
て
共
通
す
る
問
題
点
、
地
域
に
よ
る
差
異
を
確
認

し
た
。

②
他
教
団
に
お
け
る
次
世
代
継
承
方
策
の
調
査

　
伝
統
仏
教
教
団
を
は
じ
め
、
神
社
本
庁
、
新
宗
教
教
団
が
行
っ

て
い
る
次
世
代
継
承
へ
の
方
策
を
調
査
・
分
析
し
た
。
主
に
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
そ
の
事
例
を
収
集
し
た
が
、
そ
の
分
析
を
通
じ
、

各
教
団
の
広
報
戦
略
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
た
。

③
「
お
寺
で
行
う
人
生
儀
礼
」
普
及
に
向
け
て
の
研
究
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①
②
を
検
討
し
た
結
果
、「
お
寺
で
行
う
人
生
儀
礼
」
に
焦
点

を
当
て
、
そ
の
活
性
化
の
方
策
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ま
ず
は
、
お
寺
で
の
七
五
三
に
焦
点
を
当
て
て
研
究
を

行
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
幼
児
向
け
人
生
儀
礼
に
は
親
、
お
よ

び
祖
父
母
三
世
代
で
参
加
す
る
こ
と
が
多
く
、
三
世
代
に
わ
た
る

寺
院
と
の
関
係
性
が
強
化
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
一
般
の
人
々
向
け
の
イ
メ
ー
ジ
ビ
デ
オ
の
作

成
（
約
二
分
）
を
し
た
。
現
在
、
一
般
の
人
々
向
け
の
解
説
ビ
デ

オ
（
約
二
分
半
）、
教
師
向
け
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
を
行
っ

て
い
る
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

第
一
回
研
究
会　
　
平
成
二
八
年
四
月
十
一
日�

【
研
究
内
容
】
研

究
会
メ
ン
バ
ー
の
顔
合
わ
せ
と
研
究
体
制
・

趣
旨
・
方
法
・
目
標
お
よ
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

等
に
つ
い
て

第
二
回
研
究
会　
　
平
成
二
八
年
四
月
二
五
日�

【
研
究
内
容
】
研

究
方
法
・
目
標
お
よ
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
に

つ
い
て

第
三
回
研
究
会　
　
平
成
二
八
年
五
月
十
六
日�

【
研
究
内
容
】
次

世
代
継
承
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
の
検

討

第
四
回
研
究
会　
　
平
成
二
八
年
五
月
二
三
日�

【
研
究
内
容
】
各

研
究
員
に
よ
る
自
坊
に
お
け
る
次
世
代
継
承

に
関
す
る
問
題
発
表
、
お
よ
び
問
題
点
の
整

理

第
五
回
研
究
会　
　
平
成
二
八
年
六
月
六
日���

【
研
究
内
容
】
大

和
証
券　
佐
藤
研
究
員
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

第
六
回
研
究
会　
　
平
成
二
八
年
六
月
二
〇
日�

【
研
究
内
容
】
講

師
：
佐
藤
泰
之
（
大
和
証
券
）
講
題
：「
寺

院
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
と
、
将
来
の
寺
院

活
性
化
の
た
め
に
」

第
七
回
研
究
会　
　
平
成
二
八
年
六
月
二
七
日�

【
研
究
内
容
】
次

世
代
継
承
の
た
め
の
方
策
案
に
つ
い
て
の
検

討

第
八
回
研
究
会　
　
平
成
二
八
年
七
月
四
日���

【
研
究
内
容
】
伝
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統
仏
教
教
団
の
次
世
代
継
承
―
Ｈ
Ｐ
の
コ
ン

テ
ン
ツ
か
ら
―

第
九
回
研
究
会　

��

平
成
二
八
年
七
月
十
一
日�

【
研
究
内
容
】
伝

統
仏
教
教
団
の
次
世
代
継
承
―
Ｈ
Ｐ
の
コ
ン

テ
ン
ツ
か
ら
―

第
十
回
研
究
会　
　
平
成
二
八
年
七
月
二
五
日�

【
研
究
内
容
】
新

宗
教
教
団
の
次
世
代
継
承
―
Ｈ
Ｐ
の
コ
ン
テ

ン
ツ
か
ら
―

第
十
一
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
八
月
一
日���

【
研
究
内
容
】
他

宗
教
の
次
世
代
継
承
―
Ｈ
Ｐ
の
コ
ン
テ
ン
ツ

か
ら
―

第
十
二
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
九
月
十
二
日�

【
研
究
内
容
】
各

教
団
の
次
世
代
継
承
の
ま
と
め

第
十
三
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
九
月
二
六
日�

【
研
究
内
容
】
今

後
の
方
向
性
に
つ
い
て
の
検
討

第
十
四
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
十
月
三
日���

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
の
人
生
儀
礼
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
検

討

第
十
五
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
十
月
十
七
日�

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
の
人
生
儀
礼
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
検

討

第
十
六
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
十
月
三
一
日��

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
の
人
生
儀
礼
―
人
生
儀
礼
に
つ
い
て
の

整
理
―

第
十
七
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
十
一
月
七
日��

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
の
人
生
儀
礼
―
先
行
研
究
、
資
料
に
つ

い
て
―

第
十
八
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
十
一
月
十
四
日
【
研
究
内
容
】

お
寺
で
の
人
生
儀
礼
―
具
体
的
成
果
に
つ
い

て
の
検
討
―

第
十
九
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
十
一
月
二
一
日
【
研
究
内
容
】

平
成
二
九
年
度
の
予
算
案
に
つ
い
て　

第
二
〇
回
研
究
会　
平
成�

二
八
年
十
二
月
五
日�

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
七
五
三
の
イ
メ
ー
ジ
ビ
デ
オ
作
製

第
二
一
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
十
二
月
十
二
日
【
研
究
内
容
】

お
寺
で
七
五
三
の
イ
メ
ー
ジ
ビ
デ
オ
作
製
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第
二
二
回
研
究
会　
平
成
二
八
年
十
二
月
十
九
日
【
研
究
内
容
】

お
寺
で
七
五
三
の
イ
メ
ー
ジ
ビ
デ
オ
作
製

第
二
三
回
研
究
会　
平
成
二
九
年�

一
月
十
六
日�

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
七
五
三
の
イ
メ
ー
ジ
ビ
デ
オ
作
製

第
二
四
回
研
究
会　
平
成
二
九
年
一
月
二
三
日��

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
七
五
三
の
解
説
ビ
デ
オ
作
製

第
二
五
回
研
究
会　
平
成
二
九
年
二
月�

九
日���

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
七
五
三
の
解
説
ビ
デ
オ
作
製

第
二
六
回
研
究
会��

平
成
二
九
年
二
月
二
七
日��

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
七
五
三
の
解
説
ビ
デ
オ
作
製

第
二
七
回
研
究
会　
平
成
二
九
年
三
月
六
日����

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
七
五
三
の
解
説
ビ
デ
オ
作
製

第
二
八
回
研
究
会　
平
成
二
九
年
三
月
十
三
日��

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
七
五
三
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

第
二
九
回
研
究
会　
平
成
二
九
年
三
月
二
七
日��

【
研
究
内
容
】
お

寺
で
七
五
三
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

代
表　
　
　
　
　
武
田
道
生

主
務　
　
　
　
　
名
和
清
隆

研
究
員　
　
　
　
袖
山
栄
輝
、
東
海
林
良
昌
、
宮
坂
直
樹
、
和
田

典
善
、
工
藤
量
導

嘱
託
研
究
員　
　
石
上
壽
應
、
鍵
小
野
和
敬

研
究
ス
タ
ッ
フ　
菅
波
正
行
、
石
川
基
樹

�

【
文
責
・
名
和
清
隆
】
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浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
実
践
（
浄
土
宗
的
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
研
究

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
法
然
上
人
の
教
え
に
基
づ
く
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
は
何
か
に
つ

い
て
研
究
し
、
そ
の
理
論
構
築
を
行
い
、
浄
土
宗
僧
侶
の
活
動
の

一
助
と
し
た
い
。
特
に
浄
土
宗
の
教
義
の
基
本
的
な
立
場
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
凡
夫
に
実
践
可
能
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
及
び
そ
の
立

場
と
矛
盾
し
な
い
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体

的
に
は
、
①
浄
土
宗
的
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
立
場
の
研
究
、
②
中

原
実
道
氏
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
の
研
究
（
最
終
講
義
録
の
完

成
を
含
む
）、
③
浄
土
宗
的
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
の
構
築
等
に

つ
い
て
研
究
す
る
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

　
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
の
系
譜
に
つ
い
て
確
認
を
行
っ
た
後
、

中
原
実
道
師
の
資
料
整
理
、
中
原
理
論
の
形
成
過
程
、
法
然
上
人

の
教
え
と
中
原
理
論
、
中
原
理
論
の
可
能
性
等
に
つ
い
て
研
究
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
行
し
て
中
原
実
道
師
の
最
終
講
義
の
講

義
録
の
作
成
も
行
っ
て
い
る
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

第
1
回
研
究
会　
平
成
28
年
4
月
18
日　

第
2
回
研
究
会　
平
成
28
年
5
月
16
日

第
3
回
研
究
会　
平
成
28
年
5
月
23
日
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第
4
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
6
日

第
5
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
27
日

第
6
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
25
日

第
7
回
研
究
会　
平
成
28
年
9
月
26
日

第
8
回
研
究
会　
平
成
28
年
10
月
31
日
（
公
開
研
究
会
）

第
9
回
研
究
会　
平
成
28
年
11
月
7
日

第
10
回
研
究
会　
平
成
28
年
12
月
19
日

第
11
回
研
究
会　
平
成
29
年
1
月
23
日

第
12
回
研
究
会　
平
成
29
年
2
月
24
日

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

研
究
代
表　
　
　
石
川
到
覚

主
務　
　
　
　
　
曽
根
宣
雄

研
究
員　
　
　
　
曽
田
俊
弘　

嘱
託
研
究
員　
　
郡
嶋
昭
示

研
究
ス
タ
ッ
フ　
大
河
内
大
博　
高
瀬
顕
功　
春
本
龍
彬

　
　
　
　
　
　
　
星
俊
明　
田
中
美
喜

�

【
文
責
・
曽
根
宣
雄
】
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災
害
対
応
の
総
合
的
研
究　

―
地
域
防
災
に
お
け
る
寺
院
の
役
割
―

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
設
立
さ
れ
た
「
災
害
対
応
の
総
合
的

研
究
班
」
で
は
、
災
害
が
起
き
た
時
に
各
寺
院
は
ど
の
よ
う
に
対

応
す
る
の
か
、
平
時
よ
り
災
害
ど
の
よ
う
な
備
え
を
し
て
お
く
べ

き
か
、
に
つ
い
て
研
究
を
重
ね
、
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
は
「
寺

院
の
公
益
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
災
害
時
に
お
け
る
寺
院
の
役
割

に
関
し
て
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
平
成
二
十
八
年
度
は
、
自
治
体

と
の
宗
教
施
設
の
災
害
時
協
力
協
定
に
関
す
る
調
査
を
継
続
し
つ

つ
、
被
災
時
の
宗
教
法
人
へ
の
補
償
問
題
に
つ
い
て
も
被
災
寺
院

へ
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
具
体
的
な
対
応
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
た
東
日
本
大
震
災
の
際
に
は
多
く
の
宗
教
者
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
行
っ
た
が
、
そ
の
受
け
入
れ
や
調
整
業
務
を
担
当
す
る
社

会
福
祉
協
議
会
は
こ
う
し
た
宗
教
者
の
活
動
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
感
じ
て
い
る
の
か
、
問
題
点
や
利
点
等
の
調
査
を
行
い
た
い
。

合
わ
せ
て
他
宗
教
団
体
、
学
術
機
関
と
の
情
報
交
換
や
連
携
も

行
っ
て
い
く
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

・
作
業
大
綱

①　
東
日
本
大
震
災
で
の
寺
院
や
僧
侶
の
役
割
に
つ
い
て
の
情
報

整
理

②　
熊
本
地
震
で
の
寺
院
の
被
災
状
況
・
寺
院
や
僧
侶
の
役
割
に

つ
い
て
の
聞
き
取
り
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③　
研
究
協
力
団
体
と
の
共
同
研
究

・
進
捗
状
況

①　
・
こ
れ
ま
で
の
情
報
整
理
に
加
え
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災

し
、
寺
院
所
在
地
が
災
害
危
険
地
域
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
で

寺
院
移
転
を
行
っ
た
寺
院
に
対
し
、
移
転
に
あ
た
っ
て
の
経

緯
や
行
政
と
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ

た
。

・
石
巻
に
拠
点
を
置
く
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
・
社
会
貢
献
室
と
、

地
元
の
産
業
を
活
か
し
た
復
興
活
動
を
行
っ
て
い
る
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
マ
ン
ジ
ャ
パ
ン
に
対
し
、
宗
教
や
寺
院
に
期
待
す
る

こ
と
、
果
し
え
る
役
割
に
つ
い
て
聞
き
取
り
と
意
見
交
換
を

行
っ
た
。

②　
・
被
災
者
に
対
す
る
寺
院
や
僧
侶
に
よ
る
支
援
活
動
の
調
査

（
青
年
会
の
活
動
視
察
・
協
力
団
体
へ
の
聞
き
取
り
）
を
行
っ

た
。

・
避
難
所
や
仮
設
住
宅
、
霊
園
な
ど
で
の
墓
石
倒
壊
の
状
況

等
の
視
察
を
し
た
。

・
浄
土
宗
寺
院
三
ヵ
寺
、
他
宗
寺
院
一
ヵ
寺
に
被
災
時
の
様

子
や
今
後
の
展
望
な
ど
の
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。

③　
・
淑
徳
大
学
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
「
ア
ジ
ア
の
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
ク
と
仏
教
の
可
能
性
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
内
の
「
日
本
の
地
域
社
会
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
と
仏
教
の
協
働
連
携
モ
デ
ル
の
開
発
」
研
究
へ
の
研

究
協
力
を
行
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
地
域
の
社

会
福
祉
協
議
会
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
の
検
討
、
な
ら
び
に

回
収
と
聞
き
取
り
調
査
に
協
力
し
て
い
る
。

・「
宗
教
施
設
を
地
域
資
源
と
し
た
災
害
協
定
に
関
す
る
調

査
報
告
」（
科
学
研
究
費
補
助
金・基
盤
研
究A

（
研
究
代
表
者：

稲
場
圭
信
大
阪
大
学
大
学
院
教
授
））
と
の
連
携
研
究
と
し
て
、

各
被
災
地
の
宗
教
の
役
割
に
つ
い
て
と
、
自
治
体
と
の
災
害

時
協
力
協
定
の
情
報
交
換
を
行
っ
た
。

・
前
述
の
淑
徳
大
学
・
大
阪
大
学
に
女
川
町
社
会
福
祉
協
議

会
を
含
め
た
四
者
に
て
共
同
研
究
会
を
開
催
。
宮
城
県
女
川

町
社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局
主
任
・
須
田
め
ぐ
み
氏
を
講
師

と
し
て
、
地
域
の
寺
院
と
社
会
福
祉
協
議
会
の
協
力
関
係
の

現
状
と
展
望
に
つ
い
て
お
話
し
を
伺
い
、
今
後
の
研
究
体
制
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の
話
し
合
い
、
な
ら
び
に
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
協
議
会

と
寺
院
の
共
同
に
つ
い
て
討
議
し
た
。

・
仏
教
・
神
道
・
キ
リ
ス
ト
教
・
新
宗
教
各
教
団
の
宗
教
者

な
ら
び
に
宗
教
学
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
宗
教
者
災
害
支
援

連
絡
会
へ
参
加
し
情
報
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

平
成
二
十
八
年

・
四
月
十
八
日　
（
今
年
度
の
研
究
に
つ
い
て
）

・
五
月
十
六
日　
（
資
料
整
理
）

・
六
月
二
十
日　
（
資
料
整
理
）

・
七
月
二
十
五
日
（
熊
本
地
震
の
聞
き
取
り
内
容
検
討
）

・
七
月
二
十
六
‐
二
十
八
日　
（
熊
本
宗
教
者
災
害
支
援
連
絡
会
・

熊
本
教
区
寺
院
聞
き
取
り
）

・
八
月
一
日　
（
熊
本
調
査
報
告
）

・
九
月
七
日　
（
淑
徳
大
学
合
同
研
究
会
）　

・
十
月
四
日　
（
宗
教
者
災
害
支
援
連
絡
会
）

・
十
一
月
三
‐
四
日
（
熊
本
地
震
支
援
活
動
視
察
）

・
十
一
月
八
日　
（
淑
徳
大
学
合
同
研
究
会
・
熊
本
地
震
支
援
活

動
視
察
報
告
）

・
十
一
月
二
十
九
日
（
資
料
整
理
）

・
十
二
月
五
日　
（
熊
本
宗
教
者
災
害
支
援
連
絡
会
）

・
十
二
月
十
二
日
（
熊
本
宗
教
者
災
害
支
援
連
絡
会
報
告
・
資
料

整
理
）

・
十
二
月
十
六
日
（
資
料
整
理
）

平
成
二
十
九
年

・
一
月
九
日　
　
（
宗
教
者
災
害
支
援
連
絡
会
）

・
一
月
二
十
三
日
（
資
料
整
理
）

・
一
月
二
十
四
日
（
資
料
整
理
・
宮
城
聞
き
取
り
内
容
検
討
）

・
二
月
一
日　
（
ヤ
フ
ー
ジ
ャ
パ
ン
訪
問（
石
巻
）／
宮
城
教
区
寺

院
聞
き
取
り
）

・
二
月
六
日　
（
大
阪
大
学
・
淑
徳
大
学
・
女
川
社
会
福
祉
協
議

会　
合
同
研
究
会
）

・
二
月
九
日
（
合
同
研
究
会
の
ま
と
め
）

・
二
月
十
三
日　
（
資
料
整
理
）

・
二
月
二
十
二
日　
（
宮
城
教
区
寺
院
聞
き
取
り
）
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・
三
月
九
日　
（
全
国
浄
土
宗
青
年
会
全
国
大
会
参
加（
震
災
関
連
））

・
三
月
二
十
一
日
（
ヤ
フ
ー
ジ
ャ
パ
ン（
石
巻
）ブ
レ
イ
ン
ス
ト
ー

ミ
ン
グ
）

・
三
月
三
十
日　
（
熊
本
寺
院
聞
き
取
り
）

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

代
表　
　
　
　
　
今
岡　
達
雄

主
務　
　
　
　
　
宮
坂　
直
樹

研
究
員　
　
　
　
戸
松
義
晴
・
袖
山
榮
輝
・
曽
根
宣
雄
・
東
海
林

良
昌
・
吉
田
淳
雄

嘱
託
研
究
員　
　
石
田
一
裕

研
究
ス
タ
ッ
フ　
鷲
見
宗
信・小
川
有
閑・石
川
基
樹・高
瀬
顕
功・

小
林
惇
道
・
藤
森
雄
介
・
問
芝
志
保

�

【
文
責
・
宮
坂
直
樹
】
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現
代
に
お
け
る
老
い
と
仏
教

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
現
代
に
お
け
る
老
い
と
仏
教
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
う
も
の
で
あ
る
。�

　

現
在
、「
老
い
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
、
日
本
の
社
会
に
お
い

て
取
り
組
む
べ
き
課
題
の
最
優
先
順
位
に
位
置
し
て
い
る
。
現
代

社
会
に
お
け
る
老
い
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
分
析
を
基

に
「
現
代
人
の
老
い
」
に
お
け
る
仏
教
的
な
「
場
」
の
提
案
を
行

い
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
「
場
」
の
可
能
性
は
未
知
で
あ
る

が
、「
老
い
」
に
対
す
る
見
解
、
資
質
を
備
え
た
相
談
相
手
、
法
話
、

儀
礼
を
備
え
た
寺
院
や
僧
侶
が
、
こ
の
問
題
に
関
わ
る
意
味
は
少

な
か
ら
ず
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
仏
教
的
見
地
に
立
っ
た
分
か
ち

合
い
や
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
場
を
教
学
・
布
教
・
法
式
の
各
分
野
の

協
力
に
よ
り
創
出
し
、
そ
れ
に
関
わ
る
僧
侶
像
を
提
案
し
て
い
く

こ
と
が
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

し
て
、「
老
い
」
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
寺
院
と
社
会
と

の
信
頼
関
係
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を

も
提
示
し
て
い
き
た
い
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

　
平
成
二
八
年
度
の
作
業
大
綱
と
進
捗
状
況
は
概
ね
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
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（
1
）
老
い
や
介
護
に
関
連
す
る
基
礎
情
報
の
収
集

　
研
究
員
間
で
現
代
に
お
け
る
老
い
や
介
護
に
関
す
る
情
報
共
有

を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
介
護
や
人
生
に
お
け
る
最
終
段
階
に

関
す
る
書
籍
、
行
政
に
よ
る
統
計
資
料
、
新
聞
記
事
、NHK

制
作

の
報
道
番
組
な
ど
を
取
り
上
げ
、
合
評
会
や
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

（
2
）
講
師
招
聘

　
第
六
回
研
究
会
に
は
、
全
国
介
護
者
支
援
団
体
連
合
会
代
表
の

牧
野
史
子
氏
を
招
聘
し
、
研
究
員
各
々
が
最
新
の
介
護
者
支
援
の

現
状
や
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
の
知
見
を
得
た
。
第
二
四
回
研
究

会
で
は
、
東
京
大
学
講
師
の
成
瀬
昂
先
生
を
招
聘
し
、
地
域
包
括

ケ
ア
に
関
す
る
ご
報
告
を
い
た
だ
い
た
。

（
3
）
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ
フ
ェ
の
開
催

　

第
一
四
回
研
究
会
で
は
千
葉
県
柏
市
に
あ
る
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ

フ
ェ
を
視
察
し
た
。
第
一
五
回
研
究
会
で
は
葛
飾
区
香
念
寺
に
て
、

地
域
の
介
護
者
や
介
護
関
係
者
を
対
象
と
し
た
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ

フ
ェ
を
開
催
し
、
実
地
調
査
を
行
っ
た
。
第
一
八・一
九
回
研
究

会
で
は
葛
飾
区
内
の
介
護
者
支
援
に
関
す
る
地
域
調
査
を
行
っ
た
。

（
4
）「
老
い
」
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
お
よ
び
公
開
研

究
会
に
向
け
て

　
浄
土
宗
教
師
向
け
の
「
老
い
」
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
に

む
け
た
基
礎
作
業
と
し
て
、
関
連
す
る
書
籍
研
究
を
研
究
員
お
よ

び
ス
タ
ッ
フ
が
行
い
、
書
評
を
中
心
と
し
た
論
稿
を
作
成
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
介
護
者
の
た
め
の
カ
フ
ェ
を
立
ち
上
げ
る
活
動
を

行
っ
て
い
る
寺
院
の
実
地
調
査
の
継
続
、
公
開
研
究
会
を
開
催
す

る
計
画
等
の
作
業
を
順
次
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

平
成
二
八
年

　
①　
四
月
一
一
日　

研
究
体
制
・
趣
旨
・
方
法
・
目
標
お
よ
び

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て

　
②　
四
月
一
八
日　
研
究
の
進
め
方
に
つ
い
て

　
③　
五
月
二
三
日　
介
護
保
険
や
認
知
症
に
関
す
る
課
題
図
書

の
短
評
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④　
五
月
三
〇
日　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
人
生
の
終
い
方
」

に
つ
い
て

　
⑤　
六
月
一
三
日　
経
産
省
「
安
心
と
信
頼
の
あ
る
「
ラ
イ
フ

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ス
テ
ー
ジ
」
の
創
出
に

向
け
た
普
及
啓
発
に
関
す
る
研
究
会
」
報

告
書
に
つ
い
て

　
⑥　
六
月
二
七
日　
講
師
：
牧
野
史
子
先
生
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
介
護
者

サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
・
ア

ラ
ジ
ン
、
全
国
介
護
者
支
援
団
体
連
合
会

代
表
）

講
題
：「
孤
立
す
る
介
護
者
～
そ
の
先
に

あ
る
も
の
、
支
え
る
地
域
を
ど
う
つ
く
る

の
か
～
」

　
⑦　
七
月
二
五
日　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
老
人
漂
流
社
会
」

に
つ
い
て

　
⑧　
八
月
一
日　
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
老
人
漂
流
社
会
」

に
つ
い
て

　
⑨　
八
月
二
九
日　
こ
れ
ま
で
の
論
点
整
理

　
⑩　
九
月
一
二
日　
　
こ
れ
ま
で
の
論
点
整
理

　
⑪　
九
月
二
〇
日　
　
お
寺
で
の
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ
フ
ェ
開
催
に

つ
い
て

　
⑫　
一
〇
月
三
日　
　
お
寺
で
の
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ
フ
ェ
の
開
催

に
つ
い
て

　
⑬　
一
〇
月
三
一
日　
お
寺
で
の
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ
フ
ェ
の
開
催

に
つ
い
て

　
⑭　
一
一
月
八
日　
　

N
P
O
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ
フ
ェ
み
ち
く
さ

亭
（
千
葉
県
柏
市
）
の
聞
き
取
り
査

　
⑮　
一
一
月
一
六
日　
香
念
寺
「
介
護
者
の
心
の
や
す
ら
ぎ
カ

フ
ェ
」
の
開
催

　
⑯　
一
二
月
五
日　
　
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ
フ
ェ
の
反
省
に
つ
い
て
、

　
⑰　
一
二
月
一
二
日　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
縮
小
ニ
ッ
ポ
ン
の
衝
撃
』
に

つ
い
て

平
成
二
九
年

　
⑱　
一
月
一
一
日　
　
葛
飾
区
内
の
介
護
者
支
援
に
関
す
る
地

域
調
査

　
⑲　
一
月
一
三
日　
　
葛
飾
区
内
の
介
護
者
支
援
に
関
す
る
地
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域
調
査

　
⑳　
一
月
二
三
日　
　
読
売
新
聞
の
介
護
関
係
記
事
に
つ
い
て

　
�　
一
月
三
〇
日　
　
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
の
課
題
図
書
に
つ
い

て

　
�　
二
月
一
三
日　
　
介
護
の
事
例
に
つ
い
て

　
�　
二
月
二
七
日　
　
大
阪
で
の
月
参
り
の
事
例
に
つ
い
て

　
�　
三
月
六
日　
　
　
研
究
進
捗
状
況
の
報
告

　
�　
三
月
一
四
日　
　
香
念
寺
「
介
護
者
の
こ
こ
ろ
の
や
す
ら

ぎ
カ
フ
ェ
」
の
開
催

　
�　
三
月
一
六
日　
　

講
師
：
成
瀬
昂
先
生
（
東
京
大
学
大
学

院
医
学
系
研
究
科
健
康
科
学
・
看
護
学

専
攻
助
教
授
）

講
題
：「
地
域
包
括
ケ
ア
の
現
状
」　

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

　
研
究
代
表　
　
　
戸
松
義
晴

　
主
務　
　
　
　
　
東
海
林
良
昌

　
研
究
員　
　
　
　

八
木
英
哉
、
中
野
孝
昭
、
名
和
清
隆
、
吉
田

淳
雄
、
宮
入
良
光

　
嘱
託
研
究
員　
　
工
藤
量
導

　
研
究
ス
タ
ッ
フ　
伊
藤
竜
信
、
小
川
有
閑
、
下
村
達
郎
、
高
瀬

顕
功
、
小
林
惇
道
、
中
村
悟
眞

�【
文
責
・
東
海
林
良
昌
】
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法
然
上
人
御
法
語
集　

第
4
・
5
集

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
本
研
究
班
は
、
平
成
九
年
か
ら
同
一
三
年
に
か
け
て
浄
土
宗
か

ら
刊
行
さ
れ
た
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
』（
以
下
、『
ご
法
語
』
と

記
す
）
第
一
集
か
ら
第
三
集
に
引
き
続
き
、
第
五
集
の
刊
行
を
目

指
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で『
法
然
上
人
の
ご
法
語
①
―
消
息
編
―
』

（
平
成
九
年
三
月
発
行
、
全
二
八
四
頁
）、『
法
然
上
人
の
ご
法
語

②
―
法
語
類
編
―
』（
平
成
一
一
年
三
月
発
行
、
全
四
一
三
頁
）、

『
法
然
上
人
の
ご
法
語
③
―
対
話
編
―
』（
平
成
一
三
年
六
月
発
行
、

全
四
八
三
頁
）
か
ら
な
る
三
集
を
編
訳
・
刊
行
し
て
き
た
も
の
の
、

い
ま
だ
法
然
上
人
の
遺
文
類
を
網
羅
し
得
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
法
然
上
人
の
ご
法
語
に
つ
い

て
、
引
き
続
き
編
訳
作
業
を
進
め
て
い
る
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

　
第
五
集
は
、
こ
れ
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
ご
法
語
』
前
三
集
に
準

じ
て
、『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
以
下
、『
昭
法
全
』と
記
す
）「
第

六
輯　
制
誡
篇
」（『
昭
法
全
』
七
八
一
頁
～
八
一
六
頁
）
を
取
り

上
げ
て
、
順
次
、
研
究
会
を
重
ね
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
刊
行
し
て

き
た
前
三
集
は
、
説
示
内
容
に
応
じ
た
適
切
な
法
語
の
配
当
、
法

話
に
資
す
る
適
度
な
法
語
の
分
量
設
定
、
丁
寧
で
分
か
り
や
す
い

現
代
語
訳
、
豊
富
な
語
注
と
適
切
な
索
引
な
ど
を
施
し
た
こ
と
か

ら
、
既
に
第
一
集
が
完
売
す
る
な
ど
、
本
宗
僧
侶
の
布
教
伝
道
資

料
と
し
て
大
い
に
活
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
一
般
読
者
か
ら
も
高
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い
支
持
を
得
て
き
た
。
本
書
の
刊
行
は
、
法
然
上
人
の
選
択
本
願

念
仏
思
想
の
普
及
の
一
助
と
な
り
、
本
宗
の
一
層
の
教
線
拡
大
を

促
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
平
成
二
八
年
度
の
作
業
大
綱
は
概
ね
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
引
用
法
語
の
選
定・編
集
―『
昭
法
全
』「
第
六
輯　
制
誡
篇
」

所
収
の
各
種
法
語
に
つ
い
て
、
法
語
の
典
拠
調
査
、
そ
の
法
語
が

所
収
さ
れ
る
各
種
異
本
等
と
の
校
合
作
業
、
法
語
中
の
引
用
文
献

の
調
査
な
ど
を
研
究
員
が
分
担
し
て
調
査
。
以
上
の
作
業
を
踏
ま

え
た
上
で
、
一
般
読
者
向
け
の
読
み
や
す
い
文
体
を
作
成
。
あ
わ

せ
て
、
引
用
法
語
に
つ
い
て
の
必
要
な
書
誌
情
報
を
示
す
脚
注
の

作
成
。

　
②
選
定
法
語
の
現
代
語
訳
―
①
を
経
た
法
語
に
つ
い
て
、
本
書

で
も
っ
と
も
重
き
を
置
い
て
い
る
一
般
読
者
向
け
の
読
み
や
す
い

現
代
語
訳
の
作
成
。

　

③
選
定
法
語
の
配
当
―
当
初
、『
ご
法
語
』
前
三
集
の
目
次
に

沿
っ
た
法
語
の
配
当
を
想
定
し
て
い
た
が
、
制
誡
篇
の
性
格
上
、

全
文
を
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
④
語
注
・
索
引
作
成
―
『
ご
法
語
』
前
三
集
に
準
じ
た
語
注
・

索
引
の
作
成
。

　
以
上
が
本
年
度
の
作
業
大
綱
で
あ
る
。
平
成
二
八
年
度
末
時
点

に
お
い
て
、
①
か
ら
④
ま
で
の
編
集
部
に
お
け
る
作
業
を
終
え
、

浄
土
宗
文
化
局
へ
の
デ
ー
タ
の
移
行
を
行
っ
た
。
今
後
は
、
文
化

局
と
の
調
整
を
進
め
、
出
版
す
る
本
の
装
丁
な
ど
へ
と
進
ん
で
い

く
が
、
一
日
も
早
い
刊
行
を
目
指
し
て
い
る
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

・
平
成
二
八
年
…
四
月
二
五
日　
五
月
二
日　
五
月
九
日　
五
月

一
六
日　
五
月
二
三
日

四
月
一
一
日　
四
月
一
八
日　
六
月
一
三
日　
六
月
二
七
日　

七
月
四
日　
七
月
一
一
日

七
月
二
五
日　
八
月　
八
日　
八
月
二
二
日　
八
月
二
九
日　

九
月
二
六
日　
一
〇
月
一
七
日

一
〇
月
三
一
日　
一
一
月
一
四
日　
一
一
月
二
一
日　
一
二
月

五
日　
一
二
月
一
九
日

平
成
二
九
年
…
一
月
一
六
日　
一
月
二
三
日　
一
月
三
〇
日　
二

月
一
三
日　
二
月
二
七
日　
三
月
六
日
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※
い
ず
れ
も
現
代
語
訳
作
業
を
行
っ
た

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

研
究
主
務　
　
　
林
田
康
順　

研
究
員　
　
　
　
袖
山
栄
輝　
佐
藤
堅
正　
曽
根
宣
雄　
東
海
林

良
昌　
和
田
典
善　

嘱
託
研
究
員　
　
石
川
琢
道　
石
上
壽
應　
吉
水
岳
彦　
石
田
一

裕　
工
藤
量
導　
郡
嶋
昭
示

研
究
ス
タ
ッ
フ　
大
橋
雄
人　
杉
山
裕
俊

　
本
報
告
を
ご
一
読
い
た
だ
い
た
大
方
の
諸
賢
に
は
、
本
研
究
班

ヘ
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
広
く
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申

し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。　
合
掌　

�

【
文
責
・
林
田
康
順
】
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浄
土
宗
基
本
典
籍
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
近
年
の
情
報
化
の
進
展
に
伴
い
、
浄
土
宗
学
・
宗
教
学
・
宗
教

社
会
学
な
ど
を
含
む
人
文
科
学
分
野
の
研
究
に
お
い
て
も
、
情
報

処
理
技
術
を
駆
使
し
て
基
本
的
な
典
籍
を
調
査
分
析
す
る
こ
と
が

一
般
的
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
調
査
分
析
方
法
を
用
い
る

た
め
に
は
、
典
籍
が
電
子
的
情
報
に
変
換
（
電
子
テ
キ
ス
ト
化
）

さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
本
研
究
会
は
、
わ
が
宗
の
宗
典
を
統

一
的
な
デ
ー
タ
形
式
で
電
子
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
電
子
テ

キ
ス
ト
化
の
基
本
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

　
昨
年
度
ま
で
に
特
に
『
浄
土
宗
全
書
』
続
篇
の
訓
点
を
含
む
書

籍
情
報
の
完
全
な
電
子
化
を
行
い
、
検
索
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
。

ま
た
、
教
学
院
か
ら
『
浄
土
宗
全
書
』
正
篇
の
デ
ー
タ
の
提
供
を

受
け
て
、
正
続
両
篇
の
検
索
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
。
こ
れ
を
研

究
所
外
の
テ
ス
ト
サ
ー
バ
ー
上
に
構
築
し
て
試
験
や
改
良
を
行
い
、

平
成
29
年
度
の
早
い
時
期
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
す
る
予

定
で
あ
る
。
将
来
は
他
の
電
子
デ
ー
タ
を
も
検
索
可
能
な
検
索
シ

ス
テ
ム
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

1�
検
索
シ
ス
テ
ム

・『
浄
土
宗
全
書
』（
正
続
両
篇
）
の
検
索
シ
ス
テ
ム
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
公
開
す
る
準
備
を
進
め
て
い
る
。
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
デ

ザ
イ
ン
は
専
門
の
業
者
に
制
作
を
依
頼
し
た
。
ま
た
、『
浄
土
宗
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全
書
』
続
篇
の
電
子
デ
ー
タ
の
校
正
作
業
を
続
け
て
い
る
。

2�『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
電
子
化

・『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
電
子
化
に
つ
い
て�

w
i
k
i�

形
式

を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
。
旧
版
の�

w
i
k
i�

シ
ス
テ
ム
を
試

験
的
に
作
成
し
た
。

3�

浄
土
宗
関
係
典
籍
の
電
子
化

・『
四
休
菴
貞
極
全
集
』（
上
中
下
巻
）、『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』（『
増

上
寺
史
料
集
』
の
第
五
巻
か
ら
第
七
巻
）
の
電
子
テ
キ
ス
ト
を
作

成
し
た
。

4�

講
義
、
勉
強
会
お
よ
び
会
議

・
3
月
31
日
に
人
文
情
報
研
（
東
京
都
文
京
区
）
に
於
い
て
、
所

長
の
永
崎
研
宣
氏
と
、『
浄
全
正
続
』
検
索
シ
ス
テ
ム
と
S
A
T

と
の
連
携
の
た
め
の
作
業
を
行
っ
た
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

平
成
28
年
4
月
4
日
新
年
度
研
究
内
容
打
合
せ
、

4
月
18
日
、
25
日
、
5
月
9
日
、
16
日
検
索
シ
ス
テ
ム
の
検
討
、

5
月
23
日
大
辞
典
の
電
子
化
に
つ
い
て
検
討
、

5
月
30
日
デ
ー
タ
入
力
業
者
と
打
ち
合
せ
、

6
月
6
日
、
13
日
、
27
日
、
7
月
4
日
、
8
月
10
日
、
22
日
、
31

日
検
索
シ
ス
テ
ム
の
検
討
、

9
月
12
日
デ
ー
タ
入
力
業
者
と
打
ち
合
せ
、

9
月
26
日
、
10
月
17
日
、
24
日
、
11
月
7
日
、
14
日
、
28
日
検
索

シ
ス
テ
ム
の
検
討
、

12
月
12
日
デ
ー
タ
入
力
業
者
と
打
ち
合
せ
、

12
月
19
日
検
索
シ
ス
テ
ム
の
検
討
、

平
成
29
年
1
月
16
日
、
23
日
、
30
日
ウ
ェ
ブ
デ
ザ
イ
ン
業
者
と
打

ち
合
せ
、

2
月
6
日
、
13
日
検
索
シ
ス
テ
ム
の
検
討
、

2
月
17
日
ウ
ェ
ブ
デ
ザ
イ
ン
業
者
と
打
ち
合
せ
、

2
月
27
日
検
索
シ
ス
テ
ム
の
検
討
、

3
月
6
日
ウ
ェ
ブ
デ
ザ
イ
ン
業
者
と
打
ち
合
せ
、

3
月
13
日
検
索
シ
ス
テ
ム
の
検
討
、

3
月
27
日
ウ
ェ
ブ
デ
ザ
イ
ン
業
者
と
打
ち
合
せ
、

3
月
31
日
人
文
情
報
研
永
崎
研
宣
氏
と
、
S
A
T
と
の
連
携
の
た

め
の
作
業
。
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【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

主
務　
　
　
　
　
佐
藤
堅
正����

研
究
員　
　
　
　
後
藤
真
法��

齊
藤
舜
健��

柴
田
泰
山��

市
川
定
敬

嘱
託
研
究
員　
　
石
川
琢
道��

工
藤
量
導

研
究
ス
タ
ッ
フ　
大
橋
雄
人

�

【
文
責
・
佐
藤
堅
正
】
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浄
土
宗
基
本
典
籍
の
英
訳
研
究

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
浄
土
宗
劈
頭
宣
言
「
世
界
に
共
生
を
」
に
基
づ
き
浄
土
宗
の
教

え
を
世
界
に
発
信
す
る
た
め
、『
浄
土
宗
聖
典
』
の
英
訳
・
出
版

を
目
的
と
し
た
研
究
会
を
開
催
す
る
。『
和
語
燈
録
』
の
英
訳
・

編
集
・
確
認
作
業
、『
観
経
疏
』
英
訳
の
集
中
研
究
会
、Coats�

and�Ishizuka

の
『Honen　

The�Buddhist�Saint

』
の
テ
キ

ス
ト
化
、
本
文
・
脚
注
な
ど
の
確
認
作
業
を
行
う
。
ま
た
仏
教
聖

典
英
訳
に
関
す
る
国
際
学
会
・
会
議
な
ど
に
参
加
し
、
翻
訳
に
関

す
る
研
究
動
向
・
現
状
を
把
握
し
、
そ
の
成
果
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
反
映
す
る
。
英
語
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
研
究
成
果
を
公
開
し
、
世

界
に
浄
土
宗
の
教
え
を
発
信
し
て
い
く

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

①
『
和
語
燈
録
』・『
観
経
疏
』
の
英
訳

②
『
四
十
八
巻
伝
』
英
訳
編
集

③
和
語
灯
録
グ
ロ
ッ
サ
リ
ー
の
作
成
・
編
集

①
『
和
語
燈
録
』・『
観
経
疏
』
の
英
訳
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
八
年
年
六
月
か
ら
七
月
に
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学

バ
ー
ク
レ
イ
校
仏
教
学
・
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
教
授
を
招
聘
し
て

集
中
研
究
会
を
開
催
し
た
。
こ
の
集
中
研
究
会
に
お
い
て
、『
和

語
燈
録
』
の
「
鎌
倉
二
位
の
禅
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」
が
完
成
。

「
大
胡
消
息
英
訳
」英
訳
の
約
8
割
が
完
成
。『
観
経
疏
』「
水
想
観
」

の
英
訳
作
業
が
完
成
。
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②
『
四
十
八
巻
伝
』
英
訳
編
集
に
つ
い
て
は
、
ワ
ッ
ツ
研
究
員

が
一
年
を
通
し
て
、
コ
ー
ツ
・
石
塚
訳
の
見
直
し
作
業
に
取
り

組
み
、
本
文
の
訂
正
作
業
と
脚
注
の
確
認
作
業
を
進
行
さ
せ
た
。

②　
『
和
語
灯
録
』
グ
ロ
ッ
サ
リ
ー
の
作
成
・
編
集

　
こ
れ
ま
で
に
英
訳
を
し
た
文
献
に
基
づ
き
グ
ロ
ッ
サ
リ
ー
を
作

成
。
現
在
、
英
文
と
和
文
を
対
照
さ
せ
、
収
集
語
句
に
つ
い
て
英

訳
三
部
経
のindex

を
参
照
し
て
選
定
中
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

第
01
回
研
究
会　
平
成
28
年
4
月
12
日　

第
02
回
研
究
会　
平
成
28
年
4
月
19
日　

第
03
回
研
究
会　
平
成
28
年
4
月
26
日　

第
04
回
研
究
会　
平
成
28
年
5
月
10
日　

第
05
回
研
究
会　
平
成
28
年
5
月
17
日　

第
06
回
研
究
会　
平
成
28
年
5
月
24
日　

第
07
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
02
日　

第
08
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
03
日　

第
09
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
06
日　

第
10
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
07
日　

第
11
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
08
日　

第
12
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
09
日　

第
13
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
10
日　

第
14
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
13
日

第
15
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
20
日　

第
16
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
21
日

第
17
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
22
日

第
18
回
研
究
会　
平
成
28
年
6
月
23
日

第
19
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
19
日

第
20
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
20
日

第
21
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
22
日

第
22
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
25
日

第
23
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
26
日

第
24
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
27
日

第
25
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
28
日

第
26
回
研
究
会　
平
成
28
年
7
月
29
日

第
27
回
研
究
会　
平
成
28
年
9
月
27
日
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第
28
回
研
究
会　
平
成
28
年　
10
月　
4
日

第
29
回
研
究
会　
平
成
28
年　
10
月
11
日

第
30
回
研
究
会　
平
成
28
年　
10
月
25
日

第
31
回
研
究
会　
平
成
28
年　
11
月
1
日

第
32
回
研
究
会　
平
成
28
年　
11
月�

8
日

第
33
回
研
究
会　
平
成
28
年　
11
月
15
日

第
34
回
研
究
会　
平
成
28
年　
11
月
29
日

第
35
回
研
究
会　
平
成
28
年　
12
月
6
日

第
36
回
研
究
会　
平
成
28
年　
12
月
12
日

第
37
回
研
究
会　
平
成
28
年　
12
月
20
日

第
38
回
研
究
会　
平
成
29
年　
1
月
17
日

第
39
回
研
究
会　
平
成
29
年　
1
月
24
日

第
40
回
研
究
会　
平
成
29
年　
1
月
31
日

第
41
回
研
究
会　
平
成
29
年　
2
月�

7
日

第
42
回
研
究
会　
平
成
29
年　
2
月
14
日

第
43
回
研
究
会　
平
成
29
年　
2
月
21
日

第
44
回
研
究
会　
平
成
29
年　
3
月�

7
日�

【
研
究
担
当
者
】

主
務　
　
　
　
　
戸
松
義
晴

研
究
員　
　
　
　
佐
藤
堅
正

嘱
託
研
究
員　
　
石
田
一
裕
、Jonathan�W

atts

、
北
條
竜
士

研
究
ス
タ
ッ
フ　
小
林
惇
道
、
高
瀬
顕
功
、
平
間
理
俊
、
松
濤
芙

紀

�

【
文
責
・
戸
松
義
晴
】
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浄
土
宗
基
本
典
籍
の
翻
訳
研
究
（
日
常
勤
行
式
）

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
浄
土
宗
21
世
紀
劈
頭
宣
言
に
掲
げ
ら
れ
る
「
世
界
に
共
生
を
」

を
具
現
化
し
て
い
く
た
め
、
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
方
々
に
対

し
て
、
日
常
の
勤
行
に
使
用
可
能
な
日
常
勤
行
式
を
作
成
し
、
浄

土
宗
の
国
際
化
の
一
助
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
の

第
一
段
階
と
し
て
現
行
の
日
常
勤
行
式
を
英
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、

イ
タ
リ
ア
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、（
現
代
）
中
国
語
に

翻
訳
す
る
。

　
は
じ
め
に
翻
訳
の
準
備
作
業
と
し
て
、
日
常
勤
行
式
の
現
代
語

訳
お
よ
び
解
説
書
の
収
集
・
整
理
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
、
ま
た
、
既
存
の
日
常
勤
行
式
の
翻

訳
（
英
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
）
や
、
英
訳
三
部
経
・
英
訳
選
択
集

等
を
参
照
し
て
、
平
成
27
年
度
に
お
い
て「
香
偈
」か
ら「
送
仏
偈
」

ま
で
の
訳
が
一
通
り
完
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
精
度
は
問

題
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
訳
と
い
う
枠
組
み
で
は
収
ま
ら

な
い
情
報
を
訳
注
と
し
て
加
え
て
い
く
作
業
を
行
う
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

　
こ
れ
ま
で
に
作
成
し
た
翻
訳
に
つ
い
て
公
開
に
堪
え
う
る
も
の

に
す
る
た
め
の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
た
。
註
記
等
に
つ
い
て
は
、

註
を
付
す
べ
き
語
の
選
定
お
よ
び
日
本
語
に
よ
る
準
備
は
完
了
し

た
。
今
後
は
、
註
記
の
各
国
語
訳
を
行
い
、
同
時
に
勤
行
式
中

の
「
十
念
」
お
よ
び
「
念
仏
一
会
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
翻
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訳
作
業
で
は
触
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る

か
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
開
教
の
現
場
よ
り
、

冊
子
を
作
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
単
に
勤
行
の
意
味
内
容
を
伝
え

る
の
み
で
は
な
く
、
浄
土
宗
の
教
え
を
簡
潔
に
説
明
し
た
も
の
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
受
け
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
対
応
す

べ
く
各
国
語
の
説
明
文
を
作
成
す
る
。
最
終
段
階
と
し
て
、
日
常

勤
行
式
各
国
語
冊
子
の
た
め
の
レ
イ
ア
ウ
ト
作
業
を
進
め
て
い
く
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

平
成
28
年

4
月
19
日
、
5
月
24
日
、
6
月
28
日
、
7
月
26
日
、
10
月
11
日
、

11
月
15
日
、
12
月
27
日

平
成
29
年

1
月
16
日
、
2
月
9
日
、
2
月
21
日

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

代
表　
　
　
　
　
戸
松
義
晴　
　
　
　
　

主
務　
　
　
　
　
市
川
定
敬　
　
　
　

研
究
員　
　
　
　
齊
藤
舜
健
、
井
野
周
隆
、
田
中
芳
道
、
八
橋
秀

法

嘱
託
研
究
員　
　
米
澤
実
江
子�

、
南
宏
信

研
究
ス
タ
ッ
フ　
西
本
明
央
、
前
田
信
剛
、
角
野
玄
樹
、
林
雅
清
、

原
マ
リ
、
下
村
達
郎

�

【
文
責
・
市
川
定
敬�

】
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法
式
研
究

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
法
式
研
究
で
は
、
放
生
会
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
、
現
代
に

お
け
る
放
生
会
の
実
用
ま
た
応
用
を
研
究
対
象
と
し
た
。
放
生
会

は
『
法
要
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
知
恩
院
な
ど
で
は
修
さ

れ
て
い
る
が
、
出
僧
も
多
く
、
ま
た
日
常
勤
行
式
と
は
大
き
く
異

な
る
な
ど
一
般
寺
院
で
は
修
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
十
夜
法
要

に
お
い
て
放
生
会
を
併
修
す
る
寺
院
も
あ
る
が
、
表
白
・
洒
水
作

法
の
み
を
加
え
る
形
が
多
く
、
放
生
会
儀
軌
で
は
な
い
。
内
容
も

ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
修
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
放
生
会
は
そ

の
内
容
か
ら
一
般
社
会
的
に
も
需
要
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
敬
首
の
『
放
生
慈
濟
羯
磨
儀
軌
』
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
内
容
に
基
づ
い
た
、
一
般
寺
院
」
で
も
修
す
る
こ
と
が
可
能

な
法
要
の
構
築
を
目
的
と
し
た
。

　
本
研
究
会
で
は
、
放
生
会
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
28
年
度
を

基
礎
研
究
、
29
年
度
を
公
開
講
座
に
向
け
て
の
応
用
研
究
と
し
、

放
生
会
の
典
拠
由
来
そ
の
内
容
と
、
儀
軌
規
則
と
の
両
側
面
に
つ

い
て
研
究
会
を
開
催
し
た
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

　
本
宗
に
お
い
て
修
さ
れ
て
い
る
放
生
会
の
多
く
は
『
放
生
慈
濟

羯
磨
儀
軌
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず
『
放
生
慈
濟
羯
磨
儀
軌
』
の

研
究
と
し
て
、
知
恩
院
御
忌
に
修
さ
れ
て
い
る
放
生
会
を
現
地
調

査
記
録
し
、
法
要
の
考
察
を
行
っ
た
。
続
い
て
大
澤
亮
我
先
生
よ



　34

り
「
放
生
会
」
の
由
来
、
歴
史
、
内
容
等
の
講
義
を
受
け
た
。
ま

た
『
放
生
慈
濟
羯
磨
儀
軌
』
以
外
の
放
生
会
、
他
宗
に
於
け
る
放

生
会
の
内
容
を
考
察
し
た
。
さ
ら
に
全
国
で
伝
統
的
に
修
さ
れ
て

い
る
寺
社
の
一
覧
を
作
成
し
、
放
生
会
に
関
す
る
資
料
の
収
集
と
、

宗
内
を
中
心
に
可
能
な
限
り
で
取
材
を
行
っ
た
。

　
放
生
会
は
、
捕
獲
さ
れ
た
動
物
、
魚
類
、
鳥
類
な
ど
に
善
縁
を

与
え
、
池
、
川
、
海
、
野
に
放
ち
、
悪
趣
を
離
れ
し
む
こ
と
を
目

的
と
し
た
法
要
で
、
浄
土
宗
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
「
捕
ら
え
た

虫
・
魚
・
鳥
な
ど
の
生
き
も
の
を
解
放
し
て
自
由
に
す
る
法
会
の

こ
と
。
仏
教
で
は
殺
生
を
誡
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
慈
悲
の
実
践

と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
生
き
も
の
を
殺
し
、
そ
れ
を
食
べ
て

人
間
は
生
き
て
い
ま
す
。
い
く
ら
殺
生
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
も
、

そ
れ
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
生
き
も
の
で
も
、
他

の
生
き
も
の
の
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
い
の
ち
に
感
謝
す
る
こ
と
、
そ
し
て
い
た
ず
ら
に
他
の
い
の
ち

を
奪
わ
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。」
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
典
拠
は
『
梵
網
経
』
及
び
『
金
光
明
経
』
と
し
、
説
か
れ

る
と
こ
ろ
の
、
生
命
を
尊
重
し
、
慈
悲
を
以
て
放
生
の
業
を
行
ず

る
こ
と
を
勧
め
る
、
を
根
拠
と
す
る
。
中
国
で
は
南
北
朝
時
代
か

ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
天
台
大
師
智
顗
が
『
金
光
明
経
』
に

よ
り
放
生
会
を
行
い
、
放
生
池
を
作
っ
た
。
以
降
も
民
衆
に
も
広

が
り
、
特
殊
な
仏
教
儀
礼
か
ら
一
般
人
も
行
う
べ
き
宗
教
儀
礼
と

し
て
捉
え
る
事
と
な
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
に

「
是
日
、
詔
諸
國
以
放
生
」
と
あ
る
の
を
初
見
と
し
、
奈
良
時
代

以
後
に
広
く
一
般
に
普
及
し
て
各
地
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
日
常
の
善
行
と
し
て
、
現
在
に
お
い
て
も
多
く
の
神
社
仏

閣
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　
浄
土
宗
に
お
い
て
は
主
に
敬
首
『
放
生
慈
濟
羯
磨
儀
軌
』
の
式

次
第
に
よ
っ
て
儀
礼
を
行
わ
れ
て
い
る
。
外
陣
正
面
に
放
生
す

る
生
類
を
安
置
し
、
脇
内
陣
側
に
烏
枢
沙
摩
明
王
を
祀
り
、
導

師
、
維
那
及
び
式
衆
、
出
僧
一
か
ら
五
に
て
勤
め
る
。『
梵
網
経
』

に
基
づ
き
、
内
容
は
烏
枢
沙
摩
明
王
解
穢
の
真
言
を
も
っ
て
生
類

に
浄
水
を
散
洒
し
、
三
帰
を
授
与
し
、
仏
名
を
称
揚
し
、
十
二
光

仏
・
菩
薩
戒
経
の
教
え
を
授
け
て
速
や
か
に
苦
界
を
出
離
し
て
菩

提
を
成
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

　
放
生
会
執
行
寺
院
を
取
材
し
た
結
果
、
一
般
寺
院
で
行
わ
れ
て
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い
る
放
生
会
は
、
年
中
行
事
ま
た
は
十
夜
法
要
に
因
み
大
法
要
と

し
て
こ
の
『
放
生
慈
濟
羯
磨
儀
軌
』
を
省
略
し
て
行
っ
て
い
る
も

の
が
多
く
、
十
夜
法
要
次
第
中
に
表
白
、
洒
水
を
挿
入
す
る
も
の

も
あ
っ
た
。
ま
た
業
者
等
の
依
頼
に
よ
り
放
生
会
を
行
っ
て
い
る

寺
院
で
は
日
常
勤
行
に
表
白
等
、
放
生
会
の
内
容
を
加
え
て
勤
め

て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。

　
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
一
般
寺
院
、
少
人
数
で
も
執
行
可
能
な
法

要
と
し
て
の
放
生
会
を
提
案
す
る
。
現
在『
放
生
慈
濟
羯
磨
儀
軌
』

内
容
を
基
に
、
日
常
勤
行
式
の
形
を
踏
襲
し
て
現
在
差
定
を
構
築

し
て
い
る
。

　
平
成
29
年
度
末
に
公
開
講
座
に
お
い
て
放
生
会
の
内
容
説
明
と

共
に
新
た
に
構
築
し
た
放
生
会
を
勤
め
る
予
定
で
あ
る
。

【
研
究
会
開
催
日
】

平
成
28
年

4
月
14
日
、
4
月
18
日
、
4
月
25
日
、
5
月
11
日
、
5
月
30
日
、

6
月
22
日
、

6
月
27
日
、
7
月
4
日
、
8
月
8
日
、
9
月
14
日
、
9
月
26
日
、

11
月
7
日
、

11
月
28
日

平
成
29
年

　
1
月
16
日
、
2
月
27
日

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

研
究
代
表　
　
　
坂
上
典
翁

研
究
主
務　
　
　
中
野
孝
昭

研
究
員　
　
　
　
西
城
宗
隆　
荒
木
信
道　
柴
田
泰
山
、
石
田
一

裕
、
八
橋
秀
法

嘱
託
研
究
員　
　
中
野
晃
了　
田
中
康
真　
山
本
晴
雄　
清
水
秀

浩　
大
澤
亮
我　
粟
飯
原
岳
志

研
究
ス
タ
ッ
フ　
廣
本
榮
康　
渡
辺
裕
章　
八
尾
敬
俊

�

【
文
責
・
中
野
孝
昭
】
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布
教
研
究

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
近
世
以
降
、
布
教
指
南
書
と
し
て
有
名
な
大
日
比
法
洲
の
『
三

法
語
講
説
』
は
、
現
代
の
教
師
が
布
教
す
る
う
え
で
も
大
変
学
ぶ

価
値
が
高
い
も
の
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
、『
三
法
語
講
説
』
は
、「
講

説
大
意
」
一
巻・「
大
胡
消
息
講
説
」
二
巻・「
小
消
息
講
説
」
二
巻・

「
一
枚
起
請
講
説
」
二
巻
か
ら
成
る
）
し
か
し
な
が
ら
原
本
が
入

手
困
難
で
あ
り
、
ま
た
文
体
の
古
さ
・
用
語
の
難
解
さ
・
差
別
用

語
等
の
理
由
に
よ
り
、
良
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
内
で
あ
ま
り

広
く
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
現
在
上
記
書
物
は
、

『
大
日
比
三
師
講
説
集
』（
全
三
巻
／
明
治
43
年
）、『
浄
土
宗
教
学

大
系
』
九
（「
小
消
息
講
説
」
と
「
一
枚
起
請
講
説
」
の
み
収
録
、

昭
和
6
年
）、『
浄
土
宗
全
書
』
九
（「
一
枚
起
請
講
説
」
の
み
収
録
、

昭
和
48
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
入
手
は
困
難
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
翻
刻
・
現
代
語
化
し
、
幅
広
く
活
用

で
き
る
よ
う
な
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
た
い
。
な
お
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
四
年
（
平
成
28
～
31
年
度
）
計
画
で
あ
る
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

　
①
天
保
十
年
版
を
底
本
と
し
て
テ
キ
ス
ト
化
す
る
。

　
②
テ
キ
ス
ト
を
現
代
仮
名
遣
い
や
漢
字
表
記
に
あ
ら
た
め
る
。

　
③
差
別
表
現
な
ど
に
配
慮
し
、
現
代
語
化
す
る
。

　
④
注
記
を
付
す
。
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上
記
作
業
を
研
究
員
・
ス
タ
ッ
フ
で
分
担
し
て
行
い
、
研
究
会

に
お
い
て
精
査
す
る
。

　

平
成
28
年
度
上
半
期
は
、「
講
説
大
意
」
を
適
宜
、
段
落
分
け

を
し
て
、
研
究
員
8
名
の
分
担
を
決
め
、
翻
刻
、
現
代
語
訳
、
注

釈
作
成
を
行
っ
て
き
た
。
今
後
、
凡
例
を
作
成
し
、
用
語
の
統
一

化
な
ど
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
下
半
期
は
、「
一
枚
起
請
講
説
」（
上・

下
）
を
段
落
分
け
し
て
、
各
研
究
員
が
、
分
担
し
て
翻
刻
、
現
代

語
訳
、
注
釈
作
成
を
作
業
中
で
あ
る
。
現
在
、
上
巻
の
半
分
ま
で

作
業
が
終
了
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
日
比
研
究
者
で
あ
る
西
圓
寺

の
西
村
光
正
先
生
を
お
招
き
し
て
、
所
内
講
習
会
を
行
っ
た
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

平
成
28
年

第
1
回
研
究
会　
4
月
14
日　
研
究
計
画
立
案

第
2
回
研
究
会　
4
月
20
日　
研
究
計
画
立
案

第
3
回
研
究
会　
4
月
26
日　
「
講
説
大
意
」
概
要
調
査
・
担
当

者
割
振
り

第
4
回
研
究
会　
5
月
13
日���

「
講
説
大
意
」
現
代
語
化
作
業　

宮
入
担
当
分

第
5
回
研
究
会　
5
月
20
日　
「
講
説
大
意
」　

現
代
語
化
作
業　

後
藤
担
当
分

第
6
回
研
究
会　
5
月
30
日　
「
教
化
研
究
」
原
稿
作
成

第
7
回
研
究
会　
6
月
10
日　
「
講
説
大
意
」
現
代
語
化
作
業　

八
木
担
当
分

第
8
回
研
究
会　
6
月
17
日　
「
講
説
大
意
」　

現
代
語
化
作
業　

伊
藤
担
当
分

第
9
回
研
究
会　
6
月
24
日　
「
講
説
大
意
」　

現
代
語
化
作
業　

中
川
担
当
分

第
10
回
研
究
会　
7
月�

1
日　
「
講
説
大
意
」
統
合
作
業
、
凡
例

作
成

第
11
回
研
究
会　
7
月
22
日　
「
講
説
大
意
」
現
代
語
化
作
業　

大
髙
担
当
分

第
12
回
研
究
会　
7
月
29
日　
「
講
説
大
意
」　

現
代
語
化
作
業　

宮
田
担
当
分

第
13
回
研
究
会　
8
月
19
日　
「
講
説
大
意
」　

現
代
語
化
作
業　
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遠
田
担
当
分

第
14
回
研
究
会　
8
月
30
日　
「
講
説
大
意
」
統
合
作
業
、
凡
例

作
成

第
15
回
研
究
会　
9
月
9
日　
「
一
枚
起
請
講
説
」
概
要
調
査
・

担
当
者
割
振
り

第
16
回
研
究
会　
10
月�
7
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」
現
代
語
化
作

業　
宮
入
担
当
分

第
17
回
研
究
会��

10
月
14
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」　
現
代
語
化
作

業　
中
川
担
当
分

第
18
回
研
究
会　
10
月
28
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」　
現
代
語
化
作

業　
八
木
担
当
分

第
19
回
研
究
会　
11
月
11
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」　
現
代
語
化
作

業　
後
藤
担
当
分

第
20
回
研
究
会　
12
月�

2
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」　

現
代
語
化

作
業　
伊
藤
担
当
分

第
21
回
研
究
会　
12
月�

9
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」　

現
代
語
化

作
業　
遠
田
担
当
分

第
22
回
研
究
会　
12
月
22
日�　
「
講
説
大
意
」
翻
刻
見
直
し
、
凡

例
作
成

平
成
29
年

第
23
回
研
究
会　
1
月
10
日�　
「
講
説
大
意
」
翻
刻
見
直
し

第
24
回
研
究
会　
1
月
27
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」
現
代
語
化
作

業　
宮
田
担
当
分

第
25
回
研
究
会　
2
月�

3
日�　
「
講
説
大
意
」
翻
刻
見
直
し

第
26
回
研
究
会　
2
月
10
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」
現
代
語
化
作

業　
大
髙
担
当
分

第
27
回
研
究
会　
2
月
24
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」　
現
代
語
化
作

業　
宮
入
担
当
分

第
28
回
研
究
会　
3
月�

3
日�　
「
一
枚
起
請
講
説
」　

現
代
語
化

作
業　
中
川
担
当
分

第
29
回
研
究
会　
3
月
31
日�　
「
講
説
大
意
」
翻
刻
見
直
し

所
内
勉
強
会　
　
Ｈ
29
年�

3
月
10
日
（
金
）　

午
後
1
時
～
3
時

30
分　
於
：
明
照
会
館
4
回
第
1
会
議
室
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「
大
日
比
西
圓
寺
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　

講
師
：
西
村
光
正
先
生
（
願
王
寺
住
職
・
西
圓

寺
副
住
職　
／
筑
波
大
学
大
学
院
講
師
）

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

代
表　
　
　
　
　
今
岡
達
雄

主
務　
　
　
　
　
後
藤
真
法

研
究
員　
　
　
　
八
木
英
哉　
　
宮
入
良
光

嘱
託
研
究
員　
　
郡
嶋
昭
示　
　
中
川
正
業

研
究
ス
タ
ッ
フ　
大
髙
源
明　
　
伊
藤
弘
道　
　
遠
田
憲
弘　

　
　
　
　
　
　
　
宮
田
恒
順

�

【
文
責
・
後
藤
真
法
】　
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教
学
研
究
Ⅰ

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
本
研
究
班
で
は
、
善
導
大
師
の
主
著
で
あ
る
『
観
経
疏
』
の
現

代
語
訳・訳
注
の
研
究
を
行
う
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
。『
観
経
疏
』

は
法
然
上
人
の
『
選
択
集
』
と
な
ら
び
、
宗
学
の
根
本
的
な
典
籍

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
決
定
版
と
い
う
べ
き
現
代
語

訳
が
な
か
っ
た
。
本
研
究
会
で
は
、
三
祖
良
忠
上
人
に
よ
る
注
釈

書
『
伝
通
記
』
の
解
釈
に
依
る
こ
と
で
二
祖
三
代
の
教
学
を
基
軸

と
し
な
が
ら
も
、
す
で
に
並
行
し
て
開
始
し
て
い
る
英
語
訳
作
業

や
最
新
の
中
国
仏
教
研
究
の
成
果
も
踏
ま
え
た
研
究
成
果
を
報
告

し
て
ゆ
く
。

　
今
後
、
開
宗
八
五
〇
年
や
善
導
大
師
一
三
五
〇
年
を
ひ
か
え
る

浄
土
宗
に
お
い
て
、
本
書
の
現
代
語
訳
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
お

お
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
ら
大
事
業
に
お
け

る
記
念
事
業
の
一
環
と
も
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

　
平
成
二
八
年
度
の
作
業
大
綱
と
進
捗
状
況
は
概
ね
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

　
①　
善
導
大
師
『
観
経
疏
』
玄
義
分
よ
り
随
時
、
現
代
語
訳
お

よ
び
訳
注
の
研
究
を
進
め
て
い
る
。
研
究
主
務
が
作
成
し

た
下
訳
を
も
と
に
、
研
究
会
に
お
い
て
研
究
員
お
よ
び
研

究
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
内
容
検
討
を
行
い
、
さ
ら
に
現
代
語

と
し
て
の
読
み
や
す
さ
を
考
慮
に
入
れ
た
訳
文
お
よ
び
脚
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注
を
作
成
し
て
い
る
。

　
②　
読
み
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
三
祖
良
忠
上
人
の
『
観
経
疏

伝
通
記
』の
注
釈
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、
法
然
上
人
の『
選

択
集
』『
逆
修
説
法
』
や
聖
光
上
人
の
諸
著
作
、
さ
ら
に

は
浄
土
三
部
経
の
解
釈
と
も
す
り
合
わ
せ
を
し
な
が
ら
現

代
語
訳
を
作
成
し
て
い
る
。

　
③　
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、
玄
義
分
の
科
段
、
序
題
門
、
釈

名
門
、
宗
旨
門
、
説
人
差
別
門
、
定
散
料
簡
門
を
終
え
て
、

現
在
、
経
論
和
会
門
の
中
途
ま
で
訳
文
作
業
が
進
ん
で
い

る
（『
浄
土
宗
全
書
』
二
巻
、
六
三
頁
下
段
）。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

平
成
二
八
年
…
四
月
一
一
日
、
五
月
九
日
、
三
〇
日
、
六
月
六

日
、
一
三
日
、
二
〇
日
、
二
七
日
、
七
月
二
五

日
、
九
月
一
二
日
、
一
〇
月
三
日
、
一
〇
月
二
四

日
、
一
一
月
七
日

平
成
二
九
年
…
一
月
二
三
日
、
三
〇
日
、
二
月
一
三
日
、
二
七
日
、

三
月
六
日
、
一
三
日

※
い
ず
れ
も
現
代
語
訳
作
業
を
行
っ
た

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

主
務　
　
　
　
　
柴
田
泰
山

研
究
員　
　
　
　
齊
藤
舜
健
、
袖
山
榮
輝
、
佐
藤
堅
正

嘱
託
研
究
員　
　
坂
上
雅
翁
、石
田
一
裕
、石
上
壽
應
、工
藤
量
導

研
究
ス
タ
ッ
フ　
大
橋
雄
人
、
杉
山
裕
俊

�

【
文
責
・
柴
田
泰
山
】
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教
学
研
究
Ⅱ
（
京
都
分
室
）

平
成
二
十
八
年
度
　
研
究
活
動
報
告

【
研
究
目
的
・
研
究
内
容
】

　
本
研
究
班
は
、
現
在
の
浄
土
宗
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
の
基
盤

が
確
立
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
江
戸
期
に
存
す
る
と
い
う
見
立
て
に
基

づ
い
て
、
江
戸
期
の
浄
土
宗
の
教
学
・
法
式
・
布
教
等
が
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
個
別
の
研
究
と
し
て
浄
土
宗
正
所
依
の
経
典
で
あ
る
『
浄
土
三

部
経
』
が
、
近
世
以
降
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
を
調

査
研
究
紹
介
す
べ
く
、
義
山
良
照
『
浄
土
三
部
経
随
聞
講
録
』
の

読
解
研
究
を
行
な
っ
て
き
た
（
研
究
内
容
・
作
業
大
綱
の
1
に
相

当
）。

　
江
戸
期
の
浄
土
宗
の
教
学
等
に
つ
い
て
さ
ら
に
広
く
解
明
す
る

た
め
、
江
戸
期
の
浄
土
宗
関
連
人
物
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
と
相
互
の

関
連
調
査
、
年
表
化
作
業
を
行
っ
て
い
る
（
研
究
内
容
・
作
業
大

綱
の
2
に
相
当
）。

（
1
）
義
山
『
浄
土
三
部
経
随
聞
講
録
』
の
書
き
下
し
文
を
作
成

す
る
。
そ
の
際
、
浄
全
本
の
誤
植
な
ど
は
修
正
す
る
。
出
典
を
極

力
調
査
す
る
。

（
2
）
現
在
の
浄
土
宗
へ
の
流
れ
を
把
握
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置

き
、
江
戸
期
の
浄
土
宗
関
連
人
物
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
で
き

る
だ
け
広
い
範
囲
で
、
人
物
、
業
績
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
と
関
連
付

け
を
行
う
。
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【
作
業
大
綱
・
進
捗
状
況
】

　
本
年
度
は
次
の
作
業
・
活
動
を
行
っ
た
。

（
1
）『
観
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
巻
中
之
一
（『
観
無
量
寿
経
』

正
宗
分
の
内
、
日
想
観
か
ら
像
想
観
ま
で
の
釈
）
の
書
き
下
し
及

び
出
典
注
の
作
成
。
事
前
に
研
究
員
が
各
自
分
担
し
て
書
き
下
し

文
及
び
註
記
を
作
成
し
、
研
究
会
に
お
い
て
修
正
し
て
ゆ
く
。

（
2
）
続
浄
所
収
の
『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』
の
人
名
・
寺
院
名
等
の

タ
グ
付
け
に
よ
る
内
容
把
握
作
業
。
特
に
第
二
十
冊
に
見
ら
れ
る

江
戸
期
の
人
物
に
つ
い
て
個
別
の
コ
メ
ン
ト
作
成
作
業
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

平
成
28
年

　

4
月
12
日
（
分
室
設
置
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
合
同
研
究
会
）、
4
月

26
日
、
5
月
10
日
、
6
月
7
日
、
6
月
13
日
、
6
月
21
日
、
6
月

28
日
、
6
月
29
日
、
7
月
5
日
、
7
月
6
日
、
7
月
19
日
、
7
月

20
日
、
8
月
30
日
、
9
月
27
日
、
10
月
12
日
、
10
月
18
日
、
10
月

19
日
、
10
月
26
日
、
11
月
30
日
、
12
月
7
日
、
12
月
13
日
、
12
月

14
日
、
12
月
20
日

平
成
29
年

　
1
月
11
日
、
1
月
18
日
、
1
月
31
日
、
2
月
1
日

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧
】

主
務　
　
　
　
　
齊
藤
舜
健

研
究
員　
　
　
　
八
橋
秀
法
、井
野
周
隆
、市
川
定
敬
、田
中
芳
道

嘱
託
研
究
員　
　
曽
田
俊
弘
、伊
藤
茂
樹
、南
宏
信
、米
澤
実
江
子

研
究
ス
タ
ッ
フ　
西
本
明
央
、角
野
玄
樹
、岩
谷
隆
法
、永
田
真
隆

�

【
文
責
・�

齊
藤
舜
健
】





研
究
ノ
ー
ト
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法
然
上
人
の
教
え
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

平
成
二
十
八
年
度
　
浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
実
践
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
研
究
ノ
ー
ト

　
中
原
実
道
氏
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論

�

―
法
然
上
人
の
寄
り
添
い
と
の
関
係
性
―

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
ス
タ
ッ
フ　

春
本
龍
彬

一
、
は
じ
め
に

　

浄
土
宗
の
僧
籍
を
持
ち
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
活
躍
し

た
中
原
実
道
氏
は
カ
ー
ル
・
ラ
ン
ソ
ム
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
の
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
、
即
ち
来
談
者
中
心
療
法
を
ベ
ー
ス
と

し
て
、
法
然
上
人
の
教
え
に
基
づ
く
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論

（
以
下
、
中
原
理
論
と
記
す
）
を
打
ち
出
し
た
と
言
わ
れ
る
。

　

中
原
理
論
に
関
し
て「
浄
土
宗
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」（『
浄

土
学
』
四
六
、一
～
二
六
頁
、
二
〇
〇
九
）、
並
び
に
曽
根
宣

雄
氏
の「
中
原
実
道
氏
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
に
つ
い
て
」

（『
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年
報
』
四
六
、七
三
～
八
四
頁
、

二
〇
一
五
）
を
参
考
に
整
理
す
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
中
原
理
論
は
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
自
身
が
そ
も
そ
も
凡
夫
で

あ
る
た
め
、
空
に
な
っ
て
、
無
に
な
っ
て
、
相
手
の
言

う
言
葉
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
無
条
件
に
受
け
入
れ
て
い

く
こ
と
は
実
際
の
と
こ
ろ
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場

に
立
つ
。
そ
し
て
、
空
に
な
れ
な
く
て
も
、
無
に
な
れ

な
く
て
も
、
相
手
の
現
状
を
精
一
杯
の
姿
な
の
だ
と
受

け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
を
否
定
す
る
こ
と
な

く
、
肯
定
し
て
い
く
こ
と
が
凡
夫
で
あ
る
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
に
唯
一
実
戦
可
能
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
あ
る
と
考
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え
る
。

・
中
原
理
論
で
は
相
手
の
現
状
が
精
一
杯
の
姿
で
あ
る
と

受
け
止
め
る
こ
と
を
重
要
視
す
る
一
方
で
、
善
悪
の
判

断
に
つ
い
て
は
仏
説
で
あ
る
戒
律
に
基
づ
く
べ
き
で
あ

る
と
す
る
。
戒
律
と
い
う
善
悪
の
基
準
が
あ
り
な
が
ら

も
、
行
動
を
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
姿
こ
そ
凡
夫
の
精

一
杯
の
姿
な
の
で
あ
り
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
は
そ
の

姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
見
做
す
。

・
中
原
理
論
が
主
張
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
手
法
は
、

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
へ
問
題
解
決
の
方
策
を
専
門
的
な
技
術

や
自
身
の
経
験
か
ら
導
か
れ
た
知
識
に
よ
っ
て
指
示
す

る
も
の
で
は
な
い
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
寄
り
添
い
、
ク

ラ
イ
エ
ン
ト
は
精
一
杯
の
姿
な
の
だ
と
受
け
止
め
、
相

手
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
積
極
的
に
傾
聴
す
る
こ
と
を

主
と
し
て
い
る
。

・
中
原
理
論
に
お
い
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
信
仰
の
問
題

は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
中
で
相
手
と
の
信
頼
関

係
が
構
築
出
来
た
の
で
あ
れ
ば
、
時
に
は
救
い
と
な
る

仏
の
教
え
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

で
は
一
体
、
中
原
氏
は
法
然
上
人
の
ど
の
よ
う
な
教
え
を

参
考
と
し
つ
つ
、
上
述
し
た
よ
う
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論

を
独
自
に
確
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
中
原
氏
の
言
及
を
確
認
し
た
上
で
、
更
に
法
然

遺
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
法
然
上
人
の
姿
に
着
目

し
、
最
後
に
中
原
理
論
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
一
考
し
て
み

た
い
。

二
、
中
原
実
道
氏
の
言
及

　

中
原
氏
は「
よ
り
添
う
心
」（『
仏
教
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
』

三
二
、三
五
～
六
六
頁
、
一
九
九
六
）
に
お
い
て
、
室
泊
の
遊

女
化
益
の
事
）
（
（

に
触
れ
つ
つ
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

法
然
上
人
さ
ま
の
こ
の
お
姿
を
私
た
ち
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

の
姿
と
し
て
頂
い
て
い
き
と
う
ご
ざ
い
ま
す
）
（
（

。

　

こ
の
言
及
か
ら
、
中
原
氏
が
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
構
築

の
段
階
に
お
い
て
『
四
十
八
巻
伝
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
室
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泊
の
遊
女
化
益
の
事
か
ら
読
み
取
れ
る
法
然
上
人
の
姿
を
参

考
に
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
中
原
氏
は
室
泊
の
遊
女
化
益
の
事
に
記
述
さ

れ
て
い
る
ど
の
よ
う
な
法
然
上
人
の
姿
を
大
切
に
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
室
泊
の
遊
女
化
益
の
事
を
見
て
み
た
い
。

同
国
室
の
泊
に
着
き
給
う
に
、
小
船
一
艘
近
付
き
来
る
。

こ
れ
遊
女
が
船
な
り
け
り
。
遊
女
申
さ
く
、「
上
人
の

御
船
の
由
承
り
て
推
参
し
侍
る
な
り
。
世
を
渡
る
道

区
々
な
り
。
如
何
な
る
罪
あ
り
て
か
、
斯
か
る
身
と
な

り
侍
ら
む
。
こ
の
罪
業
重
き
身
、
如
何
に
し
て
か
後
の

世
助
か
り
候
べ
き
」
と
申
し
け
れ
ば
、（
Ａ
）上
人
哀
れ
み

て
宣
わ
く
、「（
Ｂ
）実
に
も
左
様
に
て
世
を
渡
り
給
う
ら

ん
罪
障
、
真
に
軽
か
ら
ざ
れ
ば
、
酬
報
又
計
り
難
し
。

若
し
斯
か
ら
ず
し
て
、
世
を
渡
り
給
わ
ぬ
べ
き
計
り
事

あ
ら
ば
、
速
や
か
に
そ
の
業
を
捨
て
給
う
べ
し
。
若
し

余
の
計
り
事
も
な
く
、
又
、
身
命
を
顧
み
ざ
る
程
の
道

心
未
だ
起
こ
り
給
わ
ず
ば
、
唯
、
そ
の
儘
に
て
、
も
っ

ぱ
ら
念
仏
す
べ
し
。
弥
陀
如
来
は
、
左
様
な
る
罪
人
の

為
に
こ
そ
、
弘
誓
を
も
立
て
給
え
る
事
に
て
侍
れ
。

唯
、
深
く
本
願
を
馮
み
て
、
敢
え
て
卑
下
す
る
事
な
か

れ
。
本
願
を
馮
み
て
念
仏
せ
ば
、
往
生
疑
い
あ
る
ま
じ

き
」
由
、
懇
ろ
に
教
え
給
い
け
れ
ば
、
遊
女
随
喜
の
涙

を
流
し
け
り
。
後
に
上
人
宣
い
け
る
は
、「
こ
の
遊
女
、

信
心
堅
固
な
り
。
定
め
て
往
生
を
遂
ぐ
べ
し
」
と
。
帰

洛
の
時
、
こ
こ
に
て
尋
ね
給
い
け
れ
ば
、「
上
人
の
御

教
訓
を
承
り
て
後
は
、
こ
の
辺
り
近
き
山
里
に
住
み
て
、

一
途
に
念
仏
し
侍
り
し
が
、
幾
程
な
く
て
臨
終
正
念
に

し
て
往
生
を
遂
げ
侍
り
き
」
と
人
申
し
け
れ
ば
、「
為

つ
ら
ん
為
つ
ら
ん
」
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け
る
）
（
（

。

　

こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
が
傍
線
部
で
あ
る
。
傍
線
部

（
Ａ
）
に
は
「
上
人
は
不
憫
に
思
っ
て
）
4
（

」
と
あ
り
、
法
然
上
人

が
遊
女
に
同
情
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
（
Ｂ
）
に

は
遊
女
の
状
況
を
受
け
止
め
つ
つ
も
戒
律
に
基
づ
い
て
善
悪

を
示
し
、
最
後
に
「
た
だ
深
く
本
願
を
頼
ん
で
、
決
し
て
自

分
を
卑
下
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
本
願
を
頼
ん
で
念
仏
す
れ

ば
、
往
生
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
）
（
（

。」
と
い
う
浄
土
宗
の
教
え
を
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提
示
す
る
法
然
上
人
の
様
子
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
記
事
か
ら
遊
女
の
行
い
が
戒
律
に
觝

触
す
る
と
理
解
し
つ
つ
も
、
遊
女
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
に

寄
り
添
い
、
仏
の
教
え
を
示
し
て
い
る
法
然
上
人
の
姿
が
読

み
取
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
中
原
氏
は
こ
の
よ
う
な
法
然
上
人
の
姿
に
感

銘
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
中
原
理
論
に
お
い

て
は
来
談
者
を
精
一
杯
の
姿
で
あ
る
と
受
け
止
め
、
寄
り
添

う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
仏
の
教

え
を
提
示
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

三
、
法
然
上
人
の
姿

　

中
原
氏
の
言
及
に
つ
い
て
は
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、

本
節
で
は
室
泊
の
遊
女
化
益
の
事
以
外
の
記
事
か
ら
読
み
取

る
こ
と
が
可
能
な
法
然
上
人
の
姿
に
着
目
し
て
み
た
い
。

　

現
存
す
る
法
然
遺
文
は
教
書
、
法
語
、
消
息
、
対
話
、
伝

語
、
制
誡
、
伝
記
、
問
答
な
ど
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
が
）
6
（

、
そ
の
中
で
も
中
原
理
論
と
の
兼
ね
合
い
を
一
考
す

る
上
で
重
要
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
遺
文

は
伝
記
、
及
び
問
答
で
あ
ろ
う
。

　

伝
記
は
人
間
像
を
中
心
に
記
述
し
つ
つ
も
、
法
然
上
人
と

来
談
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
様
々
な
や
り
取
り
が
所
収
さ
れ

て
お
り
、
問
答
は
法
然
上
人
と
質
問
者
の
受
け
答
え
が
明
確

に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
両
者
は
相
談
活
動
が
目
的
で
あ
る

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
の
関
係
性
を
検
討
す
る
の
に
適
切
な
資

料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
㈠
、
伝
記

　

そ
れ
で
は
先
ず
、
伝
記
の
資
料
を
三
点
見
て
い
き
た
い
。

　
　
あ
熊
谷
入
道
蓮
生
の
事
）
7
（

　

第
一
に
『
四
十
八
巻
伝
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
熊
谷
入
道

蓮
生
と
法
然
上
人
の
や
り
取
り
を
確
認
し
て
み
た
い
。

武
蔵
国
の
御
家
人
、
熊
谷
の
次
郎
直
実
は
、
平
家
追
討

の
時
、
所
々
の
合
戦
に
忠
を
致
し
、
名
を
揚
げ
し
か
ば
、

武
勇
の
道
並
び
な
か
り
き
。
然
る
に
、
宿
善
の
内
に
催

し
け
る
に
や
、
幕
下
将
軍
を
恨
み
申
す
事
あ
り
て
、
心
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を
起
こ
し
、
出
家
し
て
蓮
生
と
申
し
け
る
が
、
聖
覚
法

印
の
房
に
尋
ね
行
き
て
、
後
生
菩
提
の
事
を
尋
ね
申
し

け
る
に
、「
左
様
の
事
は
、
法
然
上
人
に
尋
ね
申
す
べ

し
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
上
人
の
御
庵
室
に
参
じ
に
け

り
。「
罪
の
軽
重
を
言
わ
ず
、
唯
、
念
仏
だ
に
も
申
せ

ば
往
生
す
る
な
り
。
別
の
様
な
し
」
と
宣
う
を
聞
き
て
、

さ
め
ざ
め
と
泣
き
け
れ
ば
、（
Ｃ
）怪
し
か
ら
ず
と
思
い
給

い
て
、
物
も
宣
わ
ず
、
暫
く
あ
り
て
、「
何
事
に
泣
き

給
う
ぞ
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
手
足
を
も
切
り
、
命

を
も
捨
て
て
ぞ
、
後
生
は
助
か
ら
む
ず
る
と
ぞ
、
承
ら

む
ず
ら
ん
と
存
ず
る
所
に
、
唯
、
念
仏
だ
に
も
申
せ
ば
、

往
生
は
す
る
ぞ
と
、
易
々
と
仰
せ
を
被
り
侍
れ
ば
、
余

り
に
嬉
し
く
て
、
泣
か
れ
侍
る
」
由
を
ぞ
申
し
け
る
。

真
に
後
世
を
恐
れ
た
る
も
の
と
見
え
け
れ
ば
、「（
Ｄ
）無

智
の
罪
人
の
念
仏
申
し
て
往
生
す
る
事
、
本
願
の
正
意

な
り
」
と
て
、
念
仏
の
安
心
細
か
に
授
け
給
い
け
れ
ば
、

二
心
な
き
専
修
の
行
者
に
て
、
久
し
く
上
人
に
仕
え
奉

り
け
り
）
8
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
傍
線
部
で
あ
る
。
傍
線
部（
Ｃ
）

に
は
「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
何
も

お
っ
し
ゃ
ら
ず
、
し
ば
ら
く
し
て
）
9
（

」
と
あ
り
、
熊
谷
入
道
蓮

生
の
事
を
心
配
し
て
寄
り
添
い
、
何
も
言
わ
ず
に
見
守
る
法

然
上
人
の
姿
が
記
さ
れ
て
お
り
、
傍
線
部
（
Ｄ
）
に
は
「
何

の
智
恵
も
な
い
罪
人
が
念
仏
を
称
え
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ

と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
ご
本
意
な
の
で
す
）
（1
（

。」
と
浄
土
宗

の
教
え
を
提
示
す
る
法
然
上
人
の
様
子
が
記
述
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

　
　
い
高
砂
浦
人
の
教
化
の
事
）
（1
（

　

第
二
に
、
同
じ
く
『
四
十
八
巻
伝
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る

高
砂
浦
人
と
法
然
上
人
の
や
り
取
り
を
確
認
し
て
み
た
い
。

播
磨
国
高
砂
の
浦
に
着
き
給
う
に
、
人
多
く
結
縁
し
け

る
中
に
、
七
旬
余
り
の
老
翁
、
六
十
余
り
の
老
女
、
夫

婦
な
り
け
る
が
申
し
け
る
は
、
我
が
身
は
、
こ
の
浦
の

海
人
な
り
。
幼
く
よ
り
漁
を
業
と
し
、
朝
夕
に
、
鱗
の

命
を
絶
ち
て
、
世
を
渡
る
計
り
事
と
す
。
物
の
命
を
殺

す
者
は
、
地
獄
に
墜
ち
て
苦
し
み
堪
え
難
く
侍
る
な
る

に
、
如
何
し
て
こ
れ
を
免
れ
侍
る
べ
き
。
助
け
さ
せ
給
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え
と
て
、
手
を
合
わ
せ
て
泣
き
け
り
。（
Ｅ
）上
人
哀
れ
み

て
、（
Ｆ
）汝
が
如
く
な
る
者
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
う

れ
ば
、
仏
の
悲
願
に
乗
じ
て
浄
土
に
往
生
す
べ
き
旨
、

懇
ろ
に
教
え
給
い
け
れ
ば
、
二
人
共
に
涙
に
噎
び
つ
つ

喜
び
け
り
。
上
人
の
仰
せ
を
承
り
て
後
は
、
昼
は
浦
に

出
で
て
、
手
に
漁
す
る
事
止
ま
ざ
り
け
れ
ど
も
、
口
に

は
名
号
を
唱
え
、
夜
は
家
に
帰
り
て
、
二
人
共
に
声
を

上
げ
て
終
夜
念
仏
す
る
事
、
辺
り
の
人
も
驚
く
ば
か
り

な
り
け
り
。
遂
に
臨
終
正
念
に
し
て
、
往
生
を
遂
げ
に

け
る
由
伝
え
聞
き
給
い
て
、
機
類
万
品
な
れ
ど
も
、
念

仏
す
れ
ば
往
生
す
る
現
証
な
り
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け
る
）
（1
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
傍
線
部
で
あ
る
。
傍
線
部（
Ｅ
）

に
は
「
上
人
は
憐
れ
ん
で
）
（1
（

」
と
あ
り
、
高
砂
浦
人
に
寄
り
添

う
法
然
上
人
の
姿
が
記
さ
れ
て
お
り
、
傍
線
部
（
Ｆ
）
に
は

「
あ
な
た
た
ち
の
よ
う
な
者
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
れ

ば
、
阿
弥
陀
仏
の
悲
願
に
助
け
ら
れ
て
、
浄
土
に
往
生
出
来

る
）
（1
（

。」
と
浄
土
宗
の
教
え
を
提
示
す
る
法
然
上
人
の
様
子
が
記

述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
う
平
重
衡
の
事
）
（1
（

　

第
三
に
『
平
家
物
語
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
平
重
衡
と
法

然
上
人
の
や
り
取
り
を
確
認
し
て
み
た
い
。

三
位
中
将
土
肥
次
郎
を
召
て
、「
出
家
を
せ
ば
や
と
思

う
は
如
何
あ
る
べ
き
」
と
宣
え
ば
、
実
平
此
由
を
九
郎

御
曹
司
に
申
す
。
院
の
御
所
へ
奏
聞
せ
ら
れ
た
り
け
れ

ば
、「
頼
朝
に
見
せ
て
後
こ
そ
、
と
も
か
う
も
計
ら
わ
め
、

唯
今
は
争
か
許
す
べ
き
。」
と
仰
け
れ
ば
此
由
を
申
す
。

「
さ
ら
ば
年
来
契
り
た
り
し
聖
に
、
今
一
度
対
面
し
て
、

後
生
の
事
を
申
談
ぜ
ば
や
と
思
う
は
い
か
が
す
べ
き
」

と
宣
え
ば
、「
聖
を
ば
誰
と
申
候
や
ら
ん
」「
黒
谷
の
法

然
房
と
申
人
也
」「
さ
て
は
苦
し
う
候
ま
じ
」
と
て
許

し
奉
る
。
中
将
斜
な
ら
ず
悦
て
、
聖
を
請
じ
奉
て
、

泣
々
申
さ
れ
け
る
は
「
今
度
生
な
が
ら
捕
れ
て
候
け
る

は
、
再
上
人
の
見
参
に
罷
入
べ
き
で
候
け
り
。
さ
て
も

重
衡
が
後
生
い
か
が
候
べ
き
。
身
の
身
に
て
候
し
程
は
、

出
仕
に
紛
れ
、
政
務
に
ほ
だ
さ
れ
、
憍
慢
の
心
の
み
深

し
て
却
て
当
来
の
昇
沈
を
顧
ず
。
況
や
運
尽
き
世
乱
て
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よ
り
以
来
は
、
こ
こ
に
戦
い
、
か
し
こ
に
争
い
、
人
を

滅
し
身
を
助
ら
ん
と
思
う
悪
心
の
み
遮
て
、
善
心
は
か

つ
て
起
ら
ず
。
就
レ
中
に
南
都
炎
上
の
事
は
、
王
命
と

い
い
武
命
と
い
い
、
君
に
仕
え
世
に
随
う
法
遁
が
た
く

し
て
、
衆
徒
の
悪
行
を
静
め
ん
が
為
に
罷
向
て
候
し
程

に
、
不
慮
の
伽
藍
の
滅
亡
に
及
候
し
事
、
力
及
ば
ぬ
次

第
に
て
候
え
ど
も
、
時
の
大
将
軍
に
て
候
い
し
上
は
、

責
め
一
人
に
帰
す
と
か
や
申
候
な
れ
ば
、
重
衡
一
人
が

罪
業
に
こ
そ
な
り
候
ぬ
ら
め
と
覚
え
候
。
且
は
か
様
に

人
し
れ
ず
か
れ
こ
れ
恥
を
さ
ら
し
候
も
し
か
し
な
が
ら

其
報
と
の
み
こ
そ
思
知
れ
て
候
え
。
今
は
首
を
剃
り
戒

を
持
な
ん
ど
し
て
偏
に
仏
道
修
行
し
た
う
候
え
ど
も
、

か
か
る
身
に
罷
成
て
候
え
ば
、
心
に
心
を
も
ま
か
せ
候

わ
ず
。
今
日
明
日
と
も
知
ら
ぬ
身
の
行
末
に
て
候
え
ば
、

如
何
な
る
行
を
修
し
て
も
一
業
助
か
る
べ
し
と
も
覚
え

ぬ
こ
そ
口
惜
う
候
え
。
倩
々
一
生
の
化
行
を
思
う
に
、

罪
業
は
須
弥
よ
り
も
高
く
、
善
業
は
微
塵
ば
か
り
も
蓄

え
な
し
。
か
く
て
空
く
命
終
な
ば
、
火
血
刀
の
苦
果
、

敢
て
疑
な
し
。
願
く
は
上
人
慈
悲
を
発
し
、
憐
を
垂
れ

て
か
か
る
悪
人
の
、
助
り
ぬ
べ
き
方
法
候
わ
ば
、
示
給

え
」（
Ｇ
）其
時
上
人
涙
に
咽
て
、
暫
は
物
も
宣
わ
ず
。
良

久
し
う
有
て
「
誠
に
受
難
き
人
身
を
受
な
が
ら
、
空
し

う
三
途
に
帰
り
給
わ
ん
事
、
悲
し
ん
で
も
猶
余
あ
り
。

然
る
を
今
穢
土
を
厭
い
、
浄
土
を
願
わ
ん
に
、
悪
心
を

捨
て
て
善
心
を
発
し
ま
し
ま
さ
ん
事
、
三
世
の
諸
仏
も

定
て
随
喜
し
給
う
ら
ん
。
そ
れ
に
つ
い
て
出
離
の
道
ま

ち
ま
ち
な
り
と
い
え
ど
も
、
末
法
濁
乱
の
機
に
は
、
称

名
を
以
て
勝
れ
た
り
と
す
。
志
を
九
品
に
分
ち
、
行
を

六
字
に
縮
め
て
、
如
何
な
る
愚
痴
闇
鈍
の
者
も
唱
る
に

便
あ
り
。（
Ｈ
）罪
深
け
れ
ば
と
て
、
卑
下
し
た
ま
う
べ
か

ら
ず
。
十
悪
五
逆
回
心
す
れ
ば
往
生
を
遂
ぐ
。
功
徳
少

け
れ
ば
と
て
、
望
を
絶
べ
か
ら
ず
、
一
念
十
念
の
心
を

致
せ
ば
、
来
迎
す
。
専
称
名
号
至
西
方
と
釈
し
て
、
専

名
号
を
称
す
れ
ば
、
西
方
に
至
る
、
念
々
称
名
常
懺
悔

と
演
て
、
念
々
に
弥
陀
を
唱
れ
ば
懺
悔
す
る
也
と
教
え

た
り
。
利
剣
即
是
弥
陀
号
を
憑
め
ば
、
魔
縁
近
づ
か
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ず
。
一
声
称
念
罪
皆
除
と
念
ず
れ
ば
、
罪
皆
除
け
り
と

見
え
た
り
。
浄
土
宗
の
至
極
、
各
略
を
存
し
て
、
大
略

是
を
肝
心
と
す
。
但
往
生
の
得
否
は
、
信
心
の
有
無
に

依
べ
し
。
唯
深
く
信
じ
て
努
々
疑
を
な
し
給
う
べ
か
ら

ず
。
も
し
此
教
を
深
く
信
じ
て
行
住
座
臥
時
処
諸
縁
を

嫌
わ
ず
、
三
業
四
威
儀
に
於
て
、
心
念
口
称
を
忘
れ
給

わ
ず
ば
、
畢
命
を
期
と
し
て
、
此
苦
域
の
界
を
出
で
、

彼
不
退
の
土
に
、
往
生
し
給
わ
ん
事
、
何
の
疑
か
あ
ら

ん
や
」
と
教
化
し
給
い
け
れ
ば
、
中
将
斜
な
ら
ず
悦
て

「
此
次
に
戒
を
持
ば
や
と
存
候
は
、
出
家
仕
ら
で
は
叶

候
ま
じ
や
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、「
出
家
せ
ぬ
人
も
、
戒

を
持
つ
事
は
世
の
常
の
習
い
也
」
と
て
、
額
に
剃
刀
を

あ
て
て
そ
る
ま
ね
を
し
て
、
十
戒
を
授
け
ら
れ
け
れ
ば
、

中
将
随
喜
の
涙
を
流
い
て
、
是
を
受
保
ち
給
う
。（
Ｉ
）上

人
も
万
物
哀
に
覚
え
て
、
搔
暗
す
心
地
し
て
、（
Ｊ
）泣
々

戒
を
ぞ
説
れ
け
る
。
御
布
施
と
覚
し
く
て
、
年
比
常
に

お
わ
し
て
遊
れ
け
る
侍
の
許
に
預
置
れ
け
る
御
硯
を
、

知
時
し
て
召
寄
て
、
上
人
に
上
り
、「
是
を
ば
人
に
た

び
候
わ
で
、
常
に
御
目
の
か
か
り
候
わ
ん
所
に
置
れ
候

て
、
某
が
物
ぞ
か
し
と
、
御
覧
ぜ
ら
れ
候
わ
ん
度
ご
と

に
思
食
な
ず
ら
え
て
御
念
仏
候
べ
し
。
御
隙
に
は
経
を

も
一
巻
、
御
廻
向
候
わ
ば
然
る
べ
う
候
べ
し
」
な
ど
、

泣
々
申
さ
れ
け
れ
ば
、（
Ｋ
）上
人
と
か
う
の
返
事
に
も
及

ば
ず
、
是
を
取
て
懐
に
入
れ
、
墨
染
の
袖
を
絞
り
つ
つ

泣
々
帰
り
給
い
け
り
）
（1
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
傍
線
部
で
あ
る
。
傍
線
部（
Ｇ
）

に
は
「
そ
の
時
上
人
は
涙
に
咽
び
、
し
ば
ら
く
何
も
言
わ
ず
、

や
や
時
間
が
過
ぎ
て
か
ら
」
と
あ
り
、
涙
を
流
し
な
が
ら
無

言
の
ま
ま
平
重
衡
に
寄
り
添
う
法
然
上
人
の
姿
が
記
さ
れ
て

お
り
、
傍
線
部
（
Ｈ
）
に
は
平
重
衡
の
立
場
を
理
解
し
つ
つ

も
「
罪
が
深
い
か
ら
と
い
っ
て
卑
下
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

十
悪
、
五
逆
と
い
う
罪
が
あ
る
者
で
も
回
心
す
れ
ば
往
生
す

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
功
徳
が
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
望
み

を
絶
つ
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
念
で
も
、
十
念
で
も
、

心
を
致
し
て
念
仏
を
称
え
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
来
迎
し
て
く

だ
さ
い
ま
す
。」
な
ど
と
浄
土
宗
の
教
え
を
提
示
す
る
法
然
上



　（4

人
の
様
子
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
傍
線
部
（
Ｉ
）
に
は
「
上
人
も
全
て
の
事
が
哀
れ

だ
と
感
じ
て
、
悲
し
み
に
く
れ
て
」
と
あ
り
、
平
重
衡
の
思

い
を
受
け
入
れ
る
法
然
上
人
の
姿
が
記
さ
れ
て
お
り
、
傍
線

部
（
Ｊ
）
に
は
泣
き
な
が
ら
戒
律
を
説
く
法
然
上
人
の
様
子

が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

更
に
、
傍
線
部
（
Ｋ
）
に
は
「
上
人
は
あ
れ
こ
れ
と
返
事

を
せ
ず
、
こ
れ
（
硯
）
を
取
っ
て
懐
に
入
れ
、
黒
衣
の
袖
を

絞
り
つ
つ
泣
き
な
が
ら
帰
ら
れ
た
）
（1
（

」
と
あ
り
、
平
重
衡
の
思

い
に
寄
り
添
い
つ
つ
、
や
る
せ
な
い
気
持
ち
を
胸
に
帰
路
に

着
く
法
然
上
人
の
様
子
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

伝
記
資
料
か
ら
窺
う
こ
と
が
可
能
な
法
然
上
人
の
姿
は
以

上
の
通
り
で
あ
り
、
特
に
傍
線
部
の
内
容
に
焦
点
を
当
て
て

み
れ
ば
、
法
然
上
人
が
来
談
者
の
思
い
に
寄
り
添
い
つ
つ
）
（1
（

、

仏
の
教
え
を
提
示
し
て
い
た
）
11
（

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

ち
な
み
に
、
中
原
氏
は
来
談
者
へ
仏
の
教
え
を
示
す
こ
と

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
の
相
談
は
み
な
俗
事
。
精
神
的
に

成
長
さ
え
す
れ
ば
、
誰
で
も
が
見
え
て
く
る
解
決
の
知

恵
と
方
法
。
そ
れ
を
、
わ
ざ
わ
ざ
教
え
示
し
て
や
る
、

指
示
し
て
や
る
必
要
は
な
い
。
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
ま

で
、
心
の
成
長
を
援
助
し
て
ゆ
く
の
が
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
な
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
仏
や
仏
の
救
い
は
超
世
の
、

世
の
中
の
常
識
を
越
え
た
仏
の
願
、
救
済
の
方
法
で
、

凡
夫
が
到
底
及
び
も
つ
か
な
い
、
思
い
つ
か
な
い
次
元

の
違
う
質
の
も
の
で
、
教
え
ら
れ
、
示
さ
れ
な
い
限
り

気
づ
か
な
い
も
の
、
た
ど
り
つ
け
な
い
も
の
で
す
。
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
対
話
（
傾
聴
）
で
、
よ
い
関
係
の
で

き
た
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
（
来
談
者
）
に
対
し
て
、
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
が
僧
と
し
て
次
元
の
違
う
救
い
、
仏
を
示
し
て

も
、
す
っ
と
受
け
容
れ
ら
れ
ま
す
。「
指
示
す
る
」
こ

と
に
つ
い
て
の
矛
盾
は
今
は
感
じ
ま
せ
ん
）
1（
（

。

　

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
も
う
自
分
も
限
界
だ
な
あ
と
思
う
と
こ
ろ
ま
で
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徹
底
的
に
相
手
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
相
手
に
大
事
に

さ
れ
て
、
私
の
言
う
こ
と
な
ら
な
ん
で
も
聞
く
よ
う
な

状
態
に
な
っ
て
き
た
と
き
に
、
こ
の
超
世
の
願
を
示
さ

な
き
ゃ
い
け
な
い
。
今
や
っ
と
こ
さ
た
ど
り
着
い
た
ん

で
あ
り
ま
す
）
11
（

。

　

前
述
し
た
中
原
氏
の
言
葉
か
ら
、
中
原
氏
が
世
俗
の
悩
み

を
持
っ
た
来
談
者
へ
時
に
は
仏
の
教
え
を
説
く
べ
き
で
あ
る

と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
訳
だ
が
、

お
そ
ら
く
法
然
上
人
も
中
原
氏
が
行
き
着
い
た
考
え
と
ほ
ぼ

同
様
の
思
い
を
抱
き
つ
つ
、
精
一
杯
の
姿
で
相
談
に
訪
れ
る

人
々
へ
寄
り
添
い
、
仏
の
教
え
を
示
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ

る
。

　
㈡
、
問
答

　

で
は
、
続
い
て
問
答
の
資
料
を
三
点
観
察
し
て
い
き
た
い
。

　
　
イ
「
十
二
箇
条
問
答
」

　

第
一
に
『
和
語
灯
録
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
信
心
に
関
す

る
問
答
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　

問
い
て
い
わ
く
、
往
生
を
願
わ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
、
願

う
と
い
う
と
も
そ
の
心
勇
猛
な
ら
ず
。
ま
た
念
仏
を
卑

し
と
思
う
に
は
あ
ら
ず
、
行
じ
な
が
ら
疎
か
に
し
て
明

か
し
暮
ら
し
そ
う
ら
え
ば
、
か
か
る
身
な
れ
ば
い
か
に

も
こ
の
三
心
具
し
た
り
と
申
す
べ
く
も
な
し
。
さ
れ
ば

こ
の
度
の
往
生
を
ば
思
い
絶
え
そ
う
ろ
う
べ
き
に
や
。

　

答
え
て
い
わ
く
、（
Ｌ
）浄
土
を
欣
え
ど
も
熾
し
か
ら

ず
、
念
仏
す
れ
ど
も
心
の
ゆ
る
な
る
こ
と
を
嘆
く
は
往

生
の
こ
こ
ろ
ざ
し
の
な
き
に
は
あ
ら
ず
。
こ
こ
ろ
ざ
し

の
な
き
者
は
ゆ
る
な
る
を
も
嘆
か
ず
熾
し
か
ら
ぬ
を
も

悲
し
ま
ず
。
急
ぐ
道
に
は
足
の
遅
き
を
嘆
く
、
急
が
ざ

る
道
に
は
こ
れ
を
嘆
か
ざ
る
が
ご
と
し
。
ま
た
好
め
ば

お
の
ず
か
ら
発
心
す
と
申
す
事
も
あ
れ
ば
、
漸
漸
に
増

進
し
て
必
ず
往
生
す
べ
し
。（
Ｍ
）日
ご
ろ
十
悪
五
逆
を
造

れ
る
者
も
臨
終
に
初
め
て
善
知
識
に
遇
い
て
往
生
す
る

事
あ
り
。
い
わ
ん
や
往
生
を
願
い
念
仏
を
申
し
て
我
が

心
の
熾
し
か
ら
ぬ
こ
と
を
嘆
か
ん
人
を
ば
仏
も
哀
れ
み

菩
薩
も
護
り
て
、
障
を
除
き
知
識
に
遇
い
て
往
生
を
得



　（6

べ
き
な
り
）
11
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
傍
線
部
で
あ
る
。
傍
線
部（
Ｌ
）

に
は
「
浄
土
往
生
を
願
い
は
し
て
も
そ
の
思
い
は
高
ま
ら
ず
、

ま
た
、
念
仏
を
称
え
は
し
て
い
て
も
そ
の
心
が
お
ろ
そ
か
に

な
る
。
そ
の
よ
う
に
嘆
く
の
は
、
往
生
の
志
が
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
志
の
な
い
人
は
、
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
も

そ
れ
を
嘆
か
ず
、
思
い
が
高
ま
ら
な
く
て
も
そ
れ
を
悲
し
む

こ
と
が
な
い
も
の
で
す
）
11
（

。」
と
質
問
の
内
容
を
肯
定
的
に
捉
え

る
法
然
上
人
の
対
応
が
記
さ
れ
て
お
り
、
傍
線
部
（
Ｍ
）
に

は
「
日
頃
か
ら
、
十
悪
や
五
逆
と
い
う
重
い
罪
を
造
っ
て
し

ま
う
者
で
も
、
臨
終
に
初
め
て
善
知
識
に
会
っ
て
往
生
を
遂

げ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
、
往
生
を
願
い
念
仏
を
称

え
な
が
ら
も
、
往
生
に
対
す
る
思
い
が
高
ま
ら
な
い
と
自
ら

嘆
く
人
を
こ
そ
、
仏
さ
ま
は
哀
れ
ん
で
く
だ
さ
り
、
菩
薩
さ

ま
も
往
生
が
叶
う
よ
う
に
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
か
ら
守
っ

て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
そ
し
て
善
知
識
に
会
う
こ
と
も
出
来
、

必
ず
往
生
が
叶
う
の
で
す
）
11
（

。」
と
浄
土
宗
の
教
え
を
提
示
す
る

法
然
上
人
の
受
け
答
え
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ロ
「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」

　

第
二
に
、
同
じ
く
『
和
語
灯
録
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
妄

念
に
関
す
る
問
答
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　

一
つ
、
心
を
一
つ
に
し
て
心
よ
く
直
り
そ
う
ら
わ
ず

と
も
、
何
事
を
行
い
そ
う
ら
わ
ず
と
も
、
念
仏
ば
か
り

に
て
浄
土
へ
は
参
り
そ
う
ろ
う
べ
き
か
。

　

答
う
、（
Ｎ
）心
の
乱
る
る
は
こ
れ
凡
夫
の
習
に
て
力
及

ば
ぬ
事
に
て
そ
う
ろ
う
。（
Ｏ
）た
だ
心
を
一
つ
に
し
て
よ

く
御
念
仏
せ
さ
せ
た
ま
い
そ
う
ら
わ
ば
、
そ
の
罪
を
滅

し
て
往
生
せ
さ
せ
た
ま
う
べ
き
な
り
。
そ
の
妄
念
よ
り

も
重
き
罪
も
念
仏
だ
に
し
そ
う
ら
え
ば
失
せ
そ
う
ろ
う

な
り
）
11
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
傍
線
部
で
あ
る
。
傍
線
部（
Ｎ
）

に
は
「
心
が
乱
れ
て
し
ま
う
の
は
凡
夫
の
性
で
あ
っ
て
、
ど

う
に
も
力
の
及
ば
な
い
こ
と
で
す
）
11
（

。」
と
質
問
の
内
容
を
否
定

し
な
い
法
然
上
人
の
対
応
が
記
さ
れ
て
お
り
、
傍
線
部（
Ｏ
）

に
は
「
た
だ
一
心
に
往
生
を
願
っ
て
よ
く
お
念
仏
を
称
え
れ
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ば
、
そ
う
し
た
妄
念
な
ど
の
罪
の
報
い
は
滅
せ
ら
れ
、
阿
弥

陀
さ
ま
が
往
生
を
叶
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
心
に
湧
き
起
こ

る
妄
念
よ
り
重
い
罪
の
報
い
で
も
、
念
仏
さ
え
よ
く
称
え
れ

ば
消
え
て
な
く
な
る
の
で
す
）
11
（

。」
と
浄
土
宗
の
教
え
を
提
示
す

る
法
然
上
人
の
受
け
答
え
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ハ
「
上
人
と
明
遍
と
の
問
答
」

　

第
三
に
、
同
じ
く
『
和
語
灯
録
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
法

然
上
人
と
明
遍
の
問
答
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　

明
遍
問
い
た
て
ま
つ
り
て
の
た
ま
わ
く
「
末
代
悪
世

の
我
ら
、
か
よ
う
な
る
罪
濁
の
凡
夫
、
い
か
に
し
て
か

生
死
を
離
れ
そ
う
ろ
う
べ
き
」。

　

上
人
答
え
て
の
た
ま
わ
く
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し

て
極
楽
を
期
す
る
ば
か
り
こ
そ
し
得
つ
べ
き
事
と
存
じ

て
そ
う
ら
え
」。

　

僧
都
の
い
わ
く
「
そ
れ
は
形
の
よ
う
に
さ
そ
う
ろ
う

べ
き
か
と
存
じ
て
そ
う
ろ
う
。
そ
れ
に
と
り
て
決
定
を

せ
ん
料
に
申
し
つ
る
ん
そ
う
ろ
う
。
そ
れ
に
念
仏
は
申

し
そ
う
ら
え
ど
も
心
の
散
る
を
ば
い
か
が
し
そ
う
ろ
う

べ
き
」。

　

上
人
答
え
て
い
わ
く
「（
Ｐ
）そ
れ
は
源
空
も
力
及
び
そ

う
ら
わ
ず
」。

　

僧
都
の
い
わ
く
「
さ
て
そ
れ
を
ば
い
か
が
し
そ
う
ろ

う
べ
き
」。

　

上
人
の
い
わ
く
「（
Ｑ
）散
れ
ど
も
名
を
称
す
れ
ば
仏
願

力
に
乗
じ
て
往
生
す
べ
し
と
こ
そ
心
得
て
そ
う
ら
え
。

た
だ
詮
ず
る
と
こ
ろ
多
ら
か
に
念
仏
を
申
し
そ
う
ろ
う

が
第
一
の
事
に
て
そ
う
ろ
う
な
り
」。

　

僧
都
の
い
わ
く
「
斯
う
そ
う
ろ
う
、
斯
う
そ
う
ろ
う
。

こ
れ
承
り
に
参
り
つ
る
そ
う
ろ
う
」
と
。｛
こ
れ
よ
り

前
後
に
は
い
さ
さ
か
も
こ
と
ば
な
く
て
出
で
ら
れ
に
け

り
。｝

　

上
人
ま
た
僧
都
退
出
の
後
当
座
の
聖
た
ち
に
語
り
て

の
た
ま
わ
く
「
欲
界
散
地
に
生
ま
れ
た
る
者
は
み
な
散

心
あ
り
。
譬
え
ば
人
界
の
生
を
受
け
た
る
者
の
目
鼻
の

あ
る
が
ご
と
し
。
散
心
を
捨
て
て
往
生
せ
ん
と
い
わ
ん

事
、
そ
の
理
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
散
心
な
が
ら
念
仏
申



　（8

す
者
が
往
生
す
れ
ば
こ
そ
め
で
た
き
本
願
に
て
は
あ
れ
。

こ
の
僧
都
の
念
仏
申
せ
ど
も
心
の
散
る
を
ば
い
か
が
す

べ
き
と
不
審
せ
ら
れ
つ
る
こ
そ
い
わ
れ
ず
覚
ゆ
れ
」
と
。

｛
云
云
）
11
（

｝

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
傍
線
部
で
あ
る
。
傍
線
部（
Ｐ
）

に
は
「
そ
れ
は
、
こ
の
源
空
も
力
及
ば
な
い
こ
と
で
す
）
11
（

。」
と

明
遍
の
悩
み
に
理
解
を
示
す
法
然
上
人
の
対
応
が
記
さ
れ
て

お
り
、
傍
線
部
（
Ｑ
）
に
は
「
心
が
散
り
乱
れ
よ
う
と
も
、

名
号
を
称
え
れ
ば
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
の
力
に
乗
じ
て
、
必

ず
往
生
は
叶
う
も
の
と
心
得
て
お
り
ま
す
。
要
は
、
大
い
に

念
仏
を
称
え
る
の
が
一
番
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
）
1（
（

。」
と
浄
土

宗
の
教
え
を
提
示
す
る
法
然
上
人
の
受
け
答
え
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。

　

問
答
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
出
来
る
法
然
上
人
の
対
応
や

受
け
答
え
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
問
答
と
い
う
文
献
の
性

質
上
、
法
然
上
人
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
相
手
の
質
問
に
答

え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
情
報
が
削
ぎ

落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
が
、
前
項
に
お
い
て
整
理
し
た
よ
う
な
伝
記
資
料
に
見
ら

れ
る
法
然
上
人
の
人
間
像
を
踏
ま
え
た
上
で
想
像
を
た
く
ま

し
く
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
法
然
上
人
は
質
問
者
の

思
い
に
寄
り
添
っ
た
上
で
、
質
問
の
内
容
を
決
し
て
否
定
す

る
こ
と
な
く
、
浄
土
宗
の
教
え
を
交
え
な
が
ら
回
答
を
行
っ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

問
答
に
関
す
る
遺
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
出
来
る
相
手

を
決
し
て
否
定
す
る
こ
と
な
く
）
11
（

、
浄
土
宗
の
教
え
を
提
示
す

る
）
11
（

と
い
う
法
然
上
人
の
姿
は
、
中
原
理
論
に
お
け
る
相
手
を

否
定
す
る
こ
と
な
く
、
肯
定
し
、
時
に
は
仏
の
教
え
を
提
示

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

四
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
、
中
原
氏
の
言
及
を
確
認
し
た
上
で
、

法
然
遺
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
出
来
る
法
然
上
人
の
姿
を

例
示
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
中
原
氏
が
参
考
に
し
て
い
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た
法
然
上
人
の
姿
と
非
常
に
近
し
い
描
写
を
幾
つ
か
の
法
然

遺
文
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
る
。
中
原
氏
の
論
考

自
体
に
直
接
的
な
言
及
は
確
認
さ
れ
な
い
も
の
の
、
も
し
か

し
た
ら
中
原
氏
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
導
か
れ
る
教
え
を

も
参
考
に
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
法
然
遺
文
は
数
多
く
遺

さ
れ
て
い
る
法
然
遺
文
の
極
一
部
で
あ
り
、
今
後
は
他
の
法

然
遺
文
を
含
め
た
更
な
る
考
究
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
事
柄
に
適
正
が
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
然
上
人
が
中
原
氏
の
提
言
し
た
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
と
相
通
じ
る
よ
う
な
行
動
を
日
常
的
に

少
な
か
ら
ず
取
っ
て
い
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　

中
原
氏
が
提
言
し
た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
は
、
正
に
法

然
上
人
の
御
教
え
を
継
承
す
る
念
仏
者
が
実
践
す
べ
き
徳
目

の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（
（
）
室
泊
の
遊
女
化
益
の
事
が
史
実
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
本
論
の
主
旨
と
異
な
る
た
め
議
論

の
対
象
と
し
な
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
三
田
全
信
『
成
立
史
的
法

然
上
人
諸
伝
の
研
究
』（
二
一
九
～
二
二
〇
頁
、
平
楽
寺
書
店
、

一
九
六
六
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）
中
原
実
道
「
よ
り
添
う
心
」（『
仏
教
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
』

三
二
、六
六
頁
、
一
九
九
六
）。

（
（
）『
聖
典
』
六・五
五
四
～
五
五
五
。

（
4
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
『
現
代
語
訳　

法
然
上
人
行
状
絵
図
』

（
三
八
三
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
一
三
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
『
現
代
語
訳　

法
然
上
人
行
状
絵
図
』

（
三
八
三
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
一
三
）
を
参
考
と
し
た
。

（
6
）
石
井
教
道
編
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
目
次
一
～
四
一

頁
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
五
）
を
参
考
と
し
た
。

（
7
）
詳
細
に
つ
い
て
は
三
田
全
信
『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の

研
究
』（
一
八
〇
～
一
八
四
頁
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
六
）
等

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）『
聖
典
』
六
・
四
〇
三
～
四
〇
四
。

（
9
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編『
現
代
語
訳　

法
然
上
人
行
状
絵
図
』

（
二
八
七
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
一
三
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（0
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編『
現
代
語
訳　

法
然
上
人
行
状
絵
図
』
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（
二
八
八
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
一
三
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（（
）
尚
、
梶
村
昇
氏
は
『
四
十
八
巻
伝
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
熊

谷
入
道
蓮
生
の
事
を
取
り
上
げ
、「
直
実
は
世
俗
で
の
出
来
事
を

事
細
か
に
話
し
た
。（
中
略
）
心
の
丈
を
述
べ
た
に
違
い
な
い
。

直
実
は
法
然
に
話
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
だ
け
で
、
す
で
に
開
放

感
を
味
わ
っ
た
も
の
と
思
う
。」（
梶
村
昇
「
布
教
の
原
点
と
法

然
上
人
の
教
化
活
動
」『
仏
教
教
化
研
究
』
二
六
〇
頁
、
思
文
閣

出
版
、
一
九
九
八
）
と
述
べ
、
熊
谷
入
道
蓮
生
が
法
然
上
人
に

話
を
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
的
健
康
回
復
を
得
て

い
た
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
。

梶
村
氏
の
論
考
は
法
然
上
人
の
布
教
態
度
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
来
談
者
中
心
療
法
な
ど
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
に
通

じ
る
内
容
を
梶
村
氏
が
以
上
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
点
は
注

目
に
値
す
る
。

（
（（
）
詳
細
に
つ
い
て
は
三
田
全
信
『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の

研
究
』（
四
二
三
～
四
二
四
頁
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
六
）
等

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）『
聖
典
』
六
・
五
五
二
～
五
五
三
。

（
（4
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編『
現
代
語
訳　

法
然
上
人
行
状
絵
図
』

（
三
八
二
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
一
三
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（（
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編『
現
代
語
訳　

法
然
上
人
行
状
絵
図
』

（
三
八
二
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
一
三
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（6
）
詳
細
に
つ
い
て
は
三
田
全
信
『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の

研
究
』（
二
七
四
～
二
七
六
頁
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
六
）
等

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（7
）『
法
伝
全
』
九
八
一
下
～
九
八
三
下
。
尚
、
本
文
は
現
代
仮
名

遣
い
に
改
め
た
。

（
（8
）（　

）
は
換
言
を
示
す
。

（
（9
）
傍
線
部
（
Ｃ
）、（
Ｅ
）、（
Ｇ
）、（
Ｉ
）、（
Ｋ
）
が
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
。

（
（0
）
傍
線
部
（
Ｄ
）、（
Ｆ
）、（
Ｈ
）、（
Ｊ
）
が
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
。

（
（（
）「
浄
土
宗
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」（『
浄
土
学
』
四
六
、二
二
頁
、

二
〇
〇
九
）。

（
（（
）
曽
根
宣
雄
「
中
原
実
道
氏
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
理
論
に
つ
い

て
」（『
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年
報
』
四
六
、八
二
頁
、

二
〇
一
五
）。

（
（（
）『
聖
典
』
四
・
四
四
四
。

（
（4
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
③　

対
話

編
』（
一
七
七
～
一
七
八
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
〇
一
）
を
参
考
と

し
た
。

（
（（
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
③　

対
話

編
』（
一
七
八
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
〇
一
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（6
）『
聖
典
』
四
・
四
五
一
。
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（
（7
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
③　

対
話

編
』（
三
四
〇
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
〇
一
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（8
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
③　

対
話

編
』（
三
四
〇
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
〇
一
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（9
）『
聖
典
』
四
・
四
七
五
～
四
七
六
。
尚
、｛　

｝
は
割
註
を
示
す
。

（
（0
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
③　

対
話

編
』（
一
五
七
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
〇
一
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（（
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
③　

対
話

編
』（
一
五
七
頁
、
浄
土
宗
、
二
〇
〇
一
）
を
参
考
と
し
た
。

（
（（
）
傍
線
部
（
Ｌ
）、（
Ｎ
）、（
Ｐ
）
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）
傍
線
部
（
Ｍ
）、（
Ｏ
）、（
Ｑ
）
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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大
日
比
法
洲
上
人
『
三
法
語
講
説
大
意
』
本
文

平
成
二
十
八
年
度
　
布
教
研
究
班
　
研
究
ノ
ー
ト

《
凡
例
》

一
、
本
文
は
、
長
州
託
阿
法
洲
和
尚
述『
三
法
語
講
説
并
大
意
』

全
七
巻
（
華
頂
山
蔵
版
、
宦
許
天
保
十
年
己
亥
十
二
月
二

十
六
日
）
の
う
ち
、『
三
法
語
講
説
大
意
』
一
巻
を
翻
刻
し
、

現
代
的
な
表
記
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
改
め
た
内
容
は
、

①
仮
名
遣
い
を
現
代
的
仮
名
遣
い
に
改
め
、
②
漢
字
表
記

を
変
更
す
る
、
の
二
点
で
あ
る
。

一
、
翻
刻
に
あ
た
り
、『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
全
三
巻
（
長
州

西
圓
寺
蔵
版
、
明
治
四
十
三
年
発
行
）
の
上
巻
所
収
の
『
講

説
大
意
』
を
、
適
宜
参
照
し
て
作
業
を
行
っ
た
。

一
、
漢
字
表
記
は
基
本
的
に
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
た
だ
し
、

固
有
名
詞
に
関
し
て
は
、
旧
字
を
残
す
場
合
も
あ
る
。

一
、
漢
文
の
引
用
は
、
文
脈
上
漢
文
の
ま
ま
で
残
す
べ
き
で
あ

る
と
判
断
し
た
場
合
を
除
き
、
す
べ
て
読
み
下
し
た
。

一
、
略
字
・
異
体
字
等
は
新
字
に
改
め
た
。

一
、
和
字
中
の
「
変
体
仮
名
」
は
、
平
仮
名
に
改
め
た
。

一
、
く
り
か
え
し
の
記
号
は
、
漢
字
は
「
々
」、
ひ
ら
が
な
は

「
ゝ
」
と
し
、
数
文
字
を
「
〳
〵
」
で
表
記
さ
れ
る
部
分
は

く
り
か
え
す
文
字
数
分
記
号
を
付
し
た
。　

　
　
　
ま
し
〳
〵
て　
→　
ま
し
ゝ
ゝ
て

一
、
文
字
の
違
い
は
傍
ら
に
（
マ
マ
）
と
付
し
、
正
し
い
字
を

添
え
た
。

　
　
　
元
享
元
年　
→　
元
享

（
マ
マ
・
亨
）元
年

一
、
新
た
に
「
、」「
・
」
を
付
し
て
読
み
方
の
便
宜
を
図
っ
た
。
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一
、
割
注
は
、〈　
〉
で
括
っ
た
。

一
、
原
文
に
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
片
仮
名
で
、
読
み

の
便
宜
を
図
る
為
当
班
で
付
し
た
ル
ビ
は
平
仮
名
で
傍
ら

に
表
記
し
た
。

一
、
今
日
の
人
権
擁
護
の
見
地
に
照
ら
し
て
不
適
切
と
思
わ
れ

る
文
章
を
一
部
削
除
し
、【
一
部
削
除
】
と
表
記
し
た
。
表

現
や
語
句
に
つ
い
て
は
、
出
版
当
時
の
時
代
背
景
を
考
え

合
わ
せ
、
十
分
な
注
意
の
上
活
用
し
て
頂
き
た
い
。

《
本
文
》

〈
大
胡
消
息
・
小
消
息
・
一
枚
起
請
〉　
三
法
語
講
説
大
意

 

　
完　
　
　

 

（
外
題
）　

長
州
託
阿
法
洲
和
尚
述　

印

三
法
語
講
説
并
大
意

　
総
本
山
知
恩
院
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
表
紙
裏
）

専

大
哉
聖
智

克
鑑
頽
陽

水
月
所
感

身
心
放
光

誘
斯
生
民

躋
波
壽
郷

其
慈
済
道

海
闊
天
長

浄
土
門
主

　
二
品
尊
超
謹
題

　
　
　
　
　
　
　

蓮
友
法
洲
和
尚
、
頃
日
、
為
二
三
子
、
謹

宗
祖
法
語
三
章
、
以
為
末
学
之
資
、
其
意
蓋
在
摂
化
有
情
矣
、

嗚
呼
、
自
非
有
悲
智
過
人
之
材
、
何
淂
有
此
挙
、〈
予
〉深
感
其
志
、

以
聞
之

華
頂
大
王
、
大
王
、
随
喜
之
余
、
手
親
題
其
賛
辞
、
以
賜
之
、

印

印



　64

因
記
其
由
云
、

天
保
十
年
己
亥
夏
六
月

　
　
　
一
心
院
沙
門
喚
阿
慈
心
謹
誌　

印　

印　

吉
水
三
法
語
講
説
序　

破
邪
顕
正
者
。
佛
子
之
要
務
也
。
非
破
邪
。
不
能
以
顕
正
。
非

顕
正
。
不
能
以
破
邪
。
猶
如
両
輪
之
轉
。
缼
一
則
不
可
也
。
雖

然
。
是
唯
豪
傑
之
士
。
荷
擔
大
法
者
。
能
焉
。
固
非
庸
人
愚
夫

之
所
趾
及
也
。
西
海
法
洲
和
尚
者
。
蓮
門
之
俊
士
也
。
志
節
慷

慨
。
解
行
卓
絶
。
蚤
慕
南
山
之
高
風
。
卒
通
吉
水
之
淵
源
。
長

時
孜
々
。
弘
宣
宗
教
。
護
法
利
人
。
以
為
己
任
。
凡
其
所
施
作
。

無
不
扶
宗
之
為
也
。
往
者
。
邪
流
之
徒
。
猥
称
自
得
。
曲
会
祖

文
。
譸
張
為
幻
。
将
惑
世
俗
。
和
尚
。
乃
奮
然
著
書
。
以
拒
邪
。

謀
辯
金
鍮
。
判
紫
朱
。
機
鋒
迅
疾
。
議
論
朗
徹
。
以
撞
撃
魔
窟
。

以
掃
清
区
宇
。
邪
徒
無
不
為
之
披
靡
退
縮
。
可
謂
愉
快
矣
。
頃

日
。
復
解
釈
祖
文
三
通
。
有
講
説
大
意
之
作
。
蓋
使
自
家
後
進

之
徒
。
由
解
行
之
正
路
也
。
厥
為
書
也
。
一
遵
乃
祖
之
雅
訓
。

間
附
独
得
之
意
見
。
剖
拆
微
言
。
発
揮
幽
致
。
機
法
心
行
之
消

印

釈
。
総
帰
至
當
而
后
止
。
蓮
門
一
家
之
教
義
。
於
是
乎
略
亡
余

蘊
也
。
学
者
或
與
前
書
併
読
。
則
所
謂
破
邪
顕
正
者
。
庶
亦
有

自
得
乎
。
経
曰
。
扣
法
鼓
。
吹
法
螺
。
厳
護
法
城
。
開
闡
法
門
。

和
尚
在
焉
。
但
其
書
。
以
国
字
方
言
。
不
須
華
文
者
。
蘓
漫
多

説
法
之
遺
意
耳
矣
。
覧
者
苟
獲
魚
忘
筌
斯
可
也
。
嗚
呼　

吉
水

大
師
。
唱
滅
於
東
山
以
降
。
殆
六
百
有
余
歳
。
邪
風
日
熾
。
正

義
寖
衰
。
至
于
近
代
。
我
門
流
弊
。
尤
有
不
可
勝
言
者
。
而

今
而
後
。
斯
書
。
布
於
海
内
。
将
来
之
徒
。
従
挹
吉
水
之
淳
源
。

則
清
濁
自
派
。
正
邪
無
混
。
俾
我　

大
師
。
微
笑
於
那
伽
定
中

者
。
詎
非
和
尚
扶
宗
之
成
功
哉
。
門
人
某
。
齎
稿
本
来
。
謁
予

請
序
。
予
則
展
閲
一
過
。
遂
書
数
字
於
巻
首
。
以
表
随
喜
云
。

天
保
八
年
丁
酉
臘
八
之
日

華
頂
山
知
恩
院
貫
主

　
　
　
　
響
誉
説
玄
撰　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
法
語
講
説
大
意

印

印
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謹
ん
で
初
学
の
講
者
に
告
す
。
凡
そ
仏
門
度
生
の
本
意
は
、
機

の
楽
欲
に
随
う
て
、
相
応
の
法
を
示
す
を
肝
要
と
す
。
故
に
釈

尊
衆
機
の
為
に
、
八
萬
四
千
の
法
門
を
説
き
玉
え
り
。
さ
れ
ば

仏
弟
子
た
る
者
は
、
専
ら
指
南
と
す
べ
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
此

れ
は
是
れ
、
御
在
世
及
び
正
法
の
世
を
表
と
し
、
傍
ら
像
法
の

世
に
至
る
の
教
法
な
り
。
既
に
末
法
の
世
に
下
り
ぬ
れ
ば
、
説

者
み
な
凡
僧
に
し
て
、
観
機
三
昧
を
得
ざ
れ
ば
、
応
病
与
薬
の

識
見
な
く
、
聴
者
も
亦
、
皆
十
悪
に
し
て
、
三
学
無
分
の
劣

機
な
れ
ば
、
假
令
い
、
自
力
修
行
の
法
門
を
聞
く
と
い
え
ど
も
、

も
と
よ
り
其
の
器
に
非
れ
ば
、
修
行
に
堪
え
ず
、
誰
か
其
の
益

を
得
る
こ
と
を
得
ん
や
。
故
に
釈
尊
、
時
機
を
観
じ
て
説
法
度

生
す
べ
し
と
て
、
末
法
の
世
に
、
聖
道
自
力
の
法
を
説
く
は
、

乾
薪
を
摧
き
て
水
を
求
め
、
湿
木
を
摧
き
て
火
を
取
ら
ん
と
す

る
が
如
し
と
、
誠
め
玉
え
り
。
然
れ
ば
今
時
偏
え
に
浄
土
他
力

の
法
門
を
説
く
こ
と
、
全
く
釈
尊
の
遺
勅
に
随
順
す
る
こ
と
な

れ
ば
、
た
と
い
偏
執
な
り
と
、
他
門
の
誹
り
を
聞
く
と
も
、
決

し
て
些
少
も
恐
慮
す
る
こ
と
勿
れ
。

一
、
他
力
往
生
の
法
門
に
、
二
あ
り
。
一
に
雑
行
往
生
、
二
に

正
行
往
生
な
り
。
二
行
同
じ
く
往
生
を
許
す
と
い
え
ど
も
、
雑

行
は
選
捨
、
非
本
願
の
行
に
て
、
阿
弥
陀
仏
に
、
疎
遠
の
行
な

れ
ば
、
上
機
す
ら
、
百
時
一
二
、
千
時
五
三
の
往
生
に
し
て
、

下
機
は
、
千
中
無
一
の
失
あ
れ
ば
此
れ
を
勧
め
ず
、
唯
阿
弥
陀

仏
に
、
親
近
の
得
あ
る
、
正
行
を
勧
む
る
な
り
。
而
し
て
此
の

正
行
に
、
読
誦
、
観
察
、
礼
拝
、
称
名
、
讃
嘆
供
養
の
五
種
あ

り
て
、
皆
阿
弥
陀
仏
に
親
近
の
得
あ
れ
ど
も
、
前
三
後
一
は
、

本
願
の
行
に
非
ざ
れ
ば
、
強
い
て
勧
む
る
所
に
非
ず
。
唯
専
ら

勧
む
る
は
、
超
世
大
悲
の
、
本
願
念
仏
一
法
に
あ
り
。
是
れ
則

ち
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
契
い
、
釈
尊
の
経
説
に
契
い
、
善
導
元

祖
両
大
師
、
御
開
発
の
宗
意
に
契
う
故
な
り
。
若
し
此
の
勧
誘

を
非
な
り
と
謗
る
は
、
説
者
を
謗
る
に
非
ず
、
両
尊
両
祖
を
謗

る
人
な
れ
ば
、
争
で
か
此
の
必
堕
無
間
の
獄
人
に
伴
い
て
、
仏

祖
の
御
本
意
に
背
く
べ
き
や
。
既
に
元
祖
大
師
は
、
た
と
い
斬

罪
に
遇
う
と
も
、
一
向
専
修
、
云
わ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
と

の
玉
え
り
。
苟
く
も
此
の
大
師
の
流
れ
を
汲
む
者
、
た
と
い
故

障
留
難
あ
り
と
も
、
退
屈
の
心
を
生
ず
べ
け
ん
や
。
浄
教
を
弘

通
せ
ん
と
な
ら
ば
、
先
ず
斯
く
心
地
を
堅
め
、
而
し
て
後
に
講
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説
せ
よ
。
若
し
尓
ら
ず
し
て
、
是
れ
を
な
さ
ば
、
た
と
い
言
辞

玉
を
展
べ
、
弁
説
懸
河
の
如
き
も
、
名
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
必
利
、

豈
に
其
の
益
な
き
の
み
な
ら
ん
や
、
却
っ
て
大
罪
を
積
累
す
る

の
み
。

一
、
浄
土
の
法
門
多
し
と
云
え
ど
も
、
要
中
の
要
は
、
三
心
の

法
門
な
り
。
既
に
釈
尊
は
、
具
三
心
者
必
生
彼
国
と
説
き
、
導

師
は
、
若
少
一
心
即
不
得
生
と
釈
し
玉
え
り
。
さ
れ
ば
生
と
不

生
は
、
全
く
三
心
の
具
不
具
に
わ
か
れ
ば
、
元
祖
大
師
、
此
の

経
釈
の
意
を
述
し
て
、
浄
土
宗
の
肝
要
は
、
三
心
の
法
門
に
あ

る
な
り
と
の
玉
え
り
。
爾
れ
ば
浄
教
弘
通
の
人
は
、
専
ら
此

の
法
門
を
演
説
す
べ
し
。
た
と
い
重
説
に
聴
衆
厭
怠
の
色
を
な

す
と
も
、
是
れ
は
宿
業
深
重
に
し
て
、
因
縁
未
熟
の
機
な
れ

ば
、
更
に
心
に
さ
し
は
さ
む
こ
と
な
か
れ
。
有
る
人
問
う
て
云

わ
く
、
大
師
三
心
の
法
門
を
、
肝
要
と
の
玉
え
ど
も
、
本
願
所

被
の
正
機
を
ば
、
愚
鈍
念
仏
第
一
と
定
め
、
又
よ
く
も
知
ら
ぬ

三
心
ざ
た
し
て
、
往
生
や
仕
損
じ
ぬ
ら
ん
、
と
も
誡
め
玉
え
り
。

斯
く
二
説
、
反
転
す
る
は
い
か
な
る
故
に
や
。
答
う
。
疾
前
無

薬
機
前
無
教
の
理
り
な
れ
ば
、
大
師
三
心
の
勧
誡
も
、
所
対
の

機
に
随
う
て
、
差
別
す
る
な
り
。
さ
れ
ば
此
の
こ
と
を
、
舜
昌

法
印
の
評
ぜ
ら
れ
た
る
、
勅
修
御
伝
に
出
た
れ
ば
、
被
読
す
べ

し
。
今
其
の
大
意
を
云
わ
ば
、
無
智
無
病
の
人
に
封
し
て
、
こ

と
ゞ
ゝ
し
く
、
三
心
ざ
た
す
れ
ば
、
か
え
り
て
志
を
み
だ
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
無
益
な
り
。
又
有
智
有
病
の
人
の
三
心
具
せ
ざ

る
も
、
聖
教
を
学
す
れ
ば
、
三
心
の
発
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
此

の
人
の
為
に
は
、
三
心
の
さ
た
肝
要
な
れ
ば
、
大
師
両
様
の
御

勧
進
あ
り
。
此
の
意
を
知
る
べ
し
と
な
り
。
盡
理
極
成
の
評
、

仰
ぐ
べ
し
。
又
問
う
。
大
師
両
様
の
御
勧
進
、
応
病
与
薬
の
理

り
、
実
に
尓
る
べ
し
。
さ
ら
ば
今
何
ぞ
、
三
心
の
法
門
を
さ
た

す
べ
き
こ
と
の
み
を
勧
め
て
、
三
心
無
益
の
義
趣
を
示
さ
ゞ
る

は
、
云
何
。
答
う
。
応
病
与
薬
は
、
一
機
に
対
す
る
の
教
諭
な

り
。
今
は
衆
機
に
対
す
る
、
講
説
の
大
意
な
り
。
所
対
既
に
一

多
の
別
あ
り
。
教
諭
何
ぞ
全
同
な
ら
ん
。
し
か
し
て
、
衆
機
に

封
す
る
中
に
も
、
愚
鈍
無
病
の
機
は
至
っ
て
少
な
く
、
黠
智
有

病
の
機
は
甚
だ
多
し
。
故
に
無
病
の
少
機
を
傍
ら
に
し
て
、
有

病
の
多
機
を
教
諭
す
る
こ
と
、
祖
々
伝
々
、
講
説
の
故
実
な
る

の
み
。
怪
し
む
こ
と
勿
れ
。
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一
、
或
る
先
哲
の
云
わ
く
、
今
時
澆
末
の
弊
風
、
説
法
講
談
す

る
者
、
我
は
是
の
聴
徒
に
正
法
を
教
示
し
、
往
生
の
大
果
を
得

せ
し
む
る
為
の
、
仏
使
ぞ
と
云
う
こ
と
を
思
わ
ず
し
て
、
す
べ

て
思
惟
工
夫
も
な
さ
ず
、
口
よ
り
出
る
ま
ま
に
、
乱
説
を
な
す

者
あ
り
。
恐
る
べ
く
、
痛
む
べ
く
、
悲
し
む
べ
き
の
窮
り
な
り
。

予
は
説
法
す
る
に
、
其
の
説
く
下
を
、
兼
ね
て
草
稿
し
置
き
し

を
、
又
三
遍
以
上
勤
学
し
、
此
の
所
斯
く
説
か
ば
、
聴
者
の
能

聴
し
て
、
安
心
を
決
着
す
べ
き
や
否
と
、
或
い
は
説
者
と
な
り
、

或
い
は
聴
者
と
な
り
て
、
思
惟
工
夫
せ
ず
し
て
、
説
き
た
る
こ

と
な
し
。
汝
等
、
僧
は
仏
の
使
い
に
し
て
、
至
っ
て
の
大
任
ぞ

と
云
う
こ
と
を
忘
れ
て
、
世
の
弊
風
に
な
ら
い
、
麁
心
に
説
法

す
べ
か
ら
ず
と
、
徒
弟
を
勧
誡
し
玉
え
り
と
。
鳴
呼
金
言
な
る

哉
。
往
年
京
師
九
条
西
福
寺
主
に
、
弁
誉
忍
貞
上
人
と
云
え
る

あ
り
し
が
、
智
道
兼
備
に
し
て
、
毎
歳
極
月
大
尽
日
よ
り
、
七

日
別
行
に
入
り
、
八
日
の
日
中
に
は
、
浄
教
開
講
を
、
例
式
と

せ
ら
れ
け
る
が
、
一
年
其
の
時
刻
に
至
り
し
故
、
講
説
に
及
ば

ん
と
せ
ら
る
ゝ
を
、
弟
子
中
よ
り
、
未
だ
参
詣
一
人
も
な
し
。

今
暫
ら
く
待
ち
玉
え
と
云
う
に
答
え
て
、
我
が
説
法
は
、
唯
人

間
を
所
対
と
す
る
に
非
ず
、
凡
そ
正
法
を
説
く
所
に
は
、
仏
菩

薩
影
向
し
玉
い
、
諸
天
冥
衆
は
空
中
に
雲
集
し
て
、
法
益
に
あ

づ
か
り
玉
う
と
、
経
説
顕
然
な
れ
ば
、
疑
う
べ
き
理
な
し
と
て
、

常
の
如
く
説
法
を
は
じ
め
ら
れ
た
る
と
な
り
。
げ
に
か
ゝ
る
を

ぞ
真
の
仏
使
と
云
う
べ
し
。
講
者
必
ず
此
の
心
操
に
な
ら
い
て
、

聴
徒
の
増
減
を
意
と
せ
ず
、
唯
正
義
を
説
く
を
詮
と
す
べ
し
。

一
、
又
云
わ
く
、
浄
教
講
説
の
肝
要
は
、
勧
誡
二
門
の
作
略
に

あ
り
。
若
し
勧
門
に
偏
な
れ
ば
、
一
念
義
の
如
く
、
本
願
に
誇

り
て
、
悪
無
過
の
邪
見
に
堕
し
、
如
法
修
行
の
人
を
見
て
は
、

自
力
執
情
に
し
て
、
他
力
の
安
心
に
暗
し
と
謗
り
、
若
し
誡
門

に
偏
な
れ
ば
、
聖
道
偏
信
の
徒
の
如
く
、
戒
は
仏
法
の
地
盤
な

れ
ば
、
た
と
い
念
仏
す
る
と
も
、
悪
人
、
争
か
往
生
を
得
ん
と
、

自
力
を
執
し
て
、
他
力
大
悲
の
本
願
を
破
る
。
さ
ら
ば
勧
誡
二

門
、
等
分
に
説
く
べ
き
や
と
云
う
に
、
尓
ら
ず
。
念
仏
す
れ
ば
、

悪
人
も
往
生
と
云
う
の
法
門
は
、
釈
尊
一
代
の
説
教
中
に
、
唯

浄
土
一
教
に
説
き
て
、
諸
経
に
此
の
説
あ
る
こ
と
な
く
、
又
念

仏
す
れ
ば
、
悪
人
女
人
も
、
順
次
に
生
死
の
苦
界
を
出
離
し
、

報
土
に
往
生
遂
ぐ
る
と
云
う
は
、
唯
浄
土
一
宗
の
所
立
に
し
て
、
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諸
宗
に
す
べ
て
な
き
法
門
な
れ
ば
、
勧
誡
二
門
等
同
に
説
き
て

は
、
先
入
の
疑
執
抜
け
ず
し
て
、
本
願
所
被
の
正
機
と
な
り
難

き
故
、
超
世
本
願
の
講
説
は
、
勧
門
七
八
分
に
誡
門
二
三
分
を

加
説
す
る
な
り
。
か
ゝ
れ
ば
勧
門
多
き
故
に
、
聖
道
自
力
の
固

執
を
抜
き
て
、
浄
信
を
立
て
さ
せ
、
誡
門
少
分
を
加
う
る
故
に
、

正
見
を
立
て
て
、
悪
無
過
の
邪
見
に
堕
さ
ず
。
是
れ
則
ち
三
祖

記
主
禅
師
の
、
専
信
本
願
、
兼
信
因
果
の
、
相
伝
の
意
也
。
此

の
意
を
得
て
説
か
ざ
れ
ば
、
過
不
及
の
失
を
生
じ
て
、
正
信
直

往
の
益
を
施
す
こ
と
能
わ
ず
と
な
り
。
実
に
浄
教
講
説
の
肝
要

は
、
勧
誡
二
門
の
作
略
に
あ
れ
ば
、
講
者
専
ら
此
の
指
南
に
隨

い
て
、
鍛
錬
す
べ
き
な
り
。

一
、
又
云
わ
く
、
浄
教
講
説
の
時
、
聴
衆
百
人
あ
ら
ん
に
、
九

十
九
人
は
、
隨
他
の
説
を
好
む
と
も
、
一
人
の
為
に
、
隨
自
意

の
法
を
説
く
べ
し
。
結
縁
の
益
と
、
順
次
往
生
の
益
と
、
高
卑

同
日
の
談
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
若
し
又
、
百
人
な
が
ら
、
皆

隨
他
を
好
み
て
、
隨
自
の
機
一
人
も
な
く
ば
、
因
縁
未
熟
を
察

知
し
、
講
説
を
止
め
て
、
度
生
は
還
来
を
期
し
、
孜し

し々

と
し
て

自
行
を
策
進
す
べ
し
。
而
し
て
其
の
功
徳
を
、
法
界
の
有
情
に

回
向
す
れ
ば
、
此
の
世
の
利
他
も
亦
闕
る
こ
と
な
し
。
若
し
此

の
決
着
な
く
し
て
、
聴
衆
の
増
減
に
よ
り
て
、
専
修
の
操
を
み

だ
し
、
隨
他
の
説
を
な
す
と
き
は
、
自
然
と
自
の
安
心
も
う
か

れ
て
、
順
次
往
生
を
遂
げ
損
じ
、
自
他
倶
溺
の
大
失
を
生
ず
る

な
れ
ば
、
能
々
決
心
す
べ
き
な
り
と
。

一
、
宗
門
の
初
学
講
説
の
大
事
は
、
自
讃
毀
他
と
、
破
邪
顕
正

の
、
区
別
を
知
る
に
あ
り
。
其
の
自
讃
毀
他
は
、
梵
網
経
に
、

波
羅
夷
罪
と
戒
め
玉
う
。
波
羅
夷
は
極
悪
と
翻
じ
、
死
し
て
必

ず
地
獄
に
堕
す
る
と
な
り
。
又
破
邪
顕
正
は
、
涅
槃
経
に
、
正

法
を
壊
す
る
を
見
て
、
置
て
呵
責
せ
ざ
る
は
、
當
に
知
る
べ
し
。

此
の
人
は
、
仏
法
中
の
怨
な
り
。
我
が
弟
子
に
非
ず
と
厳
誡
し

玉
え
り
。
凡
そ
宗
々
建
立
に
、
一
抑
一
揚
、
種
々
の
義
趣
あ
り

と
い
え
ど
も
、
爰
に
尽
く
し
難
け
れ
ば
、
唯
其
の
一
端
を
云

わ
ゞ
、
聖
道
浄
土
対
待
の
時
、
捨
聖
帰
浄
の
義
を
説
く
に
、
他

宗
の
浅
学
は
、
是
れ
を
自
讃
毀
他
の
よ
う
に
、
心
得
違
え
る
も

の
あ
り
。
若
し
華
天
密
禅
等
の
法
は
、
劣
り
て
利
益
な
く
、
唯

浄
土
一
門
の
み
、
大
益
あ
り
と
云
わ
ゞ
、
自
讃
毀
他
と
も
云
う

べ
し
。
聖
道
の
諸
宗
、
何
れ
も
法
は
甚
深
な
れ
ど
も
、
三
学
を
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地
盤
と
す
る
、
自
力
の
修
行
な
る
故
、
末
世
下
劣
の
機
に
応
ぜ

ざ
れ
ば
、
是
れ
を
捨
て
ゝ
、
時
機
相
応
の
、
浄
土
他
力
の
門
に

帰
入
し
、
生
死
を
過
度
し
、
往
生
成
仏
の
、
大
果
を
得
べ
し

と
教
う
る
に
、
何
の
あ
や
し
む
こ
と
あ
ら
ん
。
既
に
元
祖
大
師
、

浄
土
宗
門
別
開
の
本
書
、
選
擇
集
の
初
章
段
に
、
委
し
く
此
の

義
を
述
べ
玉
え
り
。
次
に
破
邪
顕
正
と
は
、
彼
の
日
蓮
党
が
、

念
仏
無
間
と
罵
り
、
一
念
義
徒
の
、
念
仏
自
力
と
嘲
る
類
い
は
、

誹
謗
正
法
の
大
邪
義
な
れ
ば
、
須
く
是
れ
を
破
し
て
、
弥
陀
の

本
願
、
釈
尊
の
経
説
を
顕
わ
す
べ
し
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
末
世
の

凡
夫
、
出
離
生
死
の
益
を
失
う
大
害
を
生
ず
る
故
に
、
講
者
必

ず
涅
槃
経
の
遺
勅
と
、
祖
師
代
々
の
化
儀
に
な
ら
い
、
務
め
て

邪
義
を
払
う
べ
き
な
り
。

一
、
有
る
人
問
う
て
云
わ
く
、
獅
谷
忍
徴
上
人
の
諺
論
に
、
一

枚
起
請
文
を
講
ず
る
に
、
五
重
の
分
別
を
な
し
、
初
重
は
も
と

よ
り
、
大
師
を
信
ず
る
、
男
女
に
対
し
て
談
ず
る
に
、
唯
安
心

起
行
を
勧
め
て
、
滅
後
の
邪
論
に
及
ば
ず
、
第
二
重
よ
り
は
、

小こ
ざ
か黠
し
き
人
、
或
い
は
他
宗
、
或
い
は
背
宗
等
に
、
云
い
妨
げ

ら
れ
、
正
義
の
相
承
に
、
疑
い
を
発
す
人
等
に
対
す
る
に
、
唯

妨
難
の
み
を
通
じ
て
、
い
た
く
彼
等
が
邪
義
を
難
ず
べ
か
ら
ず

と
あ
り
。
さ
ら
ば
講
説
に
は
、
唯
顕
正
の
み
し
て
、
破
邪
は
す

ま
じ
き
こ
と
な
る
に
や
。
答
う
。
対
機
の
教
諭
と
、
説
法
講
談

の
差
別
は
、
既
に
上
に
も
論
ぜ
し
如
し
、
忍
徴
上
人
に
此
の
分

別
あ
れ
ど
も
、
是
れ
は
一
人
一
人
に
対
す
る
の
、
教
誡
に
は
な

る
べ
け
れ
ど
も
、
諸
人
に
対
し
て
講
談
に
は
、
用
い
難
し
。
其

の
故
は
、
参
詣
の
諸
人
、
其
の
機
一
様
な
ら
ず
し
て
、
千
差
万

別
な
れ
ば
な
り
。
又
他
宗
及
び
背
宗
の
邪
義
を
、
難
破
せ
ざ
れ

と
あ
る
は
、
い
か
に
も
麁
言
悪
口
の
高
声
は
、
尤
も
忌
む
べ
き

事
な
れ
ど
も
、
他
宗
背
宗
の
者
の
、
正
義
を
破
す
る
邪
難
を
ば
、

心
を
用
い
て
弁
斥
せ
ざ
れ
ば
、
未
妨
を
防
ぎ
、
已
妨
の
者
を
引

き
か
え
し
て
、
正
義
の
安
心
を
立
た
し
む
る
こ
と
を
得
ず
。
謹

ん
で
我
が
宗
の
講
者
に
告
す
。
宗
義
に
害
を
な
さ
ゞ
る
、
他
宗

の
義
を
、
猥
り
に
難
破
す
る
こ
と
な
く
、
若
し
宗
義
に
害
を
な

す
と
き
は
、
心
を
用
い
て
破
邪
顕
正
す
べ
し
。
唯
怖
畏
縮
首
し

て
、
邪
正
の
弁
を
な
す
こ
と
能
わ
ず
ん
ば
、
断
と
し
て
登
座
す

る
こ
と
な
か
れ
。

一
、
浄
教
講
説
の
肝
要
は
、
正
見
と
邪
見
の
別
を
、
教
示
す
る
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に
あ
り
。
今
四
句
を
も
て
分
別
せ
ば
、
一
に
は
善
人
の
邪
見
、

二
に
は
悪
人
の
正
見
、
三
に
は
善
人
の
正
見
、
四
に
は
悪
人
の

邪
見
な
り
。
此
の
中
第
三
第
四
の
二
人
は
、
取
捨
論
を
ま
た
ず
、

世
人
第
一
善
人
の
邪
見
と
、
第
二
悪
人
の
正
見
と
を
、
対
待
し

て
は
、
通
塗
因
果
の
道
理
に
泥
み
て
、
邪
見
に
て
も
罪
な
き
を

取
り
、
正
見
に
て
も
罪
あ
る
を
、
劣
れ
り
と
、
思
い
違
う
る
な

り
。
若
し
心
中
悪
無
過
の
邪
見
を
生
ず
れ
ば
、
假
令
い
日
々
百

千
の
善
事
を
な
す
と
も
、
其
の
利
益
あ
る
こ
と
な
し
。
又
煩
悩

悪
業
深
重
な
り
と
い
え
ど
も
、
始
終
慚
愧
の
思
い
絶
え
ず
、
超

世
の
悲
願
を
仰
ぎ
て
、
念
仏
す
れ
ば
、
往
生
の
大
益
を
得
る
な

り
。
故
に
大
師
此
の
事
を
釈
し
て
、
罪
を
造
れ
ば
、
決
定
し
て

地
獄
に
堕
つ
べ
し
。
然
る
に
本
願
の
名
号
を
唱
う
れ
ば
、
決
定

往
生
せ
ん
事
の
嬉
し
さ
よ
と
、
喜
ぶ
時
に
、
本
願
に
乗
ず
る
な

り
と
示
し
玉
え
り
。【
一
部
削
除
】
さ
れ
ど
も
此
の
四
句
は
、
一

往
の
分
別
、
尅
し
て
論
ず
る
と
き
は
、
今
時
は
既
に
尽
大
地
の

衆
生
、
皆
悉
十
悪
と
定
ま
る
悪
世
な
れ
ば
、
真
の
善
人
と
云
う

べ
き
者
あ
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
善
人
の
正
見
な
る
は
も
と
よ

り
、
善
人
の
邪
見
な
る
さ
え
も
な
く
、
唯
悪
人
の
邪
見
な
る
の

み
、
世
間
に
充
れ
ば
機
法
二
信
の
釈
意
に
よ
り
て
、
悪
人
に
正

見
を
立
た
し
む
る
の
外
な
き
故
、
爰
に
心
を
用
い
て
、
教
誡
す

べ
き
な
り
。

一
、
浄
教
を
講
説
す
る
に
は
、
機
教
の
応
不
を
知
る
こ
と
を
示

す
と
、
誹
謗
正
法
の
邪
義
を
払
わ
ざ
れ
ば
、
聴
衆
う
ま
く
本
願

を
信
受
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
故
、
心
を
用
い
て
弁
示
す
る
と
き

は
、
其
の
意
を
得
て
、
専
修
の
行
者
と
な
る
者
多
し
。
さ
れ
ど

も
夫
れ
が
中
に
、
ま
た
生な

ま
さ
か黠
し
き
機
分
あ
り
て
、
小
を
知
り
て

足
れ
り
と
す
る
慢
心
よ
り
、
他
の
講
説
に
於
い
て
正
不
を
評
し
、

或
い
は
異
見
に
対
し
て
諍
論
に
及
ぶ
等
の
、
過
ち
を
生
ず
る
こ

と
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
法
の
邪
正
を
弁
別
す
る
こ
と
は
、
僧
者

す
ら
至
っ
て
難
し
。
況
ん
や
在
俗
に
於
い
て
を
や
。
よ
く
も
知

ら
ぬ
法
門
ざ
た
し
て
、
自
損
々
他
の
大
罪
を
造
ら
ん
よ
り
、
唯

わ
が
乗
仏
本
願
、
順
次
往
生
の
為
の
み
に
、
聴
法
す
べ
し
と
、

毎
々
誡
示
す
べ
き
な
り
。

一
、
又
若
輩
の
講
者
、
譬
喩
事
実
に
、
男
女
の
情
欲
に
わ
た
る

義
を
談
ず
べ
か
ら
ず
。
勿
論
仏
道
に
入
る
の
縁
、
種
々
あ
れ
ば
、

頻
り
に
小

し
ょ
う
ぎ
ょ
く
玉
を
呼
ぶ
の
艶
詩
に
よ
り
て
、
徹
悟
せ
し
禅
師
も
あ
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り
。
又
岩
に
も
松
は
の
恋
歌
に
つ
き
て
、
仏
願
の
大
悲
に
帰
入

せ
し
行
者
も
あ
れ
ば
、
老
功
の
上
に
て
は
、
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、

往
昔
若
年
の
僧
の
、
婬
心
を
伏
せ
ん
為
に
、
不
浄
観
を
な
せ
し

に
、
却
っ
て
欲
心
増
長
し
、
終
に
堕
落
せ
し
人
も
あ
れ
ば
、
尤

も
用
心
す
べ
き
こ
と
な
り
。
又
瀧
山
大
善
寺
貫
首
讃
誉
上
人
の
、

説
法
式
要
に
云
わ
く
、
少
年
の
詩
歌
を
作
る
に
は
、
懐
旧
の
意

ろ
、
老
を
嘆
く
の
詞
を
つ
か
わ
ず
、
是
れ
故
実
な
り
。
今
も
亦

然
な
り
。
或
い
は
能
く
聴
け
、
或
い
は
耳
に
入
た
る
か
等
の
詞
、

初
心
若
輩
の
説
法
に
は
、
許
す
べ
か
ら
ず
と
な
り
。〈
附
し
て
云

わ
く
、
初
心
の
講
者
は
、
彼
の
式
要
を
見
て
、
講
者
の
用
意
を

知
る
べ
し
。
猶
安
心
起
行
の
間
の
指
南
も
、
至
っ
て
慇
懃
な
り
。

又
京
師
盤
察
老
人
の
、
求
道
集
、
南
針
鈔
は
、
要
文
を
広
く
集

め
て
、
誤
り
な
き
書
な
れ
ば
、
座
右
に
置
て
、
引
用
す
べ
き
な

り
。〉

一
、
今
時
念
仏
を
勧
進
す
る
に
、
不
正
の
勧
め
三
等
あ
り
。
一

人
は
、
無
病
息
災
富
貴
延
命
の
為
に
、
申
せ
と
勧
む
。
是
れ
は

出
離
生
死
往
生
成
仏
の
妙
法
を
し
て
、
流
転
苦
界
の
縛
縄
と
な

す
な
れ
ば
、
是
れ
最
も
邪
勧
な
り
。
又
一
人
は
現
当
両
益
二
世

安
楽
の
為
に
、
申
せ
と
勧
む
。
是
れ
も
亦
、
総
別
二
種
の
安
心

に
背
く
。
若
少
一
心
、
即
不
得
生
は
、
導
祖
の
決
判
、
繋
げ

る
舟
に
棹
さ
す
如
し
と
は
、
冏
師
の
誡
文
、
尓
れ
ば
是
れ
も
亦
、

邪
勧
な
り
。
又
一
人
は
、
念
仏
は
往
生
の
為
、
此
の
世
の
祈
り

に
は
、
各
々
司
る
法
に
て
祈
れ
と
勧
む
。
た
と
い
念
仏
に
て
祈

ら
ず
と
も
、
余
法
を
も
て
も
祈
る
時
は
、
娑
婆
執
着
の
外
な
ら

ん
や
。
さ
ら
ば
総
別
二
種
の
安
心
立
た
ざ
る
こ
と
、
上
の
人
に

同
じ
け
れ
ば
、
是
れ
も
猶
邪
勧
の
垨

（
マ
マ
・
埒
カ
）を
出
ず
。
今
此
の
三
説

の
失
を
一
つ
の
譬
を
以
て
示
さ
ば
、
厭
穢
欣
浄
は
薬
の
如
く
、

娑
婆
執
着
は
毒
の
ご
と
し
。
さ
れ
ば
最
初
の
祈
念
祈
祷
と
云
う

は
、
娑
婆
執
着
の
毒
の
み
な
れ
ば
、
邪
勧
な
る
こ
と
論
を
ま
た

ず
。
次
に
現
当
両
益
と
云
う
は
、
薬
と
毒
と
合
剤
に
し
て
服
し
、

後
の
念
仏
は
往
生
の
為
、
現
世
の
祈
り
は
余
行
各
主
と
云
う
は
、

薬
と
毒
と
を
兼
剤
に
し
て
、
代
り
代
り
に
服
す
る
が
如
く
な
れ

ば
、
結
縁
の
遠
益
に
は
厚
薄
あ
り
と
も
、
近
く
往
生
成
仏
の
大

益
を
失
う
こ
と
は
、
三
説
等
同
に
し
て
、
差
別
あ
る
こ
と
な
し
。

思
う
て
知
る
べ
し
。
有
る
人
此
の
説
を
聞
き
て
、
服
膺
せ
ず

し
て
云
わ
く
、
尊
者
の
此
の
論
偏
僻
な
り
。
既
に
導
師
は
御
疏
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の
終
わ
り
に
、
祝
祷
の
文
あ
り
。
元
祖
も
七
難
消
滅
の
為
に
も
、

公
達
の
御
祈
り
の
料
に
も
、
念
仏
が
目
出
度
し
と
の
玉
い
、
又

宗
門
賜
香
の
綸
命
に
も
、
香
衣
を
着
し
参
内
せ
し
め
、
宝
祚
延

長
を
祈
る
べ
し
と
あ
り
。
又
知
恩
寺
の
善
阿
上
人
は
、
勅
命
を

奉
じ
て
、
百
萬
遍
の
念
仏
を
修
し
、
疫
災
を
駆
除
し
玉
い
し
故
、

其
の
功
を
顕
し
て
、
寺
に
百
萬
遍
の
号
を
賜
わ
れ
り
。
然
れ
ば

延
命
除
災
の
祈
祷
す
ら
、
猶
宗
意
に
背
か
ず
、
況
ん
や
現
当
両

益
の
回
願
に
於
い
て
を
や
。
尊
者
強
い
て
今
論
を
主
張
せ
ば
、

両
祖
に
背
き
、
違
勅
の
科
人
と
な
り
、
念
仏
の
広
益
を
損
減
す

る
の
罪
業
、
遁
れ
難
か
ら
ん
等
と
。〈
云
々
〉
予
此
の
説
を
聞
き

て
、
不
慮
に
し
て
失
笑
し
、
而
し
て
又
悲
涙
を
生
じ
、
漸
く
に

し
て
答
え
て
云
わ
く
、
公
は
浄
家
の
僧
に
し
て
、
斯
く
ま
で
に

宗
意
に
暗
く
、
通
別
二
軌
の
法
門
を
さ
え
知
ら
ざ
る
や
。
夫
れ

通
軌
は
釈
門
の
通
法
に
し
て
、
譬
え
ば
四
民
す
べ
て
式
日
に
礼

服
を
用
ゆ
る
が
如
く
、
別
軌
は
宗
々
別
局
の
法
に
し
て
、
士
農

工
商
各
々
の
職
分
を
つ
と
む
る
が
如
し
。
さ
れ
ば
導
祖
の
回
願
、

及
び
宝
祚
延
長
等
の
祈
願
は
、
仏
法
の
通
軌
、
諸
宗
の
通
法
に

し
て
、
今
論
ず
る
所
の
別
規
安
心
、
出
離
の
法
に
は
あ
ず
か
ら

ず
。
又
大
師
の
御
法
語
は
、
高
貴
の
初
心
を
誘
引
し
玉
う
、
一

往
の
随
他
意
に
し
て
、
別
局
随
自
の
御
法
語
に
は
あ
ら
ず
。
又

善
阿
上
人
の
疫
災
を
鎮
め
玉
え
る
は
、
祈
祷
と
し
て
も
、
通
軌

な
れ
ば
、
障
り
あ
る
こ
と
な
け
れ
ど
も
、
実
は
此
の
事
通
軌
祈

祷
の
法
に
あ
ら
ず
し
て
、
別
軌
回
向
の
得
益
な
り
。
例
せ
ば
往

時
文
明
七
年
、
三
州
井
田
野
の
古
戦
場
に
て
、
軍
死
の
幽
魂
祟

り
を
な
せ
し
に
、
御
当
家
徳
川
の
御
先
祖
、
岡
崎
の
城
主
親
忠

公
の
命
に
依
り
て
、
大
樹
寺
の
開
山
、
勢
誉
愚
底
上
人
、
彼カ

シ
コ処

に
至
り
、
一
七
日
念
仏
別
行
を
修
し
て
、
亡
魂
離
苦
得
脱
の
回

願
し
玉
い
け
れ
ば
、
其
の
祟
り
頓
に
鎮
ま
り
た
る
に
、
合
わ
せ

て
思
う
べ
し
。
附
し
て
云
わ
く
、
彼
の
疫
災
の
発
り
し
時
、
諸

寺
諸
山
の
碩
徳
に
綸
命
下
り
て
、
各
々
丹
誠
を
抽
で
て
、
大
法

秘
法
を
修
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
、
一
向
に
鎮
ま
ら
ざ
り
し
に
、
善

阿
上
人
は
、
唯
や
す
ら
か
に
口
称
念
仏
一
行
を
つ
と
め
て
、
回

向
し
玉
い
し
に
、
頓
に
鎮
ま
り
た
る
は
、
い
か
な
る
所
由
ぞ
と

云
う
に
、
彼
の
疫
災
は
、
多
く
戦
死
及
び
飢
饉
等
に
て
死
亡
せ

し
、
無
怙
の
幽
魂
の
な
す
業
な
り
。
然
る
に
祈
祷
は
、
其
の
霊

を
摧
伏
駆
除
を
、
表
と
す
る
の
法
に
し
て
、
幽
魂
脱
苦
の
利
を
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得
る
こ
と
、
疎
か
な
る
故
、
鎮
ま
り
難
く
、
回
向
は
、
偏
に
彼

れ
が
苦
悩
を
あ
わ
れ
み
、
抜
済
慈
愍
を
詮
と
す
れ
ば
、
幽
魂
法

潤
の
益
を
得
る
故
に
、
鎮
ま
り
易
し
。
猶
祈
祷
と
回
向
の
勝
劣

を
論
ず
る
こ
と
、
委
悉
別
書
に
記
す
。
尋
ね
て
見
る
べ
し
。
有

る
人
又
問
う
て
云
わ
く
、
尊
者
の
云
う
如
く
、
唯
別
軌
の
安
心

の
み
講
説
し
て
は
、
其
の
益
狭
少
な
る
べ
し
。
凡
夫
は
す
べ
て

現
世
に
の
み
執
着
し
て
、
後
世
を
意こ

こ
ろ
と
す
る
こ
と
な
け
れ
ば
な

り
。
故
に
大
師
の
軌
轍
に
習
い
、
祈
祷
両
益
の
随
他
を
も
て
誘

引
し
、
而
し
て
後
漸
々
に
、
随
自
の
正
意
を
教
示
せ
ば
、
利
益

広
大
な
る
べ
し
等
。〈
云
々
〉
答
え
て
云
わ
く
、
此
の
説
を
な

す
こ
と
、
公
の
み
に
非
ず
。
宗
門
に
於
い
て
甚
だ
多
し
。
然

る
に
此
の
説
に
得
あ
り
失
あ
り
。
而
し
て
得
は
至
っ
て
少
な

く
、
失
は
最
も
多
し
。
其
の
所
由
は
、
先
大
師
に
た
ま
ゝ
ゝ
此

の
化
儀
あ
る
は
、
本
地
は
等
覚
の
大
士
、
垂
迹
は
智
慧
第
一
の

誉
れ
を
得
て
、
而
も
三
昧
を
発
得
し
玉
え
る
御
事
な
れ
ば
、
今

一
往
現
益
隨
他
の
鉤
を
も
て
引
入
す
れ
ば
、
後
に
厭
欣
隨
自
の

正
機
と
な
る
こ
と
を
、
了
々
分
明
に
前
知
し
玉
う
上
に
て
、
施

し
玉
う
活
手
段
な
り
。
故
に
其
す
る
力ち

か
ら
あ
る
、
祐
天
観
徹
等
の

師
の
、
高
貴
を
化
す
る
に
、
此
の
手
ぶ
り
あ
る
は
可
な
り
。
若

し
我
人
の
如
き
凡
愚
に
し
て
、
此
の
教
跡
に
倣
う
時
は
、
東
施

が
西
施
の
顰ひ

そ
み

を
ま
ね
て
、
弥

い
よ
い
よ

醜
を
倍
せ
し
が
如
く
、
随
他
の
機

を
引
き
て
、
随
自
の
機
と
な
ら
し
む
る
益
は
な
く
し
て
、
却
っ

て
随
自
本
願
の
正
機
と
な
る
べ
き
人
を
、
随
他
不
応
本
願
の
人

と
な
す
、
大
失
を
生
ず
る
な
り
。
先
ず
斯
く
随
自
随
他
の
、
説

不
説
得
失
の
区
別
を
し
ら
べ
て
、
而
し
て
今
時
祈
念
祈
祷
現
当

両
益
の
勧
め
を
な
す
、
其
の
人
云
何
ん
と
考
え
見
る
べ
し
。
宗

義
を
委
知
し
、
厭
欣
念
仏
す
る
人
な
り
や
。
若
し
宗
義
を
知
ら

ば
、
争
で
か
宗
義
を
破
ら
ん
。
若
し
厭
欣
念
仏
す
る
人
な
ら
ば
、

な
ど
て
衆
生
を
苦
界
に
繋
ぐ
こ
と
を
せ
ん
。
さ
れ
ば
利
益
広
し

と
云
う
は
醜
を
覆
う
の
遁
辞
に
し
て
、
心
は
全
分
名
利
に
貪
着

す
れ
ば
な
り
。
既
に
仏
祖
は
此
の
人
を
、
獅
子
身
中
の
虫
と
呵

し
、
蝙
蝠
僧
と
貶
し
玉
い
、
別
し
て
三
祖
記
主
禅
師
は
、
名
を

仏
法
に
仮
り
て
、
偏
に
名
利
を
求
む
る
者
は
、
仏
法
中
の
旃
陀

羅
な
り
と
、
巌
責
し
玉
え
り
。
さ
れ
ば
随
自
専
修
の
正
義
を
説

き
て
、
随
順
仏
教
、
随
順
仏
意
、
随
順
仏
願
の
、
真
の
仏
弟
子

と
称
嘆
を
蒙
ら
ん
歟
。
又
祈
祷
両
益
の
随
他
を
、
名
利
の
媒
と
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し
て
、【
一
部
削
除
】
呵
嘖
を
受
け
ん
歟
。
乞
う
講
説
者
、
能
々

熟
思
す
べ
し
。

一
、
今
時
宗
門
の
中
に
、
一
種
の
邪
見
僧
を
生
じ
て
、
是
れ
を

不
浄
説
法
人
と
名
づ
け
、
世
俗
は
是
れ
を
談
義
坊
主
と
云
う
。

〈
談
義
説
法
講
釈
は
、
大
概
一
体
の
異
名
な
る
に
、
世
俗
談
義

と
云
う
を
以
て
、
彼
れ
に
名
づ
く
る
故
、
説
法
講
釈
と
云
う
に

は
異
に
し
て
、
打
聞
に
は
や
、
い
や
し
く
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
、

思
わ
る
る
な
り
。〉
此
の
者
、
負オ

ウ
ケ気
な
く
も
仏
前
の
高
座
に
昇
り
、

最
初
少
し
許
り
の
経
釈
の
文
を
訓
読
せ
し
の
み
に
て
、
一
向
に

文
義
を
も
弁
ぜ
ず
、
唯
軍
書
怪
談
千
百
鄙
猥
の
醜
態
を
な
し
て
、

些
少
も
三
宝
の
知
見
を
怖
れ
ず
、
偏
に
愚
夫
愚
婦
に
衒テ

ラ

い
て
銭

財
を
貪
る
。
こ
は
上
の
旃
陀
羅
僧
よ
り
も
、
亦
一
等
を
下
れ
ば
、

名
づ
く
べ
き
よ
う
な
し
。
か
よ
う
の
売マ

イ
ス僧
あ
る
故
に
、
少
し
心

あ
る
俗
人
は
、
爪
は
じ
き
し
て
、
宗
門
を
賎
し
む
る
な
り
。
実

に
宗
敵
法
敵
の
大
悪
大
罪
、
未
来
は
必
定
無
間
の
巣
守
、
憐
れ

む
べ
く
、
又
悲
し
む
べ
き
は
、
こ
の
談
義
坊
主
と
云
う
者
な
り
。

一
、
有
る
人
又
云
わ
く
、
諸
宗
一
統
祈
祷
法
あ
り
て
、
災
難
魔

障
等
を
除
く
。
然
る
に
宗
門
に
於
て
、
一
向
に
其
の
設
け
な
く

ば
、
災
難
魔
障
等
あ
り
て
、
念
仏
を
も
退
堕
す
べ
し
と
云
う
人

あ
り
。
此
の
こ
と
云
何
ん
。
答
え
て
云
わ
く
、
諸
宗
総
じ
て
祈

祷
法
あ
る
こ
と
は
、
具
縛
の
凡
夫
、
自
力
修
行
の
こ
と
な
れ
ば
、

力
用
弱
し
。
故
に
天
魔
悪
神
の
障
礙
、
横
難
横
死
の
災
に
妨
げ

ら
れ
て
、
退
堕
に
及
ぶ
こ
と
多
け
れ
ば
、
是
れ
を
除
く
の
設
け

な
く
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
仏ほ

と
け

除
災
却
魔
の
、
祈
祷
法
を

あ
た
え
玉
え
り
。
尓
る
に
我
が
宗
門
に
、
修
す
る
所
は
、
超
発

無
上
別
願
他
力
の
法
な
れ
ば
、
力
用
至
っ
て
強
く
、
而
も
阿
弥

陀
仏
は
、
光
明
を
も
て
摂
取
護
念
し
玉
え
ば
、
大
光
明
中
、
決

無
魔
事
と
て
、
天
魔
波
旬
は
跡
を
け
づ
り
、
横
難
横
死
の
怖
れ

あ
る
こ
と
な
し
。
此
の
大
益
あ
る
上
に
、
釈
尊
及
び
一
切
諸
仏
、

一
切
諸
菩
薩
、
一
切
諸
天
善
神
は
、
前
後
左
右
を
囲
繞
し
て
、

加
被
守
護
し
玉
う
こ
と
な
れ
ば
、
何
の
為
に
祈
祷
を
用
い
ん
。

諸
宗
に
用
ゆ
る
は
、
災
害
魔
嬈
を
遁
れ
ん
為
に
こ
そ
な
せ
、
さ

れ
ば
災
害
あ
る
者
の
な
す
を
見
て
、
災
害
な
き
者
の
、
是
れ
を

な
ら
う
は
、
譬
え
ば
病
身
の
者
の
、
服
薬
す
る
を
見
て
、
無
病

の
人
の
、
薬
を
服
す
る
が
如
し
。
又
無
病
の
服
薬
、
た
だ
益
な

き
の
み
に
非
ず
、
却
っ
て
大
害
を
な
す
如
く
、
魔
嬈
災
害
な
き
、
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念
仏
の
行
者
の
、
祈
祷
を
な
す
も
、
た
だ
其
の
無
益
の
み
な
ら

ん
や
。
総
別
二
種
の
安
心
欠
け
て
、
た
と
い
頭
燃
を
払
う
如
く

に
つ
と
む
る
も
、
現
世
に
於
い
て
は
、
摂
取
護
念
の
益
を
蒙
ら

ず
し
て
、
魔
嬈
に
あ
い
、
未
来
に
於
い
て
は
、
報
土
往
生
の
大

益
を
失
い
て
、
悪
趣
に
堕
す
。〈
此
の
悪
趣
に
堕
す
る
と
云
う
は
、

祈
祷
せ
し
故
に
、
悪
趣
に
堕
す
る
と
云
う
に
は
あ
ら
ず
。
祈
祷

せ
し
故
、
本
願
に
背
く
。
本
願
に
背
く
故
に
、
摂
光
護
念
を
蒙

ら
ず
。
摂
光
護
念
の
益
を
得
ざ
る
が
故
に
、
罪
業
を
滅
せ
ず
。

罪
業
を
滅
せ
ざ
る
が
故
に
、
堕
獄
す
と
云
う
こ
と
な
り
。
此
の

意
を
得
ず
し
て
、
誹
謗
す
る
こ
と
な
か
れ
。〉
見
つ
べ
し
。
祈
念

祈
祷
と
狼う

ろ

狽た
え

れ
ば
、
却
っ
て
護
念
に
あ
づ
か
ら
ず
。
唯
往
生
の

為
と
志
せ
ば
、
摂
取
護
念
の
益
に
あ
づ
か
る
。
是
れ
を
求
時
不

得
、
不
求
自
得
の
法
門
と
云
う
。
哀
れ
な
る
哉
、
朝
夕
誦そ

ら

ん
ず

る
、
光
明
遍
照
の
文
意
を
も
知
ら
ず
、
怖
れ
気
も
な
く
、
大
声

を
発
し
て
、
祈
念
に
な
る
、
祈
祷
に
な
る
、
現
当
両
益
、
二
世

安
楽
と
勧
説
す
る
。
実
に
一
盲
衆
盲
を
牽
き
て
、
深
坑
に
堕
せ

し
む
る
と
は
、
此
の
人
の
為
の
針
砭
な
る
を
や
。
又
云
わ
く
、

余
宗
は
云
わ
ず
、
王
侯
貴
人
の
、
浄
土
を
宗
と
し
玉
う
に
は
、

不
求
自
得
と
云
う
こ
と
な
れ
ば
、
御
祈
願
所
な
ど
は
、
あ
る
ま

じ
き
こ
と
な
る
に
、
其
の
御
設
け
あ
る
は
云
何
ん
。
答
え
て
云

わ
く
、
た
と
い
王
侯
貴
族
な
れ
ば
と
て
、
御
自
ら
は
心
行
具
足

ま
し
ま
す
と
も
、
行
業
果
報
不
可
思
議
と
云
う
。
あ
ら
ゆ
る
臣

民
を
し
て
、
悉
く
信
者
と
な
し
玉
う
こ
と
あ
た
わ
ん
や
。
故
に

臣
民
を
覆
護
し
、
魔
嬈
災
害
を
攘は

ら

う
為
に
、
此
の
御
設
け
あ
る

こ
と
な
り
。
君
上
の
臣
民
を
撫
育
し
玉
う
こ
と
は
、
父
母
の
子

孫
を
憐
れ
む
に
、
異
な
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
何
の
不イ

ブ

審カ
ル

こ

と
か
あ
ら
ん
。
又
問
う
。
た
と
い
貴
賤
上
下
の
差
別
は
あ
り
と

も
、
王
侯
貴
人
の
、
臣
民
を
覆
護
の
為
に
、
祈
願
所
を
設
け
玉

う
も
、
御
自
ら
の
往
生
を
碍さ

え
ず
と
云
わ
ば
、
諸
民
の
行
者
、

自
ら
の
為
に
さ
え
祈
ら
ず
ば
、
親
子
兄
弟
眷
属
朋
友
等
の
為
に
、

真
実
愛
憐
の
志
よ
り
、
魔
嬈
災
害
を
あ
ら
せ
じ
と
、
祈
念
立
願

を
な
す
も
、
自
ら
の
往
生
を
碍
え
ず
と
云
う
べ
し
や
。
答
え
て

云
わ
く
、
世
間
出
世
間
の
萬
事
、
一
概
に
は
定
め
難
し
。
さ
れ

ば
王
侯
の
政
事
は
、
世
教
を
以
て
表
と
し
、
出
世
の
仏
法
を
ば

傍
ら
と
す
。
故
に
火
付
の
焚

ヒ
ア
ブ
リ、
不
孝
の
礫

ハ
リ
ツ
ケ、
盗
賊
人
殺
し
は
斬

罪
と
云
う
の
制
定
は
あ
れ
ど
も
、
無
道
心
は
入
牢
、
邪
見
は
死
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刑
と
云
う
如
き
の
命
令
は
な
き
な
り
。
さ
れ
ど
も
冥
に
王
法
を

扶
助
す
る
こ
と
、
仏
法
に
し
く
も
の
な
け
れ
ば
、
国
豊
民
安
の

為
に
、
祈
願
所
等
の
御
設
け
あ
る
な
り
。
此
れ
は
是
れ
政
事
の

通
法
に
し
て
、
御
自
ら
の
為
に
は
、
総
別
の
安
心
を
立
て
玉
わ

ば
、
何
ぞ
往
生
し
玉
わ
ざ
ら
ん
や
。
此
の
王
侯
の
御お

う
え上
を
以
て
、

下
賤
の
身
に
引
き
合
わ
し
て
は
不
応
な
り
。
若
し
自
身
順
次
往

生
の
志
た
ゝ
ば
、
云
何
ん
ぞ
親
族
朋
友
等
に
、
同
生
浄
土
の
法

門
を
、
勧
め
ざ
ら
ん
や
。
人
命
は
無
常
、
我
に
恩
分
因
縁
あ
る

人
の
、
今
死
な
ば
今
悪
道
に
落
ち
入
り
て
、
出
る
期
も
な
き
苦

聚
に
沈
む
を
ば
、
余
所
に
し
て
、
夢
幻
泡
影
に
た
と
え
ら
れ
た

る
、
は
か
な
き
此
の
世
に
あ
る
内
の
、
災
を
払
い
幸
を
得
さ
せ

ん
と
て
、
彼
に
代
り
て
祈
念
祈
祷
に
心
を
用
ゆ
る
人
、
い
か
で

乗
仏
本
願
の
安
心
を
立
ち
得
る
事
を
得
ん
。
若
し
又
正
義
を
勧

む
れ
ど
も
、
肯ウ

ケ
ガ
わ
ざ
る
故
に
と
云
わ
ば
、
正
理
真
実
の
勧
誘
を
、

肯
わ
ざ
る
邪
見
人
の
為
に
、
い
か
ば
か
り
神
に
ね
ぎ
仏
に
祈
る

と
も
、
な
ど
て
加
被
護
念
し
玉
わ
ん
。
も
し
祈
れ
ば
と
て
、
此

の
者
に
幸
を
与
え
玉
わ
ば
、
邪
見
に
荷
担
し
、
悪
業
に
培ツ

チ
カ
い
玉

う
と
云
う
も
の
な
れ
ば
、
か
け
て
も
ふ
れ
て
も
、
利
益
を
得
く

べ
き
理
り
な
き
の
み
歟
。
か
か
る
非
義
の
祈
念
を
な
し
、
仏
神

を
涜
慢
す
る
罪
を
か
さ
ね
ん
よ
り
、
な
ぞ
分
々
に
利
益
を
与
う

る
、
捨
邪
帰
正
、
滅
罪
生
善
の
回
願
を
な
さ
ざ
る
や
。
思
う
て

知
る
べ
し
。
又
問
う
。
或
い
は
云
う
。
弥
陀
の
大
悲
は
、
五
逆

大
罪
の
者
を
す
ら
助
け
玉
う
。
尓
る
に
祈
念
祈
祷
は
、
善
悪
二

業
を
分
別
す
れ
ば
、
善
事
な
り
。
何
ぞ
往
生
の
障
り
と
な
ら
ん

や
、
と
云
う
人
あ
り
。
此
の
義
云
何
ん
。
答
う
。
他
力
本
願
往

生
の
法
門
は
、
機
の
善
悪
に
て
、
往
生
の
得
不
を
定
む
る
こ
と

に
は
非
ず
。
唯
厭
欣
心
あ
り
て
念
仏
す
る
も
の
、
本
願
に
引
き

立
て
ら
れ
て
、
往
生
を
遂
ぐ
。
五
逆
大
罪
の
悪
人
な
れ
ど
も
、

獄
火
来
現
に
怖
畏
し
て
、
娑
婆
の
着
心
少
し
も
な
く
、
唯
救
抜

を
頼
む
心
の
み
あ
り
て
、
念
仏
せ
し
故
往
生
す
。
尓
る
に
祈
祷

の
人
は
、
た
と
い
麁
強
の
罪
悪
な
し
と
い
え
ど
も
、
厭
欣
心
立

た
ず
し
て
、
娑
婆
に
粘
着
す
る
も
の
な
れ
ば
、
争
で
往
生
す
る

こ
と
を
得
ん
。
此
の
事
譬
え
ば
、
千
石
二
千
石
の
大
船
も
、
碇

イ
カ
リ

を
と
り
風
帆
に
任
す
れ
ば
、
彼
岸
に
到
り
、
十
石
二
十
石
の
小

船
も
、
纜

ト
モ
ヅ
ナを
と
か
ざ
れ
ば
、
此
岸
を
離
る
る
こ
と
な
き
に
、
準

え
て
し
る
べ
し
。　

又
問
う
。
従
来
現
世
祈
願
の
人
は
、
往
生
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な
ら
ず
と
成
立
せ
ら
る
れ
ど
も
、
諺
に
論
よ
り
証
拠
と
云
う
如

く
、
現
に
我
知
る
念
仏
の
行
者
に
、
祈
念
祈
祷
を
な
し
た
る
が
、

臨
終
正
念
に
し
て
、
大
往
生
遂
げ
た
る
人
あ
り
。
さ
れ
ば
祈
祷

に
往
生
の
害
な
き
に
非
ず
や
。
答
う
。
此
は
是
れ
臨
終
回
心
の

往
生
と
云
う
も
の
な
り
。
平
生
の
中
、
祈
念
祈
祷
の
為
、
或
い

は
現
当
両
益
と
志
し
た
る
念
仏
に
て
、
往
生
せ
し
と
云
わ
ば
、

既
に
上
に
云
う
如
く
、
具
三
心
者
、
必
生
彼
国
の
経
文
、
若
少

一
心
、
即
不
得
生
の
釈
文
、
及
び
安
心
僻
越
す
れ
ば
、
万
行
徒

ら
に
施
す
と
云
う
如
き
は
、
皆
悉
く
虚
妄
と
な
る
な
り
。
さ
れ

ば
此
の
人
の
往
生
は
、
平
生
不
具
安
心
の
念
仏
に
て
、
往
生
せ

し
に
は
あ
ら
ず
。
病
気
の
う
け
よ
う
よ
く
、
所
詮
此
の
度
は
、

本
服
な
ら
じ
と
決
着
せ
し
よ
り
、
祈
念
祈
祷
の
念
を
断
ち
て
、

唯
往
生
の
為
に
、
唱
え
し
も
の
故
、
此
の
念
仏
が
本
願
に
叶
い

て
、
往
生
の
益
を
得
た
る
な
り
。
此
の
義
委
し
く
、
三
祖
の
決

疑
鈔
〈
五
之
巻
四
十
四
紙
〉
に
出
で
た
れ
ば
、
挙
示
す
べ
し
。

問
う
。
若
し
行
者
有
り
て
、
浄
土
を
志
求
し
、
兼
ね
て
延
年
を

祈
る
も
、
亦
往
生
を
得
ん
や
。
答
う
。
若
し
自
ら
年
寿
を
念
ぜ

ん
者
は
、
即
ち
穢
土
を
厭
わ
ざ
る
に
成
る
。
若
し
厭
穢
の
心
無

く
ん
ば
、
何
ぞ
欣
浄
の
思
い
有
ら
ん
。
厭
欣
若
し
無
く
ん
ば
、

何
ぞ
浄
土
に
生
ぜ
ん
。
但
し
機
類
萬
品
な
れ
ば
、
平
生
の
時
は
、

兼
ね
て
二
世
を
祈
り
、
臨
終
の
時
は
、
偏
に
往
生
を
期
し
て
、

其
の
本
意
を
遂
ぐ
る
の
人
、
有
る
べ
し
〈
已
上
〉。
文
の
意
は
、

問
う
。
若
し
行
者
有
り
て
已
下
、
何
ぞ
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
云
う

迄
は
、
二
世
兼
祈
の
、
往
生
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
義
を
釈
し
、

但
し
機
類
萬
品
な
れ
ば
已
下
、
終
り
に
至
る
迄
は
、
臨
終
回
心

の
人
の
、
往
生
を
得
る
義
を
述
べ
玉
え
り
。
能
く
文
の
起
尽
を

見
て
、
其
の
意
を
得
べ
き
な
り
。
又
問
う
て
云
わ
く
、
同
じ
随

多
の
説
に
於
い
て
も
、
元
祖
大
師
は
、
現
世
祈
願
に
念
仏
を
許

し
、
三
祖
禅
師
は
、
用
意
問
答
に
於
い
て
、
余
の
仏
神
に
申
し

て
、
阿
弥
陀
仏
に
申
す
こ
と
を
誡
め
玉
え
る
は
、
い
か
な
る
故

に
や
。
答
え
て
云
わ
く
、
此
の
会
通
い
ま
だ
指
南
を
得
ざ
れ
ば
、

決
答
は
な
し
難
し
。
さ
れ
ど
も
僅
か
に
思
い
得
た
る
一
義
あ
れ

ば
、
試
み
に
是
れ
を
宣
ぶ
べ
し
。
凡
そ
法
門
の
教
示
に
、
一
機

に
対
す
る
と
、
衆
機
に
対
す
る
と
は
、
左
右
あ
る
こ
と
あ
り
。

今
大
師
の
念
仏
に
て
、
二
世
兼
祈
を
示
し
玉
う
は
、
初
心
高
貴

の
、
一
機
へ
対
し
玉
う
故
な
り
。
す
べ
て
高
貴
の
人
は
、
娑
婆



　78

執
着
殊
さ
ら
強
く
し
て
、
現
世
祈
祷
に
心
よ
る
も
の
故
、
念
仏

は
現
世
の
祈
禳
、
公
達
の
御
祈
り
の
料
に
も
と
、
先
ず
念
仏
の

一
門
に
引
入
し
て
、
而
し
て
後
、
総
別
二
種
の
安
心
を
教
示
し
、

往
生
極
楽
の
大
果
を
、
得
せ
し
め
ん
為
の
御
設
け
な
り
。
知
る

勢
は
、
既
に
初
め
現
世
祈
り
の
為
に
も
と
示
し
玉
え
る
御
方
へ
、

念
仏
御
帰
入
の
後
に
、
進
ぜ
ら
れ
た
る
御
文
に
は
、「
よ
く
よ
く

按
じ
て
も
御
覧
候
え
。
極
楽
往
生
に
過
ぎ
た
る
御
大
事
何
事
か

は
候
べ
き
。
此
の
世
の
名
聞
利
養
は
、
申
し
な
ら
ぶ
る
も
、
い

ま
い
ま
し
く
候
。
乃
至
回
向
発
願
心
と
は
、
自
他
所
修
の
善
根

を
回
向
し
て
、
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
る
な
り
。
も
し
此

の
理
り
を
思
い
さ
だ
め
ざ
ら
ん
さ
き
に
、
此
の
世
の
事
を
も
祈

り
、
あ
ら
ぬ
余
の
方
へ
、
回
向
し
た
る
功
徳
ど
も
を
、
皆
と
り

返
し
て
、
い
ま
は
こ
と
ご
と
く
往
生
の
業
に
な
さ
ん
と
、
回
向

す
べ
き
な
り
」
等
と
示
し
玉
え
る
を
も
て
、
考
え
知
る
べ
し
。

又
三
祖
禅
師
の
、
此
の
世
の
祈
り
は
余
の
仏
神
に
申
し
て
、
阿

弥
陀
仏
に
申
す
べ
か
ら
ず
と
、
仰
せ
ら
れ
た
る
は
、
所
対
一
人

に
非
ず
。
衆
に
対
し
書
に
筆
す
る
の
御
示
し
な
れ
ば
な
り
。
其

の
所
以
は
、
此
の
世
の
祈
り
を
も
、
弥
陀
に
申
せ
と
あ
る
と
き

は
、
現
世
祈
り
も
往
生
を
さ
え
ず
と
、
思
い
誤
る
こ
と
多
か
る

べ
し
。
さ
れ
ば
又
現
世
の
こ
と
を
、
弥
陀
に
申
さ
ざ
れ
と
誡
め

玉
え
ば
、
た
と
い
下
機
に
て
現
世
祈
り
を
止
め
得
ず
と
も
、
弥

陀
の
御
心
に
、
叶
わ
ず
と
云
う
こ
と
を
知
る
故
、
臨
終
に
回
心

し
、
往
益
を
得
る
こ
と
多
か
る
べ
き
故
に
、
殊
に
念
仏
に
て
祈

る
こ
と
を
、
誡
め
玉
え
る
な
る
べ
し
。
是
れ
し
か
し
な
が
ら
、

胸
臆
の
愚
案
な
れ
ば
、
取
捨
は
見
る
人
に
一
任
す
。
若
し
此
の

会
通
に
根
拠
を
得
、
又
よ
き
考
え
も
あ
ら
ば
、
爰
に
補
入
し
玉

わ
ん
こ
と
を
希
う
の
み
。
又
問
う
て
云
わ
く
、
従
来
破
斥
の
祈

念
祈
祷
は
、
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
現
当
両
益
は
、
経
釈
に
根
拠

あ
り
。
謂
わ
く
大
経
に
は
、
普
済
諸
貧
苦
、
広
済
衆
厄
難
。
観

経
に
は
心
光
摂
取
。
阿
弥
陀
経
に
は
、
諸
仏
護
念
の
明
文
あ
り
。

善
導
大
師
は
、
現
生
護
念
を
釈
し
、
元
祖
大
師
亦
此
の
義
を
祖

述
し
玉
え
ば
、
宗
義
に
背
く
こ
と
な
き
に
あ
ら
ず
や
。
答
え
て

云
わ
く
、
挙
ぐ
る
所
の
経
釈
は
、
み
な
悉
く
不
求
自
得
と
て
、

仏
よ
り
与
え
玉
え
る
現
益
に
し
て
、
行
者
の
祈
求
す
る
所
に
は

あ
ら
ず
。
此
の
こ
と
底
に
徹
し
て
知
ら
ん
と
な
ら
ば
、
明
証
を

示
す
べ
し
。
導
師
観
念
法
門
に
釈
し
玉
わ
く
、
護
念
経
の
意こ

こ
ろ
は
、
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亦
た
諸
悪
鬼
神
を
し
て
便
り
を
得
せ
し
め
ず
、
亦
た
横
病
横
死

横
に
厄
難
有
る
こ
と
無
く
、
一
切
の
災
障
、
自
然
に
消
散
す
。

不
至
心
を
除
く
と
〈
已
上
〉。
こ
の
不
至
心
と
は
、
至
心
に
対
す
。

そ
の
至
心
と
は
、
竪
の
三
心
に
て
は
、
至
誠
心
に
あ
た
り
、
横

に
云
え
ば
、
唱
う
る
所
の
念
仏
を
、
皆
往
生
の
為
と
志
す
を
云

う
。
此
の
人
は
総
別
二
種
の
安
心
立
て
、
本
願
に
随
順
す
る
故
、

順
次
に
報
土
に
往
生
し
、
自
利
利
他
円
備
す
べ
き
、
至
っ
て
大

切
の
人
な
れ
ば
、
故
障
な
く
此
の
大
益
を
得
さ
せ
ん
為
に
、
横

難
横
死
横
に
厄
難
魔
撓
な
き
よ
う
に
、
仏
菩
薩
諸
天
善
神
の
、

加
被
護
念
に
与
か
る
。
是
れ
を
不
求
自
得
と
云
う
な
り
。
若
し

是
れ
に
反
転
し
て
、
唱
う
る
所
の
念
仏
を
、
現
当
両
益
二
世
安

楽
と
回
向
す
れ
ば
、
総
別
二
種
の
安
心
た
た
ず
、
本
願
に
か
な

わ
ざ
れ
ば
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
ず
。
三
悪
四
趣
の
苦

処
に
沈
む
者
を
、
何
の
故
に
加
被
護
念
し
玉
わ
ん
や
。
是
れ
を

求
時
不
得
の
損
失
と
云
う
な
り
。
此
の
導
師
の
除
不
至
心
の
、

御
釈
を
以
て
照
ら
せ
ば
、
仏
説
祖
釈
の
現
益
は
、
み
な
悉
く
不

求
自
得
の
義
な
る
こ
と
青
天
に
白
日
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
な

る
に
、
何
ぞ
宗
義
に
暗
く
し
て
、
求
時
不
得
の
邪
義
を
主
張
す

る
人
、
少
な
か
ら
ざ
る
や
。
実
に
是
れ
を
も
哀
れ
ま
ず
ん
ば
、

又
何
を
か
哀
れ
ま
ん
。
苦
な
る
哉
。
又
問
う
て
云
わ
く
、
専
修

念
仏
の
行
者
は
、
さ
の
如
く
諸
仏
菩
薩
諸
天
善
神
の
、
加
被
護

念
を
蒙
ら
ば
、
す
べ
て
悪
事
災
難
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
る
に
、

世
間
の
念
仏
者
を
見
る
に
、
ま
ま
不
可
意
の
こ
と
あ
る
は
云
何

ん
。
答
え
て
云
わ
く
、
世
の
念
仏
の
行
者
に
、
う
ち
見
る
所
は

如
法
に
見
え
て
、
而
も
内
心
不
調
三
心
不
具
に
し
て
、
本
願
に

契
わ
ざ
れ
ば
、
魔
嬈
災
難
等
あ
る
べ
し
。
是
れ
は
今
論
ず
る
所

に
非
ず
。
三
心
具
の
行
者
に
、
悪
事
災
難
等
の
如
き
こ
と
あ
る

は
、
決
定
業
の
宿
報
を
債
う
こ
と
な
れ
ば
、
た
と
い
念
仏
者
と

い
え
ど
も
、
是
れ
を
遁
る
る
こ
と
能
わ
ず
。
況
ん
や
三
心
不
具

の
人
、
い
か
程
心
力
を
尽
く
し
て
、
禳
災
祈
祷
を
な
す
と
も
、

都フ
ツ

に
其
の
益
あ
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
決
定
業
に
至
り
て
は
、

祈
念
祈
祷
に
走
る
、
三
心
不
具
の
者
も
、
唯
往
生
の
為
と
志
す
、

三
心
具
の
人
も
、
等
同
な
り
や
と
云
う
に
、
是
れ
に
又
差
別
あ

り
。
三
心
具
の
人
の
業
報
に
は
、
転
重
軽
受
の
利
益
と
て
、
未

来
決
定
堕
獄
の
報
を
、
現
在
の
病
苦
に
転
じ
、
未
来
餓
鬼
道
の

定
業
を
、
現
在
の
貧
困
に
か
え
、
現
世
に
受
く
べ
き
極
悪
大
病
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を
、
軽
病
に
か
え
、
現
世
に
受
く
べ
き
飢
渇
の
報
を
、
不
如
意

の
こ
と
に
転
じ
玉
う
等
、
是
れ
を
転
重
軽
受
の
利
益
と
云
う
な

り
。
さ
れ
ば
因
果
の
道
理
に
闇
く
、
無
理
に
祈
り
て
、
定
報
を

遁
れ
ん
と
し
、
種
々
身
心
に
罪
業
を
累
ね
、
果
て
は
仏
神
を
迄

恨
む
る
如
き
、
大
邪
見
を
発
す
る
も
、
少
な
か
ら
ず
。
爾
る
に

専
修
の
行
者
の
如
き
は
、
不
可
意
の
こ
と
あ
る
は
、
皆
是
れ
宿

悪
の
報
う
所
と
。
是
れ
に
付
け
て
も
厭
欣
心
を
進
む
、
此
の
正

見
に
罪
報
も
軽
ま
る
上
に
、
殊
に
仏
意
に
契
う
故
に
、
鄙
し
き

世
の
諺
に
、
百
貫
の
方
に
編
笠
一
蓋
と
や
ら
ん
云
う
如
く
、
ほ

ん
の
因
果
の
道
理
を
破
ら
ぬ
迄
に
、
転
重
軽
受
の
利
益
を
与
え

玉
う
な
り
。
此
の
道
理
を
識
得
せ
ば
、
三
心
具
足
、
専
修
一
行

の
宗
義
を
弘
通
せ
ず
し
て
、
余
事
に
ロ
を
開
く
を
、
浄
土
宗
門

の
人
と
云
わ
ん
や
。
思
う
て
知
る
べ
し
。
有
る
人
又
云
わ
く
、

定
業
受
報
遁
る
る
こ
と
な
く
ば
、
何
ぞ
仏
神
に
祈
祷
法
あ
り
や
。

答
う
。
業
に
付
き
て
二
あ
り
。
謂
わ
く
決
定
業
と
不
定
業
と
な

り
。
決
定
業
は
、
上
に
云
う
如
く
、
遁
る
る
こ
と
な
け
れ
ど
も
、

若
し
横
災
横
難
の
不
定
業
な
る
時
は
、
如
法
に
修
す
れ
ば
、
祈

祷
法
に
て
遁
る
る
こ
と
あ
り
。
此
の
衆
生
の
苦
厄
を
抜
く
為
に
、

祈
祷
法
あ
る
な
り
。
又
問
う
。
若
し
爾
ら
ば
、
な
ど
て
又
不
定

業
な
ら
ば
祈
る
べ
し
。
決
定
業
な
ら
ば
、
祈
る
に
益
な
き
義
を

示
し
玉
わ
ざ
る
や
。
答
う
。
仏
神
顕
露
に
、
斯
く
示
し
玉
わ
ざ

る
に
、
是
れ
に
又
一
往
再
往
の
二
義
あ
り
。
一
に
は
定
業
不
定

業
に
、
祈
不
祈
の
義
を
示
し
玉
う
と
も
、
隔
生
即
忘
無
神
通
の

凡
夫
、
争い

か

で
か
是
れ
は
定
業
、
是
れ
は
不
定
業
と
、
識
別
す
る

こ
と
を
得
ん
や
。
故
に
是
れ
を
示
し
玉
わ
ざ
る
な
り
。
こ
れ
は

是
れ
一
往
の
義
な
り
。
次
に
再
往
の
義
と
は
、
仏
神
の
御
本
意

は
結
縁
に
あ
り
。
所
以
云
何
と
な
れ
ば
、
一
切
衆
生
仏
道
に
入

り
、
出
離
生
死
往
生
成
仏
の
法
を
修
せ
ん
こ
と
を
こ
そ
、
詮
に

欲ホ
ッ

し
玉
え
ど
も
、
無
始
以
来
生
死
に
流
転
し
、
唯
生
を
貪
り
死

を
怖
る
る
の
執シ

ミ

深
く
、
後
世
と
云
う
を
ば
、
名
を
聞
く
を
も
忌

む
こ
と
な
れ
ば
、
慈
済
の
益
を
施
し
玉
う
に
由
な
き
故
、
據

よ
ん
ど
こ
ろな

く
迂
マ
ワ
リ

回ドオ
シな
れ
ど
も
、
現
世
祈
祷
の
法
を
説
き
、
彼
の
欲
の
釣
を

も
て
牽
て
、
法
に
入
る
る
の
方
便
を
な
し
玉
う
な
り
。
さ
れ
ば

往
生
に
望
み
な
き
人
は
、
唯
あ
ら
ん
よ
り
は
、
定
業
不
定
業
の

穿せ
ん

鑿さ
く

せ
ず
。
或
い
は
経
文
陀
羅
尼
を
誦
じ
、
或
い
は
仏
神
の
御

名
を
と
な
え
、
或
い
は
他
を
頼
み
て
も
、
す
す
み
て
祈
念
し
、
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励
み
て
祈
祷
す
べ
し
。
さ
れ
ど
も
出
離
の
為
に
修
せ
ざ
れ
ば
、

近
き
益
を
得
ず
、
猶
六
道
に
輪
廻
し
て
、
無
量
の
苦
毒
を
受
く

べ
け
れ
ど
も
、
生
々
世
々
、
遠
生
の
後
の
後
に
は
、
こ
の
祈
祷

の
微
善
よ
り
し
て
、
終
に
正
信
修
行
の
人
と
な
り
て
、
往
生
成

仏
の
果
報
を
得
べ
け
れ
ば
な
り
。
さ
れ
ば
我
が
門
初
学
の
講
者
、

此
の
義
趣
を
委
知
し
て
、
仮
に
も
随
他
の
法
を
説
か
ず
し
て
、

唯
随
自
専
修
の
正
義
を
講
説
す
べ
き
な
り
。
さ
て
専
修
念
仏
を

講
説
せ
ば
、
毎
席
必
ず
日
課
念
仏
、
十
遍
已
上
を
勧
む
べ
し
。

元
祖
大
師
の
、
在
家
は
一
万
已
上
、
出
家
は
三
万
已
上
と
は
、

修
行
の
本
意
に
付
き
て
の
玉
え
る
な
り
。
知
る
勢
は
、
祖
々
相

伝
し
て
、
安
心
落
居
の
入
眼
は
、
悪
人
女
人
の
臨
終
に
、
十
声

一
声
唱
え
し
迄
も
、
ゆ
る
ぎ
な
く
往
生
と
、
決
心
す
る
に
あ
り

と
の
玉
え
ば
、
下
機
の
日
々
十
遍
宛ず

つ

も
、
定
課
と
す
る
を
、
嫌

う
べ
き
道
理
あ
ら
ん
や
。
思
う
て
知
る
べ
し
。
さ
て
日
課
念
仏

を
勧
進
す
る
に
、
従
来
帰
依
の
仏
神
等
あ
り
て
、
誦
ず
る
所
の

経
陀
羅
尼
等
を
閣
く
と
き
は
、
御
怒
り
に
ふ
れ
て
、
御
罰
あ
ら

ん
か
な
ど
、
恐
る
る
こ
と
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
若
し
専
修
一
行

に
、
決
帰
す
る
人
あ
れ
ば
、
一
切
の
仏
菩
薩
諸
天
善
神
は
、
御

怒
り
な
き
の
み
か
、
至
っ
て
歓
喜
踊
躍
し
て
、
加
被
護
念
し
玉

う
な
り
。
先
ず
一
切
諸
仏
の
歓
喜
し
玉
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
経

に
、
念
仏
往
生
を
ば
、
不
可
思
議
功
徳
と
讃
歎
し
、
舒
舌
証
誠

な
し
玉
う
に
て
知
る
べ
し
。
又
一
切
諸
菩
薩
の
歓
喜
し
玉
う
こ

と
は
、
念
仏
の
行
者
を
ば
、
二
十
五
菩
薩
を
上
首
と
し
て
一
切

の
諸
菩
薩
、
昼
夜
莫
廃
、
加
被
守
護
し
玉
う
と
は
、
随
願
往
生

経
の
説
な
れ
ば
、
疑
う
べ
か
ら
ず
。
又
一
切
諸
天
善
神
の
歓
喜

し
玉
う
こ
と
は
、
梵
天
帝
釈
等
は
も
と
よ
り
、
吾
が
朝
の
宗
廟
、

天
照
皇
太
神
宮
は
、
慧
心
の
僧
都
に
対
し
て
、
末
世
の
得
脱
は
、

偏
に
念
仏
の
一
法
に
あ
り
と
託
宣
し
玉
い
、
祇
園
牛
頭
天
王
は
、

現
世
祈
願
の
人
を
誡
め
て
、「
長
き
世
の
苦
し
き
こ
と
を
思
へ
か

し　

か
り
の
宿
り
を
何
な
げ
く
ら
ん
」
と
、
告
げ
玉
え
る
等
、

此
の
如
き
の
夢
想
霊
告
、
挙
げ
つ
く
す
べ
き
限
り
に
あ
ら
ず
。

さ
れ
ば
些
少
も
恐
慮
す
る
こ
と
な
く
、
後
世
往
生
の
為
に
誓
う
、

日
課
念
仏
一
行
に
決
し
、
諸
仏
、
諸
菩
薩
、
諸
天
善
神
の
、
哀

愍
覆
護
に
あ
ず
か
り
、
魔
嬈
災
害
の
退
縁
な
く
、
順
次
極
楽
往

生
の
、
大
益
を
得
べ
し
と
示
す
べ
し
。
若
し
又
未
入
浄
土
門
の

さ
き
に
、
或
い
は
自
の
邪
智
に
ほ
こ
り
、
或
い
は
悪
友
及
び
異
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学
異
見
の
徒
に
従
う
て
、
誹
謗
罪
を
造
り
し
人
あ
ら
ば
、
此
は

是
れ
順
次
無
間
獄
に
堕
し
て
、
大
地
微
塵
劫
を
経
て
も
、
出
る

期
な
き
苦
報
を
受
く
る
こ
と
な
れ
ば
、
速
や
か
に
前
非
を
懺
悔

し
、
日
課
誓
い
て
念
仏
す
べ
し
。
善
導
大
師
の
御
釈
に
、
謗
法

闡
提
廻
心
皆
往
と
あ
れ
ば
、
決
し
て
往
生
を
疑
う
べ
か
ら
ず
。

猶
又
浄
土
の
高
祖
天
親
菩
薩
は
、
初
め
小
乗
に
あ
り
て
、
大
乗

を
誹
謗
し
、
五
百
部
の
論
を
造
り
給
い
し
が
、
無
著
菩
薩
の
教

誡
に
よ
り
、
捨
小
帰
大
の
後
に
、
亦
大
乗
讃
嘆
の
論
、
五
百
部

を
造
り
、
初
め
の
謗
罪
を
債
い
給
い
し
跡
に
な
ら
い
、
念
仏
讃

嘆
日
課
勧
進
す
る
と
き
は
、
弥
々
可
な
る
由
を
示
す
べ
し
。
又

在
家
の
初
心
は
、
仏
に
対
し
誓
い
し
、
日
課
を
怠
ら
ば
、
御
罰

を
受
く
べ
け
れ
ば
、
誓
わ
ず
し
て
申
し
、
或
は
少
し
く
誓
い
て
、

其
の
余
は
申
さ
る
る
ほ
ど
申
す
べ
し
、
な
ど
云
う
が
定
ま
り
な

れ
ど
も
、
誓
わ
ざ
る
は
も
と
よ
り
、
少
し
く
誓
う
も
、
定
課
を

み
つ
れ
ば
、
心
ゆ
る
ま
り
て
、
進
み
が
た
き
故
に
、
是
れ
は
仏

祖
の
御
心
に
叶
わ
ず
、
さ
れ
ば
な
る
た
け
多
く
誓
う
べ
し
。

少
々
退
屈
の
心
生
じ
て
も
、
仏
に
誓
い
奉
り
し
も
の
を
と
云
う

に
、
心
を
す
す
め
て
つ
と
ま
る
な
り
。
若
し
據
な
き
こ
と
あ
り

て
不
足
せ
ば
、
翌
日
及
び
追
々
に
も
申
し
入
る
べ
し
。
是
れ
が

仏
祖
の
御
意
に
叶
う
ぞ
と
、
教
示
す
べ
し
。
又
所
授
の
日
課
、

平
日
は
怠
る
ま
じ
け
れ
ど
も
、
病
気
の
と
き
は
い
か
が
せ
ん
と
、

滞
る
人
あ
る
も
の
な
り
。
此
の
事
は
大
師
御
在
世
に
、
瘧
病
を

煩
い
玉
い
し
時
、
六
万
遍
の
御
日
課
を
、
五
万
減
じ
、
一
万
遍

を
つ
と
め
玉
い
し
こ
と
、
御
伝
に
出
た
り
。
是
れ
則
ち
日
課
は

平
生
の
懈
怠
を
防
ぐ
用
心
に
し
て
、
病
気
の
時
に
怠
る
は
、
恐

慮
す
る
こ
と
な
か
れ
と
云
う
義
を
、
御
身
を
以
て
さ
と
し
玉
え

る
。
是
れ
を
身
業
説
法
と
云
う
ぞ
と
示
す
べ
し
。
又
世
教
に
す

ら
、
其
の
喜
び
を
独
り
す
る
は
、
君
子
の
愧
る
所
と
い
え
り
。

況
ん
や
仏
門
に
入
り
、
僅
か
に
も
唱
う
れ
ば
、
定
ま
り
た
る
地

獄
を
遁
る
る
の
み
か
、
快
楽
無
窮
の
極
楽
に
、
往
生
を
遂
ぐ
る

と
云
う
教
法
を
、
聞
き
な
が
ら
、
其
の
喜
び
を
独
す
る
理
あ
ら

ん
や
。
大
恩
あ
る
主
君
両
親
等
は
、〈
目
下
の
者
へ
は
勧
め
易
け

れ
ど
も
、
目
上
の
主
親
へ
は
、
勧
め
に
く
き
も
の
な
れ
ば
、
先

ず
仏
祖
に
加
被
護
念
し
玉
い
て
専
修
念
仏
の
人
と
な
し
玉
え
と

願
い
、
猶
自
ら
も
す
す
み
つ
と
め
て
、
業
滅
の
廻
願
を
な
し
、

其
の
機
嫌
を
は
か
り
て
、
勧
む
べ
き
よ
う
を
、
示
す
べ
し
〉。
も
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と
よ
り
、
あ
わ
れ
む
べ
き
妻
子
眷
属
よ
り
し
て
、
其
の
た
よ
り

あ
る
に
は
、
い
か
よ
う
に
も
方
便
し
て
、
日
課
念
仏
を
勧
む
べ

し
。
其
の
人
に
往
生
の
大
果
を
得
せ
し
む
る
さ
え
あ
る
に
、
勧

め
し
我
は
仏
祖
広
大
の
慈
恩
の
一
分
を
報
ず
る
と
な
り
。
又
病

身
及
び
今
日
の
活
業
に
追
わ
れ
て
聴
法
に
障
り
あ
る
に
は
、
代

受
し
て
勧
む
べ
き
こ
と
を
、
示
す
べ
し
。
初
心
は
多
く
勧
む
る

と
も
、
後
に
懈
怠
せ
ば
と
、
怖
る
る
こ
と
あ
る
も
の
な
れ
ば
、

後
の
進
退
は
勿
論
、
凡
夫
の
知
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
夫
れ

に
心
を
用
い
ず
、
唯
日
課
を
勧
む
べ
し
。
若
し
相
続
す
れ
ば
順

次
往
生
、
た
と
い
中
止
懈
怠
に
及
ぶ
と
も
、
一
往
信
受
し
唱
う

れ
ば
、
仏
の
加
被
に
よ
り
て
、
臨
終
に
廻
心
往
生
す
る
こ
と
多

し
。
た
と
い
又
、
廻
心
せ
ざ
る
も
、
無
窮
の
生
死
を
縮
め
て
、

三
生
及
び
四
生
五
生
に
は
、
必
ず
往
生
を
得
る
の
義
趣
を
、
さ

と
す
べ
し
。
さ
て
此
の
日
課
の
義
に
つ
き
て
、
思
い
出
た
る
一

話
あ
り
。
予
往
年
東
武
の
学
林
に
あ
り
し
時
、
学
頭
某
の
宗
脈

再
伝
せ
ら
る
る
を
聴
き
た
る
に
、
彼
の
師
衆
に
対
し
て
云
わ
く
、

往
昔
自
分
宗
脈
相
承
せ
し
時
、
資
縁
の
家
へ
行
き
た
る
に
、
一

家
残
ら
ず
賀
辞
を
述
べ
、
而
し
て
主
人
の
云
わ
く
、
今
は
は
や

一
分
化
他
を
許
さ
れ
玉
え
る
御
身
と
な
り
玉
え
ば
、
家
内
に
い

ま
だ
日
課
を
受
け
ざ
る
者
も
あ
り
。
我
等
も
加
増
す
べ
け
れ
ば
、

御
作
法
な
し
下
さ
れ
よ
と
あ
り
し
に
、
自
分
日
課
の
作
法
を
暗

誦
せ
ざ
り
し
故
、
赤
面
に
及
び
し
こ
と
あ
り
。
銘
々
は
兼
ね
て

其
の
心
得
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
若
し
作
法
暗
誦
な
き
あ
ら
ば
予

が
覆
轍
の
如
き
、
不
饒
益
も
あ
ら
ん
か
と
存
ず
る
故
、
略
作
法

を
示
授
す
べ
し
と
て
、〈
已
下
の
作
法
、
略
懺
悔
、
三
帰
、
三
竟
、

誓
辞
、
授
与
十
念
と
、
記
し
て
可
な
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
彼
の

再
伝
師
の
婆
心
に
な
ら
い
、
初
学
の
忽
忘
に
備
え
ん
と
て
、
委

悉
に
書
す
〉。

○
我
昔
所
造
諸
悪
業　
皆
由
無
始
貪
瞋
癡

　
従
身
語
意
之
所
生　
一
切
我
今
皆
懺
悔

○
帰
依
仏
両
足
尊　
帰
依
法
離
欲
尊　
帰
依
僧
衆
中
尊〈
三
説
〉

○
帰
依
仏
竟　
帰
依
法
竟　
帰
依
僧
竟
〈
三
説
〉

○
弟
子
等
、
今
日
よ
り
命
畢
る
ま
で
、
極
楽
往
生
の
為
に
、
日

課
称
名
〈
若
干
遍
〉
誓
っ
て
中
止
せ
じ
。
如
来
大
悲
、
哀
愍
護
念
、

証
明
知
見
し
玉
え
。

○
南
無
阿
弥
陀
仏〈
十
念
〉
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是
の
如
く
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
已
上
七
返
授
け
ら
れ
た
り
。

而
し
て
再
伝
畢
り
、
衆
僧
退
散
す
る
中
、
一
僧
の
云
わ
く
、
従

来
伝
法
中
の
疲
労
あ
る
に
、
一
返
に
て
す
む
こ
と
を
、
七
返
ま

で
授
け
ら
れ
て
は
、
甚
だ
迷
惑
な
り
と
云
い
け
れ
ば
、
又
一
僧

の
云
わ
く
、
吾
子
は
実
に
痛
ま
し
き
朽
林
頑
石
な
る
哉
。
再
伝

師
の
慇
念
に
て
、
自
ら
の
過
ち
を
挙
げ
て
、
人
々
を
覆
護
の
為

に
、
数
返
口
授
せ
ら
れ
た
る
を
ば
、
い
か
計
り
歟
随
喜
感
戴
す

べ
き
こ
と
な
る
に
、
却
っ
て
毀
謗
の
言
ば
を
吐
き
、
毒
を
他
に

ま
で
及
ぼ
さ
る
る
こ
と
は
、
い
か
に
ぞ
や
。
少
し
は
思
慮
あ
れ

か
し
と
、
薬
言
を
施
し
た
る
に
、
同
行
の
衆
僧
、
皆
感
心
せ
し

こ
と
あ
り
し
な
り
。
此
の
余
教
示
す
べ
き
の
要
、
数
多
な
れ
ど

も
、
爰
に
尽
く
す
べ
き
限
り
に
非
ず
。
講
者
常
に
熟
思
す
べ
き

な
り
。

上
来
初
学
の
為
に
、
講
説
の
意
楽
を
論
ず
る
に
、
余
は
皆
、
枝

葉
に
し
て
、
詮
に
祈
祷
二
世
安
楽
の
説
を
駆
除
す
る
こ
と
は
、

既
に
上
に
云
え
る
が
如
く
、
浄
土
の
法
門
、
要
中
の
要
は
、
三

心
の
法
門
に
し
て
、
三
心
具
す
れ
ば
往
生
し
、
若
し
一
心
も
欠

け
ぬ
れ
ば
、
往
生
を
得
ず
と
な
れ
ば
、
此
の
法
門
に
於
い
て
は
、

殊
に
心
を
用
い
て
学
び
、
別
し
て
心
を
用
い
て
、
講
説
せ
ず
ん

ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
今
時
此
の
三
心
を
欠
き
て
、
往
生
を
得
ざ

る
中
に
、
虚
仮
不
実
に
し
て
、
至
誠
心
を
欠
き
て
、
往
生
を
得

ざ
る
と
、
又
身
心
の
罪
悪
に
つ
き
、
念
仏
の
少
な
き
に
つ
き
、

疑
心
を
生
じ
て
、
往
生
を
得
ざ
る
と
は
、
さ
の
み
多
か
ら
ず
。

唯
至
っ
て
多
き
は
祈
念
祈
祷
の
余
事
廻
願
な
り
。
裟
婆
執
着
は

凡
夫
の
持
ち
前
な
れ
ば
、
此
の
心
至
っ
て
発
り
易
き
に
、
猶
他

宗
に
な
す
を
見
習
い
、
別
し
て
自
宗
の
僧
者
に
、
此
の
勧
誘
を

な
す
者
少
な
か
ら
ざ
れ
ば
、
彼
れ
に
つ
き
是
れ
に
つ
き
、
総
別

の
安
心
を
欠
き
て
、
往
生
を
得
ざ
る
者
の
み
、
至
っ
て
多
け
れ

ば
な
り
。
譬
え
ば
医
の
病
根
を
探
り
得
れ
ば
、
偏
に
其
の
療
治

を
な
す
如
く
、
今
時
不
往
生
の
病
根
は
、
十
に
八
九
は
皆
、
余

事
廻
願
、
娑
婆
執
着
の
病
な
り
。
此
の
痼
病
を
療
ず
る
は
、
廻

向
発
願
心
の
霊
薬
な
る
故
、
余
の
法
門
に
転
ぜ
ず
、
ひ
た
す
ら

唯
往
生
極
楽
の
為
の
一
向
専
修
念
仏
を
偏
勧
す
べ
し
。
此
の
勧

進
に
随
う
人
は
、
総
別
二
種
の
安
心
を
具
す
る
、
本
願
所
被
の

正
機
な
れ
ば
、
平
生
の
中
は
、
摂
取
護
念
の
光
中
に
游
泳
し
、

魔
嬈
横
難
の
怖
れ
な
く
、
臨
終
の
砌
に
は
、
報
仏
の
来
迎
に
あ
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ず
か
り
、
観
音
掌
上
の
宝
蓮
に
乗
じ
、
弾
指
の
間
に
、
極
楽
の

上
品
に
往
生
し
て
、
地
上
証
真
の
薩
埵
と
な
り
、
身
を
百
億
の

世
界
に
分
か
ち
、
八
相
成
道
を
遂
げ
て
、
衆
生
を
済
度
す
。
既

に
釈
尊
一
仏
出
世
し
玉
い
し
よ
り
已
来
、
其
の
化
に
あ
ず
か
り
、

生
死
を
出
離
せ
し
も
の
、
無
量
無
辺
に
し
て
、
算
計
す
べ
か
ら

ず
。
さ
れ
ば
随
自
の
法
を
説
き
て
、
一
人
を
度
し
得
れ
ば
、
一

仏
出
世
の
門
戸
を
開
く
。
随
他
の
法
を
も
て
、
百
干
万
人
に
、

結
縁
せ
し
む
る
に
比
す
る
に
、
無
量
無
辺
不
可
計
倍
の
、
大
利

益
を
得
る
こ
と
な
れ
ば
、
衆
人
口
を
揃
え
て
謗
る
と
も
、
少
し

も
是
れ
を
か
え
り
見
ず
、
唯
一
筋
に
宗
義
を
守
り
、
専
修
念
仏

を
弘
通
す
べ
し
。
さ
す
れ
ば
弥
陀
釈
迦
二
尊
、
一
切
の
三
宝
、

善
導
大
師
、
元
祖
大
師
、
総
じ
て
三
国
伝
灯
の
、
諸
大
祖
師
に
、

実
に
汝
は
仏
の
い
、
真
の
仏
弟
子
、
最
勝
人
と
、
讃
嘆
慰
諭
せ

ら
れ
奉
ら
ん
は
、
豈
に
貴
き
に
非
ず
や
。
喜
ば
し
き
に
非
ず
や
。

吉
水
正
流
を
、
汲
み
得
た
る
の
本
意
、
是
れ
を
除
き
て
亦
何
を

か
云
わ
ん
。
請
う
初
学
の
講
者
、
必
々
此
の
正
轍
を
き
し
り
て
、

邪
路
に
奔
走
す
る
こ
と
勿
れ
。
至し

嘱し
ょ
く

至
嘱
。

長
門
大
日
比
前　
西
圓
寺　
託
阿
弥
陀
仏
法
洲
識

三
法
語
講
説
大
意
〈
終
〉

凡
例

一
、
三
法
語
、
も
と
よ
り
始
中
終
の
次
第
あ
る
に
は
非
ざ
れ
ど

も
、
且
く
正
依
三
経
の
次
第
に
倣
う
。
謂
わ
く
三
部
の
中
に
於

い
て
、
大
経
は
、
本
願
起
成
の
義
を
説
き
玉
う
こ
と
委
し
く
、

観
経
は
、
多
く
の
法
門
を
つ
ら
ね
挙
げ
、
弥
陀
経
は
、
諸
行
を

簡
び
て
、
念
仏
の
一
法
を
挙
揚
し
玉
え
り
。
さ
れ
ば
三
法
語
の

中
に
於
い
て
、
大
胡
の
消
息
は
、
本
願
の
起
成
を
示
し
玉
う
こ

と
、
委
悉
な
れ
ば
、
始
と
し
、
小
消
息
は
、
往
生
の
投
機
、
求

帰
行
の
安
心
、
一
念
多
念
の
分
別
、
三
随
順
の
法
門
等
を
、
多

く
連
ね
挙
げ
玉
え
ば
、
中
と
し
、
一
枚
起
請
文
は
、
諸
行
を
払

い
て
、
唯
念
仏
の
一
法
を
、
遺
訓
と
し
玉
え
ば
、
終
り
と
す
る

の
み
、
別
の
趣
意
あ
る
に
非
ず
。

一
、
分
科
は
、
学
文
上
の
こ
と
に
し
て
、
在
俗
に
対
す
る
の
講

談
に
は
、
入
り
組
ん
で
聞
く
に
遠
く
、
不
応
の
こ
と
と
思
う
人

も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
本
と
し
て
科
段
を
立
る
こ
と
は
、
心
得
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難
き
こ
と
を
、
易
く
心
得
る
為
の
設
け
な
れ
ば
、
不
応
に
非
ず
。

譬
え
ば
、
京
と
の
み
云
い
て
は
、
方
角
立
て
難
き
故
に
、
先
ず

上
京
、
中
下
、
西
の
京
、
東
の
京
と
云
う
は
、
大
科
の
如
く
、

何
通
り
、
何
町
目
と
云
う
は
、
子
科
の
如
し
。
西
へ
入
る
、
東

へ
入
る
、
上
る
下
る
等
と
云
う
は
、
孫
科
の
如
く
な
れ
ば
、
聞

く
人
ま
ど
わ
ず
、
志
す
所
に
到
り
易
き
が
如
し
。
説
く
人
は
も

と
よ
り
、
能
々
法
門
の
区
別
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
義
理
混
雑
し
て

分
明
な
ら
ず
。
云
何
ぞ
人
を
し
て
、
能
聴
せ
し
む
る
こ
と
得
ん

や
。

一
、
訓
読
の
文
は
、
長
短
時
宜
に
随
う
べ
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り

長
き
は
宜
し
か
ら
ず
。
三
法
語
中
、
全
分
訓
読
は
、
一
枚
起
請

文
の
み
に
て
、
小
消
息
は
、
二
段
に
分
か
ち
、
大
胡
の
消
息
は
、

至
っ
て
長
け
れ
ば
、
十
一
段
ば
か
り
に
も
分
か
ち
て
、
訓
読
す

べ
き
な
り
。

一
、
三
法
語
中
、
同
じ
法
門
あ
る
故
に
、
彼
処
に
弁
ず
る
は
、

此
処
に
略
し
、
此
処
に
弁
ず
る
は
、
彼
処
に
略
す
る
な
れ
ば
、

広
略
は
時
宜
に
随
い
、
相
通
わ
し
て
講
ず
べ
し
。

一
、
講
草
中
、
毎
々
譬
喩
事
実
等
を
挙
ぐ
る
こ
と
は
、
在
家
の

初
心
は
、
法
説
の
み
に
て
は
、
領
納
し
が
た
き
こ
と
も
多
く
、

又
退
屈
の
念
も
、
発
る
も
の
な
れ
ば
、
夫
れ
を
誘
引
う
て
、
能

聴
せ
し
め
ん
為
の
設
け
な
れ
ば
、
応
に
随
う
て
挙
揚
し
、
安
心

を
決
着
せ
し
む
べ
し
。

一
、
此
の
講
草
は
、
至
っ
て
初
学
の
為
と
す
る
こ
と
な
れ
ば
、

一
座
一
座
に
、
大
意
結
勧
の
語
も
、
記
す
べ
く
思
い
し
か
ど
も
、

座
数
に
多
少
の
定
ま
り
な
け
れ
ば
、
却
っ
て
不
便
利
な
る
こ
と

あ
る
故
、
の
べ
書
き
に
せ
し
な
り
。
さ
れ
ば
初
席
は
縁
由
、
次

座
よ
り
は
前
説
の
大
意
を
弁
じ
、
而
し
て
其
の
日
其
の
日
の
説

く
下
を
講
ず
べ
し
。
若
し
大
意
を
略
弁
せ
ざ
れ
ば
、
初
め
て
聞

く
者
の
、
能
聴
し
が
た
き
は
も
と
よ
り
、
日
々
聴
講
す
る
者
も
、

是
れ
を
聞
け
ば
、
領
解
を
増
す
も
の
な
れ
ば
な
り
。
講
を
畢
ら

ん
と
す
る
と
き
は
、
従
来
講
ぜ
し
肝
要
を
す
べ
挙
げ
、
必
本
願

念
仏
一
行
に
、
結
帰
結
勧
す
べ
き
な
り
。
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］

観
無
量
寿
経
随
聞
講
録
巻
中
之
一

自
下
は
、
大
文
第
二
に
正
宗
分
な
り
。
謂
わ
く
、
序
正
の

分
科
、
諸
師
、
異
説
す
。
嘉
祥
・
竜
興
・
法
常
・
道
誾
は

厭
苦
縁
の
終
り
、「
時
韋
提
希
見
仏
世
尊
」
の
下
、
第
二
正

説
。
浄
影
は
欣
浄
縁
の
始
め
、「
唯
願
世
尊
為
我
広
説
」
の

下
、
是
れ
其
の
正
宗
。
天
台
・
霊
芝
は
同
縁
の
中
の
半
ば
、

「
爾
時
世
尊
放
眉
間
光
」
の
下
、
此
れ
正
宗
分
な
り
と
。
若

し
嘉
祥
等
の
如
き
は
、
夫
人
傷
歎
を
惣
問
の
科
に
属
す
。

然
も
夫
人
の
歎
恨
は
、
只
、
是
れ
厭
苦
の
相
、
尚
お
、
未

だ
法
を
請
せ
ず
。
猶
お
、
未
だ
所
説
あ
ら
ず
。
況
や
正
宗

な
ら
ん
や
。
次
に
浄
影
・
天
台
等
の
如
き
は
、
通
別
問
答

を
惣
じ
て
正
宗
と
す
。
然
る
に
通
請
・
通
答
は
既
に
十
方

に
通
ず
。
今
の
正
宗
に
非
ず
。
別
請
有
り
と
雖
も
、
亦

た
、
未
だ
所
説
あ
ら
ず
。
況
や
正
宗
な
ら
ん
や
已
上
、『
会
疏
』

の
釈
意 

。
然
る
に
、
今
家
の
意
は
、
韋
提
、
苦
に
依
り
て
歎

恨
し
て
浄
土
を
欣
求
す
。
方
に
定
観
を
請
う
。
故
に
顕
行

縁
の
首
め
、「
広
説
衆
譬
」
と
許
説
す
と
雖
も
、
衆
譬
の
相

は
止
め
て
顕
説
せ
ず
。
次
に
機
を
摂
せ
ん
が
為
に
、
散
善

三
福
の
法
を
自
開
す
と
雖
も
、
而
も
未
だ
機
に
配
せ
ず
。

示
観
縁
の
中
、
得
忍
を
挙
ぐ
と
雖
も
、
此
れ
は
観
益
を
説

き
、
未
だ
行
相
を
説
か
ず
。
只
、
是
れ
、
勧
修
得
益
の
相
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な
り
。
然
れ
ば
則
ち
、
上
来
は
唯
、
定
散
の
濫
觴
、
皆
、

是
れ
序
に
属
す
る
な
り
。
但
し
諸
師
の
解
は
、
各
お
の
其

の
情
に
任
す
。
今
家
の
六
縁
を
序
に
属
し
、
十
六
観
門
を

正
宗
と
す
る
の
妙
談
に
は
如
か
ざ
る
か
已
上
、『
記
』
の
意 1 

。

加
之
、
今
家
の
分
科
、
冥
に
曼
陀
羅
変
相
に
合
す
。
証
定

指
授
の
妙
釈
、
仰
ぎ
て
尚
お
信
ず
べ
し
。 

［575b

］
扨
、

諸
師
の
意
は
十
六
皆
定
と
存
す
。
今
家
は
爾
ら
ず
。
答
請

十
三
定
善
・
自
説
散
善
九
品
、
亦
た
是
れ
冥
に
変
相
に
合

す
。
誰
の
人
か
誣
う
べ
け
ん
や
。
扨
、
十
三
観
の
中
、
初

め
の
十
二
は
次
第
観
な
り
。
第
十
三
は
略
観
な
り
。
先
づ

は
唯
、
十
二
観
と
知
り
て
、
第
十
三
の
観
は
鈍
機
の
為
の

別
観
と
知
る
べ
し
。
扨
、
十
三
観
、
前
の
九
観
は
浅
深
次

第
な
り
。
後
の
四
観
は
深
浅
次
第
な
り
。
鎮
西
相
伝
に
云

わ
く
、「
十
三
観
の
次
第
は
中
、
高
な
り
云
云
。『
疏
』
第
三

巻 

の
始
終
本
末
に
此
の
意
、
皆
、
顕
わ
る
べ
き
な
り
」已
上
、

『
西
宗
要
口
筆
』
上
、
三
十
四
紙 2 

。『
科
』
に
、「
惣
告
惣
勧
」
と
は
、

惣
じ
て
諸
観
を
告
げ
て
、
惣
じ
て
諸
観
を
勧
む
る
な
り
。

初
め
の
一
句
は
十
三
観
に
通
じ
て
告
ぐ
る
を
惣
告
と
曰
う
。

「
汝
及
衆
生
」
の
下
は
十
三
観
に
通
じ
て
勧
む
る
を
惣
勧
と

曰
う
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
十
三
観
、
共
に
「
仏
告
韋
提

希
」、
十
三
観
、
共
に
「
汝
及
衆
生
」
等
な
り
。
文
は
日
観

に
在
れ
ど
も
、
義
は
皆
、
十
三
観
に
通
ず
る
な
り
。
但

し
、
下
の
諸
観
に
於
き
て
、
勧
の
義
有
り
と
雖
も
、
其
の

勧
は
当
観
当
観
に
局
る
。
此
れ
、
当
流
の
意
な
り『
記
』一
巻
、

四
紙
の
意 3 

。
問
う
。
誰
か
知
ら
ん
、
日
観
の
中
に
於
き
て
惣

別
の
名
を
立
つ
る
も
あ
ら
ん
。
初
め
に
「
想
於
西
方
」
と

云
う
。
故
に
名
づ
け
て
惣
と
す
。
次
に
日
観
の
細
想
を
説

く
を
、
応
に
別
と
名
づ
く
る
な
る
べ
し
。
況
や
上
の
「
想

於
西
方
」の
句
を
躡
ん
で「
云
何
作
想
」と
徴
す
。
若
し「
想

於
西
方
」
を
諸
観
に
通
ず
と
言
わ
ば
、「
云
何
作
想
」
の
一

句
、
亦
た
諸
観
に
通
ず
べ
し
。
若
し
爾
ら
ば
、「
諦
観
於
日
」

の
答
、
問
の
言
に
順
ぜ
ず
。
知
り
ぬ
、
上
の
告
勧
は
当
観

に
局
る
べ
し
此
の
問
は
他
流
の
意
な
り
。
彼
の
意
は
、
唯
、
一
観
一
観
に
局
る

と
存
ぜ
る
な
り
。
答
文
の
勢
は
、
爾
か
見
ゆ
れ
ど
も
、「
最
初
の

告
勧
は
必
定
し
て
、
已
下
の
諸
観
に
通
ず
べ
き
道
理
な
り
。

〈
西
方
〉の
言
、
何
ぞ
亦
た
日
に
局
ら
ん
。〈
云
何
〉の
問
は
、
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寛
自
り
狭
に
之
き
て
偏
に
日
観
を
徴
起
す 4 

」。［576a

］

十
三
観
、
共
に
「
想
於
西
方
」
な
り
。
其
の
中
に
日
観
の

一
を
取
り
出
し
て
、
今
、「
云
何
作
想
」
と
云
う
。
嘉
祥
等

の
諸
師
、
皆
、
此
の
旨
を
存
ず
る
な
り
具
に『
記
』の
釈
の
如
し 5

。

●
汝
及
衆
生
と
は
、
次
上
の
衆
生
は
仏
滅
後
に
局
り
て
、

此
の
衆
生
は
広
く
在
世
滅
後
に
通
ず
。
即
ち
定
機
能
観
の

衆
生
な
り
。

●
応
当
専
心
と
は
、『
疏
』
に
「
衆
生
散
動
に
し
て
識
猨
猴

よ
り
も
劇
く
、
心
、
六
塵
に
徧
じ
て 
暫
ら
く
も
息
む
に
由

無
し
。
但
、
境
縁
一
に
非
ざ
る
を
以
ち
て
目
に
触
れ
て
貪

を
起
こ
す
。
想
を
乱
る
。
心
を 

三
昧
に
安
ぜ
ん
こ
と
、
何

ぞ
、
得
べ
け
ん
。
縁
を
捨
て
静
に
託
す
る
に
非
ざ
る
自
り

は
、
相
続
し
て
心
を
注
め
ん
や 6 

」
已
上
。 

言
う
こ
こ
ろ

は
、
所
詮
、
心
を
専
ら
に
し
て
一
切
の
余
事
を
打
ち
捨
て

ヨ
ト
云
う
意
ナ
リ
。

●
繋
念
一
処
と
は
、 『
疏
』
の
文
、
此
に
於
き
て
、
広
く

八
一
を
釈
す
。
謂
わ
く
、「
身
を
一
に
し
、
心
を
一
に
し
、

回
向
を
一
に
し
、
処
を
一
に
し
、
境
界
を
一
に
し
、 

相
続

を
一
に
し
、
帰
依
を
一
に
し
、
正
念
を
一
に
し 7 

」
已
上
。

言
う
こ
こ
ろ
は
、
余
事
を
作
さ
ず
、
唯
、
西
方
を
修
す
る

の
身
と
作
る
唯
、
往
生
浄
土
の
身
と
な
れ
と
云
う
こ
と
な
り
。
唯
、
一
心

に
西
方
を
欣
い
、
唯
、
極
楽
を
回
向
し
、
唯
、
極
楽
の
一

処
を
想
い
、
唯
、
地
等
の
一
境
を
観
じ
、
唯
、
相
続
し
て

西
方
の
行 

業
を
修
す
。
唯
、
弥
陀
本
願
の
他
力
に
帰
し
、

唯
、
西
方
を
縁
じ
て
憶
念
し
て
誤
ら
ざ
る
な
り
。 

八
一
の

中
に
於
き
て
、
一
処
は
惣
な
り
。
一
境
界
は
、
別
な
り
。

此
の
処
と
境
と
の
二
は
、
惣
別
異
な
り
と
雖
も
、
倶
に
所

観
の 

境
に
し
て
、『
経
』
の
一
処
を
釈
す
る
な
り
。
自
余

の
六
一
は
、
能
観
行
者
の
身
心
の
別
な
り
。『
経
』
の
「
専

心
繋
念
」
に
当
た
れ
り
。
凡
そ
、
能
観
の
行
者
、
此
の

八
一
を
具
足
せ
ざ
る
則
は
、
諸
観 

成
就
す
る
こ
と
能
わ

ず
。
是
の
故
に
、
此
の
八
一
、
通
じ
て
十
三
観
に
亘
る
な

り
。
今
、
是
に
於
き
て
一
処
と
は
、
意
、 

西
方
に
局
り

て
、
余
方
を
観
ぜ
ず
。
若
し
、
別
し
て
之
れ
を
言
わ
ば
、

一
処
の
中
従
り
、
日
観
の 

［576b

］
一
を
取
る
。
今
、
惣

じ
て
十
三
観
に
対
す
。
故
に
一
処
を
西
方
と
云
う
な
り
。
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●
想
於
西
方
と
は
、『
疏
』
に
「
直
に
西
方
を
指
す
。
余
の

九
域
を
簡
ず 8 

」已
上
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
次
上
に「
一
処
」

と
云
う
は
即
ち
九
域
を
簡
ず
る
の
意
な
り
。
西
に
向
く
は

専
敬
の
常
儀
、
況
ん
や
修
観
の
時
を
や
。

●
云
何
作
想
と
は
、
如
来
自
ら
徴
起
し
た
ま
う
な
り
。『
疏
』

に
、「
諸
も
ろ
の
衆
生
等
、
久
し
く
生
死
に
流
れ
て
安
心
を

解
せ
ざ
れ
ば
、
西
方
を
指
す
と
雖
も
、
云
何
が
作
意
す
る

こ
と
を
知
ら
ず
。
故
に
如
来
、
為
に
反
問
を
生
じ
て
疑
執

を
遣
除
し
て
以
ち
て
正
念
の
方
を
示
さ
し
む 9 

」已
上
。『
記
』

に
云
わ
く
、「
多
境
は
想
を
乱
り
、
一
境
は
定
を
得
。
故
に

西
方
を
以
ち
て
正
念
の
方
と
す
。
又
、
方
と
は
方
法
な
り
。

『
経 

』
の
、〈
云
何
作
想
〉
の
文
を
釈
す
る
が
故
に
下
に
入

観
方
便
と
云
う
、
此
の
意
な
り 10 

」。

●
凡
作
想
者
の
下
は
如
来
の
自
答
な
り
。
如
来
、
韋
提
及

び
衆
生
の
為
に
浄
土
依
正
二
報
の
光
明
を
日
観
と
し
て
縮

め
観
ぜ
し
め
給
う
な
り
。
是
れ
依
正
の
光
明
、
広
博
に
し

て
、
凡
心
の
狭
少
ナ
ル
、
叶
い
難
し
。
故
に
此
の
如
く
方

便
し
て
観
ぜ
シ
ム
ル
な
り
。
問
う
。
韋
提
、
上
に
請
じ
て

極
楽
の
境
を
見
ん
こ
と
を
願
う
。
今
、
許
説
に
至
り
て
先

ず
教
え
て
日
を
観
ぜ
し
む
、
何な

に
ご
こ
ろ意

有
り
や
。
答
う
。
之
れ

に
就
き
て
『
疏
』
に
識
知
方
処
・
識
知
業
障
・
識
知
光
明

の
三
義
を
以
ち
て
之
れ
に
答
う 11 

。
此
の
三
義
、
今
、
委

細
に
之
れ
を
弁
ぜ
ん
。
繁
を
厭
う
こ
と
莫
か
れ
。
但
し

『
疏
』
の
広
釈
は
須
ら
く
文
に
臨
み
て
之
れ
を
解
す
べ
し
。

初
め
に
方
を
識
る
中
に
、「
問
う
。
東
西
二
洲
の
人
は
日
観

を
修
せ
ざ
る
べ
き
や
。
答
う
。
或
い
は
日
を
観
ず
べ
し
。

初
め
の
意
を
欠
く
と
雖
も
、
後
の
二
意
得
有
る
が
故
に
。

或
い
は
日
を
観
ぜ
ず
、
方
処
に
違
す
る
が
故
に
。
更
に
思

択
す
べ
し
『
記
』
一
巻
、
八
紙 12 

」。
又
、
他
流
の
義
に
、「
問

う
。
日
観
の
所
被
は
南
洲
に
限
る
や
。
答
う
。
此
の
義
、

測
り
難
し
。、
試
み
に
し
て
之
れ
を
語
せ
ば
、［577a

］
今

日
の
一
化
は
是
れ
南
浮
の
教
な
り
。
故
に
知
り
ぬ
、
所

被
、
実
に
南
浮
に
局
る
。
若
し
余
洲
に
対
せ
ば
、
方
処
相

違
す
。
何
に
因
り
て
か
能
被
も
亦
、
通
ず
べ
け
ん
や
。
或

い
は
い
う
べ
し
、
三
識
知
の
中
、
初
意
を
欠
く
と
雖
も
、

後
の
二
意
有
り
。
更
に
能
く
思
択
せ
よ
『
新
記
』「
定
」、
一
巻
十
四
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紙 13 

。
此
の
中
、
或
可
の
義
、
記
主
の
御
義
な
り
。
此
の
外
、
師
、
仰

せ
の
一
義
に
云
わ
く
、
真
言
教
の
中
に
五
仏
を
以
ち
て
五

方
に
当
つ
る
時
、
弥
陀
は
西
方
妙
観
察
智
に
当
た
る
。
故

に
何
れ
の
洲
に
在
り
て
も
弥
陀
の
極
楽
は
必
ず
西
方
を
掌

る
べ
き
な
り
。
其
の
上
、
日
の
出
没
は
生
死
を
標
す
。
設

い
何
れ
の
方
な
り
と
も
、
日
の
出
を
東
と
意
得
、
日
没
を

西
と
意
得
べ
き
な
り
。
亦
、
冏
師
の
一
義
に
云
わ
く
、「
縦

い
密
宗
の
意
に
依
ら
ず
と
雖
も
、
何
ぞ
之
れ
を
立
て
ざ
ら

ん
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
の
故
に
。
報
身
の
身
土
、
遍
法

界
の
故
に
。
無
方
域
の
上
の
方
域
な
る
が
故
に
」『
鈔
』卅
五
巻
、

廿
二
紙 14 

」。『
疏
』
に
「
衆
生
を
し
て
境
を
識
り
て
心
を
住

め
し
め
ん
と
欲
す
。
方
を
指
す
こ
と
在
る
こ
と
有
り 15 
」

已
上
。『
記
』
に
「〈
指
方
有
在
〉
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、

別
の
由
有
り
」已
上
。『
定
』一
巻
、
八
紙 16 

。 『
新
記
』に
云
わ
く
、

「〈
有
在
〉
の
二
字
、
内
外
の
典
籍
、
多
く
此
の
言
有
り
、

今
は
西
を
指
す
に
所
帰
有
る
を
謂
う
」
已
上
、『
新
』「
定
」
一
巻
、

十
六
紙 17 

。『
疏
』、「
冬
夏
の
両
時
を
取
ら
ず
、
唯
、
春
秋

の
二
際
を
取
る
。
其
の
日
、
正
東
よ
り
出
で
て
直
西
に
没

す 18 

」
已
上
。『
新
記
』
に
、「
此
の
四
句
は
〈
指
方
〉
の

二
字
を
叙
ぶ
。〈
弥
陀
仏
国
〉
等
の
四
句
は
〈
有
在
〉
の
二

字
を
示
す
。
初
め
の
四
句
の
中
の
〈
不
取
冬
夏
〉
等
と
は
、

憬
興
の
云
わ
く
、〈
欲
没
の
日
、
四
時
有
り
と
雖
も
、
夏
日

は
西
北
方
に
没
し
、
冬
日
は
西
南
方
に
没
す
。
皆
、
正
方

に
非
ず
。
亦
た
観
る
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
春
秋
欲
没
の

日
を
観
ず 

〉
と
。
此
の
解
、
正
し
く
当
流
の
意
に
合
え

り
。
春
秋
二
際
の
中
、
昼
夜
等
分
の
日
を
取
る
。
故
に
〈
正

東
〉
等
と
云
う
」［577b

］ 

已
上
『
新
記
』 19 

。『
疏
』
に
、「
弥

陀
仏
国
は
日
没
の
処
に
当
り
て
、
直
ち
に
西
の
か
た

十
万
億
刹
を
超
過
す
る
、
即
ち
是
れ
な
り 20 

」
已
上
。『
新

記
』
に
、「
次
の
四
句
の
中
、〈
当
日
没
処
〉
と
は
、『
平
等

覚
経
』
に
、
仏
、
弥
陀
の
所
居
を
見
せ
し
め
ん
と
欲
す
。

云
わ
く
、〈
若
、
起
ち
て
更
に
袈
裟
を
被
、
西
に
向
か
い
当

日
没
の
処
を
拝
し
、
無
量
清
浄
仏
の
為
に
礼
を
作
す
べ
し 

21 
〉等『
大
阿
弥
陀
』 22 

、
全
く
亦
た
之
れ
に
同
じ
。「
当
日
没
処
」は
、

正
し
く
此
の
説
に
依
る
。
是
を
以
ち
て
、
本
朝
、
四
天
王

寺
西
門
の
額
に
曰
わ
く
、「
釈
迦
如
来
転
法
輪
処
当
極
楽
土
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東
門
中
心
」
と
。
於あ

戯あ

、
寺
は
是
れ
上
宮
太
子
初
建
の
精

舎
、
太
子
は
即
ち
救
世
観
音
応
化
の
大
士
、
古
今
の
緇

白
、
歩
を
彼
の
門
に
運
び
、
正
西
の
想
を
送
り
て
、
心
を

落
日
に
寄
せ
、
遠
く
印
度
を
討
ぬ
れ
ば
、
則
ち
祇
洹
精
舎

の
西
北
の
角
、
日
光
没
す
る
処
を
、
無
常
院
と
す
。
仏
像

を
安
置
し
、
面
を
東
方
に
向
け
、
病
人
を
し
て
臥
せ
し

む
。
面
を
西
方
に
向
け
、
仏
の
相
好
を
観
ぜ
し
め
、
往
生

の
意
を
作
さ
し
む
。
尋つ

い
で
、
支
那
に
至
り
て
、
僧
と
曰

い
、
俗
と
曰
い
、
坐
臥
西
に
在
り
、
曾
て
相
い
背
か
ざ

る
。
伝
記
、
一
に
非
ず
。
皆
、
彼
の
式
に
遵
う
。
他
宗
、

尚
お
然
り
。
浄
侶
、
意
を
得
よ
。「
直
ち
に
西
の
か
た

十
万
億
刹
を
超
過
す
」
と
は
、『
経
』
は
只
、「
皆
見
日
没
」

と
説
く
。
何
ぞ
、
今
、
超
過
十
万
の
釈
を
為
す
や
。
謂
わ

く
、『
経
』
は
観
想
に
約
し
て
、
唯
、
没
処
を
説
く
。『
釈
』

は
勧
意
に
望
み
て
具
に
億
刹
を
示
す
。
世
人
、
若
し
、

唯
、
経
文
に
対
す
る
則と

き

ん
ば
、
恐
ら
く
は
没
処
即
弥
陀
国

な
り
と
謂
わ
ん
。
彼
の
情
を
遣
わ
さ
ん
が
為
の
故
に
、
此

の
釈
を
設
く
。
但
し
経
文
の
如
き
は
、
観
相
に
約
す
る

は
、
若
し
観
機
有
り
て
、
此
の
法
を
修
せ
ん
時
、
直
ち
に

観
成
に
至
り
て
、
其
の
方
量
を
見
ん
。
経
文
、
此
の
義
に

依
る
が
故
に
労
し
く
方
量
を
説
か
ず
上
来
、「
指
方
有
在
」
已
下
、『
新

記
』
の
釈
な
り
。
此
段
、
当
に
用
ゆ
る
べ
き
が
故
に
、［578a

］
今
、
私
に
之
れ
を

抄
出
す
。 

三
に
障
を
識
る
中
、
記
主
の
云
わ
く
、「
二
に
障

を
知
る
と
は
経
証
未
だ
勘
え
ず
。
証
者
の
所
判
、
定
め
て

深
意
有
ら
ん
。
得
定
に
非
ざ
る
自
り
は
誰
か
此
の
相
を
弁

ぜ
ん
。
文
字
の
法
師
敢
て
判
釈
せ
ざ
る
の
み
」『
記
』
一
巻
、
八

紙 23 

。
三
障
と
は
、
次
の
如
く
重
次
軽
罪
な
り
。
記
主
の

云
わ
く
、「
若
し
重
罪
有
る
者
は
即
ち
黒
障
を
現
じ
て
所
現

の
日
を
覆
う
、
世
の
黒
雲
の
日
を
障
う
る
が
如
し
。
若
し

次
罪
有
る
者
は
即
ち
黄
障
を
現
じ
て
所
現
の
日
を
覆
う
、

世
の
黄
雲
の
日
を
障
う
る
が
如
し
。
若
し
軽
罪
有
る
者
は

即
ち
白
障
を
現
じ
て
所
現
の
日
を
覆
う
、
世
の
白
雲
の
日

を
障
う
る
が
如
し
」『
記
』
一
巻
、
十
一
紙 24 

。
因
み
に
曼
陀
羅

変
相
の
沙
汰
有
る
べ
し
。
扨
、
三
障
を
除
滅
す
る
に
惣
じ

て
頓
滅
・
漸
滅
の
二
機
有
り
。
或
い
は
一
た
び
懺
し
即
滅

す
る
を
頓
機
の
人
と
す
。
此
れ
を
利
根
の
人
と
名
づ
く
。
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或
い
は
二
た
び
懺
し
三
た
び
懺
し
て
、
三
障
を
除
く
こ
と

を
得
る
を
漸
機
の
人
と
す
。
此
れ
を
鈍
根
の
人
と
名
づ

く
。
此
の
漸
機
に
就
き
て
亦
た
三
相
有
り
。
具
に
『
記
』

に
釈
す
る
が
如
し
。
繁
き
が
故
に
之
れ
を
略
す
『
記
』
一
巻
、

十
三
紙 25 

。
三
に
光
を
識
る
中
、
記
主
の
云
わ
く
、「
入
観

以
前
に
先
ず
日
輪
を
見
て
自
ら
思
想
を
作
す
。
彼
の
土
の

光
明
は
此
の
照
曜
に
超
え
た
り
と
。
此
の
想
を
作
し
、
已

り
て
方
に
日
観
に
入
る 26 
。
日
観
未
だ
成
ぜ
ず
し
て
四
儀

に
礼
念
し
て
憶
想
絶
え
ず
。
是
の
故
に
久
し
か
ら
ず
し
て

即
ち
定
心
を
得
る
な
り
」『
記
』
一
巻
、
十
四
紙 27 

。
扨
、
此
の

日
観
、
成
ズ
レ
バ
、
彼
土
の
依
正
の
光
明
を
拝
見
ス
ル
こ

と
、
漸
く
穢
土
の
仮
日
の
光
ホ
ド
ニ
見
る
こ
と
な
り
観
成
所

見
の
日
は
無
漏
の
光
明
を
丸
盆
ホ
ド
ニ
ミ
ル
な
り
。 

扨
、
観
成
に
日
を
見

る
の
時
、
彼
の
土
の
境
を
見
る
か
。
将
た
、
日
光
ば
か
り

を
見
る
か
、
と
云
う
ト
キ
、
之
れ
に
就
き
て
、『
記
』
に
三

義
有
り
、
一
に
は
、 

日
観
成
就
の
時
、「
彼
の
土
の
荘
厳
の

一
分
を
見
る
な
り 28

」。
二
に
、「
日
観
成
就
の
時
も
、

［578b

］
余
境
を
見
ず 29 

」。
三
に
、「
日
観
の
時
、
定
心

を
得
る
が
故
に
定
力
自
在
に
し
て
、
更
に
後
観
に
移
り
て

彼
の
荘
厳
を
見
る 30

」。然
る
に
、
三
義
の
中
に
は
、
第
一

の
義
を
正
と
す
。
謂
わ
く
、
日
を
見
る
は
、
即
ち
、
彼
の

土
の
荘
厳
の
一
分
を
見
る
な
り
。
其
の
所
現
の
日
の
中

に
、
宝
地
・
宝
樹
等
の
光
及
び
三
尊
の
光
を
合
集
し
て
、

日
輪
の
如
く
之
れ
を
拝
見
す
る
な
り
。
今
『
釈
』
に
「
即

得
定
心
見
彼
浄
土
之
事
快
楽
荘
厳 31 

」
と
云
う
。
何
の
恠

か
有
ら
ん
や 

『
定
記
』
一
巻
、
十
四
紙 32 

。
私
に
云
わ
く
。
師
、
仰
せ
の

『
釈
』
に
云
わ
く
、「
祖
師
の
解
釈
に
依
る
に
、
此
の
日
観
成
ず
る
の
時
、
化
仏
等
見

ル
」
と
。『
糅
鈔
』
卅
五
巻
、
四
十
四
紙 33 

。
往
き
て
看
よ
。
祖
師
の
釈
と
は
、
元

祖
『
観
経
釈
』
に
云
わ
く
、「
若
し
此
の
観
成
ず
る
時
、
或
い
は
化
仏
等
現
ず
」
と
。

『
漢
語
灯
』
第
二
巻
、
四
紙 34

。「
問
う
。『
疏
』
に
〈
日
を
観
じ
て

日
を
見
る
は
、
心
境
相
応
す
れ
ば
、
名
づ
け
て
正
観
と

す
。
日
を
観
ず
る
に
、
日
を
見
ず
し
て
乃
ち
余
の
雑
境
等

を
見
る
は
、 

心
境
相
応
せ
ざ
る
が
故
に
邪
と
名
づ
く
な
り 

35 
〉
已
上
。
此
の
文
の
如
く
ん
ば
、
日
を
見
る
は
是
れ
正
、 

余
を
見
る
は
即
ち
邪
な
り
。
若
し
光
明
を
見
ん
は
、
豈
に

邪
に
非
ず
や
。
答
う
。
所
見
の
日
と
は
、
思
想
の
位
に 

此
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の
日
を
観
ず
る
が
故
に
、
此
の
観
想
に
依
り
て
彼
の
光
明

を
見
る
こ
と
、
猶
お
し
日
輪
の
如
く
心
境
相
応
せ
り
。 

何

ぞ
邪
と
云
わ
ん
や
。
初
め
に
、
此
の
仮
日
に
依
り
て
倍
ま

す
光
明
を
見
る
。
何
ぞ
余
の
雑
境
と
名
づ
け
ん
」『
記
』
一
巻
、

十
六
紙 36 

。
又
た
、
師
、
仰
せ
し
て
云
わ
く
、「
観
想
・
観
成
、
共
に
日
を
見
て
、

其
の
上
に
未
だ
修
せ
ざ
る
宝
地
等
を
見
る
は
正
な
る
べ
し
。 

観
想
に
日
輪
を
縁
じ

て
、
観
成
に
日
を
見
ず
し
て
余
境
現
ぜ
ば
、
邪
定
と
名
づ
く
る
な
り
。
能
く
之
を
思

う
べ
し
」（『
鈔
』
三
十
五
巻
、
四
十
三
紙 37 

）。
又
た
、『
新
記
』
に
「
当
観
の
本

意
は
、
初
機
を
し
て
彼
の
土
の
光
を
見
せ
教
め
ん
と
欲
し
て
此
の
日
観
を
示
す
が
故

に
、
仮
日
に
依
り
て
、
以
ち
て
真
光
を
見
る
。
是
の
故
に
、
所
現
は
彼
の
土
の
光
明

た
り
と
雖
も
、
能
見
は
此
の
土
の
日
輪
の
如
し
と
謂
え
り
。
心
境
、
既
に
合
す
。
何

ぞ
邪
と
云
う
こ
と
、
之
れ
有
ら
ん
や
」。『
新
定
記
』
一
巻
、
二
九
紙 38 

。
問

う
。
尚
お
、
未
だ
審
ら
か
な
ら
ず
。
既
に
彼
の
土
の
荘
厳

の 

一
分
を
見
る
を
言
う
。「
若
し
、
彼
の
土
の
樹
・
池
・

楼
等
を
見
ば
、
猶
お
邪
に
属
す
な
り
。
答
う
。
彼
の
宝
地

等
を
見
る
に
、
即
ち 

利
根
の
人
、
不
待
時
の
機
な
り
。
今

〈
見
余
雑
境 39

。〉
等
と
言
う
は
、
是
れ
則
ち
魔
事
な
り
。

故
に 

邪
に
属
す
の
み
」『
記
』
一
巻
、
二
十
紙 40 

。
但
し
、
此
の
義
、『
新

記
』
の
所
破
な
り
。
彼
の
義
に
云
わ
く
、「
今
は
即
ち
通
に
准
ず
る
に
、
理
観
を
修

す
る
時
は
、
色
相
は
是
れ
邪
。
無
相
は
是
れ
正
。
事
観
を
修
す
る
時
は
彼
に
反
す
。

知
る
べ
し
。 

［579a

］
若
し
今
『
経
』
に
依
ら
ば
、
日
観
を
修
す
る
時
、
日
を

見
る
は
是
れ
正
。
余
境
は
皆
邪
な
り
。
但
し
、
此
の
義
、
且
く
始
修
の
人
に
約
す
。

若
し
、
旧
修
の
人
は
、
余
を
見
る
こ
と
妨
げ
无
し
」。『
定
記
』
一
巻
三
十
五
紙 

41

。
扨
、
観
成
所
見
の
日
は
、
无
漏
真
日
を
見
る
と
や
せ

ん
、
此
土
の
仮
日
を
見
る
と
や
せ
ん
。
之
れ
に
就
き
て
、

『
記
』
に
二
義
有
り
。
一
義
の
意
は
、
観
成
所
見
の
日
は
彼

土
の
光
明
に
し
て
、
仮
日
に
非
ず
。
一
義
の
意
は
、
所
見

の
日
は
此
土
の
日
を
見
る
。
但
し
、
記
主
の
意
、
前
の
義

を
正
と
す
。
文
理
に
順
ず
る
が
故
に
。
乃
ち
四
箇
の
文
を

出
だ
す
。
其
の
中
、
二
箇
の
文
は
浄
境
と
言
う
。
是
れ
、

応
に
无
漏
境
な
る
べ
し
。
又
た
二
箇
の
文
は
、
即
見
業
障

と
言
う
。
若
し
此
土
の
日
な
ら
ば
、
何
ぞ
業
障
を
現
ぜ

ん
。
此
れ
等
の
文
に
准
ず
る
に
、
定
め
て
知
る
、
无
漏
の

光
明
な
る
こ
と
を
。
次
に
理
に
准
ぜ
ば
、
仮
は
必
ず
真
を

表
す
。
設
い
思
想
の
位
に
は
、
仮
日
を
観
ず
と
雖
も
、
観

成
の
位
に
至
り
て
、
応
に
真
境
を
見
る
べ
し
。「
像
観
」
の



研究ノート

95　『観無量寿経随聞講録』巻中之一　書き下し

観
、
成
ず
れ
ば
、
彼
の
土
の
仏
を
見
る
が
如
し
。
又
た
、

後
義
の
意
は
、
能
観
・
所
観
各
別
は
、
此
れ
邪
観
な
る
が

故
に
、
観
成
に
も
、
亦
た
応
に
此
土
の
仮
日
を
見
る
べ

し
。
乃
ち
、
三
義
を
以
ち
て
義
を
成
ず
。
繁
き
が
故
に
、

之
れ
を
略
す
。
往
き
て
看
よ
上
来
、
具
に
『
記
』
の
一
巻
、
十
五
紙
、

已
下 42 

。
然
れ
ど
も
、
若
し
真
境
を
見
ざ
れ
ば
、
則
ち
滅
罪

を
許
し
難
し
。
故
に
前
義
、
尚
お
勝
る『
新
記
』、
此
の
義
に
同
じ
。

『
定
記
』
一
巻
、
廿
紙
、
廿
二
紙 43 

。
扨
、
日
観
に
滅
罪
の
義
有
り

や
。
此
れ
に
就
き
て
有
无
の
二
義
有
り
。
一
義
の
意
は
、

経
釈
に
文
无
し
と
雖
も
、
道
理
、
必
ず
滅
罪
す
べ
し
。
日

観
の
行
者
、
定
め
て
観
成
就
し
て
、
或
い
は
心
眼
、
已
に

開
き
、
或
い
は
思
想
、
漸
く
成
ず
。
此
の
観
力
に
依
り
て

何
ぞ
滅
罪
せ
ざ
ら
ん
。
故
に
『
疏
』
の
「
識
知
業
障 44 
」

の
釈
に
「
明
相
現
時
自
見
業
障
軽
重
之
相 45 

」
と
云
う
。

若
し
滅
罪
无
く
ん
ば
、
日
輪
、
何
ぞ
現
ぜ
ん
。
但
し
、
経

釈
に
文
无
き
こ
と
は
、
真
観
は
多
滅
な
り
、
故
に
滅
罪
を

説
く
。
仮
観
は
少
除
な
り
、
故
に
除
く
と
言
わ
ざ
る
な

り
。
一
義
の
意
は
罪
障
を
滅
せ
ず
。
謂
わ
く
、
経
釈
、

［579b

］
文
无
き
が
故
に
。
有
漏
境
を
想
す
る
が
故
に
地
観

の
釈
、
明
ら
か
な
る
が
故
に
。
此
れ
等
の
故
に
、『
観
念
門
』

の
滅
罪
の
証
に
日
・
水
両
観
を
引
か
ざ
る
は
、
即
ち
此
の

意
な
り
。
正
く
滅
罪
を
説
く
は
、
地
観
の
文
に
在
る
は
、

日
・
水
は
仮
依
な
り
、
云
何
ぞ
滅
罪
せ
ん
。
但
し
、
二
義

有
り
と
雖
も
、
先
の
義
は
相
伝
な
り
。
故
に
滅
罪
の
義
、

今
の
所
用
な
り
。『
選
択
』に
云
わ
く
、「
或
い
は
一
観
の
力
、

能
く
多
劫
の
罪
僣
を
祛さ

け
、
或
い
は
具
憶
の
功
、
終
に
三

昧
の
勝
利
を
得 46 

」
と
。
況
や
法
照
禅
師
、
日
観
の
讃
文

に
、「
智
者
、
必
ず
須
く
此
の
観
に
依
り
て
、
曠
劫
塵
沙
の

罪
、
滅
亡
す
べ
け
ん 47 

」
と
云
う
。
当
に
知
る
べ
し
、
日

水
両
観
、
倶
に
滅
罪
有
る
こ
と
を
具
に
『
記
』
一
巻
、
廿
紙
ヨ
リ
廿

五
紙
に
至
る 48 

。
往
き
て
看
よ 49 

。『
新
記
』
も
亦
た
今
の
義
に
同
じ 50 

。

扨
、
老
師
の
義
に
云
わ
く
、
日
・
水
両
観
に
は
『
経
』
に

滅
罪
の
文
無
し
。
爾
る
に
、
水
観
は
其
の
観
成
、
宝
地
に

在
る
が
故
に
、
観
成
の
時
、
滅
罪
す
る
故
に
水
観
の
処
に

滅
罪
の
文
無
し
。
一
往
、
其
の
道
理
有
る
な
り
。
縦
い
水

観
は
滅
罪
の
義
無
し
と
雖
も
、
日
観
は
実
に
定
め
て
滅
罪
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の
義
有
る
べ
し
。
経
文
は
之
れ
を
略
し
て
説
か
ざ
る
の
み
私

に
『
鈔
』
を
按
ず
る
に
、
冏
師
の
意
、
日
・
水
両
観
、
観
成
に
、
各
お
の
二
意
有
り
。

日
観
に
は
有
漏
の
仮
日
と
無
漏
の
光
明
と
な
り
。
若
し
仮
日
に
約
せ
ば
、
則
ち
滅
罪

無
し
。
光
明
に
約
せ
ば
、
則
ち
滅
罪
有
る
な
り
。
水
観
は
三
種
転
観
し
て
宝
地
を
見

る
と
。
又
た
、
唯
、
水
・
氷
に
限
る
と
の
二
意
あ
り
。
若
し
、
宝
地
を
見
る
に
約
せ

ば
、
則
ち
滅
罪
有
り
。
若
し
水
・
氷
に
限
る
に
約
せ
ば
、
則
ち
滅
罪
无
き
な
り
。『
糅

鈔
』
卅
六
巻
、
二
紙 51 

。
冏
師
の
御
義
、
甘
心
甘
心
。
此
の
釈
意
を
以
ち
て
見
る

ト
キ
ハ
、
所
詮
、
仮
観
の
処
ニ
テ
ハ
滅
罪
を
許
さ
ず
。
仮
観
ナ
レ
ド
モ
観
成
の
位
に

真
境
を
見
る
処
ニ
テ
ハ
滅
罪
を
許
す
な
り
。

●
一
切
衆
生
と
は
、
惣
じ
て
揀
者
無
し
。
得
生
の
類
を
挙

ぐ
。
但
し
、
中
に
於
き
て
堪
と
不
堪
と
有
り
。
故
に
「
自

非
生
盲
」
と
云
う
。

●
自
非
生
盲
と
は
、
是
れ
、
生
盲
の
人
を
除
く
。
此
の
人

は
、
教
え
て
日
観
を
作
さ
し
む
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故
な

り
。
実
に
は
生
盲
・
生
聾
・
生
瘂
の
者
の
亦
た
不
堪
な
り

と
雖
も
、
今
は
日
を
見
る
の
要
と
す
。
是
の
故
に
、
且
く

「
生
盲
」
と
云
い
て
余
を
挙
げ
ざ
る
な
り
。
生
盲
は
生
れ

［580a

］
付
き
の
盲
者
ニ
テ
、
日
・
月
ヲ
モ
見
る
コ
ト
無
く
、

黒
・
白
ヲ
モ
知
ラ
ヌ
者
な
り
。
聾
・
瘂
も
、
皆
、
生
れ
付

き
な
り
。
瘂
は
オ
シ
・
ツ
ン
ボ
ト
テ
、
必
ず
耳
、
聞
か
ざ

る
者
ナ
レ
バ
、
此
の
如
き
類
は
、
教
化
も
叶
わ
ざ
る
な

り
。
亦
た
、
此
の
生
盲
の
類
は
実
に
諸
観
共
に
堪
え
ず
。

故
に
今
、
初
の
日
観
に
此
の
不
堪
の
者
を
挙
げ
て
、
後
観

に
冠
ら
し
む
る
な
り
。

●
有
目
之
徒
と
は
、
生
盲
を
除
き
て
外
、
余
の
一
切
は

皆
、
日
輪
の
光
明
を
識
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
き
故
に
。

●
皆
見
日
没
と
は
、「
皆
」
と
は
、
人
を
指
す
語
な
り
。
即

ち
、
上
の
一
切
衆
生
を
云
う
な
り
。「
見
」
と
は
、
眼
見
な

り
。
惣
じ
て
今
『
経
』
ニ
テ
紛
ル
丶
事
な
り
。
眼
見
と
、

思
想
の
見
と
、
三
昧
正
受
現
前
ス
ル
観
成
見
と
此
れ
は
即
ち
心

見
な
り
。
何
れ
も
、
皆
、
見
と
云
う
な
り
。
是
の
故
に
、
見

の
字
、
経
文
の
面お

も
て、
処
ニ
ヨ
リ
テ
違
い
ア
リ
。
意
を
付
く

ベ
キ
な
り
。「
日
没
」
と
は
、
没
入
な
り
。
日
の
西
山
の
端

に
入
る
時
節
を
見
る
コ
ト
な
り
。
入
り
日
デ
ナ
ケ
レ
バ
マ

バ
ユ
フ
シ
テ
見
ラ
レ
ヌ
モ
ノ
な
り
。
爾
る
に
、
日
没
の
ト

キ
ハ
、
光
、
収
む
る
故
に
。
最
も
見
易
き
故
に
。
春
秋
二
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際
の
日
、
眼
を
以
ち
て
能
々
、
見
習
い
置
き
テ
、
サ
テ
道

塲
に
入
り
て
先
に
能
く
見
置
き
タ
ル
日
を
観
ズ
ル
コ
ト
な

り
。

当
起
想
念
の
下
は
、
静
処
に
入
り
、
作
方
に
随
い
て
其
の
威

儀
等
、
具
に
『
疏
』
の
如
し
之
れ
を
観
ず
。

●
想
念
と
は
、
像
を
執
る
を
想
と
曰
う
。
前ま

え方
、
見
置
き

し
日
を
心
に
執
り
入
ル
な
り
。

●
正
坐
と
は
、
結
跏
趺
坐
、
法
に
依
る
な
り
。

●
諦
観
於
日
と
は
、「
諦
」
と
は
、
物
マ
ギ
レ
ノ
セ
ヌ
様
に

諦
カ
ニ
観
ズ
ル
な
り
。「
観
於
日
」
と
は
、
心
中
に
現
ず
る

日
を
、
心
を
以
ち
て
観
ず
。「
是
れ
、
思
想
の
見
な
り
。
謂

わ
く
、
行
者
、
定
に
入
り
て
心
を
標
し
て
日
を
見
、
想
を

制
し
、
縁
を
除
き
て
、
念
念
に
移
ら
ざ
る
な
り 52 

」『
述
獎

記
』
の
意
。

●
令
心
堅
住
と
は
、
堅
固
安
［580b

］
住
な
り
。
此
れ
は
、

次
上
の
諦
観
の
観
の
事
を
云
う
な
り
。
日
の
上
に
心
を
置

き
て
、
亡
せ
ず
。
心
中
、
日
を
住
め
テ
シ
ツ
カ
リ
ト
釘
ニ

テ
打
ち
付
き
タ
ル
如
く
、
動
か
ざ
る
様
に
、
観
ズ
ル
ヲ
「
令

心
堅
住
」
と
曰
う
。

●
見
日
欲
没
と
は
、
此
れ
眼
見
な
り
。
謂
わ
く
、「
行
者
、

初
め
観
を
修
せ
ん
と
欲
す
。
先
づ
、
落
日
、
将
に
没
せ
ん

と
す
。
未
だ
没
せ
ず
。
雲
、
散
じ
、
光
、
収
め
て
瑩
静
な

る
こ
と
鏡
の
如
く
、
西
山
に
懸
住
す
る
を
見
て
、
而
し
て

後
、
正
坐
し
て
定
に
入
る
。
是
れ
見
は
、
乃
ち
是
れ
眼
見

に
し
て
思
想
等
の
見
に
非
ざ
る
な
り 53 

」
已
上
、『
述
獎
記
』。

●
状
如
懸
皷
と
は
、
周
の
代
、
楽
器
の
名
に
有
る
処
の
皷

な
り
。
今
時
の
天
秤
の
如
く
ナ
ル
物
ニ
ツ
リ
テ
打
つ
皷
ナ

リ
。
又
た
、
竜
興
の
説
に
依
ら
ば
、
世
間
の
人
の
竿
頭
に

皷
を
懸
け
て
下
に
在
り
、
仰
ぎ
て
射
る
が
如
し
。
高
き
こ

と
三
四
丈
な
り
。
故
に
「
懸
皷
」
と
名
づ
く
已
上
。
此
の
説

ナ
レ
バ
化
鳥
ナ
ド
ヲ
射
ン
ト
思
い
テ
、
竿
の
頭
に
皷
を
付

け
て
下
よ
り
射
習
う
な
り
。
但
し
、
先
ノ
義
、
好
し
。
夏

に
は
皷
足
と
云
い
、
殷
に
は
楹
皷
と
云
い
、
周
に
は
懸
皷

と
云
う
具
に
『
述
獎
記
』、
之
れ
を
出
だ
す
。

●
既
見
日
已
と
は
、
定
心
発
得
し
て
観
成
三
昧
の
見
な

り
。
此
れ
は
定
中
の
日
を
見
る
、
即
ち
心
見
な
り
。
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●
閉
目
開
目
と
は
、
上
の
「
見
日
」
は
正
し
く
観
成
を
明

す
。
今
、
此
の
文
は
定
用
自
在
の
行
相
を
明
す
な
り
。
謂

わ
く
、
得
定
し
ぬ
れ
ば
、
定
散
自
在
に
し
て
、
目
を
開
き

散
に
住
す
れ
ど
も
猶
お
定
境
を
見
る
。
是
れ
出
定
に
も
定

用
自
在
な
ら
し
め
ん
為
に
、
閉
目
開
目
し
て
見
る
事
な

り
。
閉
目
は
定
心
位
、
開
目
は
散
心
位
ナ
レ
ド
モ
、
実
に

定
力
の
余
勢
有
る
を
以
ち
て
の
故
に
散
心
に
住
す
る
の
時

も
尚
お
定
境
を
見
る
な
り
。
是
の
如
く
に
入
定
出
定
に
自

在
を
得
る
な
り
『
記
』
一
巻
、
十
七
紙 54 
。
扨
、
開
目
は
散
心
な

り
。
爾
る
に
散
心
の
位
に
定
境
を
見
る
と
い
う
は
、
唯
、

意
識
の
縁
と
や
せ
ん
、
将
た
［581a

］
眼
識
縁
に
通
ず
と

や
せ
ん
や
と
云
う
と
き
、
若
し
法
相
に
義
順
せ
ば
、
定
境

は
即
ち
是
れ
法
処
色
の
摂
な
り
。
法
処
所
摂
の
色
は
、

唯
、
意
識
の
縁
に
し
て
眼
識
の
縁
に
非
ず
。
設
い
散
心
に

定
中
の
境
を
縁
ず
と
雖
も
是
れ
意
識
に
し
て
、
唯
、
定
境

を
縁
じ
て
眼
識
に
通
ず
る
に
非
ざ
る
べ
し
。
眼
識
は
、

唯
、
色
境
を
縁
じ
て
定
境
を
縁
ず
る
に
非
ず
。
今
、
散
と

言
う
と
雖
も
尚
お
定
力
の
余
勢
有
り
。
故
に
一
向
の
散
心

と
言
う
に
非
ず
。
爾
れ
ば
第
六
意
識
、
法
処
色
の
境
を
縁

ず
是
れ
法
境
に
し
て
即
ち
定
境
な
り
。
謂
わ
く
第
六
識
、
定
と
相
応
す
る
の
時
、

定
力
に
依
り
て
変
ず
る
所
の
色
等
の
境
な
り
。
眼
識
、
色
境
を
縁
ず
る

に
非
ざ
る
な
り
。
是
の
故
に
散
心
の
境
ナ
レ
ド
モ
法
処
の

日
を
拝
見
す
る
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
上
の
「
既
見
日
已
」

の
日
は
意
識
所
見
法
処
の
日
な
り
。
亦
た
相
伝
の
一
義
に

云
わ
く
、
定
力
深
微
に
し
て
、
出
定
の
時
、
定
中
の
境
を

以
ち
て
更
に
色
境
に
移
し
て
眼
識
を
も
ち
て
縁
ず
る
の

み
。
大
乗
の
道
理
、
意
趣
、
知
り
難
し
。
浄
土
の
境
界
、

凡
の
測
る
所
に
非
ず
上
来
『
記
』
一
巻
、
十
七
紙 55 

。『
抄
』
卅
五
巻
、

卅
六
紙 56 

。
已
下
『
新
記
』
定
一
巻
、
卅
二
紙 57 

。
全
同
。
実
に
性
相
常

途
の
道
理
に
約
せ
ば
、
従
来
の
義
の
如
く
、
定
境
は
唯
、

意
識
縁
な
り
。
若
し
宗
義
の
別
途
に
約
せ
ば
、
只
、
仏
力

に
依
り
て
聖
境
を
見
る
べ
し
。
是
れ
即
ち
大
乗
の
極
致
、

浄
土
の
秘
頥
の
み
。
例
せ
ば
、
威
徳
定
力
の
如
し
。
扨
、

上
来
所
談
の
如
く
、
此
の
観
、
成
就
す
れ
ば
、
彼
土
無
漏

の
依
正
の
光
明
障
り
無
く
拝
見
ス
ル
コ
ト
な
り
。
加
之
、

無
始
已
来
の
罪
障
マ
デ
ヲ
悉
く
滅
尽
ス
ル
な
り
。
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第
二
水
想
観
の
下
、
水
観
の
来
意
は
、
前
は
広
く
十
三
定

善
の
仮
観
な
り
。
今
、
則
ち
是
れ
、
狭
く
宝
地
の
仮
観
な

り
。
是
れ
寛
狭
の
次
第
な
り
。
亦
た
、
前
に
方
を
指
し
、

今
は
其
の
地
を
表
す
、
是
れ
方
処
の
次
第
な
り『
会
疏
』中
初
。

言
う
こ
こ
ろ
は
、
是
れ
上
と
同
じ
く
仮
観
な
り
。
上
は
惣

じ
て
極
楽
の
依
正
を
観
ず
る
方
［581b

］
便
な
り
。
此
の

水
想
観
は
、
別
し
て
依
報
を
観
ず
る
方
便
な
り
。
扨
、
此

れ
は
穢
土
の
水
を
観
ズ
ル
な
り
。
喩
え
ば
嵯
峨
の
広
沢
の

池
の
如
く
ナ
ル
ヲ
、
眼
に
見
習
い
置
き
て
、
閉
目
開
目
し

て
、
能
く
見
習
い
置
き
し
池
を
静
処
に
入
り
て
、
思
い
浮

べ
て
観
ズ
ル
こ
と
な
り
。
是
れ
何
の
為
ぞ
と
云
う
に
、
彼

土
の
平
ら
ナ
ル
ニ
喩
ゆ
ル
な
り
。
凡
そ
平
ら
ナ
ル
モ
ノ

ハ
、
水
に
過
タ
ル
ハ
無
し
、
故
に
其
の
平
ら
な
る
相
を
観

ズ
ル
な
り
。
是
れ
即
ち
地
観
の
方
便
な
り
。
爾
る
に
、
穢

土
は
雑
業
の
所
感
ナ
レ
バ
、
山
、
川
、
丘
、
坑
、
皆
、
不

平
な
り
。
浄
土
は
爾
ら
ず
、
故
に
之
れ
を
観
ず
る
に
、
水

を
以
ち
て
す
る
な
り
。
扨
、
彼
の
土
は
上
下
、
皆
、
透
き

徹
る
な
り
。
爾
る
に
穢
土
に
は
透
き
徹
ル
モ
ノ
、
外
に
無

き
が
故
に
水
を
氷
と
作
す
な
り
。
サ
レ
ド
モ
氷
も
未
だ
ト

ク
ト
、
透
徹
せ
ず
。
ナ
マ
ズ
キ
ナ
レ
バ
、
氷
を
亦
た
瑠
璃

に
作
す
な
り
此
れ
も
穢
土
の
仮
瑠
璃
な
り
。
此
の
水
と
氷
と
瑠
璃
の

三
種
を
転
観
と
云
う
な
り
。
扨
、
穢
土
の
水
を
用
い
る
に

付
き
て
蹈
み
込
む
様
ナ
こ
と
ヤ
、
湿
う
様
な
こ
と
ヤ
、
此

れ
等
の
辺
は
取
ら
ず
、
只
、
平
ら
か
ナ
ル
方
バ
カ
リ
ヲ
用

ゆ
る
こ
と
な
り
。
上
来
の
意
を
『
疏
』
に
「
此
の
界
は
丘

坑
に
し
て
、
未
だ
高
下
無
き
の
処
あ
ら
ず
。
能
く
平
ら
か

な
る
者
を
取
ら
ん
と
欲
す
る
に
、
水
に
過
ぎ
た
る
は
無

し
。
斯
の
可
平
の
相
を
示
し
て
彼
の
瑠
璃
の
地
に
況
す
と

な
り 58 

」
已
上 

扨
、
極
楽
を
唯
、
瑠
璃
地
と
定
む
る
と
云

う
ニ
ハ
非
ず
。
今
、
仮
観
の
時
、
透
き
徹
る
瑠
璃
の
想
を

作
す
故
に
、
ソ
レ
ヲ
直
ち
に
移
シ
テ
瑠
璃
地
と
云
う
な

り
。
彼
の
土
は
金
銀
等
、
何
れ
も
透
き
徹
る
事
な
り
。

扨
、
水
想
観
に
は
観
成
無
し
。
此
の
観
、
成
就
ス
レ
バ
直

ち
に
彼
土
の
瑠
璃
地
を
見
る
べ
し
。
是
を
以
ち
て
水
観
に

観
成
を
説
か
ざ
る
な
り
。
扨
、
観
の
次
第
を
言
う
時
、

十
三
観
は
次
第
観
な
り
。
中
に
於
き
て
、
第
十
二
観
迄
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は
、
上
根
の
観
な
り
。
雑
想
の
観
は
［582a

］
下
根
の
観

な
り
。
亦
た
上
根
の
中
に
地
・
座
・
像
・
真
の
四
の
要
観

を
観
ズ
ル
者
ア
リ
。
又
た
、
仏
身
観
ノ
ミ
観
ズ
ル
者
あ

り
。
今
、
次
第
観
を
説
く
と
雖
も
、
亦
た
横
に
観
ズ
ル
こ

と
ヲ
妨
げ
ず
、
文
は
略
し
て
互
い
に
帯
び
て
説
く
な
り
。

●
次
作
水
想 59 
と
は
、
此
れ
は
結
前
生
後
の
句
に
当
た

る
。
但
し
、
今
は
生
後
の
句
の
み
に
し
て
結
前
の
句
を
略

す
。
具
に
之
れ
を
言
わ
ば
既
に
日
を
見
已
り
な
ば
次
に
水

想
作
せ
と
云
う
べ
し
。「
既
見
日
已
」 60 

の
句
は
結
前
、「
次

作
水
想
」 61 

の
句
は
生
後
な
り
。
惣
じ
て
『
今
経
』
は
結

前
生
後
処
処
不
同
な
り
。
応
に
知
る
べ
し
。

●
見
水
澄
清 62 

と
は
、
此
れ
眼
見
な
り
。 

彼
の
広
沢
の
池

の
如
く
ナ
ル
ヲ
常
に
見
習
い
置
く
な
り
。
之
れ
に
就
き
て

『
疏
』
に
椀
水
の
喩
ア
リ
。
粗
ぼ
之
れ
を
弁
ぜ
ん
。
先
づ
椀

此
れ
漆
塗
り
の
桶
が
好
き
な
り
。
に
水
を
湛
え
、
縄
牀
に
し
て
之
れ

を
観
る
に
、
水
、
静
か
に
し
て
後
、
米
・
豆
・
棗
等
の
物

を
次
第
に
打
ち
入
れ
テ
、
水
を
動
か
す
な
り
。
此
の
如
く

し
て
、
サ
テ
自
身
の
眉
間
に
一
の
白
き
物
の
豆
許
り
の
如

き
物
を
着
け
て 63 

置
き
て
、
彼
の
水
に
眉
間
を
望
め
見
る

に
、
水
、
静
ま
れ
ば
、
眉
間
の
物
、
現
ず
る
な
り
。
米
・

豆
・
棗
等
を
打
ち
込
ん
で
漸
々
に
波
の
静
か
な
る
に
随
い

て
、
我
心
も
漸
漸
に
静
ま
る
モ
ノ
な
り
。
椀
は
依
身
に
喩

う
る
等
、
具
に
『
疏
』 64 

を
拝
見
ス
ベ
シ
。

●
亦
令
明
了 65 

と
は
、「
亦
」
の
字
に
就
き
て
『
記
』
に

三
義
有
り
。 

一
に
上
の
日
観
の
「
皆
令
明
了
」 66 

に
対
し

て
「
亦
」
と
云
う
。
但
し
彼
は
観
成
、
此
れ
は
則
ち
思
想

な
り
。
観
成
と
思
想
と
其
の
位
、
異
な
り
と
雖
も
、
明
了

の
義
、
同
じ
。
故
に「
亦
」と
云
う
な
り
。
二
に
日
観
の「
皆

令
明
了
」
に
対
す
る
に
非
ず
。
此
の
思
想
を
以
ち
て
先
の

眼
見
に
対
し
て
「
亦
」
等
と
云
う
。
所
謂
、
上
に
「
見
水

澄
清
」
と
云
う
は
、
則
ち
是
れ
、
眼
に
澄
水
の
本
質
を
見
、

然
し
て
後
、
心
中
に
亦
た
明
了
に
此
の
水
の
影
像
を
思
想

す
る
な
り
。
三
に
是
れ
眼
見
に
対
す
る
に
非
ず
、
亦
た

［582b

］
日
観
の
「
皆
令
明
了
」
に
対
す
る
に
も
非
ず
。
此

れ
日
観
の
「
見
日
欲
没
状
如
懸
皷
」 67 

に
対
す
。
斯
れ
乃

ち
日
・
水
二
観
、
倶
に
仮
観
な
る
が
故
に
、
眼
に
日
水
を
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見
て
、
心
に
日
水
を
観
ず
。
此
の
義
、
同
じ
が
故
に
彼
の

思
想
に
対
し
て
「
亦
」
と
言
う
な
り
已
上
、『
記
』
一
巻
、
廿
五
紙

68 

の
意
な
り
。『
糅
抄
』
卅
六
巻
、
十
一
紙 69 

に
云
わ
く
、「
已
上
の
三
義
の
所
対

は
異
な
り
と
雖
も
、
能
対
は
是
れ
思
想
な
り
（
已
上
）」。
但
し
第
三
の
「
見
日
欲
没

状
如
懸
皷
」
は
唯
だ
眼
見
な
り
と
雖
も
、
爾
れ
ど
も
『
記
』
に
「
思
想
」
と
釈
す
。

且
く
相
違
に
似
れ
ど
も
其
の
道
理
有
り
。『
抄
』 70 

に
之
れ
を
問
答
す
、
往
き
て
見

よ
。
又
た
按
ず
る
に
、
三
義
中
、
第
二
の
義
、
穏
か
な
る
か
。

●
無
分
散
意 71 

と
は
、
分
散
ス
レ
バ
明
了
な
ら
ず
。
故
に

上
来
、
今
一
返
、
打
ち
カ
ヘ
シ
テ
説
く
な
り
。
心
、
散
乱

ス
レ
バ
、
観
想
、
成
じ
難
き
が
故
に
。

●
既
見
水
已 72 

と
は
、
此
れ
思
想
の
見
な
り
。
此
の
句
、

結
前
な
り
。

●
当
起
氷
想 73 

と
は
、
此
の
句
は
生
後
な
り
。
先
づ
、
水

を
想
し
已
り
て
、
水
を
転
じ
て
氷
想
と
為
る
な
り
。
此
の

水
観
は
本
よ
り
観
成
無
し
。
日
・
水
倶
に
仮
観
ナ
レ
ど
も
、

日
観
は
光
明
を
見
る
が
故
に
、
観
成
有
り
。
水
観
は
仮
を

借
り
て
転
じ
て
地
を
観
ず
る
が
故
に
、
当
観
の
観
成
は
下

の
宝
地
観
、
是
れ
な
り
。

●
作
瑠
璃
想
と
は
、
是
れ
仮
瑠
璃
に
し
て
無
漏
の
真
瑠
璃

に
非
ず
。
氷
の
上
、
仮
瑠
璃
を
移
し
思
う
、
三
種
転
観
、

只
、
是
れ
思
想
な
り
。
扨
、
上
の「
当
起
氷
想 74 

」の
処
、

及
び
此
の
「
作
瑠
璃
想 75 

」
の
処
、
倶
に
次
上
「
亦
令
明

了
無
分
散
意 76 

」
の
意
を
入
れ
て
見
る
べ
し
。
扨
、『
疏
』

の
意
は
、
直
ち
に
真
瑠
璃
を
釈
す
。
仮
瑠
璃
の
様
に
見 

え

ざ
る
な
り
。
蓋
し
是
れ
、
氷
想
と
瑠
璃
想
と
共
に
映
徹
ス

ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、『
釈
』
の
面
は
、
直
ち
に
真
瑠
璃
を
移
シ

テ
、
仮
瑠
璃
の
様
に
見
え
ざ
る
な
り
。
爾
れ
ど
も
、
意
、

仮
瑠
璃
の
想
無
き
に
非
ず
。
只
是
れ
、
映
徹
の
同
ず
る
を

以
ち
て
の
故
な
り
。

●
此
想
成
已
と
は
、「
此
想
」
と
は
、
三
種
を
指
す
と
や
為

ん
。
将
た
、
瑠
璃
想
を
指
す
と
や
為
ん
や
、
ト
云
う
と

き
、
此
れ
は
上
の
思
想
を
結
成
［583a

］
ス
ル
文
ナ
レ
バ
、

三
種
の
思
想
を
結
し
て
「
此
想
成
已
」
と
云
う
。
是
れ
、「
此

想
」
の
二
字
、
結 

前
の
句
に
し
て
、「
成
已
」
の
二
字
は

生
後
の
意
な
り
。

●
見
瑠
璃
地
と
は
、「
見
」
と
は
亦
、
思
想
の
「
見
」 

な
り
。
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前
に
見
置
き
た
る
を
、
心
中
に
思
い
浮
か
ぶ
る
な
り
。

●
内
外
と
は
、
猶
し
上
・
下
と
云
う
が
如
し
。「
内
」は
地
下
、 

即
ち
地
の
底
な
り
。「
外
」
は
地
上
、
即
ち
地
面
の
上
の
事

な
り
。

●
映
徹
と
は
、
地
有
り
て
猶
お
無
き
が
如
し
。
是
れ
を
映

徹
と
云
う
。

●
下
有
金
剛
等
と
は
、
已
下
、
地
に
就
き
て
、
地
下
・
地

上
の
荘
厳
、
皆
、
思
想
を
以
ち
て
思
い
浮
か
ぶ
と
な
り
。

爾
る
に
、
報
土
は
依
持
円
浄
を
具
す
る
が
故
に
十
八
円
浄
の

中
、
第
十
八
な
り 77 

。
穢
土
の
三
輪
建
立
と
は
、
異
な
る
な

り
。
先
づ
、
地
下
に
広
大
無
辺
の
宝
蓮
華
あ
り
「
大
蓮
花
王
、

依
止
と
す
。
是
れ
を
依
止
円
浄
と
名
づ
く
」。
故
に
蓮
花
蔵
世
界
と
云
う
な
り
。『
糅

抄
』
卅
七
巻
、
初
紙 78 

。
報
身
、
智
、
無
辺
な
る
が
故
に
蓮
華

も
亦
た
無
辺
際
な
り
。
其
の
蓮
華
の
蓮
肉
の
処
ヨ
リ
無
量

宝
幢
を
立
て
て
地
を
擎さ

さ

ぐ
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
大
宝

蓮
華
の
上
に
無
量
の
ツ
カ
ヲ
立
テ
丶
、
其
の
ツ
カ
ノ
上
に

板
を
張
タ
ル
カ
如
く
ナ
ル
様
に
、
瑠
璃
地
を
載
せ
て
置

く
。
其
れ
が
極
楽
の
地
面
ナ
リ
。
其
の
瑠
璃
地
の
下
が
、

地
下
荘
厳
と
云
う
モ
ノ
ナ
リ
。
金
剛
と
は
、
諸
も
ろ
の
無

漏
法
は
、
堅
固
不
可
破
壊
の
故
に
、
有
漏
法
、
皆
、
破
壊

す
べ
き
な
り
。『
疏
』
に
「
幢
躰
、
等
し
く
是
れ
無
漏
金
剛

な
る
こ
と
を
明
す 79 

」。
又
、
宝
池
観
の
、『
疏
』
に
云
わ

く
、「
金
剛
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
無
漏
の
躰
な
り 80 

」。

●
七
宝
金
幢
と
は
、
無
量
無
辺
の
金
幢
有
る
べ
し
。
但

し
、
純
と
雑
と
有
る
が
故
に
「
七
宝
」
等
と
云
う
。
今
、「
金

幢
」
と
言
う
は
、
金
は
是
れ
最
上
の
故
に
、
之
れ
を
別
出

す
。『
礼
讚
』
に
は
「
地
下
荘
厳
七
宝
幢
無
量
無
辺
無
数
億 

81 

」
と
云
う
。『
般
舟
讃
』
に
は
、「
地
下
の
宝
幢
、
無
数

億
な
り
。
方
楞
、
具
足
し
て
尽
く
光
を
輝
か
す 82 

」
と
因

み
に
冏
師
、
云
わ
く
、 ［583b

］「
先
徳
の
中
、
宝
幢
唯
一
と
執
す
る
人
有
り
。

謂
わ
く
、
仁
和
寺
の
昇
蓮
坊
、
播
磨
の
信
寂
房
等
の
類
な
り
」。『
抄
』
卅
六
巻
、
卅

二
紙 83 

。

●
擎
瑠
璃
地
と
は
、「
問
う
。『
浄
土
論
』
に
〈
得
入
蓮
華

蔵
世
界 84 

〉
と
云
え
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
応
に
〈
蓮
華
、

世
界
を
擎
ぐ
〉
と
云
う
べ
し
。
故
に
『
摂
論
』
に
は
〈
大

蓮
華
王
を
以
ち
て
依
止
と
す 85 

〉
と
云
う
。
嘉
祥
は
〈
宝
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蓮
華
を
以
ち
て
世
界
を
擎
ぐ 86 

〉
と
釈
す
。
今
『
経
』、

何
ぞ
〈
金
幢
擎
地
〉
と
云
う
や
。
答
う
。
此
の
義
、
決
し

難
し
。
且
く
試
み
に
会
せ
ば
、
蓮
華
と
言
う
は
、
其
の
惣

相
を
明
し
、
金
幢
擎
と
は
、
其
の
別
相
を
説
く
な
り
」『
記
』

一
巻
、
卅
四
紙 87 

。
又
た
、
冏
師
の
一
義
に
云
わ
く
、「
蓮
華
は
体
を
挙
げ
、
寳
幢

は
名
を
呼
ぶ
。
彼
の
蓮
花
、
種
々
光
明
端
香
幢
と
名
づ
く
る
を
以
ち
て
の
故
に
」

『
抄
』
卅
六
巻
、
卅
二
紙 88 

。
又
た
、『
二
蔵
義
』
十
七
巻
、
二
紙
、「
宗
密
禅
師
『
別

行
経
の
義
記
』
を
引
き
て
云
わ
く
、〈
須
弥
塵
数
普
光
摩
尼
の
中
よ
り
大
蓮
花
を
出

だ
す
。
種
々
光
明
蘃
香
幢
と
名
づ
く 89 

〉（
已
上
）。
謂
わ
く
、
蓮
花
と
宝
幢
と
は

一
体
の
異
名
な
り
。
此
の
『
経
』
は
名
に
約
し
、『
摂
論
』
は
体
に
約
す 90 

」
と
云

云
。
両
処
、
併
せ
見
よ
。
但
し
、『
抄
』
に
は
瑞
に
作
り
、『
二
蔵
義
』
は
蘃
に
作
る
。

●
八
方
と
は
、
八
の
方
面
、
有
る
な
り
。

●
八
楞
と
は
、「
楞
」
は
木
の
角
な
り
。
八
角
の
カ
ド
シ
ッ

カ
リ
ト
有
る
な
り
。

●
一
一
方
面
と
は
、
経
文
に
は
略
し
て
幢
数
を
説
か
ず
。

『
疏
』
の
意
を
以
ち
て
見
る
べ
し
。「
一
一
」
と
は
、
無
量

の
幢
を
指
す
。
下
の「
宝
楼
観
」の「
衆
宝
国
土
一
一
界
上
」

の
「
一
一
」
を
以
ち
て
、
今
、
照
ら
し
見
る
ベ
シ
。『
経
』

の
例
な
り 

『
抄
』
卅
六
巻
、
卅
二
紙 91 

。

●
方
面
と
は
、
八
方
の
面
と
云
う
コ
ト
な
り
。
八
楞
を
言

う
に
あ
ら
ず
。
故
に
『
讃
』
に
「
八
方
八
面
百
宝
成 92 

」

と
云
え
り
『
記
』
一
巻
、
卅
六
紙 93 

、『
抄
』
卅
六
巻
、
卅
四
紙 94 

。
一

方
ゴ
ト
ニ
、
百
宝
を
以
ち
て
飾
る
。
実
に
は
無
量
な
り
。

百
宝
の
上
に
百
宝
の
彩
色
を
塡
ず
る
な
り
。

●
一
一
宝
珠
と
は
、
上
の
百
宝
を
指
し
て
一
一
と
云
う
な

り
。
百
宝
に
百
宝
宝
珠
と
云
う
コ
ト
な
り
。

●
一
一
光
明
と
は
、
上
の
千
の
光
明
を
指
し
て
一
一
と
云

う
な
り
。

●
映
瑠
璃
地
と
は
、
此
れ
は
下
か
ら
上
、
透
き
徹
り
て
見

る
処
を
映
徹
と
云
う
な
り
。

●
如
億
千
日
と
は
、
娑
婆
世
界
の
日
月
は
、
唯
一
の
日

［584a

］
月
に
て
照
ら
す
サ
エ
、
須
弥
の
三
州
を
照
ら
し
て

窮
り
無
し
。
況
や
億
千
の
日
輪
を
や
。

●
不
可
具
見
と
は
、
マ
バ
ユ
キ
ヲ
云
う
ニ
ハ
非
ズ
。
此
レ

ハ
見
ツ
ク
サ
レ
ヌ
コ
ト
ヲ
云
う
な
り
。

●
瑠
璃
地
上
と
は
、
今
、
斯
に
瑠
璃
地
一
界
の
上
に
就
き
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て
説
け
り
。
実
に
は
無
量
無
辺
界
に
無
量
無
辺
の
道
有

り
。
先
ず
極
楽
浄
土
惣
体
の
地
に
界
と
道
と
有
り
。
此

の
、
碁
盤
を
以
ち
て
喩
う
る
時
、
碁
盤
の
筋
の
内
、
四
角

な
る
処
を
界
と
云
い
、
筋
を
竪
横
に
引
き
た
る
処
を
道
と

云
う
。
其
の
道
筋
が
黄
金
の
縄
を
引
き
タ
ル
如
く
に
、
真

直
ニ
テ
有
ル
ヲ
、「
以
黄
金
縄
」
と
云
う
な
り
。
扨
、
界
に

も
純
界
あ
り
、
雑
界
あ
り
。
雑
界
に
石
畳
の
如
く
成
る
有

り
。
ダ
ン
ダ
ラ
筋
の
如
く
ナ
ル
ア
リ
。
爾
る
に
今
、
瑠
璃

地
と
云
う
コ
ト
ハ
、
映
徹
シ
テ
見
事
ナ
ル
辺
を
云
う
な

り
。
若
し
『
阿
弥
陀
経
』
に
依
ら
ば
、「
黄
金
為
地 95 

」

と
云
う
。
是
れ
堅
固
な
る
辺
を
名
づ
く
る
な
り
。
又
た
、

『
大
経
』
に
は
、「
七
宝
を
地
と
す 96 

」
と
云
う
。
彼
此
の

説
、
各
お
の
一
辺
を
顕
す
な
り
。『
疏
』
に
、「
或
い
は
雑

宝
を
以
ち
て
地
と
す
る
に
は
、
瑠
璃
を
道
と
作
し
、
或
い

は
瑠
璃
を
以
ち
て
地
と
す
る
に
は
、
白
玉
を
道
と
作
し
、

或
い
は
紫
金
白
銀
を
以
ち
て
地
と
す
る
に
は
、
百
宝
を
道

と
作
し
、
或
い
は
不
可
説
宝
を
以
ち
て
地
と
す
る
に
は
、

不
可
説
宝
を
以
ち
て
道
と
作
す 97 

」
と
已
上
。
此
れ
是
れ

を
謂
う
な
り
。

●
以
黄
金
縄
と
は
、
此
れ
亦
た
無
量
の
縄
ア
ル
ベ
シ
。
今

は
且
く
、
黄
金
を
挙
ぐ
。
実
に
は
七
宝
無
量
の
雑
宝
の
縄

有
る
べ
し
。
但
し
、
縄
を
張
る
に
は
非
ず
。
縄
は
直
ナ
ル

モ
ノ
ナ
レ
バ
、
取
り
て
道
の
直
ナ
ル
ニ
喩
う
る
な
り
。『
疏
』

に
「
黄
金
、
道
を
作
す
。
状か

た
ち、

金
縄
に
似
た
り 98 

」
と
已

上
。
私
に
云
わ
く
、
当
麻
の
変
相
に
も
、
縄
を
引
き
、
道
筋
を
立
つ
る
如
キ
モ
ノ

ア
ル
ナ
リ
。
亦
た
、
或
る
が
云
わ
く
、
密
家
の
五
色
界
道
の
類
、
皆
、
縄
を
以
ち
て

界
分
を
定
む
。
今
、
亦
た
是
の
如
し
。

●
雑
厠
間
錯
と
は
、
皆
マ
ジ
ハ
ル
ト
云
う
字
な
り
。
此
の

［584b

］
界
道
、
横
竪
に
雑
わ
り
て
十
の
字
の
如
し
。
京
の

町
筋
の
様
ナ
ル
ヲ
「
雑
厠
間
錯
」
と
云
う
。

●
以
七
宝
界
と
は
、
界
界
分
明
に
し
て
道
を
隔
て
て
マ
チ

ガ
ワ
ザ
ル
な
り
。
又
た
、
界
に
純
雑
等
ア
リ
、
今
、
且
く

七
宝
界
を
挙
ぐ
る
な
り
。

●
分
斉
分
明
と
は
、
界
と
道
と
別
か
つ
故
に
、
界
道
の
分

斉
分
明
と
云
う
こ
と
な
り
。

●
一
一
宝
中
と
は
、
此
れ
従
り
虚
空
の
荘
厳
を
説
く
。
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一
一
と
は
、
上
の
地
上
の
七
宝
界
を
指
し
て
一
一
と
云
う

な
り
。
其
の
宝
中
よ
り
、
五
百
色
の
光
明
、
出
づ
る
な
り
。

●
如
華
と
は
、
地
上
の
宝
中
よ
り
出
づ
る
光
明
、
皆
、
虚

空
に
昇
る
こ
と
を
喩
う
る
な
り
。
落
花
の
風
に
吹
か
れ
て

上
る
が
如
し
。

●
似
星
月
と
は
、
光
明
、
虚
空
に
止
ま
る
に
喩
う
る
な

り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
光
、
空
に
止
ま
り
て
還
り
て
下
を

照
ら
す
。
星
月
の
如
し
。

●
成
光
明
台
と
は
、
光
明
、
変
じ
て
台
と
す
。
虚
空
に
在

る
形
、
今
、
須
弥
山
の
如
し
。
台
の
体
、
光
明
な
る
が
故

に
光
明
台
と
云
う
。
然
る
に
、
或
る
本
に
次
上
の
「
懸
処

虚
空
」
の
一
句
を
此
の
第
三
光
変
成
台
の
科
に
入
る
。
此

の
本
、
印
板
の
誤
り
な
り
。
此
の
「
成
光
明
台
」
の
一
句

の
み
第
三
の
科
な
り
。

●
楼
閣
千
万
と
は
、
光
明
変
ず
る
台
上
に
楼
閣
千
万
有

り
。
喩
え
ば
、
須
弥
壇
の
上
に
舎
利
塔
を
並
べ
置
く
が
如

し
。

●
於
台
両
辺
と
は
、
左
右
を
両
辺
と
云
う
。
実
は
、
四
方

の
事
な
り
。
四
面
共
に
有
レ
ド
モ
、
何
カ
ラ
見
テ
モ
両
辺

ナ
レ
バ
四
面
を
両
辺
と
云
う
。

●
各
有
百
億
華
幢
と
は
、
娑
婆
ニ
テ
家
の
廻
り
に
樹
を
植

え
置
く
如
く
に
百
億
華
幢
ア
リ
。

●
無
量
楽
器
等
と
は
、
此
の
楼
閣
の
外
の
荘
厳
な
り
。
虚

空
の
中
に
在
り
て
、
楼
閣
を
荘
厳
す
る
な
り
。

●
八
種
清
風
と
は
、
今
家
に
釈
無
し
。
天
台
の
意
に
依
る

に
、「
浄
土
、
実
に
は
時
節
無
し
。
若
し
、
此
の
八
［585a

］

方
に
寄
せ
て
、
謂
わ
ば
、
上
下
を
除
き
て
四
方
四
維
の
風

を
八
風
と
曰
う
。
亦
た
、
八
卦
に
対
す
べ
き
な
り
」
已
上
、

天
台
の
意 99 

。
如
湛
の
『
浄
業
記
』
に
曰
わ
く
、「
八
卦
と
は
、

北
方
は
坎
の
位
、
広
莫
風
と
曰
う
、
冬
至
に
在
り
。
東
北

は
艮
の
位
、
調
風
と
曰
う
、
立
春
に
在
り
。
東
方
は
震
の

位
、
明
広
風
と
曰
う
、
春
分
に
在
り
。
東
南
は
巽
の
位
、

清
明
風
と
曰
う
、
立
夏
に
在
り
。
南
方
は
離
の
位
、
景
風

と
曰
う
、
夏
至
に
在
り
。
西
南
は
坤
の
位
、
凉
風
と
曰

う
、
立
秋
に
在
り
。
西
方
は
兌
の
位
、
閶
闔
風
と
曰
う
、

秋
分
に
在
り
。
西
北
は
乾
の
位
、
不
周
風
と
曰
う
、
立
冬
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に
在
り 100 

」
已
上
。
此
の
八
節
の
気
よ
り
出
づ
る
風
を
、

八
風
と
曰
う
。
然
れ
ど
も
、
彼
土
に
は
、
春
秋
の
時
節
無

き
が
故
に
、
只
、
四
方
四
維
の
風
を
八
風
と
云
う
な
る
べ

し
。 
又
た
、『
淮
南
子
』『
史
記
』等
に
八
風
の
名
を
出
だ
す
。

名
義
各
お
の
少
異
せ
り
上
来
、
八
風
の
説
、『
楷
定
記
』
の
意
な
り
。
天
台

の
『
釈
』 101 

、『
今
記
』 102 
に
も
之
れ
を
引
く
。

●
鼓
此
楽
器
と
は
、「
問
う
。
此
の
一
句
は
上
の
楽
器
を
指

し
て
「
皷
此
楽
器
」
と
云
え
り
。
故
に
知
ぬ
、「
八
種
」
已

下
は
猶
お
是
れ
虚
空
荘
厳
な
り
と
い
う
こ
と
を
。
故
に
『
玄

義
分
』
に
も
亦
、
虚
空
に
属
す
。
若
し
爾
れ
ば
「
八
種
」

已
下
を
ば
応
に
猶
お
次
上
の
第
四
段
に
属
す
べ
し
。
何
ぞ

別
段
と
為
す
や
。
答
う
。
所
問
、
実
に
爾
り
。
但
し
厳
儀

と
説
法
と
は
、
異
り
有
る
こ
と
を
顕
さ
ん
が
為
に
、
且
く

別
段
と
す
の
み
」『
記
』
一
巻
、
四
十
五
紙 103 

。

●
演
説
苦
空
と
は
、
霊
芝
の
云
わ
く
、「「
苦
空
」
等
の
法

は
即
ち
四
念
処
な
り
。
身
は
不
浄
と
観
じ
、
受
は
是
れ
苦

と
観
じ
、
心
は
無
常
と
観
じ
、
法
は
無
我
と
観
ず
。
此
の

四
法
を
以
ち
て
四
倒
を
対
破
す
。
経
文
の
中
の
空
の
字
、

且
く
観
身
に
対
す
。
倒
と
知
れ
ば
計
亡
す
。
空
に
非
ず
し

て
何
の
謂
い
ぞ
」
已
上 104 

。
戒
度
の
云
わ
く
、「『
経
』
は

不
浄
を
没
し
て
之
れ
を
空 105 

」
と
謂
い
、『
疏
』
に
は
計

亡
に
約
し
て
以
ち
て
釈
せ
り
。
浄
と
執
す
る
の
計
纔
に
亡

ず
れ
ば
、［585b

］
則
ち
此
の
身
は
当
処
に
空
な
り
と
知
る

故
に
已
上
上
来
『
記
』
一
四
十
六
紙 106 

。
之
れ
を
引
き
て
冏

師
の
云
わ
く
、『
今
経
』
苦
空
無
常
無
我
を
以
ち
て
不
浄
苦

無
常
無
我
に
擬
し
て
身
受
心
法
の
四
境
に
配
す
。
受
は
苦

と
苦
と
な
り
。
心
は
無
常
と
無
常
と
な
り
。
法
は
無
我
と

無
我
と
な
り
。
身
の
一
境
に
於
き
て
空
と
不
浄
と
に
配

す
。
故
に
文
中
空
字
且
対
観
身
と
云
う
。
観
身
は
即
ち
是

れ
不
浄
観
な
り
。
不
浄
観
と
は
是
れ
観
想
に
約
す
。
文
中

の
空
と
は
即
ち
観
成
に
約
す
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
不
浄
と

観
ず
に
、
浄
計
、
已
に
亡
ず
。
亡
計
は
即
ち
空
な
り
已
上

『
抄
』
卅
七
十
六
紙 107 

。
往
き
て
看
よ
。
私
に
云
わ
く
、
四

念
処
は
、
身
受
心
法
は
是
れ
所
縁
の
境
な
り
。
不
浄
・
苦
・

無
常
・
無
我
は
能
縁
の
観
智
な
り
。
浄
楽
我
常
は
所
破
の

四
倒
な
り
。
応
に
知
る
べ
し
已
上
。
爾
る
に
経
文
に
は
唯
だ
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苦
等
の
四
真
を
挙
げ
、『
疏
』
に
は
四
倒
四
真
恒
沙
等
の
法

を
顕
説
す
と
云
え
り
。『
大
経
』も
亦
其
の
意
な
り
。
問
う
。

経
文
に
は
唯
だ
苦
等
の
四
真
を
挙
ぐ
。
何
ぞ
四
倒
恒
沙
等

の
法
と
云
う
や
。
答
う
。
若
し
能
治
有
れ
ば
必
ず
所
治
有

る
が
故
に
『
記
』
一
巻
、
四
十
五
紙 108 

。

●
是
為
水
想
と
は
、
問
う
。
当
観
の
中
に
は
具
に
宝
地
を

想
せ
り
。
何
が
故
ぞ
、
唯
、
結
し
て
水
想
と
云
う
や
。
答

う
。
水
・
氷
・
地
の
三
は
、
是
れ
転
観
な
る
が
故
に
、
惣

じ
て
水
観
に
属
す
。
三
種
の
転
観
、
本
と
水
な
る
が
故
に

「
是
為
水
想
」
と
結
す
。
本
と
此
の
観
法
は
水
よ
り
起
り

て
、
観
ず
る
が
故
に
、
地
下
、
地
上
、
虚
空
の
三
種
の
荘

厳
、
皆
な
水
観
に
摂
属
す
る
な
り
。
若
し
更
に
、
水
氷
を

捨
て
て
、
独
り
宝
地
を
観
ず
る
。
之
れ
に
斉
し
て
、
名
づ

け
て
宝
地
観
と
為
す
な
り
。
故
に
知
り
ぬ
、
三
種
の
荘

厳
、
水
と
地
と
の
両
観
を
通
用
し
て
一
処
に
置
き
て
、
両

辺
を
顕
わ
す
。
若
し
爾
ら
ず
ん
ば
、
結
文
会
し
難
し
。

扨
、
此
の
観
に
就
き
て
能
く
観
の
機
に
種
種
有
り
、
上
来

の
経
［586a

］
文
の
如
き
は
、
次
第
、
観
の
者
に
約
し
て

之
れ
を
説
く
故
に
、
或
い
は
仮
観
を
借
り
て
地
を
観
ず
る

者
あ
り
是
れ
今
の
次
第
観
の
機
な
り
。
或
い
は
直
に
宝
地
を
観
ず
る

者
あ
り
是
れ
直
に
真
瑠
璃
を
観
ず
る
な
り
。
若
し
、
仮
観
従
り
入
る

者
は
、
上
の
「
見
瑠
璃
地
内
外
映
徹
」
の
「
下
苦
空
無
常

無
我
之
音
」
に
至
る
ま
で
、
皆
水
想
の
摂
な
り
。
若
し
、

水
氷
を
想
せ
ず
、
直
に
宝
地
を
観
ず
る
者
に
約
せ
ば
、
上

の
「
見
瑠
璃
地
内
外
映
徹
」
の
下
、「
苦
空
無
常
無
我
之
音
」

に
至
る
ま
で
、
地
観
の
思
想
を
取
り
て
、
次
下
、
第
三
宝

地
観
の
「
極
令
了
了
」
の
句
を
直
に
観
成
と
見
る
な
り
。

此
の
時
は
「
是
為
水
想
名
第
二
観
」
の
二
句
を
除
き
て
見

る
な
り
。
若
し
爾
は
水
観
に
結
文
無
き
や
と
云
う
と
き
、

上
に
水
氷
琉
璃
の
相
を
説
き
、
已
り
て
然
し
て
後
、
結
し

て
此
想
成
已
と
云
う
。
明
ら
か
に
知
り
ぬ
。「
見
瑠
璃
」
の

下
、
若
し
次
第
観
の
者
に
約
す
れ
ば
、
水
観
を
摂
し
、
若

し
、
直
に
宝
地
を
観
ず
る
者
に
約
す
れ
ば
、
地
観
に
摂

す
。
是
の
故
に
「
見
瑠
璃
」
の
下
は
義
兼
両
向
な
り
。
問

う
。
然
る
に
、
水
観
所
観
の
地
と
第
三
の
地
観
と
、
復
た

何
の
別
有
り
や
。
答
う
。
水
氷
を
相
帯
し
て
、
宝
地
を
想
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す
る
者
は
、
初
に
従
て
水
観
に
属
す
。
第
三
の
観
地
は
水

氷
を
想
せ
ず
、
直
に
宝
地
を
観
ず
る
は
、
独
り
地
観
に
属

す
。
故
に
知
り
ぬ
。「
見
琉
璃
」
の
下
は
義
兼
両
向
な
り
と

い
う
こ
と
を
上
に
説
き
、
下
に
略
せ
り
。
只
、
此
想
成
時

と
云
い
て
重
ね
て
宝
地
を
顕
す
此
の
義
、
正
と
す
。
是
れ
相
伝
の
義
な

り
。
上
来
『
記
』
一
巻
四
十
七
紙
意
な
り
。
但
し
『
記
』
の
次
下
に
復
た
一
義
有
り
。

爾
れ
ど
も
今
の
義
は
相
伝
の
義
の
故
に
正
と
す
。

第
三
地
想
観
の
下
、
地
観
の
来
意
は
、
謂
わ
く
前
の
水
想

は
地
を
表
に
す
る
所
な
る
が
故
に
彼
の
仮
想
に
次
い
で
此

の
真
観
来
れ
り
。『
科
』に「
結
前
生
後 109 
」と
は
此
の
句
、

結
前
の
み
に
し
て
生
後
を
略
す
。
爾
れ
ば
経
文
は
結
前
の

み
に
し
て
生
後
無
し
。
何
ぞ
「
結
前
生
後
」
と
科
し
た
る

や
、
と
云
う
と
き
、
此
の
句
は
［586b

］
惣
じ
て
前
観
を

結
す
。
故
に
「
此
想
」
の
二
字
は
結
前
、「
成
時
」
の
二
字 

110 

は
「
生
後
」
の
義
を
兼
ね
た
り
。

●
此
想
成
時 111 

と
は
「
此
想
」
と
言
わ
ば
上
の
瑠
璃
地

の
地
下
・
地
上
・
空
裏
の
三
種 112 

の
荘
厳
を
指
す
。
即

ち
思
惟
の
位
な
り
。
此
の
思
惟
、
甘
く
熟
す
る
を
「
此
想

成
時
」と
云
う
。 

問
う
。「
此
想
」と
言
わ
ば
、
上
の
地
下
・

地
上
・
虚
空
の
三
種
を
指
す
と
や
為
さ
ん
。
将
た
広
く
水

氷
等
に
通
ず
と
や
為
さ
ん
。
自
余
の
観
に
准
ず
る
に
、
惣

じ
て
前
観
を
指
し
て
以
て
「
結
前
」
と
為
し
更
に
文
を
残

さ
ず
。
水
観
に
具
に
水
氷
地
を
観
ず
る
故
に
此
想
と
は
惣

じ
て
上
の
水
氷
地
の
三
を
指
す
べ
し
。
答
う
。『
記
』
に
二

義
有
り
。
初
め
の
義
は
只
地
下
地
上
等
の
三
種
の
荘
厳
を

指
す
な
り
。
若
し
爾
れ
ば
何
ぞ
水
氷
観
を
結
せ
ざ
る
や
、

と
云
う
と
き
上
に
水
氷
琉
璃
の
相
を
説
き
已
り
て
、
然
し

て
後
に
結
し
て
「
此
想
成
已
」
と
云
い
、
今
亦
三
種
荘
厳

を
説
き
已
り
て
、
然
し
て
後
、
結
し
て
「
此
想
成
時
」
と

云
え
り
。
故
に
知
ん
ぬ
、
今
の
文
は
但
、
宝
地
の
三
種
荘

厳
を
結
す
と
云
う
こ
と
を
。
次
の
義
は
水
観
は
三
種
転
観

の
故
に
惣
じ
て
広
く
前
観
の
水
氷
等
を
指
し
て
、
想
と
云

う
な
り
。
但
し
、
上
の
文
に
「
此
想
成
」
と
言
う
は
、
別

し
て
仮
観
に
約
す
。
今
、「
此
想
」
と
は
惣
じ
て
三
境
を
指

す
。
言
う
所
の
「
成
」
と
は
思
想
、
分
に
成
ず
。
正
受
の

観
成
と
言
う
に
は
非
ら
ず
。
此
れ
乃
ち
思
惟
分
に
成
ず
と
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雖
も
、
此
れ
猶
、
地
観
の
粗
見
に
及
ば
ず
。
況
や
了
了
の

見
に
於
い
て
を
や
已
上
『
記
』
一
巻
、
五
十
紙
意
。 113 

上
来
二
義

の
中
に
は
初
義
を
正
と
為
す
。
記
主
の
意
、「
此
想
」
と
は

瑠
璃
地
の
三
種
荘
厳
を
指
す
な
り
、
と
決
判
し
た
ま
う
故

に
『
科
』
に
観
成
相
を
弁
ず
と
は
、
観
成
に
六
の
子
段
有

り
。
二
と
三
六
と
の
段
は
正
し
く
是
れ
観
成
な
り
。
自
余

の
一
と
四
と
五
と
の
三
段
は
観
成
の
方
便
な
り
。
爾
る
に

観
成
に
何
ぞ
方
便
観
ア
ル
ゾ
［587a

］
ト
云
う
ト
キ
、
謂

わ
く
、
観
成
を
得
る
こ
と
容
易
に
非
ず
。
故
に
観
成
と
方

便
と
を
綺
え
雑
え
て
説
く
る
な
り
。
経
文
の
「
恒
憶
」「
粗

見
」
は
即
ち
是
れ
観
成
正
受
の
方
便
を
作
す
。
中
間
に
初

に
「
極
令
了
了
」
と
云
い
、
次
に
「
閉
目
開
目
」
と
云
う
。

倶
に
観
成
の
相
を
標
す
と
雖
も
上
は
明
了
を
取
り
、
下
は

不
失
を
取
る
故
に
繁
重
に
非
ず
。
後
に
「
若
得
三
昧
」
等

と
云
わ
ば
、
観
成
の
相
を
説
く
故
に
初
後
に
従
り
て
観
成

の
相
と
名
づ
く
な
り
『
記
』
一
巻
、
五
十
紙 114 

。

●
一
一
観
之
と
は
、 

前
の
想
成
を
指
し
て
之
を
重
観
せ
し

む
。
謂
わ
く
、
地
下
等
の
三
種
を
、
次
第
に
之
を
観
ジ
テ
、 

雑
観
す
る
コ
ト
を
得
ざ
る
な
り
。
是
れ
、
三
昧
を
成
じ
難

き
が
故
に
、
明
了
な
ら
し
め
ん
が
為
に
、「
一
一 

観
之
」

と
曰
う
。「
一
一
」
と
は
、
上
の
地
下
・
地
上
等
の
荘
厳
を

指
す
な
り
。

●
極
令
了
了
と
は
、 

平
日
の
方
便
無
け
れ
ば
、
了
了
と
成

る
コ
ト
能
わ
ず
。
故
に
平
日
の
方
便
を
、
次
下
四
五
の
段

に 

之
を
説
く
。
了
了
の
言
ば
、
是
れ
正
受
な
り
。

●
閉
目
開
目
と
は
、
此
れ
は
、
定
中
に
閉
目
・
開 

目
ス
ル

な
り
。
閉
目
・
開
目
は
、
思
惟
・
正
受
に
通
ず
れ
ド
モ
、

今
は
定
中
の
閉
目
・
開
目
な
り
。 

観
成
就
ス
レ
バ
、
出
定

の
時
も
浄
境
を
見
る
。
亦
た
出
定
の
時
に
も
、
苦
空
等
の

説 

法
音
声
を
聴
く
な
り
。
此
の
如
く
に
は
、
只
だ
ナ
ラ
ヌ

ホ
ド
ニ
、「
唯
除
睡
時 115 

」と
来
る『
経
』文
の
次
第
な
り
。

●
不
令
散
失
と
は
、
六
塵
の
境
に
放
散
す
る
コ
ト
莫
か
れ

と
な
り
。

●
唯
除
睡
時
と
は
、
有
る 

本
に
は
、「
唯
除
食
時 116 

」
と

云
う
。
霊
芝
は
、「
食
」
の
本
に
依
り
て
釈
を
作
す 117

。

今
家
は
、「
睡
」
の
本
を
用
う
。 

「
食
時
」
と
云
う
は
、
其
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の
理
、
極
成
せ
ず
。
謂
わ
く
、
憶
想
断
ぜ
ざ
る
を
以
て
其

の
要
と
す
。
何
ぞ 

食
時
を
除
か
ん
。
食
時
に
は
、
余
念
も

雑
起
す
る
も
の
な
り
。
睡
時
は
無
念
な
り
。
の
故
に
、「
食
」

の
字
の『
経
』 ［587b

］本
は
、
其
の
義
、
未
だ
穏
な
ら
ず
。

故
に
古
来
よ
り
「
睡
時
」
の
『
経
』
本
を
正
と
す
。
証
定

指
授
の
高
判
、 「
睡
時
」
に
作
る
。
何
ぞ
異
議
存
ら
ん
や
。

尚
お
『
記
』
に
択
瑛
法
師
の
印
板
奥
書
に 「
此
の
本
食
時
、

睡
時
に
作
る 118 

」
と
云
う
を
出
シ
テ
委
し
く
釈
す 119 

往

き
て
看
よ
。
元
祖
大
師
の
仰
せ
に
因
ら
ば
「
一
食
間
に
三
度
バ
カ
リ
思
ヒ
出
ン

バ
、
能
き
相
続
ナ
リ 120 

」
ト
。
是
の
食 

時
ニ
ハ
、
余
念
モ
雑
起
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ

バ
、
此
の
如
く
勧
メ
玉
フ
。
思
ヒ
合
ス
ベ
シ
。

●
恒
憶
此
事
と
は
、
今
家
の
「
失 

意
聾
盲
痴
人 121 

」
等

と
言
い
玉
ふ
如
き
釈
意
、
是
れ
な
り

●
如
此
想
者
と
は
、
思
想
の
位
に
は
粗
見
な
り
。 

三
昧
現

前
の
位
に
は
了
了
分
明
な
り
。

●
粗
見
と
は
、「
了
了
」
に
対
シ
テ
「
粗
」
と
云
う
言
ろ
は
、 

「
大
方
」
と
云
う
意
な
り
。
即
ち
、
浄
土
の
相
を
見
れ
ト

モ
、
此
れ
を
「
想
中
の
見
」
と
名
づ
く
。
猶
お
覚
想
有
る

が 

故
に
。
但
だ
し
、
第
六
宝
楼
観
に
「
粗
見 122 

」
と
云

う
は
、
即
ち
正
受
の
位
な
り
。
言
ば
同
じ
く
、
意
は
別
な

り
。
応
に
知
る
べ
し
。

●
若
得
三
昧
と
は
、
正
音
は
三
摩
地
。
此
に
正
定
と
翻

ず
。
或
い
は
等
持
と
云
う
。
れ
「
想
心 

漸
く
微
に
し
て
、

覚
念
頓
に
除
き
、
正
受
と
相
応
シ
テ
、
三
昧
を
証
し
、
真

に
彼
境
の
微
妙
の 

事
を
見
る 123 

」
な
り
。

●
不
可
具
説
と
は
、
彼
土
の
微
妙
の
境
界
は
、「
言
思
に
及

び
難
し
。
唯
、
証
し
て
、
方
に
知
る
べ
し
。
故
に
〈
不
可

具
説
〉
と
云
う 124 

」。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
散
心
の
言
語
、

散
心
の
思
量
に
は
及
ば
ざ
る
な
り
。
扨
、
元
祖
大
師
『
観
経

釈
』、『
漢
語
灯
』
二
巻
、
四
紙 125 「
即
ち
此
の
処
に
於
き
て
『
疏
』

の
修
観
の
法
を
挙
示
す
。
其
の
文
に
曰
わ
く
、〈
即
ち
静
処

に
向
い
て
面
を
西
方
に
向
け
、
正
坐
跏
趺
し
て
一
ら
前
法

に
同
じ
く
せ
よ
。
既
に
心
を
住
し
已
ら
ば
、
徐
々
と
し
て

心
を
転
じ
て
彼
の
宝
地
の
雑
色
分
明
な
る
を
想
え
。
初
想

に
は
多
境
を
乱
想
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
即
ち
定
を
得
る

こ
と
難
し
。
唯
、
方
寸
一
尺
等
を
観
ぜ
よ
。
或
い
は
、
一
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日
・
二
日
・
三
日
、
或
い
は
、
四
・
五
・
六
・
七
日
、
或
い
は

一
月
・
一
年
、
二
・
三
年
等
、
日
夜
行
［588a

］
住
坐
臥
を

問
う
こ
と
無
く
、
身
・
口
・
意
業
、
常
に
定
と
合
せ
よ
。

唯
、
万
事
、
倶
に
捨
て
て
由な

お

失
意
聾
盲
痴
人
の
如
く
な
ら

ば
、
此
の
定
、
必
ず
即
ち
得
易
し
。
若
し
是
の
如
く
な
ら

ず
ん
ば
、
三
業
、
縁
に
随
い
て
転
じ
、
定
想
、
波
を
逐
い

て
飛
ぶ
。
縦
い
千
年
の
寿
を
尽
す
と
も
、
法
眼
、
未
だ
曾

て
開
か
ず
。
若
し
心
、
定
を
得
る
時
、
或
い
は
先
ず
明
相

現
ず
る
こ
と
有
り
、
或
い
は
先
ず
宝
地
等
の
種
種
分
明
な

る
不
可
思
議
の
者
を
見
る
べ
し
。
二
種
の
見
有
り
。
一
に

は
想
見
、
猶
お
、
知
覚
有
る
が
故
に
、
浄
境
を
見
る
と
雖

も
、
未
だ
多
く
明
了
な
ら
ず
。
二
に
は
、
若
し
内
外
の

覚
、
滅
し
、
即
ち
正
受
三
昧
に
入
れ
ば
、
所
見
の
浄
境
、

即
ち
想
見
に
非
ず
。
比
挍
を
為
す
こ
と
を
得
ん
や 126 

〉」

已
上
。

●
仏
告
阿
難
と
は
、
已
下
は
、
勧
発
流
通
な
り
。
此
の
流

通
の
語
は
、
下
の
諸
観
に
各
お
の
有
る
べ
し
。
今
は
真
観

の
初
め
な
る
が
故
に
、
当
観
に
説
き
て
下
に
冠
せ
し
む
る

な
り
。

●
為
未
来
世
と
は
、
在
世
に
通
ず
る
な
り
。

●
一
切
大
衆
と
は
、
今
家
の
意
は
、
五
苦
所
逼
の
凡
夫
、

即
ち
在
世
・
滅
後
の
衆
生
に
通
ず
る
な
り 

。

●
欲
脱
苦
者
と
は
、
浄
土
を
欣
う
人
な
り
。
此
れ
、「
機
の

受
く
る
に
堪
え
信
ず
る
に
堪
う
る
を
簡
ぶ
こ
と
を
明
す
な

り
。
謂
わ
く
、
此
の
娑
婆
生
死
の
身
の
八
苦
・
五
苦
・
三

悪
道
の
苦
等
を
捨
て
ん
こ
と
を
得
ん
と
欲
し
て
、
聞
き
て

即
ち
信
行
せ
ん
者
に
は
、
身
命
を
惜
ま
ず
、
急
に
為
に
之

れ
を
説
け
。
一
人
、
苦
を
捨
て
生
死
を
出
づ
れ
ば
、
真
に

仏
恩
を
報
ず
る
を
以
ち
て
な
り 127 

」
已
上
、『
疏
』。

●
説
是
観
地
法
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
汝
、
阿
難
、
能

く
持
し
て
説
け
と
な
り
。
元
祖
大
師
云
わ
く
『
観
経
釈
』、『
漢
語

灯
』
二
巻
、
五
紙 128 

、「『
双
巻
経
』
に
七
宝
地
を
説
く
と
雖
も
、

而
れ
ど
も
彼
に
は
観
地
往
生
の
旨
を
説
か
ず
。
是
の
故

に
、
只
、
彼
の
『
経
』
を
見
る
の
人
、
未
だ
此
の
旨
を
知

ら
ず
。
然
る
に
、
今
、
此
の
『
経
』
に
至
り
て
、
始
め
て

観
地
往
生
の
旨
を
知
る
な
り
」
已
上
。
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●
除
八
十
億
劫
等
と
は
、
此
れ
自
り
已
後
は
、

八
十
億
劫
が
間
、
生
死
に
流
転
ス
ベ
キ
罪
障
を
除
滅
ス
ル

事
な
り
。
其
の
業
を
ヤ
ハ
リ
置
く
ト
キ
ハ
、
八
十
億
劫
、

流
転
ス
ル
な
り
。『
観
仏
経
』
第
九
六
紙 129 

に
曰
わ
く
、「
過

去
、
空
王
仏
の
時
、
四
比
丘
、
同
じ
く
不
善
業
を
作
し
、

当
に
悪
道
に
堕
す
べ
し
。
其
の
後
、
塔
に
入
り
て
仏
の
大

人
の
相
を
観
ず
。
願
く
は
我
が
罪
を
除
き
た
ま
え
。
是
の

語
を
作
し
已
り
て
、
大
山
の
崩
る
る
が
如
く
、
五
体
を
地

に
投
じ
て
諸
罪
を
懺
悔
す
。
仏
の
眉
間
を
観
じ
、
懺
悔
す

る
因
縁
を
も
て
、
是
れ
従
り
已
後
、
八
十
億
阿
僧
祇
劫
、

悪
道
に
堕
せ
ず
」
已
上
。『
合
讃
』
本
、
七
十
五
紙 130 
、
具
に
之
れ
を
引

く
。
往
き
て
見
よ
。
此
の
経
文
を
以
ち
て
是
れ
従
り
已
後
の
流

転
と
い
う
こ
と
、
応
に
知
る
べ
し
。
譬
え
ば
、
金
を
借
り

て
其
の
償
い
に
、
十
年
、
人
に
遣
わ
る
る
に
、
若
し
金
を

返
せ
ば
、
今
日
よ
り
遣
わ
れ
ず
と
言
う
が
如
し
此
の
喩
ニ
テ
知

ル
ベ
キ
事
な
り
。
爾
ル
ニ
滅
罪
の
義
、
世
人
、
多
く
誤
る
が
故
に
、
今
、
経
文
を
引

き
之
れ
を
証
す
。
扨
、「
除
八
十
億
」
等
と
は
、
此
れ
は
八
十
億

劫
ア
リ
タ
ケ
ノ
罪
を
滅
ス
ル
な
り
。
爾
る
に
浅
観
に
滅
罪

多
く
、
深
観
に
滅
罪
少
き
は
何
な
る
由
ぞ
と
云
う
に
、
此

れ
、
機
の
浅
深
に
依
り
て
滅
罪
に
多
少
の
不
同
有
り
。
境

の
浅
深
に
依
ら
ず
。
然
る
所
以
は
、
惣
じ
て
観
行
者
に
次

第
観
の
者
有
り
、
横
入
の
者
有
り
。
若
し
次
第
観
に
約
す

れ
ば
一
切
の
罪
障
、
頓
に
此
の
地
観
に
滅
し
て
、
後
観
に

至
り
て
滅
す
る
こ
と
無
し
。
行
者
、
有
ス
ル
ホ
ド
ノ
罪
は

皆
、
地
観
に
滅
ス
ル
な
り
。
若
し
横
入
の
者
に
約
す
れ

ば
、
其
の
観
、
成
ず
る
に
随
い
て
何
れ
の
観
ナ
リ
ト
モ
、

罪
障
、
滅
ス
ル
コ
ト
不
同
な
り
。
暗
に
此
の
二
機
を
顕
し

て
、
滅
罪
を
説
く
こ
と
不
同
な
り
。
且
く
『
記
』
の
意
に

憑
ら
ん
に
、
謂
わ
く
、
観
観
の
滅
罪
、
不
同
有
る
所
以
は
、

「
一
一
の
行
者
、
其
の
数
、
多
き
が
故
に
所
有
の
罪
体
、
随

い
て
［589a

］
亦
た
、
無
量
な
り
。
各
お
の
一
辺
の
機
に

約
し
て
一
観
の
滅
罪
を
説
く
。
地
観
の
人
の
中
に
、
五
万

を
滅
す
る
者
有
る
べ
し
。
座
観
の
人
の
中
に
、
八
十
を
滅

す
る
者
有
る
べ
し
。
若
し
爾
ら
ず
ん
ば
、
八
十
滅
罪
の

外
、
無
量
罪
を
滅
せ
ざ
る
の
咎
有
り
。
若
し
爾
り
と
許
さ

ば
、
地
観
の
行
人
、
生
ず
る
こ
と
得
べ
か
ら
ず
。
無
量
の
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罪
有
る
が
故
に
。
若
し
重
罪
有
り
と
雖
も
、
往
生
す
と
云

わ
ば
、
是
の
処
り
有
る
こ
と
無
し
。
又
た
下
上
品
の
如
く

ん
ば
、
五
十
の
罪
を
滅
し
て
、
尚
お
、
往
生
す
る
こ
と
を

得
。
即
ち
五
十
の
外
に
八
十
の
罪
無
き
を
以
ち
て
の
故

に
。
下
中
品
の
八
十
、
亦
復
た
是
の
如
し
。
即
ち
八
十
の

外
に
十
箇
の
八
十
億
の
罪
無
き
を
以
ち
て
の
故
に 131 

」。

今
、「
地
観
の
行
人
は
、
唯
、
八
十
億
劫
の
罪
の
み
有
り
。

乃
至
、
座
観
の
行
者
は
、
唯
、
五
万
劫
の
罪
の
み
有
り
。

仏
、
彼
の
罪
の
多
少
に
随
い
て
、
八
十
等
と
云
う
。
是
れ

観
力
に
必
ず
差
別
有
る
に
非
ず 132 
」。「
此
れ
を
以
ち
て

験
か
に
知
り
ぬ
、
一
々
の
観
毎
に
、
各
お
の
一
機
に
約
し

て
一
の
滅
罪
を
説
く
な
り 133 

」。「
但
し
楼
観
に
〈
除
無

量
罪 134 

〉
と
説
く
は
、
合
し
て
樹
・
池
・
楼
の
滅
罪
を

明
す
。
故
に
相
違
の
過
無
し 135 

」
已
上
、『
記
』
二
巻
、
卅
六
紙
、

同
、
四
十
二
紙
。
両
処
の
釈
意
な
り 136 

。
尚
お
、
亦
た
下
の
楼
観
の

終
り
に
至
り
て
之
れ
を
弁
ず
べ
し
。
扨
、「
除
」
と
は
、
無

漏
の
聖
境
を
拝
見
す
る
の
時
、
有
漏
罪
は
皆
、
悉
く
滅

す
。
有
漏
・
無
漏
、
敵
対
の
法
な
る
が
故
に
。
但
し
、
種

子
断
を
言
う
に
は
非
ず
。
牽
果
の
種
子
を
除
く
と
云
う
義

な
り
。
喩
え
ば
、
イ
リ
カ
ラ
シ
タ
ル
種
の
如
し
。
焼
鍋
に

芥
子
を
入
ル
丶
ニ
、
其
の
儘
、
種
子
を
滅
す
。
一
粒
も
焼

か
ザ
ル
ハ
無
き
な
り
。

●
捨
身
他
世
と
は
、
此
れ
に
両
点
有
り
。「
身
を
捨
て
て
他

世
に
」
ト
訓
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
捨
身
は
娑
婆
現
在
の
身
な
り
、

他
世
は
極
楽
な
り
。
是
れ
、
流
転
の
情
に
約
し
て
浄
土
を

他
世
と
云
う
。
是
れ
［589b

］
現
在
に
対
し
て
未
来
を
他

世
と
云
う
。
其
の
実
は
、
浄
土
は
本
国
な
り
。
又
た
、「
身

を
他
世
に
捨
て
」
と
訓
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
極
楽
を
本
国
と
す
、

娑
婆
を
他
世
と
す
る
な
り
。
但
し
、
後
義
を
正
と
す
。

●
心
得
無
疑
と
は
、『
疏
』
に
此
れ
「
修
因
正
念
に
し
て
疑

い
を
雑
じ
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
と
い
う
こ
と
を
明
す
な
り
。 

若
し
、
其
れ
疑
い
を
雑
じ
う
れ
ば
往
生
を
得
と
雖
も
、
華

に
含
ま
れ
て
未
だ
出
で
ず
。
或
い
は
、
辺
界
に
生
ま
れ 

或

い
は
、
宮
胎
に
堕
ち
る
を
以
ち
て
の
故
に 137 

」『
疏
』
意
。

●
若
他
観
者
と
は
、『
経
』
に
或
い
は
妄
想
と
云
い
、
亦
た

は
他
観
と
名
づ
け
、
亦
た
は
邪
観
と
名
づ
く
。
言
う
こ
こ
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ろ
は
、
観
想
の
時
、
愛
見
等
を
雑
じ
う
る
者
の
、
境
、
現

ず
る
時
に
至
り
て
妄
境
即
現
す
。
故
に
、
妄
を
雑
じ
う
る

観
を
名
づ
け
て
邪
観
と
す
。
亦
た
は
、
他
観
と
名
づ
く
。

●
名
為
邪
観
と
は
、
邪
見
観
と
言
う
に
は
非
ず
外
道
邪
見
の
邪

と
同
じ
に
非
ず
。
彼
の
正
境
に
非
ざ
る
が
故
に
、
正
に
対
し
て

且
く
邪
と
云
う
な
り
往
生
浄
土
観
に
非
ず
。
是
れ
偏
邪
な
り
。
地
を
観

ず
る
に
地
を
見
る
は
、
心
境
相
応
の
故
に
名
づ
け
て
正
観

と
す
。 

若
し
、
地
を
観
ず
る
に
地
を
見
ず
、
余
の
雑
境
等

を
見
る
は
、
心
境
不
相
応
の
故
に
邪
と
名
づ
く
な
り
。 

『
疏
』

日
観
の
下
、
並
び
に
『
記
』
一
巻
、
六
十
二
紙
、
取
意
。 138 

扨
、
経
文
の

面
を
見
る
に
正
し
く
能
観
の
智
の
方
に
約
し
て
邪
正
を
分

別
す
る
様
に
見
ゆ
る
な
り
。
既
に
、「
作
是
観
者
」
と
云
え

ば
、
境
の
方
に
邪
正
有
る
様
に
は
見
え
ざ
る
な
り
。 
爾
れ

ど
も
、
能
観
の
心
に
元
来
、
邪
有
る
が
故
に
、
能
観
に
心

ヒ
カ
レ
テ
雑
境
現
じ
て
心
境
不
相
応
ナ
レ
バ
、
畢
竟
能
所

共
に
懸
く
る
事
な
り
。
又
た
、『
群
疑
論
』
四
巻
、
六
紙 139 

に
、
邪
正
の
分
別
有
り
。
今
と
其
の
意
別
な
り
。
彼
れ
は

一
義
に
し
て
、
今
『
経
』
に
取
用
べ
か
ら
ず
上
来
、『
記
』
一
巻

終
の
取
意 140 

。
感
師
の
釈
『
記
』
所
引
、
往
き
て
看
よ
。

第
四
宝
樹
観
の
下
、「
樹
観
の
来
意
は
、
前
の
地
は
惣
じ
て

所
依
能
持
を
観
ず
。
自
下
は
別
し
て
［590a

］
能
依
所
持

を
観
ず
。
中
に
於
き
て
先
ず
林
樹
を
観
る
に
土
地
の
所
生

は
艸
木
を
先
と
す
る
が
故
に
。
故
に
前
観
に
次
ぎ
て
此
の

観
、
来
た
れ
り
。
問
う
。
若
し
爾
ら
ば
、
何
ぞ
宝
艸
観
無

き
や
。
又
た
、
樹
と
言
う
は
、
何
等
の
樹
ぞ
や
。
答
う
。

言
う
所
の
樹
と
は
、『
大
経
』
の
説
に
依
り
て
栴
檀
樹
な
り 

141 

。『
称
讃
経
』
に
依
ら
ば
多
羅
樹
な
り 142 

。
凖
知
す

る
に
、
宝
艸
、
亦
た
有
る
べ
し
と
雖
も
、
且
く
蓮
華
を
説

き
て
余
は
之
れ
を
略
す
の
み
。
又
た
因
に
宝
艸
の
説
を
出

だ
さ
ば
、『
浄
土
論
』
に
宝
性
功
徳
艸
柔
軟
左
右
旋 143 

と

云
う
。『
要
集
』
に
五
妙
境
界
楽
を
釈
し
て
曰
わ
く
、「
名

華
軟
艸
、
処
に
随
い
て
有
り
。
柔
軟
香
潔
、
触
る
者
、
楽

を
生
ず 144 

」。『
央
堀
経
』
第
三
に
曰
わ
く
、「
爾
時
に
世

尊
、
祇
陀
林
給
孤
独
園
に
入
り
、
師
子
座
に
昇
る
。
三
千

大
千
世
界
の
地
、
平
ら
な
る
こ
と
掌
の
如
し
。
柔
軟
艸
を

生
ず
る
こ
と
、
安
楽
国
の
如
し 145 

」
と
。
智
光
・
清
海
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感
得
の
曼
荼
に
も
亦
た
宝
艸
有
り
。
観
る
べ
し 146 

」已
上
、

『
合
讃
』。

●
一
一
観
之
と
は
、
彼
の
土
の
並な

み
き木

、
無
量
無
数
な
り
。

其
れ
を
一
一
に
と
云
う
コ
ト
な
り
。
此
れ
亦
た
其
の
一
界

一
界
に
就
き
て
云
う
事
な
り
。
即
ち
根
・
茎
・
枝
・
条
・
葉
・

華
・
菓
を
一
一
に
之
れ
を
観
ぜ
よ
と
な
り
。

●
七
重
と
は
、
此
れ
竪
に
七
宝
を
以
ち
て
根
・
茎
・
枝
・
条
・

葉
・
華
・
菓
の
七
を
成
ず
。
故
に
七
重
と
云
う
。
横
の
七

行
に
は
非
ず
。
此
れ
一
樹
の
荘
厳
な
り
。「
是
の
如
く
七

宝
、
互
い
に
根
・
茎
等
の
七
を
成
ず
れ
ば
、
七
七
、四
十
九

重
な
り
。
其
の
上
、
或
い
は
一
宝
を
一
樹
と
為
す
者
有

り
。
或
い
は
二
・
三
・
四
、
乃
至
、
百
千
万
億
不
可
説
の
宝

を
一
樹
と
す
る
者
あ
り 147 

」。
已
上
、『
疏
』
の
意
な
り
。

又
た
、
次
に
、「
此
の
義
、『
弥
陀
経
義
』
の
中
に
已
に
広

く
論
じ
竟
る 148 

」と
釈
せ
り
。
因
に『
弥
陀
経
義
』の
事
、

『
記
』
に
云
わ
く
、「
彼
の
『
弥
陀
経
義
』、
未
だ
此
の
土
に

来
た
ら
ず 149 

」
已
上
。
冏
師
『
礼
讃
見
聞
』
の
［590b

］

上
四
十
七
紙
に
云
わ
く
、「
鎮
西
の
御
弟
子
、
白
蓮
社
、『
弥

陀
経
義
』
を
尋
ね
ん
が
為
に
師
の
仰
せ
に
依
り
て
入
宋
す

と
雖
も
、
宋
朝
に
も
無
き
が
故
に
、『
弥
陀
義
』
伝
来
無
し 

150 

」
已
上
。『
礼
の
記
』
上
廿
八
紙
に
「
入
唐
の
僧 151 

」
と

有
り
。『
糅
鈔
』
卅
八
二
紙
に
云
わ
く
、「
伝
え
風 152 

、
是

れ
『
大
経
』
の
疏
な
り
。
但
し
、『
弥
陀
義
』
古
今
、
伝
を

絶
つ
。
只
、『
証
定
』
に
名
を
聞
く
を
、
愚
眼
を
篆
婁
に
懸

け
ず
。
空
し
く
真
文
に
譲
る
を
見
て
不
審
を
玉
章
に
開
か

ず
。
恨
む
べ
し
、
恨
む
べ
し 153 

」
已
上
。
白
蓮
社
、
諱
は

宗
円
或
い
は
円
心
と
云
う
。
初
め
は
天
台
証
真
の
門
人
と
為
り
、

後
、
弁
師
を
師
と
す
。
天
福
元
年
、
弁
師
の
命
を
受
け
て

遥
に
宋
地
に
入
り
て
『
弥
陀
経
義
』
を
求
索
す
る
に
、
遂

に
得
ず
。
恵
遠
の
宗
流
を
廬
山
の
睿
師
に
伝
え
、
梵
音
の

書
を
文
恵
大
師
に
受
く
。
帰
朝
の
後
に
大
い
に
宗
教
を
興

し
、
師
道
を
輔
翼
す 154 

と
云
云
。『
楷
定
記
』
三
十
六
紙
に

云
わ
く
、「
世
に
一
巻
偽
造
の
者
有
り
。
文
体
・
義
勢
、
言

う
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
甞む

か
し、

鎮
西
に
於
き
て
高
麗
国
の
貢

の
使
い
に
遇
い
て
、
試
み
に
問
う
。
彼
の
国
、
其
の
本
有

り
や
。
彼
、
曰
わ
く
、
之
れ
有
り
。
但
し
、
専
ら
浄
土
一
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乗
宗
義
を
立
て
て
、
広
く
諸
宗
権
実
の
論
を
破
す
る
を
以

ち
て
の
故
に
、
之
れ
を
禁
裏
に
秘
し
て
、
妄
り
に
宣
伝
せ

ず
と
云
云
。
稍や

や

、
今
釈
と
符
合
す
。
何
と
な
れ
ば
、
此
の
七

重
義
、
及
び
八
徳
の
義
、
彼
の
広
を
指
す
。
故
に
験
か
に

知
り
ぬ
、
彼
の
文
、
広
く
諸
義
を
明
す
こ
と
を
。
彼
が
云

わ
く
、
其
の
文
、
乃
ち
百
巻
有
り
と
。
良
に
以ゆ

え

有
る
を
や 

155 

」
已
上
。

●
行
樹
と
は
、
行
の
字
、
ナ
ミ
ト
訓
ず
。
並な

み
き木

の
事
な

り
。
林
樹
、
多
し
と
雖
も
、
行
行
整
直
し
て
雑
乱
無
し
。

●
想
と
は
、
仮
想
・
思
惟
な
り
。

●
一
一
樹
高
と
は
、
長
・
短
・
老
・
少
・
初
生
・
漸
長
の

者
無
し
。
正
覚
同
時
に
成
ず
る
樹
の
故
に
、
更
に
高
下
無

き
な
り
。

●
八［591a

］千
由
旬
と
は
、
此
れ
樹
の
分
量
を
明
す
な

り
。
由
旬
に
就
き
て
大
小
の
異
有
れ
ど
も
、
今
は
四
十
里

を
一
由
旬
と
為
し
て
八
千
由
旬
な
り
。
浄
土
の
荘
厳
は
非

数
量
の
上
の
数
量
に
し
て
、
無
方
の
荘
厳
な
り
。
無
漏
の

境
界
に
し
て
凡
夫
の
思
慮
に
落
ち
ず
。
今
観
、
行
者
の
境

に
且
く
八
千
由
旬
と
説
く
。
此
の
能
観
の
機
の
心
ヤ
ス
メ

ニ
分
量
を
説
く
。
若
し
分
量
無
く
ん
ば
、
バ
ッ
ト
シ
テ
境

を
取
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故
な
り
。
観
成
に
は
定
め
て
高

大
の
樹
を
見
る
べ
き
な
り
。
爾
る
に
『
疏
』
に
「
量
と
言

う
は
、
一
々
の
樹
の
高
さ
三
十
二
万
里 156 

」
と
釈
せ
り
。

是
れ
四
十
里
を
一
由
旬
と
す
。
八
千
由
旬
は
三
十
二
万
里

に
当
る
な
り
。

●
七
宝
華
葉
と
は
、
是
れ
根
・
茎
・
枝
・
条
・
菓
の
五
を

略
し
て
、
華
・
葉
の
二
を
説
く
。
故
に
「
無
不
具
足 157

」

と
云
う
。
此
れ
は
、
雑
樹
を
説
く
。『
大
経
』
に
は
、
純
樹

と
も
説
く
。
本
よ
り
純
雑
の
樹
、
有
る
が
故
に
。

●
一
一
華
葉
と
は
、
此
れ
も
具
に
は
、
根
・
茎
等
と
云
う

べ
し
。
略
説
す
る
な
り
。

●
作
異
宝
色
と
は
、
青
色
と
は
、
青
色
中
よ
り
、
黄
色
の

光
を
出
だ
す
等
、
次
下
に
之
れ
を
説
け
り
。

●
瑠
璃
色
中
と
は
、
琉
璃
は
碧
の
色
な
り
、
玻
瓈
は
、
色

に
赤
・
白
有
り
。
今
、
白
色
を
取
る
。
瑪
璃
は
赤
色
な
り
、

硨
磲
は
色
に
青
・
白
有
り
。
今
、
白
色
を
取
る
。
真
珠
は



研究ノート

117　『観無量寿経随聞講録』巻中之一　書き下し

色
に
亦
、
青
・
白
有
り
、
又
た
赤
色
有
り
。
今
、
青
色
を

取
る
。
即
ち
緑
真
珠
な
り
。
緑
と
は
黄
の
間
の
色
な
り
。

●
緑
真
珠
と
は
、
色
に
随
い
て
、
称
と
す
。
真
珠
に
多
種

あ
り
。
赤
・
白
・
縁
等
な
り
。
白
色
は
最
下
な
り
。
蛤
等

よ
り
出
づ
。

●
珊
瑚
琥
珀
等
と
は
、
下
は
能
荘
厳
、
上
は
所
荘
厳
な
り
。

●
妙
真
珠
網
と
は
、
珠
を
以
ち
て
網
を
造
る
な
り
。

●
弥
覆
樹
上
と
は
、
此
れ
は
樹
体
を
離
れ
て
、
空
裏
の
荘

厳
な
り
。
今
時
の
笠
鉾
の
様
に
し
て
、
七
段
に
［591b

］

繋
く
る
故
に
、「
有
七
重
網
」
と
云
う
。
日
本
ニ
テ
モ
、
中

比
長
崎
よ
り
来
る
網
あ
り
、
皆
な
珠
を
以
ち
て
之
れ
を
造

る
。
伝
え
風
、
此
の
網
、
唐
の
玄
宗
、
揚
貴
妃
が
為
に
、

作
す
所
の
網
な
り
と
。
類
し
て
応
に
知
る
べ
し
。

●
有
七
重
網
と
は
、
上
よ
り
下
へ
段
々
に
七
通
り
ア
ル
ヲ

七
重
と
云
う
な
り
。

●
如
梵
王
宮
と
は
、
惣
じ
て
喩
え
に
現
量
と
聖
教
量
と
有

り
。
此
れ
等
は
、
皆
、
聖
教
量
に
約
し
て
説
き
給
う
な

り
。
仏
、
余
処
に
て
、
梵
王
宮
の
相
を
説
き
た
ま
う
。
故

に
、
今
以
ち
て
之
れ
を
喩
え
た
ま
う
。「
問
う
。
下
界
の

人
、
梵
宮
を
見
ず
、
何
ぞ
比
類
と
す
る
。
答
う
。
余
の
聖

教
の
中
、
処
々
に
広
く
上
界
の
相
を
説
き
た
ま
う
。
故
に

衆
会
皆
、
梵
王
宮
殿
を
知
る
。
是
れ
聖
教
量
な
り
。
例
せ

ば
、
諸
経
に
他
の
浄
土
を
説
き
て
、
皆
、〈
亦
如
西
方
極
楽
〉

と
云
う
が
如
し 158 

」
已
上
、『
記
』
二
巻
、
七
紙
。 

特
に
『
今
経
』

の
中
、
譬
説
、
此
の
類
有
り
。
此
れ
を
以
ち
て
、
意
を
得

べ
し
。

●
釈
迦
毘
楞
伽
と
は
、
摩
尼
の
名
な
り
亦
た
如
意
珠
と
曰
う
。
此

に
能
勝
と
云
う
。『
宝
炬
陀
羅
尼
経
』
に
如
意
珠
に
三
種
有

り
。
毘
楞
伽
は
彼
の
第
二
な
り
。
即
ち
純
金
色
の
摩
尼
宝

な
り 159 

。『
宝
篋
経
』
に
曰
わ
く
、「
毘
楞
伽
宝
は
帝
釈

の
頸
に
在
り
。
遍
く
三
十
三
天
を
照
す
。
一
切
の
所
有
、

皆
、
悉
く
照
見
す 160 

」
と
。
摩
尼
宝
と
は
此
に
は
離
垢

と
云
う
。
言
う
こ
こ
ろ
は
此
の
宝
光
浄
に
し
て
、
垢
穢
の

為
に
染
せ
ら
れ
ず
。『
探
玄
記
』
二
巻
十
六
紙
に
云
わ
く
、「
珠

の
通
名
と
。
応
法
師
の
釈
に
は
正
に
末
尼
と
云
う
。
即
ち

珠
の
惣
名
な
り
」
と
。 161
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●
猶
如
和
合
百
億
日
月
と
は
、
此
れ
は
光
明
ノ
ア
キ
ラ
カ

ナ
ル
ヲ
喩
う
る
な
り
。
日
月
、
照
ら
す
所
の
境
の
分
量
を

喩
う
る
に
あ
ら
ず
。
既
に
日
月
は
四
天
下
を
照
ら
す
。
摩

尼
、
何
ぞ
百
由
旬
を
照
さ
ざ
ら
ん
や
。
之
れ
を
以
ち
て
知

る
べ
し
。
浄
土
の
光
明
は
日
月
の
光
に
勝
ぐ
る
る
こ
と
、

百
億
倍
な
り
。
証
真
の『
疏
鈔
』に
云
わ
く［592a

］「
問
う
。

一
の
日
、
尚
お
数
万
由
旬
を
照
ら
す
。
況
ん
や
百
億
の
日

の
如
く
な
ら
ば
、
何
ぞ
但
、
百
由
旬
な
ら
ん
や
。 

答
う
。

彼
土
の
光
明
は
余
光
に
蔽
さ
れ
て
、
遠
く
を
照
さ
ざ
る
の

み
。
月
、
明
ら
か
な
り
と
雖
も
日
に
対
し
て
照
ら
さ
ざ
る

が
如
し 162 

」已
上『
記
』二
巻
、
八
紙
。 

又
た『
楷
定
記
』に「
一

義
有
り
。
謂
わ
く
、
一
珠
の
照
ら
す
所
、
百
由
旬
な
り
と

雖
も
、
珠
の
数
、
既
に
五
百
億
有
る
を
以
ち
て
、
還
り
て

百
億
の
日
月
に
和
合
す
る
が
如
く
な
ら
ん 163 

」『
定
』
三
巻
、

廿
四
紙
。

●
不
可
具
名
と
は
、
言
語
及
ば
ざ
る
所
な
る
が
故
に
。
又

た
其
の
光
を
弁
別
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。

●
衆
宝
間
錯
等
と
は
、
其
の
光
の
色
、
衆
宝
相
い
雑
り
て

色
中
の
最
上
ナ
ル
モ
ノ
な
り
。

●
行
々
と
は
、
並
み
並
み
と
云
う
こ
と
な
り
。「
行
々
」
の

二
字
、
ナ
ミ
ナ
ミ
ト
訓
ず
。
並
木
の
事
な
り
。

●
相
当
と
は
、
並
木
、
両
方
相
い
叶
い
、
出
入
の
无
き
事

な
り
。
霊
芝
の
曰
わ
く
、「
当
は
猶
お
対
の
ご
と
し 164 

」。

●
相
次
と
は
、
葉
の
カ
サ
ナ
リ
様
、
次
第
に
見
事
ナ
ル
ヲ

云
う
な
り
。
霊
芝
の
曰
わ
く
、「
相
次
と
は
鱗
の
接
す
る
が

如
し 165 

」。

●
縦
広
と
は
、
竪
横
な
り
。
南
北
を
縦
と
曰
い
、
東
西
を

横
と
曰
う
。

●
二
十
五
由
旬
と
は
、
計
る
に
一
千
里
な
り
。

●
華
上
自
然
有
七
宝
果
と
は
、
浄
土
は
華
果
同
時
な
り
。

穢
土
の
華
、
落
ち
て
後
、
果
を
成
ず
る
類
に
非
ず
。

●
百
種
画
と
は
、
葉
の
ス
ヂ
な
り
。
霊
芝
の
曰
わ
く
、「
即

ち
葉
上
の
痕
脉
な
り 166 

」。

●
如
天
瓔
珞
と
は
、「
天
」
は
称
美
の
辞
な
り
。
霊
芝
の
曰

わ
く
「
其
の
文
に
状
ど
る
な
り 167 

」
已
上
。
爾
れ
ば
此
の

方
ニ
テ
、
ザ
ウ
ガ
ン
ナ
ド
ヲ
入
レ
テ
彩
ど
る
如
く
ナ
ル
か
。
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●
有
衆
妙
華
と
は
、『
疏
』
に
「
葉
に
妙
華
有
り
て
、
色
、

天
金
に
比
し
、
火
輪
に
相
い
喩
う 168 

」
と
已
上
。
凡
そ
金

は
欲
界
の
中
、
勝
れ
タ
ル
色
な
り
。
況
ん
や
天
金
を
や
。

●
旋
火
輪
と
は
、
円
相
の
貌
に
喩
う
る
な
り
。
霊
芝
の
曰

わ
く
、［592b
］「
其
の
華
、
旋
転
し
て
猶
し
世
の
風
車
の

ご
と
し 169 

」。

●
婉
転
葉
間
と
は
、「
婉
」
は
順
な
り
。「
転
」
は
旋
な
り
。

上
声
に
呼
べ
。
自
ら
転
ず
る
な
り
。

●
涌
生
諸
果
と
は
、
今
家
の
意
ナ
レ
バ
、「
涌
生
せ
る
諸
果
」

と
訓
ず
。
知
礼
・
霊
芝
等
の
意
ナ
レ
バ
、「
諸
果
を
涌
生
せ

る
」
と
訓
ず
。

●
如
帝
釈
瓶
と
は
、
今
家
の
意
は
、
生
ず
る
所
の
菓
の
形

に
喩
う
。『
疏
』
に
「
喩
を
借
り
て
、
以
ち
て
、
果
の
相
を

標
す
る
こ
と
を
明
す 170 

」と
釈
す
。『
記
』に
云
わ
く
、「
問

う
。
瓶
を
華
に
喩
う
と
や
せ
ん
、
果
に
喩
う
と
や
せ
ん
。

答
う
。
是
れ
、
華
に
喩
う
る
に
非
ず
。
華
を
第
七
の
段
と

し
、
果
を
ば
第
八
の
段
と
す
。
故
に
『
白
蓮
記
』 171 

に
云

わ
く
、〈
果
は
帝
釈
の
瓶
の
如
し
〉 172 

」『
記
』
二
巻
、
九
紙
。

亦
た
、
知
礼
の
意
は
、
華
の
徳
用
に
喩
う
。
彼
の
『
抄
』『
妙

宗
抄
』
四
巻
、
三
紙
に
云
わ
く
。「
今
、
妙
華
の
、
諸
果
を
涌
生

せ
る
は
、
彼
の
天
瓶
の
、
種
々
の
物
を
出
す
が
如
く
な
る

を
以
ち
て
の
故
に
、
以
ち
て
之
れ
を
喩
う 173 

」
帝
釈
に
一
瓶

有
り
。
名
づ
け
て
徳
瓶
と
曰
う
。
彼
従
り
種
々
の
物
を
出
だ
す
。
具
さ
に
は『
大
論
』

第
十
三
巻
、
三
紙 174 

に
引
く
。
往
き
て
見
よ
。
又
た
、
霊
芝
の
意

は
、
果
の
量
の
大
き
さ
に
喩
う
。
彼
の
『
疏
』
中
巻
、
四
十
八

紙
に
云
わ
く
、「
帝
釈
殿
の
前
に
瓶
有
り
。
其
の
量
を
測
る

こ
と
莫
し
。
葉
を
以
ち
て
果
を
度
る
に
、
其
の
大
き
さ
を

知
る
べ
し 175 

」
と
。
是
れ
、
並
び
に
、
今
の
意
に
非
ず
。

依
用
す
べ
か
ら
ず
。
今
家
の
意
、
涌
生
せ
る
諸
果
、
其
の

形
、
帝
釈
瓶
と
如
し 176 

と
見
る
ベ
キ
な
り
。
此
れ
亦
た

聖
教
量
な
り
。

●
映
現
三
千
大
千
世
界
等
と
は
、
初
め
に
は
、
娑
婆
の
仏

事
を
現
ず
る
こ
と
を
明
す
。
霊
芝
の
意
、
三
千
界
は
穢
土

な
る
が
故
に
応
身
八
相
の
化
義
を
現
ず 177 

と
。
是
れ
、

一
切
仏
事
と
ア
レ
バ
、
穢
土
の
八
相
示
現
の
仏
事
と
見
ユ

ル
な
り
。
今
家
の
意
も
、 

穢
土
の
義
に
通
ず
。
次
の
『
科
』
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に
「
十
方
浄
土 178 

」
と
云
う
が
故
に
。
爾
れ
ば
、
初
め

の
三
千
大
千
は
穢
土
、
次
の
十
方
仏
国
は
浄
土
と
見
ユ
ル

な
り
。
次
に
は
、
十
方
の
仏
国
を
現
ず
る
こ
と
を
明
す
。

当
に
知
る
べ
し
。
上
は
仏
事
、
下
は
仏
国
。
皆
、
宝
葢
の

中
に
現
ず
。
又
た
一
義
に
云
わ
く
、
映
現
三
千
と
は
、

［593a

］
極
楽
の
依
正
二
厳
を
現
ず
る
な
り
言
う
こ
こ
ろ
は
、
穢

土
の
量
を
借
り
て
極
楽
を
現
ず
る
こ
と
を
顕
わ
す
な
り
。

●
十
方
仏
国
と
は
、
他
方
浄
土
を
現
ず
る
な
り
。
是
れ
、

初
義
は
浄
・
穢
相
対
な
り
。
又
た
一
義
は
、
自
土
・
他
土

相
対
な
り
。

●
見
此
樹
已
と
は
、
三
昧
現
前
正
受
位
の
見
な
り
。『
科
』

に
「
結
観
成
相 179 

」
と
云
う
。「
観
成
相
と
は
、
観
成
の

位
に
於
き
て
、
始
め
て
宝
樹
を
見
る
を
、
観
成
相
と
名
づ

く
。
即
ち
、『
経
』
の
〈
見
此
樹 180 

〉
の
文
を
指
す
。
言

う
所
の
〈
結
〉
と
は
、『
経
』
の
〈
已
〉
の
字 181 

を
指
す
。

謂
わ
く
、
樹
を
見
已
り
て
更
に
重
ね
て
観
ず
べ
し
。
後
の

重
観
に
待
し
て
、
則
ち
結
と
な
づ
く
る
な
り 182 

」『
記
』
二

巻
、
十
一
紙
。

●
亦
当
次
第
等
と
は
、
根
・
茎
等
の
事
に
於
き
て
、
一
一

に
次
第
に
之
れ
を
観
じ
て
、
雑
乱
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
な

り
。
此
れ
は
、
観
成
な
り
と
雖
も
、
思
想
の
位
に
摂
し
て
、

「
一
一
観
之
」
と
説
く
。
此
れ
は
思
惟
粗
見
の
位
な
り
。
言

う
こ
こ
ろ
は
、
観
成
の
位
に
、
前ま

え
か
た方
の
境
の
現
ず
る
を
、

一
一
に
之
れ
を
観
ぜ
よ
と
な
り
。
其
れ
を
次
第
し
て
乱
れ

ざ
る
様
に
観
ズ
ル
こ
と
な
り
。「
問
う
。
二
・
三
両
段
、
何

の
差
別
有
る
や
。
答
う
。
第
二
段
は
思
惟
粗
見
の
位
を
明

す
。
第
三
段
は
正
し
く
正
受
了
了
見
の
位
を
明
す 183 

」

『
記
』
二
巻
、
十
一
紙
。

●
観
見
等
と
は
、
此
れ
、
正
し
く
正
受
了
了
見
の
位
を
明

す
。

●
樹
茎
等
と
は
、
樹
樹
の
根
な
り
。

第
五
宝
池
観
の
下
、
池
観
の
来
意
は
、
樹
林
の
間
に
池
水

有
り
。
故
に
相
い
次
ぎ
て
以
ち
て
来
た
れ
り
。
宝
樹
、
精

な
り
と
雖
も
、
若
し
池
水
無
く
ん
ば
、
亦
た
、
未
だ
好
と

名
づ
け
ず
。
一
に
世
界
を
空
な
ら
ざ
ら
ん
が
為
、
二
に
依

報
を
荘
厳
せ
ん
が
為
、
此
の
義
に
為
る
が
故
に
、
此
の
池
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渠
の
観
有
る
な
り
。『
科
』
に
「
牒
前
生
後 184 

」
と
は
、

是
れ
生
後
の
句
な
り
。
牒
前
有
る
べ
し
と
雖
も
、
之
れ
を

略
す
。
但
し
、『
科
』
に
「
牒
前
」
と
云
う
は
、
生
後
有
る

を
以
ち
て
、
牒
前
を
推
知
す
る
の
み
。
扨
、
諸
師
の
中

に
、
嘉
祥
は
［593b
］「
水
観
」
と
名
づ
く 185 

。
天
台
等

は
「
池
観
」
と
名
づ
く 186 

。
今
家
は
「
宝
池
観
」
と
名

づ
く 187 

。
池
を
挙
ぐ
れ
ば
、
必
ず
水
の
義
、
自
ず
か
ら

顕
わ
る
。
水
を
挙
ぐ
る
に
未
だ
必
ず
し
も
池
の
義
を
顕
わ

さ
ざ
る
な
り
。
爾
れ
ば
「
想
水
」
の
二
字
は
池
観
の
名
を

説
く
な
り
。

●
次
当
想
水
と
は
、「
或
る
本
に
は
〈
次
当
想
池
〉
と
云
え

り 188 

。
各
お
の
其
の
理
有
り
。
謂
わ
く
、『
経
』
の
結
に

は
〈
八
功
徳
水 189 

〉
と
云
う
。
故
に
知
り
ぬ
、
水
の
本

は
標
結
符
合
す
。
又
た
、
次
下
に
〈
有
八
池
水 190 

〉
と

云
え
り
。
水
、
即
ち
池
水
な
り
。
是
の
故
に
、
大
師
、
水

の
本
に
依
る
と
雖
も
、
猶
お
池
観
と
名
づ
く
る
な
り
。
則

ち
前
の
水
観
に
簡
異
し
て
両
の
水
観
有
る
べ
か
ら
ざ
る
こ

と
を
顕
わ
す
な
り
」
已
上
、『
記
』
の
意
な
り 191 

。『
楷
定
記
』

に
云
わ
く
、「『
経
』
は
池
の
水
を
標
し
、『
釈
』
は
水
の
池

を
顕
わ
す
。
影
略
し
て
前
の
水
想
観
を
簡
す
。
故
に
具
足

し
て
は
応
に
宝
池
水
観
と
云
う
べ
き
な
り 192 

」
已
上
。

●
極
楽
国
土
と
は
、
彼
の
土
の
无
量
界
の
中
に
各
お
の
八

池
水
有
り
と
い
う
の
義
な
り
。
八
池
の
所
依
、
極
楽
国
土

と
云
う
。

●
有
八
池
水
と
は
、
八
功
徳
有
る
池
水
と
云
う
義
な
り
。

実
に
は
无
量
の
功
徳
有
り
。
且
く
娑
婆
の
阿
耨
達
池
并
び

に
内
海
水
に
喩
え
て
之
れ
を
知
ら
し
む
。

●
一
一
池
水
と
は
、
彼
の
界
、
无
量
无
辺
池
を
指
し
て

「
一
一
」
と
云
う
。

●
七
宝
所
成
と
は
、
池
岸
、
七
宝
の
所
成
な
り
。
則
ち
池

水
に
映
じ
て
七
宝
水
と
成
る
。
水
、
純
白
な
り
と
雖
も
、

池
岸
の
七
宝
、
水
に
映
ず
る
が
故
に
、
水
、
即
ち
七
宝
の

色
と
成
る
。
此
れ
は
雑
池
に
約
し
て
七
宝
と
云
う
な
り
。

●
其
宝
柔
軟
と
は
、「
其
宝
」
の
二
字
、
解
し
難
し
。
池
岸

の
宝
を
指
す
に
非
ず
。
池
水
を
指
し
て
「
其
宝
」
と
云
う

な
り
。
池
岸
の
七
宝
に
成
ぜ
ら
る
色
水
な
る
が
故
に
、
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今
、
水
を
指
し
て
即
ち「
其
宝
」と
云
う
な
り
。『
疏
』に「
是

の
諸
も
ろ
の
衆
宝
、
体
性
柔
軟
な
る
こ
と
を
明
す 193 

」

と
釈
す
。
衆
宝
よ
り
成
ゼ
ラ
レ
タ
ル
池
水
、
柔
軟
ナ
ル
ヲ

云
う
な
り
。
同
じ
く［594a

］次
の「
讃
」に
、「
八
徳
宝
池
、

流
れ
て
徧
満
せ
り
。
四
岸
、
暉
を
含
み
て
七
宝
を
間
じ

え
、
水
色
分
明
に
し
て
宝
光
を
映
す
。
体
性
柔
軟
に
し
て

堅
触
无
し 194 

」
と
。
此
の
讃
文
、
其
の
意
、
自
暁
な
り
。

爾
る
に
諸
師
、
多
く
能
成
岸
の
宝
に
見
る
。
今
意
に
非
ざ

る
な
り
。

●
従
如
意
珠
王
生
と
は
、
池
の
中
心
毎
に
、
各
お
の
宝
珠

有
り
。
珠
従
り
出
で
て
流
れ
、
池
中
に
落
つ
。「
霊
芝
の
云

わ
く
、〈
一
池
の
心
毎
に
、
各
お
の
珠
王
有
り
。
泉
、
珠
従

り
出
で
て
池
中
に
流
れ
落
ち
て
、
常
時
に
盈
満
す 195 
〉」

已
上
、『
記
』
二
巻
、
十
五
紙
所
引 196 

。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
一
一
の

池
の
真
中
に
如
意
珠
有
り
。
其
の
珠
よ
り
水
を
出
だ
す
な

り
。
故
に
次
下
の
経
文
に
、
其
の
水
を
「
摩
尼
水 197 

」

と
説
く
は
、
此
の
謂
い
な
り
。
如
意
珠
従
り
生
ず
る
事
、

天
台
の
伝
灯
法
師
『
観
経
の
図
絵
』 198 

に
其
の
相
を
画
け

り
。
尤
も
允
当
せ
り
。
往
き
て
看
よ
。

●
分
為
十
四
支
と
は
、
今
家
の
意
は
本
池
を
取
り
廻
る
渠

を
十
四
支
と
云
う
。
謂
わ
く
、
本
池
、
十
四
道
の
水み

な

支ま
た

、

小こ
み
ぞ渠

へ
、
水
、
流
れ
出
で
て
、
亦
た
本
池
に
還
る
な
り
。

是
れ
、
流
れ
ざ
る
水
は
荘
厳
に
非
ざ
る
が
故
な
り
。
今
、

此
の
方
に
も
、
溜
り
水
は
面
白
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
な
り
。『
疏
』

に
、「
池
、
異
溜
を
分
ち
て
旋
還
し
て
乱
る
こ
と
无
し 199 

」と
釈
す
る
も
、
此
の
意
な
り
。
溜
は『
爾
雅
』に
云
わ
く
、

「
小
水
の
流
れ
な
り 200 

」
と
。
曼
陀
羅
の
左
辺
、
第
十
二

普
往
生
観
の
変
相
、『
疏
』
の
文
に
符
合
す
。
仰
ぐ
べ
し
。

信
ず
べ
し
。「
爾
る
に
霊
芝
の
意 201 

は
池
の
中
心
に
於
き

て
如
意
珠
有
り
。
以
ち
て
宝
水
を
出
だ
せ
り 

。
其
の
水
の

流
れ
に
十
四
支
有
る
な
り
。
此
の
如
意
珠
従
り
、
十
四
支

に
涌
き
出
づ
る
義
に
見
玉
ウ
。
今
の
意
に
非
ず 202

」『
記
』

二
巻
、
十
七
紙
。

●
一
一
支
作
七
宝
色
と
は
、
此
の
句
は
『
疏
』
の
科
に
漏

れ
た
り
。
故
に
記
主
の
云
わ
く
、「
分
文
に
闕
く
る
所
有

り
。
其
の
義
、
明
ら
め
難
し
。
但
し
試
み
に
会
せ
ば 203

」
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等
と
云
云
。
其
の
意
の
云
わ
く
、「
此
に
〈
一
一
支
［594b

］

作
七
宝
色 204 

〉
言
う
は
、
惣
じ
て
渠
岸
・
渠
下
の
二
荘

厳
の
色
を
標
す
。〈
黄
金
為
渠 205 

〉
の
下
は
、
別
し
て
二

荘
厳
を
明
す
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
今
、
七
宝
の
中
よ
り
一

の
金
色
を
取
り
出
し
て
、
一
、
黄
金
を
渠
と
す
と
言
う
。

此
の
ト
キ
ハ
渠
岸
も
底
沙
も
共
に
金
色
な
り
。〈
作
七
宝
色 

206 

〉
と
は
、
底
沙
に
約
す
。
此
れ
、
底
沙
の
色
も
水
の
色

と
成
り
て
、
同
色
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
渠
岸
の
色
に

依
り
て
水
の
色
を
成
す
。
水
の
色
と
依
り
て
、
底
沙
、
亦

た
其
の
色
を
成
す
な
り
。
今
、〈
黄
金
為
渠 207 

〉
と
云
う

は
、
渠
岸
に
約
し
て
言
う
な
り
。
若
し
、
渠
岸
、
七
宝
ナ

レ
バ
、
底
沙
も
亦
た
七
宝
と
成
る
。
故
に
下
に 
〈
渠
下
皆

以 208 

〉
等
と
云
う
な
り
。
爾
れ
ば
〈
作
七
宝
色 209 
〉
と

い
う
は
雑
を
説
き
、〈
黄
金
為
渠 210 

〉
と
は
純
を
説
く
な

り 211 

」
上
来
、『
記
』
の
意 

。

●
雑
色
金
剛
と
は
、
凡
そ
金
剛
に
於
き
て
、
種
種
の
色
有

り
。
今
は
則
ち
一
の
金
剛
に
於
き
て
、
衆
色
を
具
す
る
を

「
雑
色
」
と
云
う
。
或
い
は
、
異
体
異
色
な
る
べ
し
『
金
剛
頂

経
の
疏
』
第
一
巻
、
六
紙
に
曰
わ
く
、「
金
剛
に
五
種
有
り
。
青
色
・
黄
色
・
赤
色
・

白
色
・
碧
色
な
り
。
或
い
は
、
七
種
金
剛
あ
り
。
更
に
緑
色
及
以
び
紫
色
を
加
う 

212 

」
已
上
。「
今
、
金
剛
と
言
う
は
、
且
く
一
池
に
約
す
。『
大

経
』
に
説
く
所
の
底
沙
、
一
に
非
ず 213 

」。
応
に
知
る
べ

し
。

●
以
為
底
沙
と
は
、
此
れ
亦
た
純
・
雑
有
り
。
今
、
且
く

「
雑
色
金
剛 

と
以
為
底
沙 214 

」
と
説
く
な
り
。

●
一
一
水
中
と
は
、
十
四
支
を
指
し
て
一
一
水
と
云
う
。

●
六
十
億
と
は
、
且
く
少
分
を
出
す
。
実
に
は
、
无
量
な

り
。
是
れ
数
量
を
挙
げ
て
、
非
数
量
を
彰
す
。

●
十
二
由
旬
と
は
、
此
れ
計
る
に
四
百
八
十
里
な
り
四
十
里

を
以
ち
て
、
一
由
旬
と
す
。
但
し
、『
小
経
』
に
「
大
如
車
輪 

215

」
と
云
う
は
、
形
の
円
な
る
を
説
く
と
見
れ
ば
、
今
、

相
違
せ
ず
。
此
の 

ト
キ
ハ「
大
」の
字
を
カ
タ
チ
と
訓
ず
。

故
に
、『
大
阿
弥
陀
経
』
に
は
、「
形
如
車
輪 216 

」
と
説

け
り
。
若
し
『
小
経
』
の
説
を
分
量
に
見
る
は
、
且
く
人

情
に
約
す
の
み
。

●
其
摩
尼
水
と
は
、「
如
意
珠
［595a

］
王
従
り
出
づ
る 
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217 

」
故
に
、
摩
尼
水
と
云
う
。
華
・
梵
、
互
い
に
挙
ぐ
。

●
尋
樹
上
下
と
は
、『
疏
』
に
「
宝
水
、
渠
従
り
、
出
づ
る

を
、
諸
も
ろ
の
宝
樹
を
尋
ね
て
上
下
す
る
に
碍
无
し
。
故

に
如
意
水
と
名
づ
く
な
り 218 

」
已
上
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、

宝
水
、
池
岸
の
宝
樹
を
上
下
ス
ル
な
り
。
此
に
池
岸
の
事

を
説
く
は
、
水
に
不
思
議
の
用
有
る
こ
と
を
顕
す
な
り
。

故
に
、『
疏
』
の
大
科
、「
第
四
に
正
し
く
水
に
不
思
議
の

用
有
る
こ
と
を
明
す 219 
」
と
釈
せ
り
。
上
下
と
は
、
彼

の
宝
水
、
自
然
に
樹
に
上
り
て
然
も
亦
た
流
れ
下
る
な
り
。

『
弥
勒
上
生
兜
率
経
』
一
巻
、
四
紙
に
曰
わ
く
、 「
一
一
の
渠
の

中
に
八
味
水
有
り
。
八
色
具
足
し
、
其
の
水
、
上
り
湧
き

て
梁
棟
間
に
繞
る 220 

」
と
。
此
れ
と
相
い
似
た
り
。
況

ん
や
、
浄
土
の
法
水
を
や
。

●
其
声
微
妙
等
と
は
、
流
注
と
上
下
と
の
声
な
り
。
水
声

の
説
法
、
即
ち
其
の
二
有
り
。「
一
に
は
、
宝
水
、
華
の
間

に
流
注
し
て
、
微
波
、
相
い
触
る
に
、
即
ち
妙
声
を
出
し

て
、
声
の
中
に
、
皆
、
妙
法
を
説
く
。
二
に
は
、
宝
水
、

岸
に
上
り
て
樹
の
枝
・
条
・
華
・
葉
・
菓
等
を
尋
ね
て
、

或
い
は
上
り
、
或
い
は
下
る
。
中
間
に
相
い
触
る
に
、

皆
、
妙
声
を
出
し
て
、
声
の
中
に
、
皆
、
妙
法
を
説
く
。

或
い
は
衆
生
の
苦
事
を
説
き
て
、
菩
薩
の
大
悲
を
覚
動
し

て
勧
め
て
他
を
引
か
し
め
、
或
い
は
人
・
天
等
の
法
を
説

き
、
或
い
は
二
乗
等
の
法
を
説
き
、
或
い
は
地
前
・
地
上

等
の
法
を
説
き
、
或
い
は
仏
地
・
三
身
等
の
法
を
説
く 

221

」
已
上
、『
疏
』。 

「
此
の
段
、
上
の
子
段
に
属
す
べ
き
と

雖
も
、
池
水
の
説
法
、
難
思
に
し
て
、
亦
た
大
益
有
る
が

故
に
、
別
し
て
大
段
と
す
る
な
り 222 

」『
合
讃
』。
苦
・
空

等
は
、
二
乗
の
法
な
り
。
諸
波
羅
蜜
は
、
菩
薩
の
法
な

り
。
諸
仏
相
好
は
、
仏
地
の
法
な
り
。

●
其
光
化
為
百
宝
色
鳥
と
は
、『
小
経
』
の
「
衆
鳥 223 

」、

近
く
其
の
本
を
推
す
に
、
即
ち
此
の
如
意
宝
光
の
所
生
な

り
。
問
う
。『
小
経
』
に
は
、「
阿
弥
陀
仏
変
化
所
作 224

」

と
説
く
。
今
は
宝
光
、
化
し
て
衆
鳥
と
為
る
。
相
違
、
如

［595b

］
何
。
答
う
。
如
意
珠
王
は
、
亦
た
是
れ
弥
陀
の
所

変
な
り
。
彼
の
土
は
、
正
覚
同
時
に
現
ず
る
所
、
荘
厳
な

れ
ば
、
皆
、
是
れ
弥
陀
仏
心
の
所
変
な
り
。
故
に
相
違
に



研究ノート

125　『観無量寿経随聞講録』巻中之一　書き下し

非
ざ
る
な
り
。

●
哀
雅
と
は
、「
哀
」
は
、
慈
悲
の
声
ニ
テ
、
オ
モ
シ
ロ
キ

コ
エ
ナ
リ
。「
雅
」は
、
正
ニ
テ
、
ナ
マ
リ
ノ
ナ
キ
声
な
り
。

●
常
讃
念
仏
等
と
は
、
宝
鳥
、
音
を
連
ね
て
、
声
を
同
じ

く
し
て
、
三
宝
を
讃
歎
す
。
今
、
三
宝
の
み
を
挙
ぐ
。
其

れ
実
に
は
、
種
種
无
量
の
音
声
有
る
べ
し
。
玉
宝
、
徳
多

き
が
故
に
。

●
名
第
五
観
と
は
、
樹
・
池
二
観
に
滅
罪
を
説
か
ざ
る
は
、

次
の
総
観
に
至
り
て
之
れ
を
合
し
て
説
く
故
に
。

第
六
宝
楼
観
の
来
意
は
、
宝
樹
・
宝
池
有
り
と
雖
も
、
若

し
宝
楼
・
宮
殿
无
け
れ
ば
、
亦
た
未
だ
精
と
せ
ず
。
故
に

此
の
観
、
来
た
れ
り
。

●
衆
宝
国
土
と
は
、
此
の
経
文
、
極
略
に
し
て
見
難
し
。

『
疏
』
に
科
し
て
「〈
衆
宝
国
土
〉
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ

総
じ
て
観
の
名
を
挙
げ
て
、
前
を
牒
し
て
後
を
生
ず 225

」

と
釈
す
。
是
れ
、
経
文
、
略
な
る
が
故
に
、
含
む
所
の
義

を
釣
り
出
し
て
、
此
の
如
く
科
し
給
う
な
り
。
若
し
具
に

は
、「
池
観
成
じ
已
り
て
、
次
に
当
に
宝
楼
を
観
ず
べ
し
。

衆
宝
国
土
」
等
と
云
う
べ
し
。
此
の
一
句
、
文
は
略
し
て

義
は
存
す
。
故
に
、
此
の
釈
を
作
す
。
爾
る
に
此
の
「
衆

宝
国
土
」
の
一
句
は
、
観
の
名
と
成
す
べ
か
ら
ず
。
此
の

四
字
は
只
、
是
れ
所
帰
の
土
を
標
す
。
何
ぞ
観
名
と
云

う
。
亦
た
牒
前
生
後
に
属
す
る
や
と
云
う
と
き
、
之
れ
に

就
き
て
『
記
』
に
三
義
有
り
。「
一
に
は
〈
衆
宝
国
土
〉
は
、

惣
じ
て
彼
の
国
の
惣
体
を
標
す
。
此
の
中
に
必
ず
地
・
樹
・

池
・
楼
有
り
。
楼
は
、
是
れ
当
観
の
境
な
れ
ば
、
惣
の
中

よ
り
別
を
取
り
て
観
の
名
と
す
。
前
の
三
を
牒
し
て
後
の

楼
を
生
ず
。
其
の
義
、
応
に
知
る
べ
し
。
二
に
経
文
に
隠
・

顕
有
り
。
若
し
具
に
は
、〈
池
観
成
じ
已
り
て
次
に
宝
楼
を

観
ず
る
に
、
衆
宝
国
土
〉
等
と
云
う
べ
し
。
若
し
此
の
具

な
る
［596a

］
文
に
就
き
て
、〈
衆
宝
国
土
〉
の
句
は
第
二

段
の
科
と
す
べ
し
。
今
、
経
文
の
略
に
対
す
る
が
故
に
、

此
の
句
を
取
り
て
以
ち
て
〈
観
名
牒
前
生
後 226 

〉
と
す
。

且
く
、
此
の
一
句
を
取
る
所
以
は
、
此
の
観
の
首
の
句
な

る
が
故
に
、
借
り
て
観
の
名
と
云
う
。
三
に
は
具
に
説
か

ば
、〈
次
に
衆
宝
国
土
の
宝
楼
を
観
ず
〉と
云
う
べ
し
。『
疏
』
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は
此
の
意
を
存
じ
て
観
の
名
と
為
る
な
り 227 

」
已
上
、『
記
』

の
意
。
扨
、「
衆
宝
国
土
」
と
言
う
は
、
无
量
の
宝
を
以
ち

て
荘
厳
す
る
所
の
国
な
る
が
故
な
り
。
亦
た
勢
至
観
に
は

「
七
寳
国
土 228 

」
と
云
う
。
七
宝
と
云
う
は
、
且
く
穢
土

に
約
し
て
説
く
な
り
。
実
に
は
无
量
雑
宝
な
り
。

●
一
一
界
上
と
は
、
彼
の
土
、「
無
量
無
辺
一
一
界
上
」
と

云
う
義
な
り
。「
界
」
と
は
前
の
水
想
観
の
下
、
碁
盤
の
喩

229 

、
応
に
知
る
べ
し
。
今
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
一
界
一
界

上
と
云
う
こ
と
な
り
。

●
五
百
億
と
は
、
観
の
境
と
為
る
辺
ニ
テ
、
且
く
五
百
億

と
云
う
。
実
に
は
無
量
な
り
。
惣
じ
て
数
量
を
定
む
る
こ

と
、
能
観
の
機
を
安
ん
ぜ
ん
タ
メ
ニ
、
其
の
数
量
を
説
く

な
り
。

●
楼
閣
と
は
、「
楼
」
は
タ
カ
ド
ノ
ト
云
い
テ
此
の
方
の
亭チ

ン

ナ
ド
ノ
如
き
モ
ノ
な
り
。「
閣
」
は
、
上う

え

、
高
き
に
非
ず
。

横
に
広
き
を
云
う
な
り
。
此
の
ト
キ
ハ
「〈
楼
〉
と
〈
閣
〉

と
別
な
り
。
或
い
は
楼
即
閣
な
り 230 

」
具
に
は
『
記
』
二
巻
、

廿
二
紙
。

●
諸
天
と
は
、
因
順
余
方
な
り
。
神
通
に
乗
じ
て
虚
空
に

在
る
を
天
と
云
う
。
実
に
は
菩
薩
な
り
。

●
作
天
伎
楽
と
は
、「
天
」
は
褒
美
の
語
な
り
。「
伎
」、
妓

に
作
る
は
非
な
り
。
妓
は
女
、
楽
の
故
に
伎
に
作
る
べ
き

な
り
。
諸
天
伎
楽
は
宮
殿
の
内
の
荘
厳
な
り
。

●
又
有
楽
器
と
は
、
宮
殿
外
の
荘
厳
な
り
。
故
に
又
隔
を

置
く
。

●
懸
処
虚
空
と
は
、
自
然
に
虚
空
に
懸
処
す
る
な
り
。

●
如
天
宝
幢
等
と
は
、
此
の
義
、
古
来
未
決
な
り
。『
記
』

に
『
起
世
経
』
を
引
く
。
此
れ
自
然
の
辺
に
喩
う
。
未
だ

是
な
ら
ず
。
霊
芝
は
［596b

］
量
と
言
う 231 

。
未
審
し
。

其
の
量
い
か
ん
。
然
る
に
禅
林
の
貞
凖
師
、
之
れ
を
考
え

て
言
わ
く
。「
此
の
事
、『
弥
勒
上
生
経
』
に
出
ず
。
彼
に

曰
わ
く
、〈
兜
率
天
宮
に
五
大
神
有
り
。
第
一
の
大
神
を
名

づ
け
て
宝
幢
と
曰
う
。
身
よ
り
七
宝
を
雨
し
て
宮
牆
の
内

に
散
ず
。
一
一
の
宝
珠
、
化
し
て
無
量
の
楽
器
と
成
る
。

空
中
に
懸
処
し
、
皷
せ
ざ
る
に
自
ら
鳴
る
。
無
量
の
音
有

り
て
衆
生
の
意
に
適
う 232 

〉
と
。
実
に
是
な
ら
ん
な
り
。
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案
ず
る
に
、
今
文
、
略
な
り
。
応
に
天
宝
幢
楽
器
等
と
言

う
べ
し
。
問
う
。
若
し
爾
ら
ば
、
宝
幢
、
是
れ
有
情
と

す
。
何
ぞ
『
疏
』
に
「
思
無
く
し
て
自
事
を
成
す 233 

」

と
云
う
や
。
答
う
。
身
出
の
宝
珠
化
成
の
楽
器
な
る
が
故

に
無
思
と
云
う
。
或
い
は
一
義
有
り
。
皷
せ
ず
し
て
自
ら

鳴
る
は
、
思
の
作
す
所
に
非
ざ
る
が
故
に
、
並
び
に
妨
げ

無
し
」
已
上
、『
新
記
』「
定
」、
二
巻
、
卅
二
紙 234 

。『
述
獎
記
』
二
巻
、

十
五
紙 235 

。
私
に
云
わ
く
、
今
は
問
答
の
意
、『
疏
』
に
「
宝
幢
无
思 236 

」
と

言
う
は
、
所
化
の
楽
器
に
約
す
故
に
相
違
に
非
ず
。

●
念
仏
念
法
等
と
は
、
次
上
の
宝
池
観
に
、
衆
鳥
、
三
宝

を
讃
ぜ
る
処 237 

に
弁
ず
る
が
如
し
。
今
も
亦
た
同
じ
。

●
此
想
成
已
と
は
、
当
観
を
指
す
。
此
れ
観
成
の
相
な

り
。
前
の
思
想
処
を
躡
み
て
起
つ
を
以
ち
て
、「
此
想
成
已
」

と
云
う
。
観
成
正
く
は
宝
楼
を
明
す
な
り
。
爾
る
に
当
観

の
観
成
、
前
の
地
・
樹
・
池
の
三
境
を
見
る
こ
と
は
、
能

観
の
行
者
、
三
境
を
別
に
観
ず
る
に
非
ず
。
後
観
を
成
ず

る
者
は
、
前
観
の
境
、
皆
、
自
然
に
見
る
こ
と
な
り
。

尚
、
次
に
弁
ず
べ
し
。

●
粗
見
と
は
、
是
れ
思
惟
に
非
ず
。
即
ち
、
正
受
を
指
し

て
、
猶
お
粗
見
と
名
づ
く
。
問
う
。
此
れ
観
成
な
り
、
爾

ら
ば
何
ぞ
粗
見
と
云
う
や
。
答
う
。
之
れ
を
会
す
る
に
、

『
記
』
に
二
義
有
り
、
一
に
未
だ
彼
土
の
本
質
を
見
ず
、
定

中
の
影
像
を
見
る
を
、
且
く
粗
見
と
云
う
。
例
せ
ば
、
彼

の
像
観
の
正
受
を
真
に
対
し
て
麁
と
名
づ
く
る
が
如
し
、

二
に
後
観
に
対
し
て
粗
見
と
云
う
。
謂
わ
く
、
後
観
の
時

に
至
り
て
、
前
観
の
境
を
見
る
に
、
其
の
境
、
弥
い
よ
勝

れ
た
り
。
故
に
［597a

］
後
見
に
望
み
て
正
受
な
れ
ど
も

粗
と
名
づ
く
る
な
り
已
上
『
記
』、
取
意 238 

。
此
れ
、
当
分
に

約
せ
ば
、
了
々
分
明
に
し
て
、
正
受
と
雖
も
、
後
観
に
望

め
て
、
且
く
粗
見
と
云
う
な
り
。

●
宝
樹
宝
地
宝
池
と
は
、
心
を
専
ら
に
し
て
境
に
住
し
、

宝
楼
を
見
ん
と
悕
み
て
、
尅
念
移
ら
ざ
れ
ば
、
自
上
荘

厳
、
一
時
に
総
じ
て
現
ず
。
問
う
。
当
観
の
中
に
於
き

て
、
復
た
地
・
樹
・
池
の
三
境
を
観
ず
る
や
。
答
う
。『
経
』

『
釈
』
倶
に
唯
だ
宝
楼
を
観
ず
と
明
し
て
、
広
く
前
の
三
種

の
境
を
観
ず
と
云
わ
ず
。
然
る
に
楼
観
成
ず
る
時
、
前
観
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の
力
に
由
り
て
、
四
境
、
都
て
現
ず
。
応
に
知
る
べ
し
。

此
の
四
境
、
後
後
を
得
る
者
は
必
ず
前
前
を
得
。
別
に
三

境
を
観
ぜ
ず
と
雖
も
、
楼
観
成
ず
る
時
、
前
の
三
種
の

境
、
任
運
に
自
ら
現
ず
。
是
の
故
に
知
礼
の
云
わ
く
、「
最

初
に
念
を
繋
け
て
且
く
此
土
の
落
日
及
び
水
に
寄
せ
て
、

以
ち
て
方
便
と
す
。
次
に
彼
の
国
の
地
・
樹
・
池
・
楼
を

観
ず
。
応
に
知
る
べ
し
。
此
の
四
は
、
後
後
を
得
る
者
は

必
ず
前
前
を
得
る
が
故
に
、
楼
観
成
ず
れ
ば
四
事
、
都
現

す
と 239 

已
上
。
蓋
し
此
の
謂
い
な
り
私
に
云
わ
く
、
当
文
に
、
樹
・

地
・
池
と
云
う
観
名
の
次
第
倒
せ
り
。
更
に
考
え
よ
。

●
総
観
想
と
は
、
今
、
楼
観
想
と
言
わ
ざ
る
は
、
観
成
に

約
す
る
な
り
。
爾
る
に
総
観
想
と
言
う
が
故
に
、
当
観
に

於
き
て
別
に
重
ね
て
前
三
境
を
観
ず
る
様
に
見
ユ
レ
ど

も
、
爾
ら
ず
。
是
れ
依
報
観
の
終
り
な
る
が
故
に
惣
結
し

て
総
観
と
云
う
。
例
せ
ば
、
下
の
勢
至
観
に
「
此
の
観
、

成
じ
已
る
を
、
名
づ
け
て
具
足
し
て
観
世
音
大
勢
至
を
観

ず
と
す 240 

」
と
云
い
て
、
二
菩
薩
を
結
す
る
が
如
し
。

但
し
総
観
の
名
を
得
る
こ
と
は
、
楼
観
成
ず
る
時
、
四
境

都
て
現
ず
る
が
故
な
り
。
知
礼
の
云
う
が
如
し
、「
楼
観
、

成
じ
ぬ
れ
ば
、
四
事
、
都
て
現
ず
。
是
の
故
に
此
に
至
り

て
総
観
の
名
を
得 241 

」
已
上
。

●
若
見
此
者
と
は
、「
此
」
と
は
当
観
の
宝
楼
を
指
す
な
り
。

若
し
定
中
に
於
き
て
、
是
の
如
く
の
事
を
見
る
者
は
ト
云

う
こ
と
な
り
。

●
除
無
量
億
劫［597b

］
等
と
は
、
此
れ
滅
罪
往
生
、
即
ち

観
の
利
益
な
り
。
然
る
に
今
『
経
』
の
中
、
滅
罪
を
明
す

こ
と
、
同
じ
か
ら
ず
。
華
座
観
は
五
万
劫
を
除
く
、
地
観

は
八
十
億
劫
を
除
く
等
な
り
。
今
は
無
量
劫
を
除
く
。
若

し
爾
ら
ば
、
当
観
は
別
に
勝
れ
た
り
と
云
う
べ
き
や
、
と

云
う
ト
キ
、
凡
そ
此
の
如
き
の
事
は
皆
、
是
れ
仏
智
如
量

の
言
、
是
れ
凡
智
の
能
く
思
議
す
る
所
に
非
ず
。
但
し
信

奉
す
べ
き
の
み
。
然
れ
ど
も
記
主
、
試
み
に
之
れ
を
解
し

て
云
わ
く
、「
一
一
の
行
者
、
其
の
数
多
き
が
故
に
、
所
有

の
罪
体
、
随
い
て
亦
た
無
量
な
り
。
各
お
の
一
辺
の
機
に

約
し
て
一
観
の
滅
罪
を
説
く 242 

」
と
云
云
。 

『
記
』
の
意

に
云
わ
く
、「
初
め
日
観
よ
り
第
十
二
観
に
至
る
ま
で
、
次
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第
の
一
機
に
約
し
て
、
之
を
説
く
。
是
れ
堅
の
機
な
り
。

若
し
其
の
次
第
観
の
者
に
約
せ
ば
、
除
く
可
き
程
の
罪
障

は
、
皆
、
第
三
地
観
の
処
に
於
き
て
之
れ
を
除
滅
す
。
有

漏
の
罪
を
尽
さ
ず
と
は
無
漏
の
境
を
見
る
こ
と
能
わ
ず
。

既
に
彼
の
境
を
見
る
、
滅
罪
す
る
こ
と
、
応
に
知
る
べ

し
。
爾
れ
ど
も
亦
た
横
の
機
有
る
が
故
に
、
観
観
に
別
に

滅
罪
の
多
少
を
説
く
。
実
に
は
観
毎
に
、
皆
、
滅
罪
を
説

く
べ
し
。
道
理
と
し
て
滅
罪
あ
る
べ
し
と
雖
も
、
経
文
に

無
き
は
略
な
り
。
若
し
横
の
機
有
り
て
、
或
い
は
宝
樹
・

宝
池
、
或
い
は
華
座
、
或
い
は
像
観
・
真
身
観
、
或
い
は

普
往
生
観
、
何
れ
の
観
ニ
テ
モ
一
観
二
観
、
意
楽
次
第
に

之
れ
を
観
ず
る
等
、
是
の
如
く
横
の
機
有
る
べ
し
。
故

に
、
別
別
に
滅
罪
の
多
少
を
説
く
な
り
。
爾
る
に
観
行
の

者
に
は
、
罪
障
、
本
ヨ
リ
多
少
不
同
有
る
故
に
、
今
は
罪

障
多
き
人
を
挙
げ
て
〈
無
量
億
劫
〉
等
と
云
う
。
当
観
、

別
し
て
余
観
に
勝
る
と
言
う
に
非
ざ
る
な
り
。
但
し
当
観

に
〈
除
無
量
罪
〉
と
説
き
、
合
し
て
樹
・
池
・
楼
の
滅
罪

を
明
す
が
故
に
相
違
の
過
無
し
。
上
件
の
義
、
具
に
第
三

宝
地
観
の
処
に
之
を
弁
ず
る
が
如
し
」上
来『
記
』二
巻
、
卅
六
紙
、

四
十
二
紙
両
処
の
意 243 

。

［598a

］
第
七
華
座
観
の
下
、
華
座
観
の
来
意
は
二
有
り
。

一
に
、
上
は
是
れ
通
依
、
今
は
則
ち
別
依
な
り
。
二
に
、

上
は
是
れ
依
報
、
下
は
是
れ
正
報
な
り
。
上
来
、
通
・
依

報
、
竟
ん
ぬ
。
通
依
と
は
、
彼
の
土
の
仏
・
菩
薩
、
倶
に

通
用
す
る
な
り
。
是
れ
に
真
・
仮
有
り
。
前
に
弁
ず
る
が

如
し
。
扨
、
華
座
の
一
観
は
別
依
報
な
り
。
唯
、
弥
陀
、

受
用
し
給
う
。
若
し
能
坐
・
所
坐
一
具
の
辺
に
約
せ
ば
、

正
報
に
摂
す
る
な
り
。
今
は
別
依
報
の
故
に
、「
仏
告
」
等

の
勅
聴
許
説
有
る
な
り
。
爾
る
に
、
依
報
の
六
観
は
韋
提

の
請
に
答
え
、
自
下
の
観
は
請
無
し
、
何
ぞ
之
れ
を
説
き

た
ま
う
や
、
と
云
う
と
き
、
上
の
「
教
我
思
惟
」
等
の
請

は
、
韋
提
の
意
は
、
唯
、
所
見
の
土
を
請
す
。
仏
の
意

は
、
依
・
正
倶
に
説
か
ん
と
思
し
召
す
御
心
な
り
。
仏
、

韋
提
の
請
を
受
け
た
ま
う
辺
を
以
ち
て
、
思
惟
正
受
の

請
、
倶
に
十
三
観
に
通
ず
と
云
う
事
な
り
。
今
、
経
文
の

次
第
は
、
仏
説
き
続
け
に
説
か
ん
と
し
給
う
模
様
な
り
。
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故
に
、
仏
、
殊
更
に
之
れ
を
告
げ
た
ま
う
。『
科
』
に
勅
聴

許
説
す
と
は
、「
諦
聴
諦
聴
」
の
句
を
指
す
な
り
。

●
諦
聴
諦
聴
と
は
、
再
び
言
う
は
、
其
の
鄭
重
を
示
す
な

り
。
是
れ
、
依
・
正
の
段
、
改
む
る
故
に
、「
仏
告
」
乃
至
「
善

思
」
の
語
、
有
る
な
り
。

●
思
念
と
は
、
念
力
を
以
ち
て
、
忘
る
る
こ
と
勿
れ
と
な

り
。

●
仏
当
と
は
、
仏
と
は
経
家
の
語
、
実
に
は
、
我
れ
当
に

ト
言
う
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
。

●
為
汝
と
は
、
韋
提
を
指
し
て
「
汝
」
と
曰
う
。
遠
く
は
、

未
来
の
衆
生
に
通
ず
る
な
り
。

●
除
苦
悩
法
と
は
、
一
切
の
罪
障
を
苦
悩
と
云
う
。
苦
悩

は
果
な
り
。
業
と
煩
悩
と
は
因
な
り
。
今
、
果
を
挙
げ
て

因
を
摂
す
。
実
に
は
、
三
道
共
に
之
れ
を
除
く
。
既
に
三

界
を
離
れ
て
浄
土
に
生
ず
る
法
な
る
が
故
に
。 

扨
、
言
う

所
の
法
と
は
、
下
の
仏
身
等
の
諸
観
に
通
ず
る
か
、
将
た

華
座
に
局
る
か
、
と
云
う
と
き
、『
記
』
に
二
義
有
り
。
一

義
は
当
観
を
指
す
な
り 244 

。
文
に
就
き
て
意
を
得
。
又

た
、
今
家
の
科
［598b

］
文
に
准
ず
る
に
、
正
し
く
華
座

に
局
る
。『
疏
』
に
、
科
し
て
「
仏
、
為
に
華
座
の
観
法
を

説
き
た
ま
う
。
但
、
能
く
心
を
住
し
て
縁
念
す
れ
ば
、
罪

苦
、
除
く
こ
と
を
得
る 245 

」
と
釈
す
。
知
り
ぬ
、
当
観

に
局
る
こ
と
を
。
其
の
上
、
余
観
の
例
に
任
ず
る
に
、
観

観
の
先
挙
は
、
則
ち
観
名
を
挙
ぐ
。
当
観
の
先
挙
は
、
正

に
除
苦
悩
法
の
文
に
当
れ
り
。
是
れ
『
釈
』
の
定
判
な
り
。

何
ぞ
之
れ
を
諍
わ
ん
や
。
一
義
は
、
文
は
華
座
に
局
る
と

雖
も
、
意
は
広
く
下
の
仏
等
の
諸
観
に
通
ず 246 

。
皆
、

是
れ
、
苦
悩
を
除
く
法
な
る
が
故
に
已
上
『
記
』
取
意
。
但
し
、

二
義
、
倶
に
可
な
り
。
爾
れ
ど
も
、
初
義
を
正
と
為
す

か
。
文
に
准
ず
る
が
故
に
。
况
や
、
毎
観
、
観
名
を
挙

ぐ
。
既
に
当
観
の
観
名
は
、
正
し
く
除
苦 

悩
法
の
句
に
当

る
。
当
観
、
何
ぞ
之
れ
を
闕
か
ん
や
。
又
た
、
次
義
は
其

の
義
に
於
き
て
違
わ
ず
。
尤
も
可 

な
り
先
挙
と
は
、『
疏
』
に
、
科

し
て
「
七
に
、
華
座
観
の
中
に
就
き
て
、
亦
た
先
づ
挙
し
、
次
に
弁
じ
、
後
に
結
す 

247 

」
と
云
え
り
。
観
観
、
皆
、
斯
の
如
し
。

●
汝
等
と
は
、
阿
難
を
指
し
、
兼
ね
て
韋
提
に
通
ず
。
此
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の
二
人
に
対
す
る
バ
カ
リ
ニ
テ
ハ
、
利
益
、
徧
か
ら
ざ
る

が
故
に
、
一
切
大
衆
の
為
に
説
く
べ
し
と
言の

た
ま

う
な
り
。
未

だ
説
き
た
ま
わ
ざ
る
法
を
、
預
め
、
此
の
如
く
言の

た
ま

う
事

は
、
後
に
説
く
べ
き
法
を
、
前
方
ヨ
リ
、
機
を
付
け
置
き

給
う
。
是
れ
憶
持
サ
セ
シ
メ
ン
タ
メ
な
り
。

●
憶
持
等
と
は
、
前
に
云
う
が
如
し
。
韋
提
、
請
せ
ざ
る

正
報
観
を
説
か
ん
と
思
し
召
す
。
故
に
別
し
て
更
に
「
汝

等
憶
持
」
等
と
説
き
た
ま
う
な
り
。
爾
れ
ば
、
此
の
観
は
、

正
報
の
方
に
摂
し
て
も
見
る
ベ
シ
。
故
に
、『
浄
土
論
』
に

は
、
如
来
の
荘
厳
八
種
の
中
、
第
一
座
功
徳
を
正
報
観
に

摂
す
る
も 248 

、
此
の
謂
い
な
り
。

●
説
是
語
時
と
は
、
已
下
、「
不
得
為
比
」
に
至
る
七
段
は
、

経
家
、
阿
難
の
語
な
り
。
阿
難
、
耆
闍
に
帰
り
て
伝
説
ス

ル
ノ
ト
キ
、
此
の
模
様
を
説
き
顕
す
コ
ト
な
り
。
是
の
故

に
、
此
れ
従
り
已
下
の
七
段
は
、
経
家
の
語
に
し
て
如
来

の
説
に
非
ざ
る
な
り
。
扨
、『
科
』
に
七
段
有
り
と
雖
も
、

時
は
只
、
一
［599a

］
時
に
し
て
、
説
は
必
ず
次
第
し
、

法
は
同
時
に
在
る
な
り
。
釈
迦
如
来
、
汝
等
、
憶
持
し
て

広
く
大
衆
の
為
に
分
別
し
解
説
せ
よ
と
告
勧
を
説
き
た
ま

う
時
、
弥
陀
世
尊
、
亦
た
来
り
て
応
現
し
た
ま
う
。
此
の

義
を
顕
さ
ん
が
為
に
、
阿
難
、
述
べ
て
「
説
是
語
時
」
と

云
え
り
。
文
は
前
後
有
れ
ど
も
、
其
の
実
は
同
時
な
り
。

爾
れ
ば
此
の
「
説
是
語
時
」
の
一
句
の
内
に
、
下
の
六
段

を
含
め
り
。
故
に
『
疏
』
に
此
の
句
を
牒
し
て
「
正
く
此

の
意
の
中
に
就
き
て
即
ち
其
の
七
有
る
を
明
す 249 

」
と

云
え
り
已
上
、『
記
』
の
意 250 

。『
疏
』
の
「
意
中
」
の
二
字
、
之
れ
を
思
え
。

扨
、
世
尊
、「
分
別
解
説
」
と
説
き
た
ま
う
時
、
弥
陀
如
来
、

即
ち
来
現
し
給
う
コ
ト
ハ
何
の
由
ぞ
、
と
云
う
に
、
此
の

観
法
成
ズ
レ
バ
、
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
る
と
い
う
証

明
に
来
現
シ
下
ウ
な
り
。
故
に
『
疏
』
に
「
弥
陀
、
声
に

応
じ
て
即
現
し
て
往
生
を
得
る
こ
と
を
証
す
る
こ
と
を
明

す 251 

」
と
云
え
り
已
上
。
既
に
釈
迦
如
来
は
、
諦
に
聴

け
、
此
の
華
座
観
は
苦
悩
を
除
く
法
ナ
リ
、
ト
宣
説
下

ウ
。
爾
れ
ば
三
道
を
除
く
と
き
は
、
則
ち
決
定
し
て
浄
土

に
往
生
す
る
こ
と
を
得
べ
き
道
理
ナ
レ
バ
、
弥
陀
、
来
現

し
て
証
明
し
下
ウ
な
り
。
此
れ
を
「
応
声
即
現
」
と
釈
し
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下
ウ
な
り
。

●
無
量
寿
仏
と
は
、
所
現
の
仏
身
は
必
ず 252 

是
れ
報
身

仏
ナ
ラ
ン
。
第
九
真
身
観
の
由
致
な
る
を
以
ち
て
の
故
に
。

「
彼
の
光
台
所
現
国
土
を
即
ち
依
報
六
観
の
由
致
と
為
す
が

如
し
。
先
に
現
じ
、
後
に
説
く
。
彼
此
一
同
の
故
に 253

」

『
記
』
二
巻
、
卅
紙
。
是
れ
、
韋
提
往
生
の
時
の
来
迎
の
仏
な

り
。
其
れ
を
預

あ
ら
か
じめ

、
今
、
拝
し
た
ま
う
故
に
、
立
撮
即
行

シ
下
ウ
。
此
の
時
、
宮
中
狭
少
ナ
レ
ド
モ
、
牆
壁
無
碍
に

し
て
、
宮
中
に
現
前
シ
玉
ウ
な
り
。

●
住
立
空
中
と
は
、『
疏
』
に
、「
弥
陀
、
空
に
在
り
て
立

ち
た
ま
う
こ
と
は
、
但
、
迴
心
正
念
に
し
て
我
国
に
生
ぜ

ん
と
願
ず
れ
ば
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
即
ち
生
ず
る
こ
と
を
得

せ
し
む
る
こ
と
を
明
す 254 

」
と
已
上
。
此
の
「
住
」
は
行

に
対
し
、「
立
」
は
坐
に
対
す
。
是
れ
［599b

］
則
ち
、
韋

提
、
未
だ
往
生
せ
ず
と
雖
も
、
往
生
の
証
に
立
ち
た
ま
う

な
り
。『
疏
』
に
、「
問
う
て
曰
わ
く
、
仏
徳
尊
高
な
り
。

輙
然
と
し
て
軽
挙
し
た
ま
う
べ
か
ら
ず
。
既
に
能
く
本
願

を
捨
て
ず
。
来
り
て
大
悲
に
応
ぜ
ば
、
何
が
故
ぞ
端
坐
し

て
機
に
赴
か
ざ
る
や
。
答
え
て
曰
わ
く
。
此
れ
、
如
来
、

別
に
密
意
有
る
こ
と
を
明
す
。
但
し
、
以
れ
ば
娑
婆
は
苦

界
な
り
。
雑
悪
、
同
じ
く
居
し
、
八
苦
、
相
い
焼
き
て
動

も
す
れ
ば
違
返
を
成
ず
。
詐
り
親
み
て
笑
を
含
み
、
六

賊
、
常
に
随
い
て
、
三
悪
の
火
坑
、
臨
臨
と
し
て
入
り
な

ん
と
欲
す
。
若
し
足
を
挙
げ
て
以
ち
て
迷
を
救
わ
ず
ん

ば
、
業
繋
の
牢
、
何
に
由
り
て
か
勉
る
る
こ
と
を
得
ん
。

此
の
義
に
為
る
が
故
に
、
立
撮
し
て
即
行
し
て
、
端
坐
し

て
以
ち
て
機
に
赴
く
に
及
ば
ざ
る
な
り 255 

」已
上
、『
疏
』の
文
、

『
記
』
に
「〈
八
苦
相
焼
動
成
違
返
〉
と
は
、
生
等
の
八
苦
、
数
し
ば
身
心
を
責
め
て
、

時
と
し
て
情
に
順
ず
る
こ
と
無
し
。
故
に
〈
動
成
違
返
〉
と
云
う
。〈
詐
親
含
笑
六

賊
常
随
〉
と
は
、
六
賊
、
怨
有
り
て
詐
り
来
り
て
親
附
す
。
愚
痴
の
人
、
実
の
親
に

為
る
と
謂
え
り
。
内
心
に
愛
着
し
て
聖
財
を
奪
わ
る
。
故
に〈
詐
親
含
笑
〉と
云
う
。

〈
若
不
挙
足
〉
等
と
は
、
衆
生
、
悪
趣
に
堕
す
る
苦
を
救
わ
ん
が
為
、
周
慞
し
て
急

に
来
る
。
故
に
立
撮
と
云
う 256 

」（
已
上
）『
記
』
釈
、
二
巻
、
廿
九
紙
。
畢

竟
、
衆
生
の
有
り
様
は
幼
児
、
井
の
辺
に
有
る
が
如
し
。

急
に
来
り
て
救
わ
ず
ん
ば
有
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
立
撮
即

行
し
て
之
れ
を
救
い
た
ま
う
の
み
。
扨
、
此
の
如
き
韋
提
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拝
見
は
肉
眼
所
見
か
、
観
成
所
見
か
、
と
云
う
ト
キ
、

今
、
所
見
は
、
二
尊
、
大
悲
和
合
す
る
時
、
正
く
仏
力
に

因
り
て
親
た
り
拝
見
し
給
う
。
是
れ
散
心
の
位
、
肉
眼
の

所
見
な
り
。
爾
る
に
若
し
今
日
、
修
観
の
行
者
有
り
て
、

観
成
に
至
る
時
、
縦
い
住
立
の
三
尊
を
拝
見
せ
ず
と
雖

も
、
必
ず
狐
疑
す
べ
か
ら
ず
。
韋
提
は
在
世
の
得
益
に

て
、
不
待
時
の
機
な
る
が
故
に
、
散
心
の
位
に
拝
見
し
た

ま
う
。
滅
後
の
衆
生
は
然
る
べ
か
ら
ず
。
縦
い
当
観
観
成

に
、
仏
、
現
ゼ
ザ
レ
バ
ト
テ
、
必
ず 
疑
い
を
起
こ
す
べ
か

ら
ず
。
其
の
上
、
依
報
を
観
じ
て
、
正
報
如
来
を
拝
見
す

る
こ
と
、
有
る
マ
ジ
キ
道
理
な
り
。
此
の
義
、
唯
、
韋
提

に
局
り
て
、
末
世
の
衆
生
に
有
る
べ
か
ら
ず
。
其
の
証

［600a

］
拠
は
、
当
麻
曼
陀
羅
は
、
衆
生
、
定
散
二
機
の
本

尊
な
り
。
爾
る
に
第
七
観
の
処
に
於
き
て
、
住
立
三
尊
の

図
、
并
び
に
銘
文
を
織
ら
ざ
る
な
り
。
此
れ
、
在
世
の
韋

提
一
人
の
得
益
に
し
て
、
末
代
の
得
益
に
非
ざ
る
こ
と
、

其
の
義
、
自
ら
験
か
な
り
。
故
に
知
り
ぬ
、
三
尊
の
図
、

并
び
に
銘
文
を
織
ら
ざ
る
こ
と
は
、
只
、
是
れ
在
世
韋
提

の
別
益
に
し
て
、
滅
後
華
座
の
観
成
に
通
ぜ
ず
。
是
れ
則

ち
此
の
義
を
顕
さ
ん
が
為
、
善
巧
方
便
な
る
の
み
『
述
弉
記
』

二
巻
、
十
七
紙 257 

。『
捫
象
』六
巻
、
四
十
八
紙 258 

に
委
釈
す
。
往
き
て
見
よ
。

爾
る
に
世
間
、
此
の
義
、
伝
授
を
立
て
て
秘
ス
ル
な
り
。
事
事
シ
ク
云
イ
及
ば
ヌ
コ

ト
な
り
。

●
光
明
熾
盛
不
可
具
見
と
は
、
熾
盛
は
火
の
盛
熾
な
る
貌

な
り
。
扨
、
光
明
熾
盛
な
り
と
読
み
切
る
べ
シ
。「
熾
盛
に

し
て
」
と
ア
ル
点
は
悪
し
。
扨
、
此
の
五
・
六
両
段
は
、
共

に
三
尊
の
光
明
を
讃
ず
る
様
に
見
ユ
レ
ド
モ
、
爾
ら
ず
。

光
明
熾
盛
の
句
は
、
共
に
三
尊
に
懸
か
り
、
不
可
具
見
の

句
は
、
弥
陀
の
一
尊
に
懸
か
る
。
今
家
の
科
文
、
分
明
な

り
。
爾
る
に
、
縦
い
今
家
の
釈
ニ
モ
セ
ヨ
、
経
文
の
面
、

二
句
共
に
三
尊
光
明
を
讃
ず
と
見
え
タ
リ
。
何
ぞ
、
不
可

具
見
の
句
、
独
り
弥
陀
に
属
す
る
や
、
と
云
う
ト
キ
、
謂

わ
く
、
上
は
是
れ
総
句
な
り
。
然
る
に
、
因
果
の
光
明
、

豈
に
是
れ
等
同
ナ
ラ
ン
ヤ
。
今
は
、
総
従
り
別
を
出
し
て

弥
陀
の
光
明
を
「
不
可
具
見
」
と
云
う
。
文
章
は
ト
モ
ア

レ
、
意
は
定
め
て
此
の
道
理
な
り
。
本
ヨ
リ
経
文
簡
略
な
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る
が
故
に
、
訳
家
、
語
を
略
す
る
な
ら
ん
。
具
に
は
、「
其

中
仏
光
不
可
具
見
」
と
言
う
べ
し
。
今
家
、
旨
を
得
て
、

分
か
ち
二
科
と
為
し
た
ま
う
。
総
じ
て
、
一
家
の
釈
、
意

を
添
え
て
見
る
べ
し
。
此
の
例
、
一
に
非
ず
。
或
い
は
上

来
、
牒
前
生
後
、
或
い
は
序
分
の
虚
科
、
皆
、
此
の
類
な

り
。
当
段
も
文
面
は
、
一
具
の
文
に
し
て
全
く
二
科
と
成

る
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
義
に
約
し
て
二
科
を
立
つ
。

寔
に
凡
僧
の
文
科
に
異
な
り
。
若
し
、［600b

］
常
の
人
、

此
の
如
く
分
科
せ
ば
、
甚
だ
依
用
す
べ
か
ら
ず
。
証
定
指

授
の
科
文
、
実
に
茲
に
在
る
の
み
『
記
』
二
巻
、
卅
紙 259 

。

●
百
千
閻
浮
檀
金
色
と
は
、
此
れ
亦
た
弥
陀
の
光
明
の
辺

に
喩
う
。
二
菩
薩
の
辺
に
喩
う
る
に
非
ず
。
閻
浮
檀
金

は
、
至
極
最
勝
の
金
な
り
。
其
の
百
千
合
わ
せ
た
る
光
に

喩
う
る
に
、
尚
お
、
及
ば
ず
と
言
う
意
な
り
。
百
千
積
み

重
ネ
タ
ル
ニ
ハ
非
ず
。
只
、
色
の
勝
れ
タ
ル
ヲ
云
う
な
り
。

●
時
韋
提
希
と
は
、
釈
迦
如
来
、「
汝
等
憶
持
」
等
と
説
き

た
ま
う
。
語
と
三
尊
住
立
と
文
に
前
後
有
れ
ど
も
、
其
れ

実
に
は
同
時
な
り
。
其
の
時
を
指
し
て
「
時
」
と
曰
う
。

●
見
無
量
寿
仏
と
は
、
言
う
所
の
「
見
」
と
は
、
是
れ
眼

見
を
指
す
な
り
。
初
め
に
は
、
散
心
を
も
っ
て
見
、
後
に

は
心
眼
を
開
け
て
、
即
ち
無
生
忍
を
得
る
な
り
。
次
下
に

は
、「
得
見
無
量
寿
仏
及
二
菩
薩 260 

」
と
云
う
。
下
の
得

益
分
に
は
、「
得
見
仏
身
及
二
菩
薩 261 

」
と
云
う
。
両
処

の
文
に
准
ず
る
に
、
今
も
無
量
寿
仏
の
下
に
及
二
菩
薩
の

句
、
有
る
べ
き
事
な
り
。「
問
う
。
韋
提
の
心
に
見
仏
の
要

期
無
し
。
亦
た
、
観
想
無
し
。
何
ぞ
、
三
昧
を
発
さ
ん

や
。
答
う
。
夫
人
は
、
不
待
時
の
機
な
り
。
前
の
六
観
に

由
り
て
、
定
機
頓
に
熟
す
。
説
教
を
待
せ
ず
し
て
、
見
仏

得
忍
す
。
已
に
依
報
を
見
て
は
、
正
報
を
欣
う
べ
し
。『
経
』

に
説
か
ざ
る
は
、
口
陳
無
き
が
故
な
り 262 

」『
記
』、
問
答
。

凡
そ
、
今
『
経
』
の
所
説
を
按
ず
る
に
、
上
来
、
皆
、
二

仏
の
大
悲
力
に
因
り
て
依
報
・
正
報
、
倶
に
散
心
肉
眼
を

以
ち
て
、
之
れ
を
見
る
。
定
観
を
待
た
ず
し
て
、
成
就

す
。
韋
提
は
、
不
待
時
の
別
機
と
云
う
、
此
の
謂
い
な

り
。
既
に
定
観
を
待
た
ず
、
仏
の
加
被
力
に
因
り
て
、
拝

見
す
。
知
り
ぬ
、
是
れ
不
待
時
の
別
機
な
る
こ
と
を
。「
問
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う
。
得
忍
は
、
只
、
是
れ
見
仏
の
益
に
し
て
、
定
益
に
非

ざ
る
べ
し
。
答
う
。
夫
人
は
、
定
機
に
し
て
即
ち
、［601a

］

定
法
を
請
す
。
定
善
の
文
の
中
に
得
る
所
の
無
生
、
定
益

に
非
ず
ん
ば
、
如
何
。
序
正 263 

の
経
釈
に
分
明
に
定
益

に
属
す
。
何
ぞ
、
孤
疑
を
致
さ
ん
。
凡
そ
、
在
世
の
機

は
、
根
性
の
利
な
る
が
故
に
。
漸
行
を
須
い
ず
。
教
の
下

に
益
を
得
る
な
り 264 
」『
記
』
問
答
。
爾
る
に
、『
記
』
の
意
、

韋
提
、
十
三
観
法
を
聞
き
て
、
聞
教
の
下
に
於
き
て
、
即

観
成
就
す
と
云
エ
リ
『
記
』
に
云
わ
く
、「
教
の
下
、
得
益
な
り 265 

」
と

の
故
に
。
按
ず
る
に
、
聞
教
は
欲
界
の
散
心
な
り
。
凡
そ
、

観
成
は
上
界
の
定
を
得
ず
ん
ば
、
発
起
す
る
こ
と
能
わ

ず
。
故
に
、
聞
教
の
処
に
は
、
発
定
せ
ざ
る
道
理
な
り
。

聞
教
は
、
只
、
是
れ
欲
界
耳
根
に
聞
く
。
散
心
の
位
ナ
レ

バ
教
を
聞
く
内
に
は
、
定
心
発
得
、
有
る
マ
ジ
キ
こ
と
な

り
。
爾
る
に
、
聞
下
に
観
成
就
ス
ル
ト
云
う
義
、
未
だ
詳

か
に
せ
ず
。
又
た
、
聞
き
終
わ
り
て
、
定
に
入
り
、
観
成

就
し
竟
り
て
、
亦
た
教
を
聞
く
と
云
う
義
、
有
る
べ
か
ら

ず
。
記
主
の
御
義
と
雖
も
、
恐
ら
く
は
未
尽
の
理
な
り
。

『
抄
』
の
意
、
亦
た
同
じ
。
今
家
に
釈
、
無
き
が
故
に
。
久

来
、
之
れ
を
案
じ
て
未
だ
其
の
意
を
得
ず
。
更
に
詳
ら
か

に
せ
よ
上
来
、
老
師
の
弁
な
り
。『
記
』
二
巻
、
卅
二
紙 266 

。『
散
記
』
三
巻
、

二
十
四
紙 267 

。『
鈔
』
四
十
八
巻
、
廿
八
紙 268 

。

●
接
足
と
は
、
接
は
続
な
り
。
往
昔
の
礼
法
は
必
ず
足
を

以
ち
て
頭
に
接
ぐ
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
手
を
カ
ケ
ハ

シ
ト
シ
テ
、
仏
足
を
我
が
頭
に
て
続
ぐ
な
り
。
仏
在
世
の

時
は
、
弟
子
、
師
の
所
に
至
り
て
、
我
が
手
を
師
の
足
下

に
入
れ
て
己
が
頭
を
載
す
る
な
り
。
然
る
に
女
人
、
比
丘

を
礼
す
る
に
、
身
に
触
る
る
、
則
ち
摩
触
の
過
を
成
す
。

是
れ
僧
残
な
り
。
故
に
後
時
、
之
れ
を
制
し
て
運
心
接
足

せ
し
む
。
乃
ち
七
尺
計
り
去
り
て
礼
セ
シ
ム
ル
コ
ト
な

り
。
今
『
経
』
も
『
法
華
』
の
末
会
、『
涅
槃
』
の
最
初
の

説
ナ
レ
バ
、
運
心
の
礼
と
知
る
ベ
シ
。
扨
、
下
の
得
益
分

の
「
廓
然
大
悟 269 

」、
斯
処
に
在
る
な
り
。
説
必
次
第
ナ

レ
バ
、
経
文
に
は
得
益
分
に
至
り
て
之
れ
を
説
く
『
散
善
義
』

卅
五
紙 270 
。
扨
、
礼
し
て
後
に
証
す
る
か
、［601b

］
証
し

て
後
に
礼
す
る
か
と
云
う
ト
キ
、
三
尊
を
拝
見
す
る
時
、
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歓
喜
し
て
即
ち
接
足
作
礼
す
。
歓
喜
す
る
時
、
忍
智
生
じ

て
即
ち
得
忍
す
。
然
れ
ば
則
ち
「
心
生
歓
喜
」
も
「
接
足

作
礼
」
も
「
廓
然
大
悟
」
も
「
得
無
生
忍
」
も
実
に
は
同

時
な
り
。
経
文
は
説
必
次
第
な
り
。
尚
お
、
具
に
は
下
に

至
り
て
弁
ず
べ
し
廿
二
紙 271 

●
白
仏
言
世
尊
等
と
は
、『
科
』
に
「
領
荷
仏
恩
」
と
云
う 

272 

。
此
れ
韋
提
、
偏
に
仏
恩
な
り
と
仏
恩
を
領
解
し
て
荷

負
ス
ル
な
り
。
然
れ
ど
も
、
韋
提
、
自
ら
合
点
ス
ル
ニ
非

ず
、
仏
の
序
分
に
於
き
て
光
台
現
土
を
我
が
力
ニ
テ
見
タ

リ
ト
思
イ
シ
ニ
、
以
ち
て
の
外
に
仏
力
な
り
と
仰
せ
ラ
レ

シ
ヲ
聞
き
、
驚
き
肝
を
ツ
ブ
シ
玉
ウ
。
故
に
今
も
ま
た
仏

力
な
り
と
思
い
給
ウ
ナ
リ
。
此
の
文
は
序
分
の
処
を
能
く

照
応
し
て
見
ル
ベ
シ
。
之
れ
に
就
き
て
西
山
に
は
序
分
に

依
正
共
に
見
る
と
存
ず
。
当
流
は
依
報
に
局
る
と
成
立

す
。
既
に
前
の
六
観
の
起
り
は
唯
だ
依
報
を
見
る
に
由
る

が
故
な
り
。
今
、
第
七
観
に
至
り
て
正
報
に
見
る
に
由
る

が
故
に
、
亦
た
正
報
観
起
れ
り
。
此
の
道
理
を
以
ち
て
見

る
と
き
、
上
の
序
分
の
処
、
正
報
拝
見
の
義
、
無
き
こ
と

自
ら
分
明
な
り
。
サ
レ
バ
光
台
現
国
は
只
だ
依
報
発
請
の

由
と
す
。
其
の
子
細
は
、
我
れ
は
仏
力
に
し
て
拝
見
し
タ

レ
、
未
来
の
衆
生
は
如
何
ん
が
拝
見
セ
ン
ト
請
ス
ル
故

に
、
仏
、
前
の
六
観
を
説
き
た
ま
う
。
今
も
亦
た
斯
に
至

り
て
正
報
を
拝
見
し
て
、
亦
た
未
来
の
衆
生
の
拝
見
セ
ン

コ
ト
ヲ
請
シ
玉
ウ
故
に
、
下
の
諸
観
を
説
き
た
ま
う
。
当

に
知
る
べ
し
、
光
台
現
土
、
唯
だ
依
報
に
局
る
こ
と
義
に

於
き
て
違
せ
ず
。
此
れ
に
従
り
て
依
正
の
続つ

ぎ
合
わ
せ
な

り
『
記
』
二
巻
、
六
紙 273 

、
卅
二
紙 274 

、
取
意
な
り
。

●
我
今
因
仏
力
と
は
、
光
台
現
土
の
時
、
已
に
領
解
し
た

ま
う
故
に
、
今
、
亦
た
是
の
如
く
言
う
な
り
。
当
流
に
上

現
土
の
時
、［602a

］
正
報
を
見
ず
と
い
う
、
其
の
義
、
此

の
文
に
亦
た
顕
然
な
り
。
扨
、
此
の
仏
力
を
『
記
』
に
、「
是

れ
釈
迦
の
力
な
り
、
次
文
に
〈
因
仏
力
故
得
見
〉
等
と
云

う
故
に 275 

」
と
云
え
り
。『
疏
』
に
も
「
聖
力
、
冥
に
加

し
て
、
彼
の
仏
、
現
じ
た
ま
う 276 

」
と
云
う
。
此
の
釈

を
以
ち
て
見
れ
ば
、
釈
迦
に
局
る
様
に
見
ユ
レ
ド
モ
、
上

の
定
善
得
益
の
文
の
仏
力
、
二
仏
の
力
を
兼
ぬ
。
爾
れ
ば
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今
も
亦
た
二
尊
に
通
ず
べ
し
。

●
仏
告
韋
提
希
と
は
、『
疏
』
の
意
に
准
ぜ
ば
、「
仏
告
韋

提
汝
及
衆
生
」
と
言
う
べ
し 277 

。
経
文
は
略
す
る
の
み
。

●
欲
観
彼
仏
者
と
は
、「
彼
仏
」
の
下
に
「
及
二
菩
薩
」
の

四
字
を
見
る
べ
し
。
扨
、
者
は
辞
の
字
、
人
者
に
非
ず
。

「
欲
せ
ば
」
と
読
み
切
り
て
見
よ
。「
欲
す
る
者も

の

は
」
と
訓

ズ
ル
ハ
悪
シ
シ
。
者
の
字
、
人
者
に
見
る
義
ア
レ
ド
モ
、

今
、
用
い
ざ
る
な
り
。
文
章
は
ト
モ
ア
レ
、
今
家
の
釈
に

合
わ
ず
。『
疏
』
の
意
は
「
欲
」
の
字
の
処
に
自
ら
衆
生
の

義
有
あ
り
。
今
の
文
に
直
に
韋
提
に
告
げ
て
、「
欲
観
」
等

と
説
く
。『
記
』
に
云
わ
く
、「〈
者
〉
の
字
、
詞
と
之
れ
人

と
に
通
ず
と
雖
ど
も
、
今
の
〈
者
〉
は
即
ち
辞
な
り
。
若

し
未
来
の
者
を
挙
ぐ
れ
ば
日
観
の
初
文
の
如
く
、
汝
及
び

衆
生
と
云
う
べ
し
。
今
の
文
は
爾
ら
ず
。
直
に
韋
提
に
告

げ
て
〈
欲
観
〉
等
と
説
く
。
故
に
人
者
に
非
ず 278 

」
已
上
。

扨
、
華
座
観
の
人
は
前
の
六
観
の
機
と
一
機
か
別
機
か
と

云
う
と
き
、
経
釈
の
意
を
看
る
に
、
前
の
十
二
観
は
是
れ

一
機
の
始
終
な
り
。
故
に
前
の
六
と
当
観
と
は
是
れ
一
機

な
り
。
第
十
三
観
は
是
れ
別
機
な
り
。
二
機
と
す
る
所
以

は
、
前
の
十
二
は
広
観
、
第
十
三
の
雑
想
は
略
観
な
り
。

鈍
な
る
者
、
惑
を
帯
び
て
広
に
堪
え
ざ
る
が
故
に
略
観
を

修
せ
し
む
『
記
』
二
巻
、
卅
四
紙
、
卅
五
紙 279 

。
委
釈
、
往
き
て
見
よ
。

●
当
起
想
念
と
は
、
広
く
正
報
の
諸
観
に
通
ず
、
故
に

『
科
』
に
総
告
と
云
う
。

●
於
七
宝
地
上
と
は
、
華
座
を
観
ん
が
為
に
先
づ
、［602b

］

宝
地
を
想
す
。
座
の
所
依
な
る
が
故
に
。『
疏
』
に
、
此
の

処
に
於
き
て
正
報
の
初
の
故
に
、
詳
か
に
入
観
方
法
を
示

す 280 

。
巻
を
披
き
て
拝
見
せ
よ
。
扨
、
上
の
「
欲
観
彼

仏
者
」
の
文
に
対
し
て
、
今
は
是
れ
仏
身
を
見
る
こ
と
を

請
ず
べ
し
。
爾
る
に
「
作
蓮
華
想
」
と
云
う
は
、
如
何
ゾ

ト
云
う
と
き
、
先
づ
仏
身
を
観
ず
る
に
は
、
蓮
華
従
り
次

第
に
観
ず
べ
キ
故
な
り
。
然
れ
ば
「
当
起
想
念
」
と
言
う

は
、
蓮
華
に
懸
け
て
見
る
ベ
シ
。
扨
、
此
の
蓮
華
は
池
中

の
蓮
華
の
非
ず
。
弥
陀
所
属
、
別
依
報
な
る
が
故
に
、
宝

地
の
上
に
在
り
と
観
ず
べ
し
。
故
に
「
地
上
」
と
云
う
。

●
作
蓮
華
想
と
は
、
即
ち
如
来
所
座
の
蓮
華
な
り
。
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●
令
其
蓮
華
と
は
、「
令
」
の
字
の
意
、
修
観
の
者
、
更
に

想
う
。
念
心
、
思
い
浮
ぶ
る
故
に
「
令
」
の
字
、「
シ
メ
ヨ
」

ト
点
ず
ベ
シ
。
已
下
の
三
科
は
思
想
を
明
す
な
り
。

●
一
一
葉
と
は
、
八
万
四
千
を
指
し
て
、「
一
一
」
と
曰
う
。

即
ち
、
次
下
に
説
き
て
、「
葉
」
と
は
、

葉
の
葉
に
は
非

ず
。
此
の
蓮
華
の
葩

は
な
び
らの

事
な
り
。「
脈
」
と
は
、
筋
の
事
な

り
。
葩
の
ス
ヂ
ヲ
脈
と
云
う
。

●
天
画
と
は
、
霊
芝
の
曰
わ
く
、「
其
の
文
、
工
巧
の
故
に

天
画
の
如
し 281 

」と
已
上
。
又
た
天
画
の
類
文
を
出
だ
す
。

『
観
仏
経
』
第
一
巻
、
九
紙
「
如
来
脚
指
端
の
螺
文
相
、
毘
紐
羯

磨
天
が
画
く
所
の
印
の
如
し 282 

」
已
上
。『
述
獎
記
』
四
巻
、
十

紙 283 

、『
捫
象
』
第
十
三
巻
、
十
九
紙 284 

に
之
れ
を
引
く
。
同
『
経
』

同
巻
、
十
一
紙
、
如
来
髪
際
相
を
説
き
て
云
わ
く
、「
次
に
髪
際

を
観
ず
乃
至
天
画
師
の
如
し
。
所
作
の
画
法
、
団
円
正
等
に

し
て
細
な
る
こ
と
一
糸
の
如
し
。
其
の
糸
間
に
於
き
て
、

諸
も
ろ
の
化
仏
を
生
ず
。
化
菩
薩
有
ま
す
。
以
ち
て
眷
属

と
す
。
諸
天
八
部
一
切
の
色
像
、
亦
た
中
に
於
き
て
現
ず 

285 

」
と
已
上
。『
要
集
』
中
本
、
三
紙
、
五
紙 286 

、『
指
麾
抄
』
十
二
巻
、

十
四
紙
、
廿
六
紙 287 

。
按
ず
る
に
、
此
の
方
、
細
金
の
蒔
絵
ナ

ド
ノ
様
ナ
ル
ベ
シ
。
天
の
画
を
誰
も
見
た
る
者
モ
無
け
れ

ど
も
、
先
づ
見
［603a

］
事
ナ
レ
バ
喩
と
シ
玉
ウ
な
り
。

●
脈
有
と
は
、
具
に
は
応
に
一
一
脈
有
等
と
言
う
べ
し
。

今
は
略
せ
る
な
り
。『
疏
』
に
は
、
一
一
の
字
の
如
く
釈
し

給
ウ 288 

。
八
万
四
千
一
一
の
脈
、
皆
、
然
な
り
と
云
う

こ
と
な
り
。

●
了
了
分
明
皆
令
得
見
と
は
、
此
の
二
句
は
、
皆
、
上
に

懸
か
る
な
り
。
是
れ
観
成
所
見
の
時
、
了
了
分
明
な
り
、

上
は
思
想
を
明
す
。
是
れ
従
り
下
、「
施
作
仏
事
」
に
至
り

て
は
、
皆
、
観
成
所
見
の
相
を
明
す
な
り
。『
疏
』
の
科
に

既
に
、「
了
了
の
下
は
観
成
の
相
を
弁
ず 289 

」
と
云
う
。

故
に
知
り
ぬ
、
下
の
諸
文
、
皆
、
観
成
に
属
す
る
こ
と

を
。
然
る
に
観
成
の
中
に
於
き
て
、
亦
た
多
相
有
り
、
故

に
開
し
て
別
段
と
為
す
の
み
。

●
皆
令
得
見
と
は
、
是
れ
心
眼
開
け
て
、
正
受
三
昧
の
位

な
り
。

●
華
葉
小
者
等
と
は
、
自
下
、
観
成
の
外
の
別
科
ナ
レ
ど
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も
、
観
成
に
摂
す
な
り
。
向
に
言
う
が
如
く
、
観
成
の
中

に
於
き
て
、
亦
た
多
相
有
る
が
故
に
、
開
し
て
別
段
と

す
。
扨
、「
小
者
」
と
は
、
外
は
下
の
方
大
な
り
。
内
は
上
の
方

小
な
り
。
此
れ
、
蓮
肉
付
の
方
は
小
な
り
。
爾
れ
ば
上
の

葉
は
小
く
下
の
葉
は
漸
漸
に
大
き
な
り
。
今
、
小
な
る
を

取
り
て
、「
華
葉
小
者
」
と
説
く
。

●
縦
広
二
百
五
十
由
旬
と
は
、
二
百
五
十
由
旬
は
、
一
万

里
な
り
。
此
の
蓮
華
、
若
し
第
九
真
身
仏
座
に
望
む
れ

ば
、
其
の
量
、
狭
少
な
り
、
若
し
、
第
八
像
観
の
仏
座
に

望
む
れ
ば
、
其
の
量
、
広
大
な
り
。
何
ぞ
二
辺
に
乖
く
や

と
云
う
と
き
、
座
・
像
・
真
の
三
は
次
第
観
な
る
が
故
に
、

前
は
浅
く
、
後
は
深
く
、
座
は
小
、
仏
は
大
な
る
こ
と
、

機
の
浅
深
に
約
す
。
今
は
一
機
の
次
第
観
な
る
が
故
に
、

且
く
是
の
如
く
説
く
。
或
い
は
い
う
べ
し
、
第
八
も
観
成

に
至
り
て
は
、
大
身
を
拝
見
す
る
が
故
に
、
亦
た
相
応
す

べ
し
。
第
九
に
至
り
て
、
座
も
亦
た
広
大
と
成
る
べ
し
。

何
れ
に
も
、
観
成
ソ
レ
ゾ
レ
に
恪
合
ス
ベ
キ
道
理
な
り
。

今
は
機
の
浅
［603b

］
深
に
約
す
が
故
に
、
先
づ
座
の
小

な
る
を
説
く
な
り
『
記
』
二
巻
、
卅
九
紙 290 

。

［603b

］
●
有
八
万
四
千
葉
と
は
、
有
る
が
云
わ
く
、

八
万
四
千
な
る
は
、
障
に
即
き
徳
を
顕
わ
す
。
謂
わ
く
仏

の
因
位
、
八
万
四
千
の
塵
労
に
染
せ
ら
れ
ず
、
遂
に
願
行

円
満
す
。
是
の
故
に
是
の
如
く
の
蓮
華
を
感
得
す
る
な
り

『
妙
宗
抄
』
下
、
五
紙 291 

の
意
に
準
ず
。
扨
、
此
の
文
ニ
テ
、
極
楽

の
教
主
、
報
身
仏
ナ
ル
こ
と
を
明
ら
か
な
り
。
然
る
所
以

は
、
初
地
の
能
化
は
百
葉
台
上
の
身
、
二
地
は
千
葉
、
三

地
は
万
葉
な
り
。
今
、
既
に
八
万
四
千
と
云
う
。
明
ら
か

に
知
る
、
報
身
な
る
こ
と
を
。
他
宗
の
人
師
、
他
身
と
云

う
。
皆
、
是
れ
謬
解
な
り
。

●
摩
尼
珠
王
と
は
、
勝
の
義
を
彰
す
。
摩
尼
、
已
に
勝

れ
、
今
、
尚
お
、
彼
に
勝
る
。
故
に
王
と
云
う
。

●
如
葢
と
は
、
キ
ヌ
ガ
サ
ノ
如
く
な
り
。

●
徧
覆
地
上
と
は
、
葢
の
光
、
極
楽
界
の
地
上
を
覆
う
な

り
。

●
釈
迦
毘
楞
伽
宝
と
は
、
上
宝
樹
観
下
の
如
し
。
或
る
本
に

「
釈
迦
毘
伽
摩
尼
宝
」
に
作
る
。
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●
其
台
と
は
、
蓮
心
を
「
台
」
と
曰
う
。
天
台
の
云
わ
く
、

「
台
と
は
中
な
り 292 

」已
上 

。
爾
れ
ば
蓮
肉
の
有
る
処
な
り
。

●
此
蓮
華
台
等
と
は
、
霊
芝
の
曰
わ
く
、「
已
下
は
台
の

外
、
挍
飾
な
り 293 

」
と
已
上
。

●
八
万
金
剛
等
と
は
、
釈
迦
毘
楞
伽
宝
は
其
の
台
上
の
荘

厳
な
り
。

●
甄
叔
迦
宝
と
は
、「
霊
芝
の
曰
わ
く
、〈
此
に
は
赤
色
宝

と
云
う 294 

〉。
戒
度
の
云
わ
く
、〈
西
域
に
甄
叔
樹
有
り
。

其
の
華
、
赤
色
。
形
・
大
き
さ
、
掌
の
如
し
。
此
の
宝
顔

色
、
樹
の
華
に
似
る
。
因
り
て
以
ち
て
焉
に
名
づ
く 295 

〉 
296 

」
已
上
。

●
妙
真
珠
網
と
は
、
糸
を
以
ち
て
真
珠
を
編
ん
で
台
上
に

注し

め連
を
張
る
如
く
ス
ル
な
り
。
当
麻
の
変
相
に
蓮
心
の
上

に
房ふ

さ

の
様
ナ
ル
モ
ノ
有
り
。
其
の
替
り
に
網
で
懸
く
る
事

な
り
。
扨
、「
網
」
の
字
、
上
の
諸
宝
に
懸
く
る
な
り
西
山
並

に
『
秘
決
』297 

等
の
変
相
、
蓮
花
台
の
上
に
網
を
懸
く
る
な
り
。

●
四
柱
と
は
、
四
本
柱
な
り
。

●
如
百
千
万
億
須
弥
［604a

］
山
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
一

須
弥
に
非
ず
、
億
の
須
弥
な
り
。
唯
、
億
に
非
ず
、
万
億

な
り
。
唯
、
万
億
に
非
ず
、
千
万
億
な
り
。
唯
、
千
万
億

に
非
ず
、
百
千
万
億
な
り
。
尤
も
応
に
其
の
高
き
こ
と
を

知
る
べ
し
。

●
幢
上
宝
幔
と
は
、
四
柱
の
宝
幢
の
上
に
此
の
方
の
仏
前

水
引
の
様
に
幔
を
懸
く
る
な
り
。

●
如
夜
摩
天
宮
と
は
、
古
来
未
だ
決
せ
ざ
る
な
り
。
元
祖

の
曰
わ
く
、「
四
桂
の
宝
幢
、
以
ち
て
須
弥
に
喩
う
。
故
に

幢
上
の
幔
を
夜
摩
天
に
喩
う
。
謂
わ
く
、
幢
の
上
に
横
に

宝
幔
を
張
る
こ
と
、
須
弥
山
の
上
に
夜
摩
天
宮
有
る
に
似

た
り 298 

」
已
上
『
記
』
二
巻
、
四
十
紙
。

●
有
五
百
億
等
と
は
、
当
麻
変
相
華
座
の
台
上
に
十
如
意

珠
有
り
。
是
れ
、
今
、
五
百
億
識
り
顕
か
す
。
即
ち
少
を

以
ち
て
之
れ
を
示
す
。

●
映
飾
と
は
、
珠
光
互
い
に
映
飾
す
る
な
り
。

●
一
一
宝
珠
と
は
、
次
上
の
五
百
億
の
宝
珠
を
指
し
て

「
一
一
」
と
曰
う
。

●
異
種
金
色
と
は
、
金
に
多
種
有
り
。
色
亦
た
同
じ
か
ら
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ず
。
謂
わ
く
、
閻
浮
金
・
紫
金
・
黄
金
等
な
り
。

●
一
一
金
色
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
金
色
の
光
と
、
光
の

字
意
を
入
れ
て
見
る
ベ
シ
。

●
各
作
異
相
と
は
、
替
り
タ
ル
姿
に
ナ
ル
ヲ
異
相
と
云
う
。

●
或
為
金
剛
台
と
は
、『
楷
定
記
』
に
云
わ
く
、
是
れ
「
迎

接
の
具
か
『
定
』
五
巻
、
廿
紙 299 

。

●
於
十
方
面
と
は
、
極
楽
の
十
方
面
な
り
。

●
随
意
変
現
と
は
、
所
見
の
人
の
意
楽
に
随
て
、
変
現
し

て
仏
事
を
為
し
、
益
を
施
す
。『
楷
定
記
』
に
云
わ
く
、「
変

じ
て
種
々
供
養
の
物
と
為
す
」
同
巻 300 
。

●
施
作
仏
事
と
は
、
広
く
言
え
ば
、
八
相
示
現
作
仏
授
記

等
の
仏
事
を
作
す
な
り
。

●
願
力
所
成
と
は
、
直
ち
に
華
座
の
願
無
し
と
雖
も
、

義
、
推
ず
る
に
、
第
卅
二
万
物
厳
浄
の
願
に
「
池
・
流
・
華
・

樹
、
国
中
の
所
有
一
切
万
物 301 

」
と
云
え
り
。
此
の
願

中
に
、
一
切
の
依
［604b

］
報
を
摂
す
。
華
樹
の
語
の
中

に
、
華
座
有
る
べ
し
。
道
理
必
然
な
り
。
爾
る
に
、
唯
だ

華
の
み
、
此
の
説
を
為
す
こ
と
は
、
一
を
挙
げ
て
諸
を
例

す
。
応
に
知
る
べ
し
。

●
若
欲
等
と
は
、
自
下
の
意
、
仏
を
想
わ
ん
と
欲
せ
ば
、

先
づ
、
所
座
の
蓮
華
従
り
観
ず
べ
き
な
り
。
今
、
其
の
次

第
を
教
示
し
玉
ウ
。

●
彼
仏
と
は
、
第
九
仏
身
観
を
指
す
な
り
。

●
作
此
想
と
は
、
華
座
を
指
し
て
想
と
曰
う
。

●
不
得
雑
観
と
は
、
漸
々
に
相
い
雑
え
ず
観
ゼ
ヨ
ト
云
ウ

こ
と
な
り
。

●
一
一
観
之
と
は
、
霊
芝
の
曰
わ
く
、「〈
一
一
観
之
〉
は

下
の
五
種
に
貫
く 302 

」
已
上
。
此
れ
、
雑
観
せ
ざ
る
方
規

を
明
す
。
次
第
に
観
じ
て
雑
乱
せ
ざ
る
な
り
。

●
一
一
台
と
は
、
此
れ
唯
一
の
台
の
み
な
り
。
何
ぞ
一
一

と
云
う
や
と
云
う
と
き
、
古
来
相
伝
に
、「
上
に
相
従
し
て

一
一
と
云
う 303 

」。
実
に
は
、
唯
一
な
り
。
冏
師
の
云
わ

く
、「
台
は
、
是
れ
一
な
り
と
雖
も
、
上
よ
り
一
一
と
云

う
。
故
に
上
に
相
従
し
て
一
一
台
と
云
う
『
糅
抄
』
十
六
巻
、

十
四
紙 304 
。『
科
』
に
観
成
相
と
は
、
応
に
観
成
の
益
と
言

う
べ
し
。
此
れ
、
前
の
文
義
を
兼
顕
す
る
が
故
に
。
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●
滅
余
五
万
劫
等
と
は
、
此
れ
は
横
の
機
に
約
し
て
滅
罪

を
明
す
。
是
れ
只
だ
五
万
劫
罪
を
有
す
る
人
な
り
。
記
主

の
云
わ
く
、「
観
観
滅
罪
に
不
同
有
る
所
以
は
、
地
観
の
行

人
は
、
唯
、
八
十
億
劫
罪
の
み
有
り
。
乃
至
座
観
行
者
、

唯
、
五
万
劫
の
罪
の
み
有
り
。
仏
、
彼
の
罪
の
多
少
に
随

い
て
、
八
十
等
と
云
う
。
是
れ
観
の
力
に
必
ら
ず
差
別
有

る
に
非
ざ
る
な
り
。
但
し
、
楼
観
に
〈
除
無
量
罪
〉
と
説

く
は
、
合
し
て
樹
・
池
・
楼
の
滅
罪
を
明
す
が
故
に
、
相

違
の
過
無
し
」『
記
』
二
巻
、
四
十
二
紙 305 

具
に
は
、
第
三
地
観
の
処
に

之
れ
を
弁
ず
る
が
如
し
。
或
る
本
に
「
五
百
億
劫
」
に
作
る
。

第
八
像
想
観
。
来
意
は
、
上
に
既
に
座
を
観
ず
。
須
く
真

仏
、
其
の
［605a

］
上
に
坐
し
た
ま
え
る
を
観
ず
べ
し
。

然
る
に
、
初
心
の
人
、
直
ち
に
真
仏
を
観
る
こ
と
能
わ

ず
。
故
に
先
づ
形
像
を
観
ず
る
な
り
。
斯
れ
乃
ち
、
群

生
、
障
り
重
く
し
て
、
真
仏
の
観
、
階
い
難
し
。
是
を
以

ち
て
、
大
聖
、
哀
を
垂
れ
て
、
且
く
心
を
形
像
に
住
せ
し

む
。
言
う
所
の
形
像
と
は
、
或
い
は
穢
土
の
画
像
・
木
像

等
な
り
因
み
に
、
像
観
に
就
き
て
、
弁
・
然
、
両
師
の
異
義
有
り
。
弁
師
は
彼
土

の
影
像
な
り
。
然
師
は
娑
婆
の
形
像
な
り
。
具
に
『
玄
記
』
三
巻
、
四
十
紙 306 

・

『
抄
』
十
五
紙 307 

。
扨
、
像
と
は
、『
説
文
』
に
「
似
な
り
」

と
訓
ず
。
然
れ
ば
則
ち
、
真
仏
に
似
た
り
。
木
像
を
造
り

て
観
ズ
ル
な
り
。
此
れ
は
、
第
九
真
身
の
為
の
仮
観
ナ
レ

バ
、
座
像
に
造
る
ベ
シ
。
尤
も
、
金
箔
を
も
っ
て
、
タ
メ

テ
金
色
に
し
て
、
好
き
な
り
。
真
身
観
の
手
習
い
な
る
が

故
に
、
先
哲
、
多
く
、
等
身
の
仏
を
用
ゆ
。
我
が
身
五
尺

ナ
ラ
バ
、
二
尺
五
寸
程
に
造
る
ベ
シ
。
余
り
大
き
ナ
ル
ハ

悪
シ
。
我
が
目
に
余
ら
ざ
る
程
の
像
が
好
き
な
り
。
霊
芝

下
、
十
紙
右
の
曰
わ
く
、「
衆
生
、
無
始
よ
り
未
だ
真
仏
を
識

ら
ず
。
多
く
、
形
像
を
見
る
。
故
に
先
づ
観
ぜ
し
む
る
に 

308 

」、「
若
し
は
彫
り
、
若
し
は
画
く
。
人
の
見
熟
に
随
い

て
、
即
ち
以
て
境
と
為
る
な
り 309 

已
上
。

●
仏
告
阿
難
等
と
は
、
此
れ
結
前
生
後
。
謂
わ
く
、「
見
此

事
已
」の
一
句
は
結
前
、
即
ち
華
座
を
指
す
。「
次
当
想
仏
」

の
一
句
は
生
後
な
り
。

●
次
当
想
仏
と
は
、
言
う
所
の
仏
は
、
当
観
の
形
像
に
非

ず
。
第
九
真
身
を
指
し
て
、「
仏
」
と
曰
う
。
此
れ
、
先
の
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華
に
坐
せ
し
む
る
所
の
仏
な
る
が
故
に
。
若
し
爾
ら
ば
華

座
は
小
さ
く
、
仏
は
大
な
り
。
如
何
ぞ
相
応
セ
ン
、
ト
云

う
ト
キ
、
座
は
小
ナ
レ
ド
モ
、
観
成
に
は
必
ず
座
の
大
な

る
を
見
ん
。
故
に
相
違
せ
ず
。
其
の
義
、
委
し
く
先
に
弁

ず
る
が
如
し
。

●
所
以
者
何
と
は
、
此
の
一
句
、『
疏
』
の
前
後
の
科
文
に

所
属
無
し
。
先
づ
、『
疏
』
に
て
は
、
分
文
の
中
に
、
自
ら

十
三
と
す
。『
疏
』
に
、「
一
に
、〈
仏
告
阿
難
〉
従
り
下
、〈
次

当
想
仏
〉
に
至
る
已
来
は
、
正
く
結
前
生
後
を
明
す
。〈
所

以
者
何
〉
と
言
う
は
、
是
れ
［605b
］
其
の
問
な
り
。
仏

を
想
う
べ
き
所
以
は
何
な
り 310 

」と
云
う
。「
所
以
者
何
」

の
句
に
於
き
て
、
二
の
詞
を
置
か
ず
。
爾
る
に
、
此
の
句

を
前
後
の
科
段
に
収
め
ざ
る
は
、
何
意
有
り
や
と
云
う
ト

キ
、『
記
』
の
意
に
准
ず
る
に
、
此
の
一
句
に
開
合
の
二
科

有
り
。
若
し
之
れ
を
開
し
て
別
に
一
段
と
す
れ
ば
、
科
を

立
て
、
徴
起
の
問
と
見
る
べ
し
。
爾
る
に
此
の
一
句
は
徴

起
に
し
て
、「
諸
仏
如
来
」
の
下
は
正
く
答
な
り
。
是
れ
問

答
各
別
の
故
に
、
第
二
段
に
収
め
ず
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、

問
と
答
と
別
な
る
が
故
に
、
此
の
句
を
次
の
「
諸
仏
如
来
」

の
科
段
の
処
に
摂
せ
ら
れ
ず
。
故
に
此
の
句
を
立
て
て
第

二
段
の
科
と
す
。「
諸
仏
如
来
」の
下
を
第
三
段
の
科
と
す
。

前
後
合
し
て
十
四
段
と
為
る
な
り
。
若
し
之
れ
を
合
せ

ば
、
第
二
段
と
す
る
べ
し
。
是
れ
問
答
一
双
の
故
に
。
此

の
ト
キ
ハ
、
経
文
の
面
を
訓
点
し
て
、「
所
以
は
何
ん
。
諸

仏
」
等
と
次
の
句
へ
ウ
ツ
ル
な
り
。
是
れ
問
答
一
双
に
見

て
、
徴
起
を
答
の
中
に
摂
す
る
な
り
。
今
は
合
の
意
に
約

し
て
十
三
段
と
す
。
若
し
開
の
意
に
約
せ
ば
、
此
の
句
を

一
段
と
立
て
て
十
四
段
と
す
べ
し
。
摂
属
不
定
な
り
。
前

後
両
段
に
収
め
ず
。
意
、
此
に
在
る
の
み
『
記
』
二
巻
、
四
十
三

紙 311 

、
委
し
。
冏
師
の
云
わ
く
、「
一
家
、
別
牒
・
開
合
、
二
つ
な
が
ら
存
す
。

独
歩
の
巧
釈
、
神
霊
も
知
ら
ず
。
記
主
の
妙
談
、
天
仙
、
並
び
難
し 312

」。『
鈔
』

卅
九
巻
、
廿
三
紙
。
此
の
歎
徳
、
尚
お
仰
ぐ
べ
し
。

●
諸
仏
如
来
等
と
は
、
自
下
、
観
想
す
れ
ば
必
ず
観
成
就

す
る
こ
と
を
明
す
。
其
の
徒
然
な
る
こ
と
無
き
こ
と
を
顕

す
な
り
。「
諸
仏
」
と
は
弥
陀
を
指
し
て
「
諸
仏
如
来
」
と

曰
う
。『
疏
』
の
意
、
弥
陀
と
云
わ
ず
。
諸
仏
道
同
の
辺
に
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約
し
て
之
れ
を
言
う
。
仏
仏
是
れ
平
等
な
る
が
故
に
。『
疏
』

に
、「
諸
仏
は
、
三
身
、
同
じ
く
証
し
、
悲
智
果
円
な
る
こ

と
、
等
斉
し
て
二
無
し
。
端
身
一
坐
し
た
ま
い
て
よ
り
影

現
無
方
な
り
。
意
、
有
縁
に
赴
き
、
時
、
法
界
に
臨
む
こ

と
を
顕
さ
ん
と
欲
す 313 

」
已
上
。
記
主
の
云
わ
く
、「
此

れ
、
諸
仏
法
界
［606a

］
身
の
徳
を
挙
げ
て
、
弥
陀
に
同

じ
く
其
の
徳
有
る
こ
と
を
顕
す 314 

」
已
上
。

●
法
界
身
と
は
、
諸
師
は
悉
く
理
法
界
に
属
し
て
理
観
と

し
、
之
れ
を
解
す
。
故
に
各
お
の
経
意
に
叶
わ
ず
。
今
家

は
爾
ら
ず
。
事
法
界
に
約
し
て
之
れ
を
解
す
。
是
れ
浄
家

相
伝
の
義
な
り
。
曇
鸞
・
懐
感
、
同
じ
く
此
の
旨
を
存
す
。

今
家
の
釈
、
尤
も
深
妙
な
り
。
蓋
し
此
の
『
経
』
の
大
意
、

煩
悩
賊
害
の
衆
生
の
観
法
な
る
が
故
に
。
諸
師
の
解
釈
は

無
力
の
大
刀
な
り
。

●
法
界
と
は
、
惣
じ
て
法
界
を
解
す
る
に
事
・
理
の
二
有

り
。
先
づ
理
法
界
と
は
、
凡
そ
諸
経
論
に
理
の
異
名
を
明

し
て
、
或
い
は
真
如
と
云
い
、
或
い
は
法
性
と
云
い
、
或

い
は
法
界
と
云
う
。
皆
、
一
理
の
異
名
な
り
。
言
う
所
の

理
法
界
は
即
ち
釈
論
の
清
浄
真
如
に
当
る
。
且
く
天
台
に

依
れ
ば
『
止
観
』
に
「
繋
縁
法
界
一
念
法
界
一
色
一
香
中

道 315 

」
と
云
え
る
、
是
れ
な
り
。
冏
師
の
云
わ
く
、「
縁

は
即
ち
能
縁
、
但
、
法
界
を
縁
ず
。
念
も
亦
た
能
念
、

但
、
法
界
を
念
ず
。
縁
と
念
と
は
能
縁
な
り
。
法
界
は
所

縁
の
理
の
異
名
な
り
。
然
る
に
縁
を
止
と
云
い
、
念
を
観

と
云
う
。
是
れ
、
止
・
観
の
二
法
は
寂
照
の
二
徳
な
り
。

凡
そ
止
観
の
行
人
、
但
、
法
性
を
縁
じ
、
余
縁
す
べ
か
ら

ず
。
彼
の
但
信
法
性
不
信
其
諸
と
云
う
が
如
し
。
此
の
観

解
の
上
に
は
即
ち
三
世
無
く
、
前
後
無
き
な
り 316 

」『
糅

抄
』
十
一
八
紙
、
卅
九
廿
五
紙
。
畢
竟
、
理
法
界
は
唯
心
法
界

不
来
不
去
な
り
。『
二
蔵
義
』
十
七
十
四
紙 317 

、
併
せ
見
る

べ
し
。
彼
の
止
観
の
唯
識
と
実
相
と
の
両
観
は
、
事
と
理

と
を
縁
ず
る
な
り
。
唯
識
は
事
法
界
を
縁
じ
、
実
相
は
理

法
界
を
縁
ず
。
但
し
事
法
界
を
縁
ず
と
言
う
と
雖
も
、
今

言
う
所
の
事
法
界
に
は
同
じ
か
ら
ず
。
天
地
・
雲
泥
、
永

く
別
な
り
。
其
の
旨
、『
記
』
二
四
十
七
紙 318 

、『
鈔
』
卅
九

廿
五
紙
、
卅
紙 319 

に
委
し
又
た
、
理
法
界
の
釈
は
『
玄
記
』
一
巻
、
卅
七
紙
、
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二
［606b

］
巻
、
廿
六
紙 320 

。『
鈔
』
五
巻
、
十
五
紙
、
十
一
巻
、
五
紙
、

八
紙 321 

。
次
に
事
法
界
と
は
、
衆
生
を
法
界
と
云
う
。
或

い
は
十
界
を
事
法
界
と
云
う
な
り
『
糅
鈔
』
廿
九
巻
、
廿
五
紙 

322

。
扨
、
言
う
所
の
法
と
は
、
事
・
理
の
二
法
有
り
。
理

法
は
向
に
言
う
が
如
し
。
事
法
と
は
、
法
は
謂
わ
く
軌

持
、
軌
は
謂
わ
く
軌
範
、
物
の
解
を
生
ず
べ
し
。
持
は
謂

わ
く
任
持
、
自
性
を
捨
て
ず
。
凡
そ
一
切
の
色
心
の
諸

法
、
皆
、
悉
く
範
法
度
ア
リ
。
人
は
人
ノ
ノ
リ
ニ
テ
、
頭

丸
く
、
足
は
方
な
り
。
樹
は
樹
の
ノ
リ
ニ
テ
、
本
を
下
に

し
、
末
を
上
に
す
。
机
は
机
の
ノ
リ
、
見
台
は
見
台
の
ノ

ノ
リ
。
一
切
の
諸
法
、
皆
、
然
な
り
。
例
し
て
知
ル
ベ

シ
。
是
れ
則
ち
解
を
生
ず
る
範
有
る
な
り
。
人
を
見
て
は

人
な
り
と
知
り
、
樹
を
見
て
は
樹
な
り
と
知
る
等
の
解
、

生
ず
る
な
り
。
ア
レ
ハ
人
、
ア
レ
ハ
草
木
、
ア
レ
ハ
机
、

ア
レ
ハ
見
台
と
シ
ラ
ス
ル
ヲ
、
可
生
物
解
と
云
う
な
り
。

ソ
レ
ゾ
レ
ノ
範
を
持
し
て
其
の
体
を
失
ワ
ヌ
な
り
。
人
は

人
の
体
を
持
し
て
、
草
木
と
も
成
ら
ず
、
樹
は
樹
の
体
を

持
し
て
、
人
間
と
も
成
ら
ず
、
畜
類
は
畜
類
の
体
を
持
し

て
人
間
草
木
と
も
成
ら
ず
。
若
し
自
性
を
持
せ
ざ
れ
ば
、

人
間
が
寝
て
居
る
内
に
は
転
じ
て
畜
類
草
木
と
も
成
る
べ

き
事
ナ
レ
ド
モ
、
サ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
一
切
諸
法
、
皆
、
然

り
。
此
れ
を
任
持
し
て
自
性
を
捨
て
ず
と
云
う
な
り
。
次

に
界
と
言
う
は
、
亦
た
事
・
理
有
り
、
理
法
を
界
と
名
づ

く
る
時
、
界
は
性
の
義
ニ
テ
、
一
切
染
浄
の
諸
法
の
為
に

体
性
と
為
る
義
な
り
。
事
法
を
界
と
名
づ
く
時
、
界
は
分

義
ニ
テ
一
一
の
事
法
、
分
限
別
ナ
ル
ノ
義
な
り
故
に
。
記

主
は
、「
界
は
、
謂
わ
く
、
種
族
種
類
多
な
る
が
故
に
、
衆

生
を
界
と
名
づ
く 323 

」
と
釈
せ
り
。
然
る
に
、
界
と
は

界
類
に
て
、
種
族
種
類
多
ク
シ
テ
、
法
、
品
品
ア
ル
故

に
、
界
と
云
う
。
譬
え
ば
、
人
に
男
［607a

］
女
貴
賤
有

り
。
草
木
に
品
々
の
類
有
る
が
如
し
。
爾
る
に
、
今
家
、

此
の
『
経
』
の
法
界
身
を
解
す
る
に
、『
疏
』
に
三
義
有
り
。

所
詮
、『
疏
』
の
意
、
法
界
と
は
、
打
ち
任
せ
て
衆
生
の
事

な
り
。『
疏
』
に
「
法
界
と
言
う
は
、
是
れ
所
化
の
境
、
即

ち
衆
生
界
な
り 324 

」
と
釈
す
。 

爾
れ
ば
、
畢
竟
、
今
日

五
苦
所
逼
の
衆
生
を
指
し
て
、
法
界
と
云
う
な
り
。
身
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は
、
仏
を
指
し
て
身
と
云
う
な
り
。『
疏
』
に
「
身
と
言
う

は
、
是
れ
能
化
の
身
、
即
ち
諸
仏
身
な
り 325 

」
と
釈
せ

り
。
是
れ
、
諸
仏
如
来
は
法
界
の
衆
生
の
為
の
身
な
り
ト

云
う
義
な
り
。
是
の
故
に
、
衆
生
観
想
サ
ヱ
ス
レ
バ
即
ち

現
ず
る
な
り
。
此
れ
は
、
離
釈
に
約
し
て
、
法
界
身
を
解

す
る
な
り
。
若
し
、
合
釈
し
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
弥
陀
仏

を
指
し
て
法
界
身
と
曰
う
。
謂
わ
く
、
仏
の
身
心
は
、
法

界
に
遍
満
し
て
障
碍
有
る
こ
と
無
し
。
故
に
、
法
界
身
と

名
づ
く
。
是
れ
、
法
界
の
身
な
る
が
故
に
、
依
主
釈
な

り
。
又
た
は
、
法
界
を
度
す
る
の
身
な
る
が
故
に
。

●
入
一
切
衆
生
心
想
中
と
は
、「
衆
生
念
を
起
こ
し
て
、
諸

仏
に
見
え
ん
と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
無
碍
智
を
以
ち
て
知

り
、
能
く
彼
の
想
心
の
中
に
入
る
。
若
し
は
、
夢
定
中
に

現
じ
た
ま
う
な
り 326 

」『
疏
』
の
意
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
一

切
衆
生
、
観
想
す
る
者
に
は
、
即
ち
入
り
給
う
な
り
。
法

界
の
為
の
身
な
る
が
故
に
。
観
想
せ
ざ
る
者
の
心
想
中
に

は
現
ぜ
ず
。
観
想
サ
ヱ
ス
レ
バ
、
皆
、
現
じ
た
ま
う
な
り
。

「
衆
生
」
と
は
、
未
来
の
一
切
衆
生
な
り
。「
心
想
」
と
は
、

観
想
の
心
想
な
り
。
或
る
本
に
遍
入
に
作
る
。

●
是
故
汝
等
と
は
、
自
下
、
委
し
く
次
上
の
由
を
明
す
な

り
。「
汝
等
」
と
は
、
韋
提
及
び
未
来
衆
生
を
指
す
。

●
想
仏
と
は
、
思
惟
な
り
。
仏
を
思
想
す
る
に
、
仏
、
霞

の
中
に
見
る
程
も
拝
見
す
る
は
、
想
仏
な
り
。
玄
忠
『
論
註
』

上
卅
、
九
紙
曰
わ
く
、「
衆
生
の
心
に
仏
を
想
う
時
に
当
た
り

て
、
仏
身
相
好
、
衆
生
の
心
中
に
顕
現
す
。
譬
え
ば
、
水

［607b

］
清
き
と
き
は
、
則
ち
色
像
、
現
じ
て
水
と
像
と
一

な
ら
ず
、
異
な
ら
ざ
る
が
如
し
。
故
に
、
仏
の
相
好
の

身
、
即
ち
是
れ
心
想
な
り
と
言
う
な
り 327 

」
已
上
。
扨
、

上
来
に
言
う
が
如
く
、
此
れ
事
観
に
し
て
理
観
に
非
ず
。

今
家
に
限
ら
ず
。
鸞
師
も
事
観
と
定
め
た
ま
う
。
是
れ
、

浄
家
相
伝
の
旨
な
り
。

●
是
心
即
是
等
と
は
、
諸
師
の
意
は
、
上
の
法
界
身
を
理

法
界
と
見
る
が
故
に
、
是
心
即
仏
と
「
即
」
の
字
を
不
二

の
即
と
見
る
な
り
。
今
家
の
意
は
、
不
離
の
即
な
り
。
相

い
離
れ
ざ
る
を
、
即
と
云
う
。
サ
レ
バ
是
心
、
全
く
仏
と

言
う
に
は
非
ず
。
今
は
事
相
観
な
る
が
故
に
、
心
を
指
し
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て
直
ち
に
仏
と
は
言
わ
ざ
る
な
り
。
若
し
、
唯
識
観
及
び

真
如
実
相
観
ナ
ラ
バ
、
心
を
指
し
て
、
即
仏
と
も
云
う
べ

シ
。
今
は
既
に
像
を
想
う
と
言
い
て
、
三
十
二
相
を
仮
立

す
。
真
如
法
界
の
観
、
何
ぞ
身
相
有
り
て
、
縁
取
す
べ
け

ん
や
。
浄
影
・
嘉
祥
・
天
台
等
の
諸
師
の
解
は
、
皆
、
悉

く
謬
解
な
り
。
今
家
の
意
は
、「
是
心
」
と
は
、
心
に
仏
を

想
う
時
を
言
う
。「
即
是
」
と
は
、
心
に
仏
を
想
う
時
、
即

ち
心
中
に
仏
を
観
る
を
言
う
。
是
れ
仏
と
心
と
不
離
な
る

が
故
な
り
。
此
れ
を
「
即
」
と
云
う
な
り
。
譬
え
ば
、
器

物
に
水
を
汲
み
置
く
に
、
水
静
な
れ
ば
、
月
浮
か
ぶ
な

り
。
其
の
時
、
水
即
ち
月
カ
ト
見
れ
ば
、
サ
ニ
ハ
ア
ラ

ズ
。
水
月
別
体
ナ
リ
。
別
体
カ
ト
思
ヘ
バ
即
ち
月
現
ズ
ル

ガ
如
し
。
爾
れ
ば
、
器
物
は
衆
生
の
依
身
な
り
。
水
は
心

な
り
。
月
は
仏
な
り
。
今
も
衆
生
の
心
に
仏
を
想
う
外
、

更
に
仏
有
る
こ
と
無
し
。
此
れ
、
水
を
離
れ
て
月
有
る
こ

と
無
し
。
水
即
ち
月
な
り
。
是
れ
、
則
是
の
心
、
即
是

三
十
二
相
八
十
随
形
好
な
り
。
爾
る
に
、
今
家
の
意
は
、

心
の
仏
な
る
が
故
に
、
依
主
に
名
を
得
る
。
諸
師
の
意

は
、
心
即
仏
な
る
が
故
に
、
持
業
に
名
を
得
る
な
り
。
冏

師
、
事
法
界
を
釈
し
て
云
わ
く
、『
頌
義
』
十
七
巻
、
十
四
紙
「
諸

仏
如
来
の
身
、
法
界
に
遍
じ
て
一
切
処
に
現
ず
。
故
に
、

［608a

］
法
界
身
と
名
づ
く
。
諸
仏
如
来
の
心
、
法
界
に
遍

じ
て
一
切
衆
生
を
利
す
。
故
に
法
界
心
と
名
づ
く
。
諸
仏

の
無
碍
智
、
乃
ち
能
く
心
想
の
中
に
入
る
。
故
に
法
界
身

心
と
名
づ
く
。
然
り
と
雖
も
、
衆
生
、
仏
を
観
ざ
る
時

は
、
諸
仏
如
来
法
界
の
身
心
、
更
に
見
る
こ
と
を
得
ず
。

若
し
衆
生
有
り
て
心
に
仏
を
観
ず
る
時
、
諸
仏
如
来
の
法

界
の
身
心
、
衆
生
の
心
に
現
ず
る
こ
と
心
中
に
入
る
が
如

し
。
故
に
「
入
」
と
名
づ
く
る
な
り
。
心
に
仏
を
想
う
時
、

即
ち
仏
身
を
見
た
て
ま
つ
る
。
想
心
の
外
、
更
に
仏
無
き

な
り
。
譬
え
ば
、
天
月
、
水
中
に
入
り
て
現
ず
。
水
を
離

れ
て
、
別
に
水
月
の
体
無
し
。
若
し
此
の
時
に
於
き
て

は
、
水
、
即
ち
是
れ
月
な
る
が
如
し 328 

」
已
上
。
此
の
一

段
は
、
浄
家
に
於
き
て
、
尤
も
肝
要
と
す
。
深
く
、
相
承

の
旨
を
守
り
て
、
事
相
教
席
を
忘
る
る
こ
と
莫
か
れ
。

●
三
十
二
相
と
は
、
報
身
八
万
四
千
の
相
好
な
り
。
爾
る



　148

に
三
十
二
相
と
云
え
ば
、
応
身
の
様
に
見
ゆ
る
と
云
う
ト

キ
、
今
、
報
仏
を
観
ず
る
に
、
且
く
応
身
の
三
十
二
相
を

以
ち
て
之
れ
を
観
ず
。
其
れ
実
に
は
具
に
之
れ
を
言
う

時
、
八
万
四
千
な
り
。
或
い
は
報
身
も
ま
た
三
十
二
相
を

具
す
べ
し
。
八
万
四
千
は
、
四
八
の
相
を
用
い
て
以
ち
て

本
と
す
る
が
故
に
、『
釈
摩
訶
衍
論
』
に
報
身
に
三
十
二
相

を
具
す
こ
と
を
明
せ
り 329 

。
又
、『
金
光
明
』 330 

『
十
住

昆
婆
沙
』 331 

も
ま
た
此
の
説
を
作
す
。
又
、
報
身
に
局
ら

ず
、
密
家
大
日
の
道
塲
観
に
法
身
の
相
を
観
ず
る
に
、

三
十
二
相
を
観
ず
『
記
』
二
巻
、
四
十
五
紙 332 
。『
鈔
』
卅
九
巻
、
廿
八

紙 333 

。
し
か
の
み
な
ら
ず
、『
般
舟
経
』
に
は
弥
陀
仏
の

相
を
説
く
に
三
十
二
相
を
明
せ
り 334 

已
上
、『
合
讃
』
本
、

七
十
一
紙 335 

。
因
に
師
の
仰
せ
に
『
法
華
』「
提
婆
品
」
に
「
微
妙
浄
法
身
、
相

を
具
す
る
に
三
十
二
相
八
十
種
好
を
以
ち
て
、
用
ち
て
法
身
を
荘
厳
す 336 

」
と

云
う
文
を
引
く
。『
抄
』卅
九
巻
、
廿
八
紙 337 

。
故
に
知
り
ぬ
、
法
身
・

応
身
、
ま
た
三
十
二
相
を
具
す
る
こ
と
を
。
今
、
三
十
二

相
と
云
う
は
、
大
体
に
約
し
て
之
れ
を
説
く
。［608b

］
分

て
細
相
を
云
わ
ば
、
八
万
四
千
相
好
な
り
。
爾
れ
ば
相
違

に
非
ざ
る
な
り
。

●
八
十
随
形
好
と
は
、
仏
相
既
に
現
ず
れ
ば
、
衆
好
皆
な

随
う
な
り
。

●
是
心
作
仏
と
は
、「
作
」
は
、
謂
わ
く
、
造
作
。
自
ら
の

信
心
を
以
ち
て
仏
の
相
好
を
縁
ず
る
は
、
造
作
の
如
く
な

り
。
故
に
「
作
仏
」
と
云
う
。
是
れ
思
惟
に
約
す
。
爾
れ

ば
「
是
心
」
と
は
思
想
の
位
に
て
、
思
惟
を
も
ち
て
観
ず

る
は
、
譬
え
ば
仏
工
が
刀
を
も
っ
て
仏
を
彫
る
が
如
し
。

今
も
観
行
者
が
心
を
以
ち
て
仏
を
思
作
す
る
な
り
。
ソ
ロ

ソ
ロ
ト
観
ジ
ナ
シ
テ
造
る
意
な
り
。
故
に
『
疏
』
に
「
相

を
縁
ず
る
は
作
の
如
し 338 

」
と
釈
し
た
ま
う
な
り
。

●
是
心
是
仏
と
は
、
心
、
能
く
仏
を
想
す
れ
ば
、
仏
身
顕

現
す
。
是
の
想
心
を
離
れ
て
更
に
仏
身
無
し
。
故
に
「
是

心
是
仏
」
と
云
う
。
此
れ
三
昧
発
得
正
受
の
位
な
り
。
正

受
の
位
に
、
分
別
、
止
む
時
、
仏
身
即
ち
現
ず
る
な
り
。

譬
え
ば
水
静
に
し
て
月
を
現
ず
る
が
如
し
。
玄
忠『
論
註
』上
、

卅
九
紙
。
曰
わ
く
、「
是
心
是
仏
と
は
、
心
の
外
に
仏
無
し
。

譬
え
ば
火
は
木
従
り
出
で
て
木
を
離
る
こ
と
を
能
わ
ず
、
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木
を
離
れ
ざ
る
を
以
ち
て
の
故
に
則
ち
能
く
木
を
焼
く
。

木
、
火
の
為
に
焼
れ
て
木
、
即
ち
火
と
為
る
が
ご
と
し 

339
」
と
已
上
。
故
に
『
疏
』
に
「
心
能
く
仏
想
す
れ
ば
、

想
に
依
り
て
仏
身
現
ず
、
即
ち
是
の
心
、
仏
な
り
、
此
の

心
を
離
れ
て
外
に
更
に
異
仏
無
き
者
な
り 340 

」と
釈
せ
り
。

●
諸
仏
正
徧
知
海
と
は
、
梵
に
は
三
藐
三
仏
陀
と
云
う
。

此
に
正
徧
知
と
云
う
。
謂
わ
く
、
三
藐
を
正
と
名
づ
け
、

三
を
徧
と
名
づ
け
、
仏
陀
を
知
と
名
づ
く
。
正
に
徧
く
一

切
諸
法
を
知
り
た
ま
う
を
言
う
な
り
。『
大
論
』
第
十
二
巻 341 

、

『
論
註
翼
解
』
六
巻
八
紙 342 

、
之
れ
を
引
く
。『
望
西
』
二
巻
、
卅
七
紙 343 

を

見
ヨ
。
亦
た
は
等
正
覚
と
云
う
。
如
来
十
号
の
随
一
な
り
『
論

註
』
下
、
三
紙 344 

。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
邪
を
離
る
る
を
「
正
」

と
云
い
、
倚か

た
よ

ら
ざ
る
を
「
徧
」
と
云
う
。
法
の
如
く
普
く

知
る
を
「
知
」
と
云
う
な
り
。
別
し
て
之
れ
を
言
わ
ば
、

釈
迦
正
徧
知
・
弥
陀
正
徧
知
と
云
う
べ
し
。
今
も
応
に
弥

陀
正
［609a

］
徧
知
海
と
言
う
べ
き
な
り
。
爾
る
に
衆
生

観
想
サ
エ
ス
レ
バ
現
ず
べ
き
故
に
、
次
の
句
に
「
従
心
想

生
」
と
説
く
。
譬
え
ば
水
サ
エ
澄
め
ば
月
は
現
ず
る
如
く

に
、
阿
弥
陀
如
来
、
十
劫
正
覚
の
昔
ヨ
リ
、
衆
生
の
心
中

に
浮
か
せ
玉
ワ
ン
ト
思
し
召
セ
ド
モ
、
観
の
機
の
水
無
け

れ
ば
、
現
じ
玉
ワ
ザ
ル
な
り
。
若
し
修
観
の
衆
生
有
り
て

観
機
の
水
澄
め
ば
、
如
来
の
天
月
、
衆
生
の
心
中
に
浮
か

ぶ
ベ
シ
。
浮
か
び
得
て
見
れ
ば
、
諸
仏
正
徧
知
海
の
月
影

は
、
還
り
て
衆
生
心
想
ヨ
リ
生
ズ
ル
ト
云
う
モ
ノ
な
り
。

今
家
の
曰
わ
く
、「
或
い
は
行
者
有
り
、
此
の
一
門
を
将
ち

て
唯
識
法
身
の
観
と
作
し
、
或
い
は
自
清
浄
仏
性
観
と
作

す
。
其
の
意
、
甚
だ
錯
れ
り
。
少
分
も
相
い
似
た
る
こ
と

無
き
な
り
。
既
に
像
を
想
え
と
言
う
は
、
三
十
二
相
を
仮

立
す
る
者
な
り
。
真
如
法
界
の
身
、
豈
に
相
有
り
て
縁
ず

べ
く
、
身
有
り
て
取
る
べ
け
ん
や
。
然
る
に
法
身
は
無
色

に
し
て
眼
対
を
絶
す
。
更
に
類
と
し
て
方
ぶ
べ
き
無
き
故

に
、
虚
空
を
取
り
て
以
ち
て
法
身
の
体
に
喩
う
る
な
り
。

又
た
今
、
此
の
観
門
等
は
、
唯
だ
法
を
指
し
相
を
立
し
心

を
住
し
て
境
を
取
る
。
総
じ
て
無
相
離
念
を
明
さ
ざ
る
な

り
。
如
来
、
懸
に
末
代
罪
濁
の
凡
夫
は
相
を
立
て
心
を
住

す
る
、
尚
お
得
る
こ
と
能
わ
ず
と
知
り
た
ま
う
。
何
に
況
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や
相
を
離
れ
て
事
を
求
む
は
、
術
通
無
き
人
の
空
に
居
し

て
舎い

え

を
立
て
ん
が
如
似
し 345

」
已
上
。

●
一
心
繋
念
と
は
、
阿
弥
陀
仏
に
念
を
繋
く
る
な
り
。

●
彼
仏
と
は
、
第
九
真
身
を
指
し
て
仏
と
曰
う
。
前
は
通

じ
て
挙
ぐ
。
今
は
別
し
て
指
す
。
自
下
は
仏
号
な
り
。
仏

号
無
量
な
り
。
今
略
し
て
四
号
を
挙
ぐ
仏
と
多
陀
阿
伽
度
と
阿
羅
訶

と
三
藐
三
仏
陀
な
り
。

●
仏
と
は
、
具
に
は
仏
陀
、
此
に
は
覚
者
と
云
う
。

●
多
陀
阿
伽
度
と
は
、
此
に
如
来
と
言
う
。

●
阿
羅
訶
と
は
、
此
に
応
供
と
云
う
。

●［609b

］三
藐
三
仏
陀
と
は
、
此
に
等
正
覚
と
云
う
。
旧

に
正
徧
知
と
云
う
浄
影
、「
此
に
正
真
と
す
」
と
釈
す
（
已
上
）。「
三
の
言

は
正
な
り
。
藐
の
言
は
真
な
り
。
三
は
復
た
正
と
名
づ
く
。
仏
陀
を
覚
と
名
づ
く 

346 

」。

●
想
彼
仏
者
等
と
は
、
彼
仏
と
は
第
九
の
仏
身
を
指
す
。

爾
れ
ど
も
、
初
修
行
の
者
は
、
観
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が

故
に
、
形
像
観
を
修
せ
し
む
。
此
れ
手
習
の
為
な
り
。
此

の
手
本
を
観
ず
れ
ば
、
直
に
真
仏
観
に
移
り
易
し
。
故
に

「
先
当
想
像
」
と
云
う
。
扨
、『
科
』
に
牒
前
生
後
と
云
う
。

此
の
ト
キ
ハ
「
彼
の
仏
を
想
す
と
は
者
」
ト
点
ス
ベ
シ
。

既
に
上
の
「
次
当
想
仏
」
の
句
を
請
け
来
る
が
故
に
、
但

し
「
彼
仏
を
想
せ
ん
と
な
ら
ば
者
」
ト
点
ス
レ
ハ
、
直
に

好
く
聞
こ
ゆ
る
な
り
。

●
先
当
想
像
と
は
、
此
れ
方
便
観
を
教
ゆ
る
な
り
。
凡

夫
、
彼
の
広
大
無
漏
の
真
境
は
所
観
に
堪
へ
ず
、
故
に
先

づ
形
像
を
観
せ
し
む
。
即
ち
、
等
身
の
仏
、
金
色
の
座
像

を
観
ズ
ベ
シ
、
今
時
人
坐
す
る
如
き
二
尺
五
寸
座
像
な
り
。

●
閉
目
開
目
と
は
、
先
づ
此
の
像
観
の
時
、
初
に
金
像
を

見
る
。
開
目
し
て
見
る
は
即
ち
是
れ
眼
見
な
り
。
次
に
閉

目
し
て
像
を
想
わ
ば
、
是
の
思
想
位
に
し
て
、
未
だ
粗
見

に
も
及
ば
ず
。
後
に
心
眼
開
き
見
る
は
、
即
ち
是
れ
正
受

三
昧
位
な
り
。
此
れ
定
中
の
仏
ナ
レ
バ
、
即
ち
真
仏
な

り
。
但
し
今
は
能
く
観
の
心
窄す

ぼ

き
が
故
に
真
仏
ナ
レ
ド

モ
、
小
身
に
成
り
て
現
ズ
ル
こ
と
な
り
。
畢
竟
所
観
の
仏

を
三
段
と
意
得
ベ
シ
。
木
像
と
思
想
の
仏
と
真
仏
の
化
身

な
り
。
此
の
観
成
の
仏
は
、
即
ち
定
境
無
漏
の
真
仏
な
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り
。
扨
、
自
下
、
惣
じ
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
皆
、
観
成
ナ

レ
ど
も
、
別
し
て
云
わ
ば
、
四
科
の
中
、「
一
二
の
文
は
観

成
方
の
便
な
り
。
是
れ
思
惟
な
る
が
故
に
、
三
四
の
文
は

正
く
是
れ
観
成
な
り
。
心
眼
、
開
く
が
故
に
、
但
し
終
に

随
い
て
、
皆
、
観
成
と
名
づ
く
『
記
』
二
巻
、
四
十
九
紙 347 

。

●
見
一
宝
像
と
は
、
是
れ
金
箔
に
て
タ
メ
タ
ル
仏
な
り
。

閻
浮
［610a

］
檀
金
の
如
く
ナ
ル
像
を
見
ヨ
ト
な
り
。

●
坐
彼
華
上
と
は
、「
彼
華
」
と
は
、
第
七
華
座
を
指
す
。

此
の
形
像
を
彼
の
華
座
に
居
え
よ
と
の
意
な
り
。
元
来
、

真
身
観
の
タ
メ
ノ
座
ナ
レ
ド
モ
、
此
の
形
像
を
想
を
以
ち

て
載
せ
て
見
る
こ
と
な
り
。
爾
ら
ば
、
座
は
大
に
し
て
仏

は
小
な
れ
ば
能
坐
所
坐
、
不
相
応
な
り
と
云
う
ト
キ
、
形

像
小
ナ
レ
ド
モ
、
観
想
漸
く
増
し
て
、
観
成
の
時
に
至
れ

ば
、
仏
身
長
大
に
し
て
華
座
、
相
応
す
。
例
せ
ば
第
七
の

華
座
の
時
小
ナ
レ
ど
も
、
第
九
に
至
り
て
、
観
道
、
若
し

熟
せ
ば
、
大
身
に
相
応
し
て
、
座
も
随
い
て
亦
た
、
大
な

る
が
如
し
具
に
『
記
』
に
問
答
有
り 348 

。

●
見
像
坐
已
と
は
、
華
座
の
上
に
坐
し
玉
エ
ル
ヲ
見
ヨ
ト

な
り
。
是
れ
思
想
見
な
り
。

●
了
了
分
明
と
は
、
此
れ
正
受
三
昧
の
位
な
り
。
即
ち
心

眼
を
以
て
見
る
に
、
了
了
分
明
な
り
。
最
初
は
木
仏
な

り
。
次
に
心
内
に
浮
ぶ
は
心
想
の
仏
な
り
。
此
の
了
了
分

明
は
木
仏
も
離
れ
、
心
想
を
も
離
れ
、
両
辺
を
離
れ
て
見

る
真
仏
な
り
。
爾
れ
ど
も
此
の
方
の
観
行
は
、
鋳
形
の
程

を
見
る
こ
と
な
り
。
惣
じ
て
物
を
鋳
る
に
、
全
く
鋳
形
の

如
く
出
来
る
も
の
な
り
。
サ
レ
バ
前
方
に
本
尊
を
立
て
置

き
て
見
た
る
程
の
分
量
の
仏
を
見
る
事
ナ
レ
バ
、
今
真
仏

ナ
レ
ど
も
、
行
者
の
観
想
ホ
ド
ニ
見
る
な
り
。
実
に
は

六
十
万
億
那
由
陀
恒
河
沙
由
旬
の
仏
身
ナ
レ
ど
も
、
観
に

随
い
て
ニ
尺
五
寸
ナ
レ
バ
、
其
の
程
の
仏
を
拝
見
ス
ル
な

り
。

●
見
極
楽
国
土
等
と
は
、
此
れ
は
観
成
に
自
ら
見
る
な

り
。
後
観
成
ず
れ
ば
、
則
ち
前
観
自
ら
現
ず
る
故
に
、
金

像
及
び
極
楽
の
荘
厳
を
見
る
。
今
、
更
に
観
ず
る
に
非
ず
。

●
見
此
事
已
と
は
、
上
来
中
尊
観
畢
る
。
此
れ
も
麁
略
に

し
て
観
止
に
非
ず
。
随
分
能
く
能
く
観
ズ
ベ
シ
ト
な
り
。
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中
尊
観
竟
り
な
ば
、
次
に
二
菩
薩
を
観
ゼ
［610b

］
ヨ
ト

な
り
。
是
れ
従
り
以
下
は
第
十
・
第
十
一
観
の
為
に
此
の

観
を
習
い
て
二
菩
薩
の
像
を
も
見
習
い
置
く
な
り
。
爾
れ

ば
、
自
下
は
二
菩
薩
を
観
ず
る
前
方
便
観
な
り
。
扨
、
此

の
観
の
中
、
三
種
の
転
観
あ
り
。
初
め
に
仏
を
観
じ
、
次

に
二
菩
薩
を
観
じ
、
後
に
多
身
観
を
成
ず
る
な
り
。

●
復
当
更
作
等
と
は
、
自
下
の
文
は
心
想
位
従
り
説
く
と

雖
も
、
義
は
阿
弥
陀
仏
を
観
ず
る
時
の
如
く
、
二
菩
薩
の

像
を
造
る
等
の
思
想
の
義
有
る
べ
き
な
り
。「
復
」
と
は
重

ね
テ
ノ
意
な
り
。

●
一
大
蓮
華
と
は
、
所
座
の
蓮
華
を
云
う
な
り
。

●
如
前
蓮
華
等
と
は
、
仏
座
の
如
く
、
荘
厳
等
異
な
る
こ

と
無
し
。
即
ち
前
の
第
七
華
座
の
処
を
指
す
。

●
在
仏
右
辺
と
は
、「
如
前
蓮
華
等
無
有
異
」
の
八
字
を
入

れ
て
見
る
ベ
シ
。
此
れ
、
中
間
に
置
き
て
上
下
を
知
ら
し

む
。
序
に
「
名
曰 349 

月
光
聡
明
多
智
及
与
耆
婆
又
願
遣

目
連
尊
者
阿
難 350 

」
と
言
う
が
如
し
。

●
亦
放
金
光
と
は
、「
亦
」
の
字
従
り
見
れ
ば
、
上
の
形
像

の
処
に
も
金
光
を
放
つ
の
義
有
る
べ
き
な
り
。
既
に
文
に

「
見
一
宝
像
如
閻
浮
檀
金
色
」
と
云
え
り
。 

金
色
を
見
る

に
金
光
を
放
つ
べ
き
義
、
道
理
必
然
な
り
。
経
文
に
無
き

は
略
な
り
。
今
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
前
の
形
像
、
金
光
を

放
つ
が
如
し
。
此
の
二
菩
薩
も
亦
た
金
光
を
放
ち
た
ま

う
。
故
に
次
の
句
に
「
如
前
無
異
」
と
云
え
り
。
扨
、
観

音
菩
薩
の
処
に
金
光
を
放
つ
こ
と
を
挙
げ
、
上
の
形
像
の

処
及
び
下
の
勢
至
の
処
に
も
同
じ
く
金
光
を
放
つ
こ
と
を

顕
す
。
是
れ
此
の
翻
訳
の
三
蔵
の
筆
体
な
り
。
中
間
に
置

い
て
前
後
を
知
し
む
。
今
『
経
』
の
始
終
、
是
の
如
し
。

文
勢
、
処
処
に
之
れ
有
り
。
既
に
「
亦
放
金
光
如
前
無
異
」

と
云
う
。「
亦
」の
字
顕
す
所
、
其
の
義
、
上
に
在
る
べ
し
。

又
た
［611a

］「
如
前
」
と
云
う
。
必
ず
、
前
に
在
る
べ
き

な
り
。

●
坐
右
華
座
と
は
、
此
の
下
に「
亦
放
金
光
」・「
如
前
無
異
」

の
二
句
を
入
れ
て
見
よ
。

●
此
想
成
時
等
と
は
、
自
下
は
多
身
観
な
り
。
是
れ
亦
た

転
観
な
り
。
一
一
樹
下
の
一
も
正
し
く
多
身
観
ナ
レ
ど
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も
、
上
を
躡
ん
で
起
す
が
故
に
。『
科
』
は
「
此
想
成
時
」

の
句
従
り
釣
る
な
り
。

●
一
一
樹
下
と
は
、
無
量
・
無
辺
有
る
処
の
樹
の
其
の

一
一
の
下
と
云
う
こ
と
な
り
。

●
諸
蓮
華
上
と
は
、
三
つ
宛
有
る
。
諸
も
ろ
の
蓮
華
と
云

う
こ
と
な
り
。

●
徧
満
彼
国
と
は
、
此
れ
、
宝
樹
無
量
の
故
に
、
仏
も
亦

た
無
量
な
り
。
今
は
只
、
宝
樹
を
挙
ぐ
れ
ど
も
、
宝
楼
の

中
、
或
い
は
宝
池
の
上
な
り
。
扨
、
極
楽
は
都
鄙
無
き
が

故
に
、
穢
土
の
如
く
、
都
に
王
有
り
て
、
余
国
に
王
無
し

と
云
う
が
如
く
に
は
非
ず
。
彼
の
界
は
、
此
に
も
一
仏
・

二
菩
薩
、
彼
に
も
一
仏
・
二
菩
薩
。
何
れ
の
処
に
も
、
皆
、

仏
・
菩
薩
在
ま
す
な
り
。
扨
、
多
身
観
と
は
、
阿
弥
陀
仏
、

浄
土
の
中
心
に
安
坐
し
た
ま
う
と
雖
も
、
分
身
の
一
仏
・

二
菩
薩
、
処
処
に
徧
満
し
た
ま
う
。
故
に
、
曼
陀
羅
変
相

に
は
、
樹
下
宮
殿
等
、
処
処
に
一
仏
・
二
菩
薩
有
り
。
拝

し
て
知
る
べ
し
。
但
だ
し
、
大
小
の
身
有
り
。
無
方
の
故

な
り
。

●
鳧
雁
鴛
鴦
と
は
、
此
れ
、
渚
に
戯
れ
居
る
鳥
な
り
。『
阿

弥
陀
経
』
に
は
「
六
鳥 351 

」
と
説
く
な
り
。

●
皆
説
妙
法
と
は
、
此
の
説
去
は
、
上
の
三
尊
及
び
多
身

観
の
仏
に
も
懸
る
な
り
。

●
出
定
入
定
と
は
、
出
定
は
散
心
な
り
、
散
心
の
位
に
何

ぞ
之
を
聞
か
ん
や
、
と
云
う
と
き
、
散
の
位
に
も
、
定
力

の
余
勢
有
る
を
以
て
の
故
に
、
余
勢
有
る
間
に
は
、
之
を

聞
く
。
一
向
の
散
位
に
至
て
は
、
聞
く
こ
と
能
わ
ざ
る
な

り
。
性
相
の
中
、
僉
議
有
る
こ
と
な
り 352 

『
定
記
』
一
巻
、

十
七
紙
。

●
憶
持
不
捨
と
は
、
忘
る
る
こ
と
莫
か
れ
と
云
う
こ
と
な

り
。

●
令
与
修
多
羅
合
と
は
、
今
家
、
釈
無
し
。
且
く
、［611b

］

天
台
に
依
り
て
之
れ
を
解
す
る
に
、
二
義
有
り
。
初
義

は
、
須
く
定
と
経
と
合
す
べ
し
。
謂
わ
く
、
観
行
の
時
、

教
法
と
相
応
せ
し
む
る
が
故
に
合
と
言
う
な
り
。
言
う
こ

こ
ろ
は
、
修
多
羅
は
経
な
れ
ば
、
定
中
に
聞
く
所
の
教
法

を
憶
持
し
て
、
出
定
の
時
、
経
中
の
所
説
と
合
せ
ざ
れ
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ば
、
妄
想
な
り
。
若
し
合
す
る
は
、
観
成
な
り
。
若
し
合

せ
ず
ん
ば
、
懺
悔
し
て
観
を
修
し
直
せ
と
な
り
。
次
の
義

は
、
須
ら
く
散
と
定
と
合
す
べ
し
。
謂
わ
く
。
十
二
部
経

の
教
と
合
す
。
入
定
は
、
是
れ
修
多
羅
な
り
。
出
定
の

時
、
心
と
定
と
合
す
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
十
二
部
を
惣
じ

て
修
多
羅
と
称
す
る
を
以
ち
て
、
同
じ
く
、
名
づ
け
て
経

と
す
。
然
る
に
、
経
・
律
・
論
の
三
蔵
、
之
れ
を
分
つ
時
、

経
は
定
に
当
る
な
り
。
今
「
修
多
羅
」
と
言
う
は
、
語
は

能
詮
の
経
を
挙
ぐ
れ
ど
も
、
取
る
所
は
、
所
詮
の
定
な

り
。
爾
れ
ば
、
出
定
の
散
位
に
至
り
て
、
定
に
住
せ
ず
と

雖
も
、
亦
た
、
法
音
を
聞
く
。
其
の
時
、
定
と
合
す
れ

ば
、
観
成
な
り
。
若
し
合
せ
ざ
れ
ば
、
妄
想
な
り『
記
』二
巻
、

五
十
一
紙 353 

の
意
な
り
。
惣
じ
て
は
、
十
二
部
を
修
多
羅
と
云
い
、
別
し
て

は
、
此
の
『
観
経
』
な
り
。
亦
た
三
経
に
通
ず
る
な
り
。
上
来
、
二
義
の

中
、
初
義
、
殊
に
勝
る
る
な
り
。

●
若
不
合
者
名
為
妄
想
と
は
、『
妙
宗
抄
』
に
云
わ
く
、「
若

し
は
、
定
、
経
に
合
せ
ず
。
若
し
は
散
、
定
に
合
せ
ず
。

皆
、
是
れ
魔
事
を
発
す 354 

」
已
上
。
霊
芝
の
云
わ
く
。「
所

聞
の
法
、
教
典
に
乖
か
ず
、
故
に
合
と
云
う
な
り 355 

」
已

上
。●

麁
相
と
は
、
今
、
正
受
の
位
に
し
て
、
此
の
妙
事
を
見

る
、
何
ぞ
麁
想
と
名
づ
け
ん
や
、
と
云
う
と
き
、
今
は
後

の
真
身
観
に
臨
み
て
、
麁
と
名
づ
く
る
な
り
。
此
の
形
像

観
は
、
乃
ち
是
れ
仏
観
の
方
便
な
り
。
豈
に
全
く
真
仏
の

観
に
同
ぜ
ん
や
。
故
に
正
受
の
位
ナ
レ
ド
モ
、
麁
と
云

う
。
但
し
、
前
に
「
粗
見
」
と
云
う
に
は
異
な
り
。
前
は

多
く
思
惟
の
位
を
「
粗
見
」
と
云
う
。
其
の
中
に
、
第
六

宝
楼
観
に
「
粗
見
」
と
云
う
は
、
正
受
の
位
な
り
。
上
に

之
れ
を
弁
ず
る
が
ご
と
し
。

●
除
無
量
等
と
は
、
此
の
二
句
は
滅
罪
な
り
。「
於［612a

］

現
」
の
下
は
生
善
な
り
。

●
於
現
身
中
と
は
、
現
在
身
。
此
の
一
生
の
中
と
云
う
こ

と
な
り
。

●
得
念
仏
三
昧
と
は
、
即
ち
、
観
仏
を
指
し
て
、
名
づ
け

て
念
仏
と
す
。
是
れ
第
九
仏
身
観
を
念
仏
三
昧
と
名
づ

く
。
第
九
観
の
文
に
「
以
見
諸
仏
故
名
念
仏
三
昧 356 

」
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と
云
う
。『
経
』
文
分
明
な
り
。
此
れ
乃
ち
、
当
観
を
方
便

と
す
、
現
身
に
遂
に
第
九
観
を
成
ず
る
こ
と
を
得
る
こ
と

を
顕
示
す
。

　
観
無
量
寿
経
随
聞
講
録
巻
中
之
一 

終

凡
例　

　

義
山
良
照
『
観
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
巻
中
之
一
（『
浄
土
宗
全
書
』

第
一
四
巻
所
収
）
の
書
き
下
し
文
で
あ
る
。
訓
読
に
当
た
り
、 

・
字
体
及
び
仮
名
遣
い
は
、
新
字
体
、
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。 

・
原
則
と
し
て
『
浄
全
』
本
に
付
さ
れ
た
訓
点
に
従
っ
た
が
、
一
部
改
め

た
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

・
所
釈
の
『
観
無
量
寿
経
』
本
文
は
、『
浄
全
』
で
は
「
●
」
に
続
い
て

示
さ
れ
る
。
本
書
き
下
し
で
は
、
●
の
前
に
改
行
を
加
え
、『
無
量
寿

経
』
本
文
を
太
字
に
て
示
し
た
。 

・
割
注
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
書
き
下
し
文
で
そ
れ
を
再
現
す
る
と
極

め
て
読
み
に
く
い
。
本
書
き
下
し
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
を
下
げ
て
示
し

た
。 

・［
］
の
数
字
は
『
浄
全
』
一
四
巻
の
頁
数
で
あ
る
。 
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注（1

）　
良
忠『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』一
、
浄
全2

、295b-296a

取
意
。

（2
）　
良
忠
『
西
宗
要
聴
書
』
本
、
浄
全10

、265a

。

（3
）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、296b

取
意
。

（4

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、296b

。

（5

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、296ab

。

（6

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、34b

～35a

（7

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、35a

（8

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、35a

。

（9

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、35a

。

（10

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、298a

。

（11

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、35a-36b

。

（12

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、298b

。

（13

）　
貞
準
『
観
経
疏
新
記
（
定
善
義
）』
一
、一
四
ウ-

一
五
オ
。

（14

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
五
、
浄
全3
、775a
。

（15

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、35a
。

（16

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、298b
。

（17

）　
貞
準
『
観
経
疏
新
記
（
定
善
義
）』
一
、一
六
オ
。

（18

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、35b

。

（19

）　
貞
準
『
観
経
疏
新
記
（
定
善
義
）』
一
、一
六
オ
ウ
。

（20

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、35b

。

（21

）　『
平
等
覚
経
』
四
、
浄
全1

、100a

。

（22

）　『
大
阿
弥
陀
経
』
下
、
浄
全1

、138a

。

（23

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、298b

。

（24

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、299b

。

（25

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、300b

。

（26

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、301a07

で
は

「
と
も
」
と
振
る

（27

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、301a

。

（28

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、301a

。

（29

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、302a

。

（30

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、301a

。

（31

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、36b

。

（32

）　
貞
準
『
観
経
定
善
義
新
記
』
一
、
未
検

（33

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
五
、
浄
全3

、786a

。

（34

）　
法
然
『
観
経
釈
』
浄
全9

、336b

。

（35

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
浄
全2

、36b

。

（36

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
浄
全2

、301b

～302a

。

（37

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
五
、
浄
全3

、785b

。

（38

）　
貞
準
『
観
経
定
善
義
新
記
』
一
、29

ウ
。

（39

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
浄
全2

、36b

（40

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
浄
全2

、304a

。

（41

）　
貞
準
『
観
経
定
善
義
新
記
』
一
、35

ウ
。

（42

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、301b-302a

。

取
意
。

（43

）　
貞
準
『
観
経
疏
新
記
（
定
善
義
）』
一
、二
十
二
。

（44

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、35b

。

（45

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、304a

。

（46
）　
源
空
『
選
択
本
願
念
仏
集
』、
浄
全7

、61

。

（47
）　
法
照
『
五
会
法
事
讃
』
末
、
浄
全6

、695b

。

（48

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、304-6

。

（49

）　
写
本
に
よ
り
、「
往
者
」
を
「
往
看
」
に
改
め
る
。
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（50

）　
貞
準
『
観
経
疏
新
記
（
定
善
義
）』
一
、三
五
ウ-

三
八
オ
。

（51
）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
六
、
浄
全3

、387ab

。
取
意
。

（52
）　
義
山
『
当
麻
曼
陀
羅
述
獎
記
』
二
、三
オ
。

（53
）　
義
山
『
当
麻
曼
陀
羅
述
獎
記
』
二
、三
オ
。

（54

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、302a-b 

取
意
。

（55

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、303a

。

（56

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
九
、
浄
全3

、865b

。

（57

）　
貞
準
『
観
経
定
善
義
新
記
』
一
、32

オ
ウ
。

（58

）　
善
導
『
観
経
疏
』「
定
善
」、
浄
全2

、37a

。

（59

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1
、40a

。

（60

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40a
。

（61

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40a
。

（62

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40a

。

（63

）　
原
写
本
、
乾57

ウ9

行
目
。

（64

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』3

、
浄
全2

、37ab
。

（65

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40a

。

（66

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40a

。

（67

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40a02

。

（68

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、306ab

。

（69

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
六
、
浄
全3

、792a

。

（70

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
浄
全3

、792a10-14

。

（71

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40a

。

（72

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40a

。

（73

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40a

。

（74

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40

。

（75

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40

。

（76

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40

。

（77

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、311b

参
照
。

（78

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
七
、
浄
全3

、808a

。

（79

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
浄
全2

、38a

。

（80

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
浄
全2

、42b-43a

。

（81

）　
善
導
『
往
生
礼
讃
』、
浄
全4

、370b

。

（82

）　
善
導
『
般
舟
讃
』、
浄
全4

、532a

。

（83

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
六
、
浄
全3

、802b

。

（84

）　
天
親
『
往
生
論
』、
浄
全1

、198

。

（85

）　
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
』
下
、
大
正31

、131c

。

（86

）　
吉
蔵
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』、
浄
全5

、344b

。

（87

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、310a

。
取
意
。

（88

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
六
、
浄
全3

、802ab

。

（89

）　
不
詳
。

（90

）　
聖
冏
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
一
七
、
浄
全12

、194b

。
取
意
。

（91

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
六
、
浄
全3

、802b

。
取
意
。

（92

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、38a

。

（93

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、311a

。

（94

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
六
、
浄
全3

、803b

。

（95

）　
鳩
摩
羅
什
訳
『
阿
弥
陀
経
』、
浄
全1

、52

。

（96

）　『
無
量
寿
経
』
上
、
浄
全1

、12

。
取
意
。

（97
）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、38b-39a

。

（98
）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、38b

。

（99

）　
智
顗
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
巻
下
、
大
正37

、191c

～192a

。

智
顗
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
巻
下
、
浄
全5

、212a

。

（100

）　
如
湛
『
浄
業
記
』。
未
見
。
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（101

）　
智
顗
『
観
経
疏
』、
浄
全5

、212a

。

（102

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、315a

。

（103

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、315a

。

（104
）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、386a

。

（105
）　
戒
度
『
観
経
疏
正
観
記
』
中
、
浄
全5

、484a

。

（106

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、315ab

。

（107

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
七
、
浄
全3

、814b

。

（108

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、315ab

。

（109

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』3

、
浄
全2

、39

（110

）　
原
本
十
三
丁
表
で
は
「
一
字
」

（111

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1
、40a10

（112

）　
原
本
十
三
丁
表
で
は
「
二
種
」

（113

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、317

。

（114

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
一
、
浄
全2

、317

。

（115

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、40

。

（116

）　『
観
仏
三
昧
経
』、
大
正15

、691b

。

（117

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、386a
。

（118

）　
桐
江
択
瑛
『
観
無
量
寿
経
修
証
義
』
か
？

（119

）　
良
忠
『
伝
通
記
（
定
善
義
）』
浄
全2

、536a

。

（120

）　
法
然
『
十
二
箇
条
問
答
』、『
和
語
灯
録
』
浄
全9

、576a

。

（121

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
三
、
浄
全2

、45b

。

（122

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41

。

（123

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
三
、
浄
全2

、39b

。

（124

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、386b

。

（125

）　
法
然
『
観
経
釈
』（『
漢
語
灯
録
』
二
）
浄
全9

、337b-338a

。

（126

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、45b

。

（127

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、40a

。

（128

）　
法
然
『
観
経
釈
』（『
漢
語
灯
録
』
二
）
浄
全9

、338a

。

（129

）　『
観
仏
三
昧
海
経
』
九
、
大
正15

、688c-689a

。
取
意
。

（130

）　
観
徹
『
観
無
量
寿
経
合
讃
』
本
、
選
集4

、110-111

。

（131

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、340a

。

（132

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、
同342b

。

（133

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、340a

。

（134

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、42

。「
除
無
量
億
劫
極
重
悪
業
」
と

い
う
。

（135

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、
同342b

。

（136

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、340a

、
同

342b

。

（137

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、40b

（138

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、36b

。
良
忠
『
観
経
疏

伝
通
記
（
定
善
義
記
）』
一
、
浄
全2

、301b

。

（139

）　
懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
四
、
浄
全6

、51b

。

（140

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
記
）』
一
、
浄
全2

、323b

。

（141

）　『
無
量
寿
経
』
上
、
浄
全1

、16

。

（142

）　『
称
讃
浄
土
経
』、
浄
全1

、185b

。

（143

）　『
往
生
論
』、
浄
全1

、192

。

（144

）　
源
信
『
往
生
要
集
』
上
末
、
浄
全15

、57b

。
取
意
。

（145

）　『
央
掘
摩
羅
経
』
三
、
大
正2

、532b

。

（146
）　
観
徹
『
観
無
量
寿
経
合
讃
』
本
、
選
集4

、59-60

。

（147
）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、40b-41a

。

（148
）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、41a

。

（149

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、324b

。
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（150

）　
聖
冏
『
往
生
礼
讃
私
記
見
聞
』
上
、
浄
全4

、452b

。

（151

）　
良
忠
『
往
生
礼
讃
私
記
』
上
、
浄
全4

、392a

。

（152
）　
浄
全3

、830

上
、
頭
註4

参
照
。

（153
）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
八
、
浄
全3

、830a

。

（154

）　
不
詳

（155

）　
顕
意
『
観
経
疏
楷
定
記
（
定
善
）』
三
、
大
日
本
仏
教
全
書

十
一
（
鈴
木
学
術
財
団
）、166b

。

（156

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、41a

（157

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1
、40

。

（158

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
浄
全2

、327a

。

（159

）　『
大
法
炬
陀
羅
尼
経
』5

、
大
正21

、680c

、681c

。

（160

）　『
大
方
広
宝
篋
経
』
上
、
大
正14
、468a

。

（161

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、327a

、
取
意
。

『
華
厳
経
探
玄
記
』
に
該
当
箇
所
な
し
。『
一
切
経
音
義
』（
大
正54

、

431a12

）、『
翻
訳
名
義
集
』（
大
正54

、1105c-1106a
）
参
照
。

（162

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2
、327b
。

（163

）　
顕
意
『
観
経
疏
楷
定
記
』
定
善
義
三
、
西
山
全
書7
、385a
。

（164

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、389a

。

（165

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、389a

。

（166

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、389b

。

（167

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、389b

。

（168

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、41b

。

（169

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、389b

。

（170

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
三
、
浄
全2

、41b

。

（171

）　
用
欽
『
観
無
量
寿
経
疏
白
蓮
記
』
か
？

（172

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、328a

。

（173

）　
知
礼
『
観
経
疏
妙
宗
抄
』
四
、
浄
全5

、293a

。

（174

）　
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
十
三
、
大
正25

、154a

。

（175

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、389b

。

（176

）　
写
本
に
よ
り
「
知
」
を
「
如
」
に
修
正
。

（177

）　
不
詳
。

（178

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
三
、
浄
全2

、42a

。

（179

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
三
、
浄
全2

、46b

。

（180

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41a

。

（181

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41a

。

（182

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、328b

。

（183

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、328b

。

（184

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、42a

。

（185

）　
吉
蔵
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』、
浄
全5,346a

。

（186

）　
伝
智
顗
『
仏
説
観
無
量
寿
経
疏
』
下
、
浄
全5

、211a

な
ど
。

（187

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、42a

。

（188

）　
未
詳
。

（189

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41

。

（190

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41

。

（191

）　
良
忠『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』二
、
浄
全2

、329b

。
取
意
。

（192

）　
顕
意
『
観
経
正
宗
分
定
善
義
楷
定
記
』
四
、
西
山
全
書7

、

187b

。

（193
）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、42b

。

（194
）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、42b

。

（195
）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、390b

。

（196

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、330ab

。

（197

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41

。
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（198

）　『
浄
土
観
経
図
絵
』、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵

（199

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、42b

。

（200

）　
不
詳
。

（201
）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、390b

。

（202
）　
良
忠『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』二
、
浄
全2

、331a

。
取
意
。

（203

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、331a

。

（204

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41

。

（205

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41

。

（206

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41

。

（207

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1
、41

。

（208

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1
、41

。

（209

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1
、41
。

（210

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41
。

（211

）　
良
忠『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』二
、
浄
全2

、331a

。
取
意
。

（212

）　
円
仁
『
金
剛
頂
大
教
王
経
疏
』
一
、
大
正61
、8c

。
取
意
。

（213

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2
、331a

。『
無

量
寿
経
』
上
、
浄
全1

、16

参
照
。

（214

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41

。
参
照
、
元
照
・
戒
度
『
観
経
疏

正
観
記
』、
浄
全5

、431a

。

（215

）　『
阿
弥
陀
経
』、
浄
全1

、52

。

（216

）　『
大
阿
弥
陀
経
』
に
は
こ
の
文
な
し
。

（217

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、41

。

（218

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、43a

。

（219

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、43a

。

（220

）　『
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』、
大
正14

、419a

（221

）　
善
導
『
観
経
疏(

定
善
義)

』、
浄
全2

、43a

（222

）　『
観
無
量
寿
経
合
讃
』
本
、
選
集4

、76-77

。

（223

）　『
阿
弥
陀
経
』、
浄
全1

、53

。

（224

）　『
阿
弥
陀
経
』、
浄
全1

、53

。
取
意
。

（225

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、 43a

。

（226

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、 43a

。

（227

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、333

上
。

（228

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、45

。

（229

）　
義
山
『
観
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
中
一
、
浄
全14

、584a

。

（230

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、333ab

。

（231

）　
良
忠『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』二
、
浄
全2

、333a

。
取
意
。

（232

）　『
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』、
大
正14

、419b

。

（233

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、43b

。

（234

）　
貞
凖
『
観
経
定
善
義
新
記
』
二
、32

ウ
。
取
意
。

（235

）　
義
山
『
当
麻
曼
陀
羅
述
奨
記
』
か
？

（236

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、43b

。

（237

）　
義
山
『
観
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
中
一
、595b

。

（238

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、334a

取
意
。

（239

）　
知
礼
『
観
経
疏
妙
宗
鈔
』
浄
全5

、293b

。

（240

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、46a

。

（241

）　
知
礼
『
観
経
疏
妙
宗
鈔
』
浄
全5

、293b

。

（242

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、340a

。

（243

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、340a

、343a

。

（244
）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、297b

。

（245
）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
浄
全2

、44a

。

（246
）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、335a

。

（247

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』
浄
全2

、44a

。
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（248

）　
世
親
『
往
生
論
』
浄
全1

、195

。

（249

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、44a

。

（250
）　
良
忠『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』二
、
浄
全2

、336a

。
趣
意
。

（251
）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、44b

。

（252

）　
心
を
必
に
改
め
る
。

（253

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、337a

。

（254

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、44b

。

（255

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、44b

。

（256

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、337a

。

（257

）　
義
山
『
当
麻
曼
陀
羅
述
弉
記
』
二
、十
七
、
趣
意
。

（258

）　
演
智
『
当
麻
曼
荼
羅
捫
象
』
六
、四
十
八
ウ
。

（259

）　
良
忠
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、337b

、

取
意
。

（260

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、42

。

（261

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、50

。

（262

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記(

定
善
義)

』
二
、
浄
全2
、338a
。

（263

）　
序
世
を
序
正
に
改
め
る
。

（264

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記(

定
善
義)

』
二
、
浄
全2

、338a
。

（265

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記(

定
善
義)

』
二
、
浄
全2

、338a

。

（266

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記(

定
善
義)

』
二
、
浄
全2

、338a

。

（267

）　
貞
準
『
観
経
疏
新
記
（
定
善
義
）』
三
、二
四
。『
散
記
』
は
『
定

記
』
の
誤
か
。

（268

）　
不
詳
。

（269

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、50

。

（270

）　
善
導
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」、
浄
全2

、70b

。

（271

）　
義
山
『
観
経
随
聞
講
録
』
下
之
二
。
浄
全14

、693b-694a

。

（272

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、44b

。 

（273

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、326b

か
？

（274

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、337ab

。

（275

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、337b

。

（276

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、44b

。

（277

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、45a

。

（278

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
第
二
、
浄
全2

、338b

。

（279

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、339a-340b

。

（280

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、45ab

。

（281

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
下
、
浄
全5

、394a

。

（282

）　『
観
仏
三
昧
海
経
』
一
、
大
正15

、648c

。

（283

）　
義
山
『
当
麻
曼
陀
羅
述
獎
記
』
四
、十
オ
。

（284

）　
演
智
『
当
麻
曼
荼
羅
捫
象
』
一
三
、十
九
ウ
。

（285

）　『
仏
説
観
仏
三
昧
海
経
』
一
、
大
正15

、649b

。

（286

）　
源
信
『
往
生
要
集
』
中
本
、
浄
全15

、80a

、81a

。

（287

）　
未
見
。

（288

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、45b

。

（289

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、46a

。

（290

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、341a

。

（291

）　
知
礼
『
観
経
疏
妙
宗
抄
』
五
、
浄
全5

、300a

。

（292

）　
智
顗
『
菩
薩
戒
義
疏
』
上
、
大
正40

、570a

。

（293
）　
元
照『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』下
、
浄
全5

、394b-395a

。
取
意
。

（294
）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
下
、
浄
全5

、395a

。

（295
）　
知
礼
『
観
経
疏
妙
宗
鈔
』
四
、
浄
全5

、394a

。

（296

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、341b

。

（297

）　
証
空
『
観
経
秘
決
集
』
十
四
、
大
日
本
仏
教
全
書54

、301

下
。
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（298

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、341b

。

（299

）　
顕
意
『
観
経
正
宗
分
定
善
義
楷
定
記
』
五
、
西
山
全
書7

、412

下
か
。

（300
）　
顕
意『
観
経
正
宗
分
定
善
義
楷
定
記
』五
、
西
山
全
書7

、412

下
。

（301
）　『
無
量
寿
経
』
上
、
浄
全1

、9a

。

（302

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
下
、
浄
全5

、396a

。

（303

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』
中
、
浄
全5

、375a

。

（304

）　
聖
冏
『
観
経
疏
伝
通
記
糅
鈔
』
一
六
、
浄
全3

、375a

。

（305

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、342b-343a

。

（306

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
玄
義
分
）』
三
、
浄
全2

、145a

。

（307

）　
聖
冏
『
観
経
疏
伝
通
記
糅
鈔
』
一
五
、
浄
全3

、361b

。

（308

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』、
浄
全5

、396b

。

（309

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』、
浄
全5

、398b

。

（310

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2
、46b

。

（311

）　
良
忠『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』二
、
浄
全2

、343a

。
趣
意
。

（312

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
九
、
浄
全3

、857b
。

（313

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、46b-47a
。

（314

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2
、343a
。

（315

）　
智
顗
『
摩
訶
止
観
』
一
上
、
大
正46

、1c

。

（316

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
一
一
、
浄
全3

、265b

。

（317

）　
聖
冏
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
一
七
、
浄
全12

、200a

。

（318

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、344b-345a

。

（319

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
九
、
浄
全3

、859ab

、861ab

。

（320

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
玄
義
分
）』
一
、
浄
全2

、92b

。
同
二
、

浄
全2

、119ab

。

（321

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
五
、
浄
全3

、138b

。
同
十
一
、
浄
全3

、

264b

、265b-266a

。

（322

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
九
、
浄
全3

、859a

。

（323

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、343b

。

（324

）　
善
導
『
観
経
疏
』(

定
善
義)

、
浄
全2

、47a

（325

）　
善
導
『
観
経
疏
』(

定
善
義)

、
浄
全2

、47a

（326

）　
善
導
『
観
経
疏
』(

定
善
義)

、
浄
全2

、47a

。
取
意
。

（327

）　
曇
鸞
『
往
生
論
註
』、
浄
全1

、231a

。

（328

）　
聖
冏
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
一
七
、
浄
全12

、200a

（329

）　
竜
樹
造
、
筏
提
摩
多
訳
『
釈
摩
訶
衍
論
』
一
、
大
正32

、595b

。

（330

）　
義
浄
訳
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
二
、
大
正16

、408b

。

（331

）　
竜
樹
造
、
鳩
摩
羅
什
訳
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
八
、
大
正26

、64c

。

（332

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』
第
二
、浄
全2

、343b-345a

。

（333

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
九
、
浄
全3

、860a

。

（334

）　
支
婁
迦
讖
訳
『
仏
説
般
舟
三
昧
経
』、
大
正13

、899b

。
支
婁

迦
讖
訳
『
般
舟
三
昧
経
』
上
、
大
正13

、905b

。

（335

）　
観
徹
『
観
無
量
寿
経
合
讃
』
本
、
選
集4

、104

。

（336

）　
鳩
摩
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』
四
、
大
正9

、35bc

。

（337

）　
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
三
九
、
浄
全3

、860b

。

（338

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、47a

。

（339

）　
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
上
、
浄
全1

、231ab

。

（340

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、47ab

。

（341

）　
竜
樹
造
、
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
二
、
大
正25

、71c

。

（342
）　
知
空『
浄
土
論
註
翼
解
』六
、
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
、
未
見
。

（343
）　
不
詳
。

（344
）　
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
下
、
浄
全1

、238a

。

（345

）　
善
導
『
観
経
疏
（
定
善
義
）』、
浄
全2

、47b

。
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（346

）　
浄
影
寺
慧
遠
『
観
経
義
疏
』
末
、
浄
全5

、186a

。

（347

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、346a

。

（348
）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』
二
、
浄
全2

、346a

。

（349
）　
日
を
曰
に
改
め
る
。

（350

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1

、37-8

。

（351

）　『
阿
弥
陀
経
』
浄
全1

、53a

。

（352

）　
良
忠『
観
経
疏
伝
通
記（
定
善
義
）』一
、
浄
全2

、303a

。
取
意
。

（353

）　
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
（
定
善
義
）』2

、
浄
全2

、347a

。

（354

）　
知
礼
『
観
経
疏
妙
宗
鈔
』
五
、
浄
全5

、298a

。

（355

）　
元
照
『
観
無
量
寿
仏
経
義
疏
』、
浄
全5

、399b

。

（356

）　『
観
無
量
寿
経
』、
浄
全1
、44a
。



＊ 45

資料①　浄土宗と社会貢献
僧侶が関与できる 寺院が関与できる 宗や関連団体が関与できる NGO/NPOを支援する

社会貢献

人権／命

命 自殺者、命終支援 臨床宗教師
自死家族支援 自死者法要

宗、教区からの資金援助
東京教区教宣師会→毎年6月10日自死者追

悼法要
平和 平和運動、平和アピール、核廃絶運動 浄土宗平和協会

世界宗教者平和会議（WCRP）
人権 同和問題、人種差別、LGBT差別、ヘイトス

ピーチ LGBTの結婚式 浄土宗人権同和室
同宗連

出産／育児／子育て

出産 不妊相談、不妊治療、マタハラ 関連資格を持つ教師からの助言と組織化
育児 乳児、保育園、幼稚園、認定こども園 サラナ親子教室・ベビー

シッター
保育園・幼稚園
認定こども園

浄土宗保育協会
日本仏教保育協会

子育て 母子家庭・父子家庭、学童保育、放課後児童 学校応援団 子供110番／寺院境内での
遊びを見守る 浄土宗児童教化連盟

教育／学校 教育 生涯教育、親子教室（宗教情操教育） サラナ親子教室 サラナ親子教室 浄土宗ともいき財団
全国青少年教化協議会

学校 特別支援学級、フリースクール 学校応援団・読み聞かせ 緊急避難場所として寺院を提供

障がい／介護
障がい 障害児、知的障害児、生活訓練、移動補助、手

話・点字、介助等犬訓練、補装具 点字翻訳 浄土宗ともいき財団 全国浄土宗青年会 
あみちゃん基金（「聴導犬普及協会」へ支援金）

介護 介護、デイサービス、短期入所、居宅介護、老人福
祉、認知症、介護犬等訓練、介護者ケア

防災／被災者支援

防災 防災マニュアル、避難場所、備蓄 防災訓練 一時避難場所提供
防災用品備蓄

浄土宗復興局
滋賀浄青、大分浄青「米一升運動」

被災者支援 救助、緊急医療、遺体安置、葬儀・納骨、復
旧支援、復興受託、被災者ケア

葬儀読経ボランティア
募金活動・茶話会 遺体安置

全国青少年教化協議会
全国浄土宗青年会
浄土宗寺庭婦人会

増上寺布教師会→「岩沼あかりの会」へ毎年
4回訪問、法話と茶話会

各浄青会員→現地入り、ガレキ撤去、慰霊
法要、遺骨整理清掃

福島浄青「浜○カフェ」「ふくしまっ子
Smileプロジェクト」

全国浄土宗青年会（被災地へ義捐金送付） 
仏教会

国際貢献

難民支援 居住施設、宿泊施設、衣食・必需品、難民ケア 募金活動 広報活動 全日本仏教婦人連盟 アーユス仏教国際ネットワーク
留学生 ブックギフト、居住場所、衣食・生活必需品 募金活動 広報活動 浄土宗平和協会 アーユス仏教国際ネットワーク

教育施設 学校建設、図書館、図書、教員派遣、教員訓練 浄土宗ともいき財団
全国青少年教化協議会 シャンティ国際ボランティア会

インフラ 調査、道路、橋梁、港湾、鉄道、情報網 フリーアクセスポイントの設置

東京浄青「いのちの募金」→JVCを通じて「カ
ンボジアの持続的農業と農村開発（SARD）」支

援金 
東京浄青「いのちの募金」→ユニセフを通じて
「ブータン僧侶による保健促進事業」支援金

社会福祉
社会福祉

社会福祉法による第1種社会福祉事業施設、乳
児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情
緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設、
授産施設

社会福祉士 社会福祉法人の設立・ 
維持・運営

浄土宗社会福祉協会 
全浄青「ボランティア研修会助成金」によ

るボランティア活動の啓蒙
東京浄青「歳末助け合い運動」→社会福祉
協議会へお寺へ届いたお歳暮などを配布

生計困難者 居住施設、宿泊施設、衣食・必需品、葬儀・納骨 葬儀ボランティア 
孤独死・生活困窮者の葬儀の執行

葬儀・遺骨一時保管 
遺骨預かり ひとさじの会

地域発展
地域役

自治会役員、民生児童委員、消防団、ライオ
ンズクラブ、ロータリークラブ、保護司、教
誨師

社会貢献の為に入会

浄土宗保護師会 
浄土宗教誨師会 

浄土宗民生児童委員協議会 
全国教誨師連盟 

全国浄土宗青年会「てらこやフェスタ」（本
堂・境内を開放したイベント）を全国で数回

開催 
東京教区浅草浄青『茶坊えにし』（茶話会）を

毎月1 ～ 2回開催

イベント 祭り、盆踊り、町おこしイベント、 地域の一員として
子ども会・寄付 

地域参加型の儀礼の執行
（地蔵盆、各種祈願など）

浄土宗ともいき財団

芸術／スポーツ
芸術 書道塾、写仏・写経、合唱、ダンス 講師・その紹介 場所提供 浄土宗芸術者協会
スポーツ ボーイスカウト、野球、サッカー、各種ス

ポーツ スポーツ推進委員 ボースカウト宗教師寺院提供 浄土宗スカウト連合協議会 
仏教スカウト連絡協議会

自然保護／環境問題 自然保護 自然保護、ビオトープ 掃除 境内地の植樹・保護樹木保全 アーユス仏教国際ネットワーク
環境問題 ゴミ拾い 地域清掃 境内地の清掃

動物愛護 ペット 野犬野良猫保護、断種手術 ペット供養
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全国青少年教化協議会

学校 特別支援学級、フリースクール 学校応援団・読み聞かせ 緊急避難場所として寺院を提供

障がい／介護
障がい 障害児、知的障害児、生活訓練、移動補助、手
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Smileプロジェクト」
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仏教会

国際貢献

難民支援 居住施設、宿泊施設、衣食・必需品、難民ケア 募金活動 広報活動 全日本仏教婦人連盟 アーユス仏教国際ネットワーク
留学生 ブックギフト、居住場所、衣食・生活必需品 募金活動 広報活動 浄土宗平和協会 アーユス仏教国際ネットワーク

教育施設 学校建設、図書館、図書、教員派遣、教員訓練 浄土宗ともいき財団
全国青少年教化協議会 シャンティ国際ボランティア会

インフラ 調査、道路、橋梁、港湾、鉄道、情報網 フリーアクセスポイントの設置

東京浄青「いのちの募金」→JVCを通じて「カ
ンボジアの持続的農業と農村開発（SARD）」支

援金 
東京浄青「いのちの募金」→ユニセフを通じて
「ブータン僧侶による保健促進事業」支援金

社会福祉
社会福祉

社会福祉法による第1種社会福祉事業施設、乳
児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情
緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設、
授産施設

社会福祉士 社会福祉法人の設立・ 
維持・運営

浄土宗社会福祉協会 
全浄青「ボランティア研修会助成金」によ

るボランティア活動の啓蒙
東京浄青「歳末助け合い運動」→社会福祉
協議会へお寺へ届いたお歳暮などを配布

生計困難者 居住施設、宿泊施設、衣食・必需品、葬儀・納骨 葬儀ボランティア 
孤独死・生活困窮者の葬儀の執行

葬儀・遺骨一時保管 
遺骨預かり ひとさじの会

地域発展
地域役

自治会役員、民生児童委員、消防団、ライオ
ンズクラブ、ロータリークラブ、保護司、教
誨師

社会貢献の為に入会

浄土宗保護師会 
浄土宗教誨師会 

浄土宗民生児童委員協議会 
全国教誨師連盟 

全国浄土宗青年会「てらこやフェスタ」（本
堂・境内を開放したイベント）を全国で数回

開催 
東京教区浅草浄青『茶坊えにし』（茶話会）を

毎月1 ～ 2回開催

イベント 祭り、盆踊り、町おこしイベント、 地域の一員として
子ども会・寄付 

地域参加型の儀礼の執行
（地蔵盆、各種祈願など）

浄土宗ともいき財団

芸術／スポーツ
芸術 書道塾、写仏・写経、合唱、ダンス 講師・その紹介 場所提供 浄土宗芸術者協会
スポーツ ボーイスカウト、野球、サッカー、各種ス

ポーツ スポーツ推進委員 ボースカウト宗教師寺院提供 浄土宗スカウト連合協議会 
仏教スカウト連絡協議会

自然保護／環境問題 自然保護 自然保護、ビオトープ 掃除 境内地の植樹・保護樹木保全 アーユス仏教国際ネットワーク
環境問題 ゴミ拾い 地域清掃 境内地の清掃

動物愛護 ペット 野犬野良猫保護、断種手術 ペット供養
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代を画する時期に新たな展開が計られてきた。しかし、時代の変遷とともに社

会のニーズは変化し、その変化に対応して再び新たな展開が必要になって来た

と考えられる。

　本報告では、第一に狭義の「社会福祉」分野から、広義の社会福祉への展開

を提言している。これは社会福祉のニーズが広範囲になり従来の社会福祉六法

の範囲に収まりきらないこと、また浄土宗としても複数の局にまたがって広義

の社会福祉が行われていることから結論づけられたものである。第二の提言は

教化と切り離した独り立ちした広義の社会福祉である。本報告ではこの活動を

「社会貢献」活動と呼んでいる。「社会実践」活動でも、「ともいき」活動でも良

いと思われるが、最も一般的に使われている言葉として「社会貢献」を使うこ

とにした。教化と切り離された独り立ちした社会貢献という概念は、例えば災

害時の読経ボランティアにおいて読経は望まれているが、布教は望まれていな

なかったということに象徴される。浄土宗はこれまで社会活動を通じた教化を

実践してきたが、これからの社会貢献は教化と切り離されたものになる必要が

あるということである。第三の提言としては、このような教化と切り離された

独り立ちした社会貢献を実施する組織としては、公益財団法人「浄土宗ともい

き財団」が最適であるという事である。

　今後の浄土宗の社会福祉施策を検討するに当たっては、宗や関連局ばかりで

なく、浄土宗ともいき財団を含めた組織の最適化が必要と考えた次第である。

個々で検討した内容が今後の宗政に反映されることを望む次第である。

平成29年３月15日

研究主務　　　　　　　　　

総合研究所副所長　今岡達雄
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価を行ってもよいだろう。さらに地域ボランティアや災害ボラティアも個々の

教師の活動を社会に活かすものである。東日本大震災後のボランティア活動を

通じて、包括法人浄土宗としてもいくつかの活動の把握を行っているが、活動

の大部分は各教師任せとなっている。教師に実践可能なボランティアや災害時

のボランティアの行い方といった情報を提供しつつ、現場の最前線で活躍する

教師を包括法人が支援し、活動をしっかりと評価すべきである。

　第三は社会貢献事業化支援である。これは先駆的な社会貢献活動への助成を

行うとともに、それらの活動をＮＰＯなどとして組織化するための支援を行う

ものである。例えば「お寺おやつクラブ」は浄土宗教師、寺院の活動として開

始され現在は超宗派の活動として組織化されている。このような組織化は、よ

り多くの人々への支援を可能とするものである。様々な場で行われている先駆

的な社会貢献活動をピックアップし、組織化の支援を行うことで、資金や人員

といった活動そのものを持続させるための資源を確保し、より多くの困窮者に

サービスを提供することが可能となる。先駆的な活動は、実績がないため評価

されにくい面があろうが、このような活動を的確に評価し、資金やノウハウと

言った援助を行うことで、浄土宗が間接的に社会貢献活動を行なうことが可能

となる。

おわりに

　本プロジェクト報告書は、宗務総長諮問「浄土宗の社会福祉施策の方向性に

ついて」に応じて調査分析を行い、社会福祉施策の方向性についての提案を行っ

たものである。調査分析を行う過程で、浄土宗における社会福祉施策の現状が

様々な背景に基づいてもたらされたものであることが明らかになった。浄土宗

の社会事業や社会福祉は、開宗750年、800年、850年大遠忌など浄土宗として時
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　　③社会貢献事業化支援（様々な実践への援助）

　　　―先駆的な社会貢献活動への助成

　　　　　具体例：米一升運動、お寺おやつクラブ

　第一に挙げられるのは①寺院スペースの活用である。これは寺院という場所

をソーシャルキャピタルとして開放し、様々な形での活用していくものである。

この分野では、すでに浄土宗ともいき財団が「お寺からまちおこし」として「と

もいき日高プロジェクト」や「ともいき石見プロジェクト」を行っている。こ

れ等の活動は、寺院を様々な形で地域に開放して、寺院と共に地域の活性化を

目指す活動である。また知恩院のおてつぎ運動の一環である「サラナ親子教室」

や「介護者サポートネットワーク　ケアむすび」なども寺院を場所として活用

する好例であろう。さらに大阪大学が運営する「未来共生災害救援マップ（略称：

災救マップ）」（8）は、その前身が「宗教者災害救援マップ」であり、これは宗教

施設が災害時における避難場所として有用であることを認められたために作成

されたものである。災害をはじめとする緊急時に、浄土宗寺院がアジールとな

るような活動を推進しつつ、それを支援することは、公益性の高い活動である。

　第二は僧侶による活動の支援である。現在、公益教化事業団体として様々な

活動を行なう僧侶がネットワークを築いているが、宗派としてはその団体を管

理することしかできていない。包括法人浄土宗が、所属教師に対して保護司や

民生委員などの活動への参加を推奨することは、社会に対する貢献であるとと

もに、地域における教師の存在感を高めることにもつながるものである。公益

教化事業団体として設置されてはいないが、ＰＴＡや町内会などにも積極的な

参加を促し、教師が地域のマンパワーとし活動することも考えられる。社会貢

献企画調整室はこのような各教師の活動を把握し、功績点の付与などによる評

（8）http://www.respect.osaka-u.ac.jp/map/
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活動の提供も行うのである。図②はそのイメージである。

　政教分離問題を回避しつつ、浄土宗の意向を踏まえた社会貢献活動を行なう

ためには、浄土宗ともいき財団との連携は必須であろう。

行うべき社会貢献活動

　浄土宗の社会貢献企画調整室は浄土宗ともいき財団と連携をしてどのような

活動を行なうべきであろうか。当然、社会状況に応じて行うべき活動は変化す

る。社会貢献活動の中心となるべき社会貢献企画調整室は、時代時代において、

諸制度の狭間でサービスを受けることのできない人々に対して、必要とされる

支援を届ける必要があり、またその方法を検討しなければならない。「だれに」

「なにを」「どのように」支援するかを、時代情勢を踏まえつつ検討するのである。

そのためには、現場で活動する人々やマスコミなどから情報を収集し、宗の予

算からできうる活動を考え、宗からの直接支援が適当か、あるいは浄土宗とも

いき財団を通じた間接的な支援が適当かをその都度検討すべきであろう。この

ような原則を踏まえたうえで、現在、浄土宗が関与できる社会貢献活動につい

て考えてみよう。

　これらの活動は、現状、以下の三種をあげることができよう。

　　①寺院スペースの活用（場所の活用）

　　　―ソーシャルキャピタルとしての寺院活用

　　　　　具体例：地域活性化事業協力、親子教室、介護者カフェ

　　②僧侶活動の支援（活躍する人材の応援）

　　　―社会貢献を担うトップランナーの支援

　　　　　具体例：民生委員、保護司、地域ボランティア、災害ボランティア
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ていくのかということが課題となる。包括法人内におかれる社会貢献企画調整

室が宗の社会貢献の中心となるが、宗教法人である「浄土宗」が実際の活動を

行なうと、先に述べた政教分離の問題が浮上する。そこで宗に関係が深く、か

つ宗教法人ではない組織が実際の窓口となって、浄土宗と連携しながら教化と

リンクしない社会貢献活動を行なうことが求められる。浄土宗の現状を鑑みた

場合、この窓口の役割を果たしうるのは公益財団法人である「浄土宗ともいき

財団」であろう。浄土宗ともいき財団は、浄土宗の名称を関しつつも、公益財

団法人であり、教化とリンクしない社会貢献活動を行なう主体にふさわしい。

また東京宗務庁に社会貢献企画調整室を設置すれば、連携の容易な環境がすぐ

に整備される。

　社会貢献企画調整室は、社会貢献を通じた教化については諸団体や被包括法

人、教師と連携しながら、浄土宗として様々な支援を現場に届けつつ、浄土宗

ともいき財団と連携しながら、それを窓口として教化とリンクしない社会貢献
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　このＣＩに基づく組織のイメージが図①である。包括法人浄土宗としては、

まず人事や給与の計算を行う庁内管理の部署が必要であり、それとともに課金

や僧侶養成を担う包括・非包括関係の業務を担う部署と、教化と社会貢献につ

いて企画・調整を担う部署が必要とされる。社会貢献の企画・調整部署（仮称：

社会貢献企画調整室）は、これまで各局にまたがっていた社会貢献活動にたい

する補助金や企画を調整し、浄土宗として戦略的な社会貢献活動の実施を検討

することが大きな役割となる。包括法人としてのＣＧが確立してこそ、社会貢

献という対外的な活動が効率的に実施できるのである。

　さて、ここで対外的な活動である社会貢献活動を具体的にどのように実施し
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組織目標）を設定する必要がある。教化とリンクしない社会貢献活動実施に当

たり、その組織と目標についてコーポレート・ガバナンスとコーポレート・ア

イデンティティという二つの観点から考えてみよう。

　まず浄土宗のＣＩは①教化と②社会貢献として設定することができる。先に

確認したように21世紀劈頭宣言もこの観点から読み解くことが可能である。宗

教法人法第二条（6）に定められるように、宗教法人としての浄土宗は、教えを広

め、儀式を執行し、信者の教化育成を行うことが目的である。すなわち教化を

行うことが浄土宗の本来的な、あるいは第一義的な目的である。それとともに

東日本大震災において顕在化したように、現在の社会では宗教教団の宗教性が

政教分離原則のもとで問題となる場合や、また超宗教・超宗派的な活動が求め

られる場合もある（7）。それゆえ教化とリンクしない社会貢献活動が要請される

のであり、それがＣＩの②社会貢献である。

（6）第二条 　この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行
い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一　礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二　前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他
これらに類する団体

（7）島薗進「第三章　宗教者と研究者の新たな連携―東日本大震災支援活動が拓いた地
平」（宗教者災害支援連絡会『災害支援ハンドブック―宗教者の実践とその協働』、
春秋社、2016. p.229）　



研究成果報告

＊ 36　 

の社会福祉を、教化とリンクしない形でどのように提供するべきであろうか。

これを考えるためには、組織の在り方を検討し、今後行うべき活動の方向性を

模索する必要がある。ここではまずこれまでの目標を転換する必要性を確認し、

その後、目標を達成するための組織の在り方と浄土宗が関わる余地のある社会

貢献活動を論じよう。

　　　目標の転換

　まず社会福祉についての理解を転換する必要がある。これまで宗では社会福

祉という概念で、社会に対する活動を提供しようと試みてきた。そのため、社

会福祉の専門家の育成や、サービスを提供する施設の設置、あるいはそのよう

な人材や施設の連携が、宗の社会福祉施策として検討されてきた。これらは狭

義の社会福祉活動としては評価できるものであるが、その一方で、宗派が行っ

てきた様々な社会貢献活動を社会福祉として見直す機会を逸してきた。これか

らは社会貢献活動という枠組みで、従来の諸活動を統括し、教団として社会に

対する窓口を有していることを理解する必要がある。そのうえで、教化活動と

不可分であった教団の社会貢献活動から、政教分離に付随する支援の障害を減

らすために、教化とリンクしない社会貢献活動の提供を検討するべきである。

社会福祉から社会貢献に目標を転換することで、サービスの受け手となるター

ゲットも広がり、様々な困難を抱える人々に必要なサービスを届けることがで

きるようにもなる。

　　　社会貢献を行う組織

　教化とリンクしない社会貢献活動は、これまでの浄土宗の中に存在しなかっ

た活動である。それゆえ、この活動を調整する部署が宗務機関内に必要とされ

る。的確な組織の運営を行うためにはコーポレート・ガバナンス（ＣＧ：組織

統治）が必要であり、そのためにはコーポレート・アイデンティティ（ＣＩ：
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　社会貢献マトリクスにも明らかなように、浄土宗の社会貢献活動の一つの軸

は公益教化事業団体を中心に行われている。これは開宗800年のコンセプトであ

る「教化」について、「公益活動を通じた教化」という方法がこれまで継承され

てきたためである。しかしながら、この方法の限界が東日本大震災を契機に露

見しつつある。東日本大震災では宗教者や宗教施設が様々な形でボランティア

活動を行ない、それが評価を受ける一方で、政教分離も問題視された。自治体

の中には、読経ボランティアの火葬場への立ち入りを拒否したところもある（5）。

このような事例は、災害ボランティアの現場において宗教者が有する宗教性が、

公益的な活動の支障となりうる可能性を示すものである。宗教者が宗教者とし

て社会貢献活動を行なうことは大切であるが、活動の現場においては宗教性が

思わぬ障害となる場合もある。それゆえ、これまで宗が念頭に置いてきたよう

な、教化を目的とした社会貢献活動とは別に、教化とリンクしない社会貢献活

動を提供する準備を浄土宗も行う必要があろう。

　このような教化とリンクしない社会貢献活動を提供することは、21世紀劈頭

宣言にも読み解くことができる。すなわち、劈頭宣言の中で「愚者の自覚を」「家

庭にみ仏の光を」は教化と結びつくものであり、また教化とリンクした社会貢

献活動の必要性を説くものである。そして「社会に慈しみを」「世界に共生を」

は、もちろん浄土宗の教えを広めることによる結果としての社会状況であろう

が、この宣言を達成するためには教化とリンクしない社会貢献活動もまた必要

とされるところであろう。

４．浄土宗の施策の方向性

　これまで教化と不可分な形で行われてきた浄土宗の社会貢献、すなわち広義

（5）大石眞「第四章　「信教の自由と政教分離原則」再考―東日本大震災の経験を通して」
（宗教者災害支援連絡会『災害支援ハンドブック―宗教者の実践とその協働』、春秋
社、2016. p.172）
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本宗の目的は、宗祖法然上人の立教開宗の精神に則り、本宗の教旨をひろめ、

儀式を行い、僧侶、檀信徒その他の者を教化育成し、本宗を護持発展させる

ことにより、世界平和と人類の福祉に寄与するにある

　浄土宗の目的は布教や教化、儀式の執行を通して宗門を護持発展させ、「世界

平和と人類の福祉に寄与する」ことにある。このコンセプトに基づき、開宗800

年を契機に公益教化事業団体を整備し、社会に対する公益活動や社会福祉の提

供を通じた教化を試みた。これ等の活動は社会貢献活動として評価することが

できる。狭義の社会福祉はこの社会貢献活動に包括されるものである。浄土宗

では浄土宗社会福祉協会を設立させ、社会福祉施設を中心に社会福祉の提供を

行ってきた。このような活動を網羅し、分野別に提示したものが「社会貢献マ

トリクス」（資料①）である。

　社会貢献マトリクスは、横軸として社会貢献の分野を、縦軸として宗派の関

与できる度合いをそれぞれ定め、どのような団体がどのような活動を行なって

いるかを把握するために作成したものである。これをみると「宗や関連団体が

関与できる」活動において、浄土宗や宗所属の各種団体、また個々の教師によ

る活動が多岐にわたることが理解される。これまで浄土宗全体として、狭義の

社会福祉にとどまらず、種々の社会貢献活動を行なってきたことを把握するこ

とは、今後の活動指針を模索するうえでも重要なことである。またこのマトリ

クスにより、社会福祉をより広い概念である社会貢献活動としてとらえること

も可能となる。このマトリクスに掲載された活動の中で、宗の予算がつけられ

たものを合計すると平成26年度の予算で約１億円（4）となり、これは浄土宗の社

会貢献活動の規模を客観的に把握するための数値の一つである。

（4）なおここに計上された費用は事業費のみであり、それにかかわる人件費は計上され
ていない。
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１．地域における総合相談・生活支援体制の強化、確立

２．地域での公益活動の展開強化

３．福祉サービスの質の向上と社会福祉法人・福祉施設、社会福祉協議会の

経営管理の強化

４．福祉の職場の社会的評価の向上、福祉人材の確保・育成・定着の取組強

化

５．大規模災害と防災への対応の強化

６．地域住民等の地域コミュニティへの参加環境づくり

７．地域での計画的な福祉基盤の確立と制度改革の働きかけ

　これらの課題は、社会福祉法人や社会福祉協議会が、多様な福祉ニーズに対

応するために、行政などの相談支援機関に対して横断的な連携を働きかけ、き

め細かなネットワークを形成することで、地域のニーズに即した福祉の提供体

制を構築するために掲げられた課題である�。

　全社協が示すビジョンは、社会福祉法人や社会福祉協議会といった組織を中

心としたものであるが、今後の福祉拡充のためには様々な組織が連携し地域社

会でのネットワークを形成することで、多様な苦しみを抱える困窮者をいち早

く発見し、きめ細かい福祉サービスを提供する必要があることを示している。

３．浄土宗における社会福祉の位置づけ

　浄土宗はこれまでに社会事業、社会福祉を行ってきたが、現在、その方向性

を見失いつつある。ところで、現在の浄土宗において社会福祉の実践をどのよ

うにとらえるべきであろうか。換言すれば、浄土宗の中において社会福祉はど

のように位置づけられるかを、ここで考えておきたい。

　これを考えるうえで、まず浄土宗の宗綱第２条2項を確認しよう。
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制度外の福祉サービス・活動をまちづくり、地域社会づくりと連動して実施し、

要援助者が構成員として受け入れられ、安心して暮らすことのできる地域社

会の実現が志向されている。

　これは福祉制度の拡充を前提に、専門家や地域社会などの福祉の担い手が連

携することで、多様な福祉ニーズを積極的にくみ取り、制度内で対応できるも

のについては専門家につなぎ、制度で対応できないものについては制度外の福

祉サービス・活動の取り組みに結びつけることをめざすものである。それに加え、

制度内外の福祉サービス・活動が連携し、地域社会と連動することで安心して

生活ができる地域社会を作り上げることを目標としたものである。

　「全社協�福祉ビジョン�2011の概要～ともに生きる豊かな福祉社会をめざして

～」は、様々な制度間の連携、さらに制度外の福祉サービス・活動と制度内福

祉との協力によって、多様な福祉ニーズに応えるとともに、専門家や地域社会

が連動して要援助者を早急に発見し、支援の手を差し伸べることが今後の福祉

に求められるもの、と指摘しているといえよう。

　また全社協が福祉の担い手として、社会福祉法人や社会福祉協議会、あるい

は民生委員・児童委員（協議会）や当事者組織に加え、ＮＰＯ法人や公益法人

などの社会福祉事業等を実施する他の法人、住民・ボランティアをあげている

ことは注目すべきである。特にＮＰＯ法人は「福祉課題・生活課題に柔軟かつ

迅速に取り組むことが可能な組織として社会福祉法人とは異なった活動形態に

より地域社会で重要な役割を発揮」していると指摘されており、社会福祉法人

との連携が期待される組織である。これからの福祉は社会福祉法人や社会福祉

協議会を中心としつつ、様々な分野で福祉活動を行なう組織が連携することで、

より充実した福祉サービスを提供できることが予想されるのである。

　このようなビジョンに基づき「「全社協　福祉ビジョン2011」�第２次行動方針」

は以下のような「いま、取り組むべき７つの重要課題」を提示している。
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つ人も増えています。

これらの問題発生には、さまざまな要因がありますが、少子高齢化、経済社

会の変化などにより、家庭、地域社会、企業等の相互扶助機能が急速に力を

失ったことと強くかかわりがあります。そして、これらの問題に既存の社会

保障・社会福祉制度は十分に対応しきれていない状況にあります。�

　このような現状の認識のもとに、全社協は①制度内の福祉サービスの改革②

制度外の福祉サービス・活動の開発・実施③社会福祉の担い手として、住民・

ボランティア�の主体的に参加する環境の整備、が必要であると指摘する。そし

て、これらの実施を通じて「めざす福祉の姿」を以下の４項目でまとめている。

①社会福祉関係者、住民・ボランティアだけでなく、地域社会のあらゆる構

成員が社会福祉の担い手として、それぞれの役割を果たし、連携・協働する

体制がある。

②要援助者のニーズに確実に対応する専門的援助が制度内の福祉サービスに

より十分に用意されている。そして、制度が対応できないニーズには制度外

の福祉サービス・活動の取り組み（開発・実践）が行われている。

③人びとがライフステージを経ていく中で生じるさまざまなニーズ、リスク

に的確に対応する支援として福祉サービス・活動が予防も含めて用意されて

いる。とくに、判断能力が不十分なことなどにより、自立生活が困難な人に

は、権利擁護の仕組みが用意されている。

④各福祉サービス・活動が互いに連携・協働し、要援助者を囲む家族、隣人、

友人、地域社会との関係を維持、再構築しながら実施されている。さらに、
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て、児童福祉法（昭和22〔1947〕年）、身体障害者福祉法（同24〔1949〕年）、

生活保護法（同25〔1950〕年）の福祉三法が制定された。その後も福祉につい

ての法整備は進み、昭和30年代には知的障害者福祉法（同35〔1960〕年）、老人

福祉法（同38〔1963〕年）、母子及び寡婦福祉法（同39〔1964〕年）（2）が整備さ

れ、先の三法と併せて福祉六法と称されている。このような戦後の福祉関係の

法体系確立の中で、国は様々な社会保障を設け（3）、社会福祉の制度が整備され

た。しかしながら、現状ではこのような福祉の制度から抜け落ち、福祉サービ

スを受けることができない人たちが存在し、このような人々に対してサービス

を届けることが現在の福祉における課題となっている。この課題と打開策につ

いて全国社会福祉協議会の報告書をもとに概観しよう。

　　　　「全社協　福祉ビジョン2011」についての検討

　社会福祉法人である全国社会福祉協議会（以下、全社協）は平成22年（2010）

に「全社協�福祉ビジョン�2011 ～ともに生きる豊かな福祉社会をめざして～」

において、これからの時代に求められる福祉についてのビジョンを提案してい

る。さらに同27年（2015）には「「全社協　福祉ビジョン2011」�第２次行動方針」

において「いま、取り組むべき７つの重要課題」を提示している。前者におい

ては「現在の福祉課題・生活課題」が以下のように提示されている。

わが国は、現在、貧困、虐待、孤立死、自殺、ＤＶ（家庭内暴力）被害、ホー

ムレス、ニートなど、解決になかなか至らない深刻な福祉課題・生活課題が

噴出しています。中山間部や都市部において、移動や生活物資の確保が困難

など日常生活に支障を来たしている地域が生まれています。国民の間には、

こうしたことがいずれ自分自身の問題となるのではないかといった不安を持

（2）平成26年に「母子及び父子並びに寡婦福祉法」として改正された。
（3）昭和36年の国民年金制度、平成12年の介護保険制度はその代表であろう。
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ぶことはなかった。そして800年大遠忌の事業費は未執行に終わった。「浄土宗

社会福祉構想検討委員会」は「社会福祉推進委員会」に発展的に継承されたが、

おおよそ10年に及ぶ浄土宗の社会福祉施策の検討は、現段階において事業予算

の規模に見合う成果を見いだせない状況である。

２．社会における福祉事業とニーズの変遷

　社会事業に端を発し、仏教福祉へと展開した浄土宗の社会貢献活動は、その

時代時代の社会のニーズに応える側面があった。ここでは日本の社会福祉につ

いて概観し、現在社会福祉において新たなニーズが生まれている現状を確認し

たい。

　まず日本の社会福祉の歴史について明治・大正・昭和初期という区分と、戦

後の社会福祉との二つに分けて考察を進めよう。戦前は浄土宗をはじめとする

仏教教団が社会事業の名のもとに現在でいう福祉活動を行なっていたように、

未だ社会福祉という概念が定着していなかった。しかしながら貧困の救済や学

校、病院の設立といった福祉活動の萌芽はすでに見て取ることができる。これ

等の活動は慈善事業ととらえられ、明治36年には全国の慈善事業家が集まり、

日本初の全国的連絡組織「日本慈善同盟会」が設立された。その後、日本慈善

同盟会は「中央慈善協会」と改称され、慈善事業についての施策を検討するよ

うになる。大正期に入ると個人を主体として行われていた慈善事業は社会事業

と呼ばれるようになり、中央慈善協会は「社会事業協会」と改称される。浄土

宗の社会事業についてもこの流れの中に位置づけることができよう。昭和初期

には救護法が制定され、民間の社会事業とともに、国も福祉活動を行なうよう

になる。ここにおいて福祉における国の責任が問われるようになったのである。

　戦後は福祉における国の責任が明確にされる。昭和21（1946）年に公布さ

れ、翌年から施行された日本国憲法では、第25条において国民の生存権が保証

されるとともに、国が社会福祉の向上に努めることが定められた。それを受け
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　第Ⅱ期は終戦期から平成初期に至る公益教化事業の展開である。浄土宗では

開宗800年を迎えるにあたり、戦後、盛んに設立された社会福祉法人や、保護司、

教誨師と言った社会貢献活動を組織化した。これは、公益事業を通じた教化を

目的としたものであり、開宗800年のコンセプトともいえる教化推進について公

益事業を取り込んだものである。この時期に組織化された諸団体（公益教化事

業団体）は現在も活動しており、個々の活動は浄土宗の社会貢献活動の一つと

して位置づけられるものである。

　第Ⅲ期は平成初期から800年大遠忌に至る仏教福祉の具現化を目指した時期で

ある。仏教福祉については昭和37（1962）年に佛教大学内に仏教福祉学部が開

設され、また同41（1966）年には日本仏教福祉学会が設立された。学問的な展

開は早くから行われ、佛教大学では仏教社会事業研究所から1975年に雑誌『仏

教福祉』を刊行し、平成３（1991）年の第17号まで発刊された。浄土宗では、

平成７（1995）年に「仏教と社会福祉に関する総合的研究」のプロジェクトが

発足、さらに同９（1997）年には佛教大学から刊行されていた雑誌と同名の『仏

教福祉』第一号が創刊された。この時期に浄土宗内に仏教福祉が正式に位置づ

けられたのである。浄土宗では、この間に21世紀劈頭宣言、さらに800年大遠

忌に向けた様々な事業計画を作成し始め、この一環として「浄土宗社会福祉構

想検討委員会」による議論を通じて社会福祉事業が計画された。佛教大学で仏

教福祉を研究するとともに、その組織化に尽力した水谷幸正が総合研究所所長、

さらに宗務総長として800年大遠忌を目標に自身が半生を傾けた仏教福祉の具現

化を目指したのがこの時期である。

　第Ⅳ期は800年大遠忌以降の福祉施策の混迷期である。水谷が目指した仏教

福祉の具現化は、平成25（2013）年に『仏教福祉』が廃刊、そして同年の三月

議会において新谷災害復興事務局長兼社会福祉推進事務局長の「社会福祉活動

もしくは社会福祉事業で、どの分野に特化するのかということについての結論

には達してございません」という発言に見て取ることができるように、実を結
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　　　第Ⅰ期　「社会事業」の推進（黎明期）

　　　　　渡辺海旭、矢吹慶輝など留学僧の活躍

　　　第Ⅱ期　公益教化事業の展開（発展期）

　　　　　保護司会や教誨師会など社会事業を通じた教化の推進

　　　第Ⅲ期　仏教福祉の具現化（展開期）

　　　　　水谷幸正による「仏教福祉」の具現化

　　　第Ⅳ期　福祉施策の混迷期（混迷期）

　　　　　ヴィジョンと実践の模索

　この四つの時期は、それぞれ社会貢献活動の黎明期、発展期、展開期、混迷

期としてとらえることができる。

　第Ⅰ期は明治期から終戦に至る「社会事業」の推進期であり、渡辺海旭や矢

吹慶輝などの留学僧が、海外滞在中の知見をもとに社会事業を行った時期であ

る。渡辺の活動は宗祖700年大遠忌を迎えるにあたり、「明照」の大師号加諡の

「聖恩」に応えるために開始されたものであり、その後に大きな影響を与えたと

評価することができよう（1）。現在でも、浄土宗は「社会事業宗」であるという

認識が散見されるが、これはこの時期の活動がその後の浄土宗に大きな影響を

与えた一つの証である。渡辺、矢吹の社会事業の教えは長谷川良信へと継承さ

れ、戦後の浄土宗の活動に発展していく。

（1）「浄土宗労働共済会規則　第一章　名称及一　第一條　本会は浄土宗労働共済会と称
し宗祖大師七百年遠忌に際し徽号宣下の聖恩に奉答せんが為に組織す」（『浄土教報』
949号、明治44年4月3日発刊。原文のカタカナ・旧字を適宜、平仮名・新字に改めた）
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ランティアで実証されたように、被災者に必要とされるのは教化を伴わない社

会貢献である。念仏を勧めるための災害ボランティアではなく、念仏教化から

切り離されたボランティアである。

　これからの社会貢献は、教化とは切り離された独り立ちした社会貢献が求め

られている。

　このような社会貢献を推進する実施母体としては（公益財団法人）ともいき

財団が最適である。宗内で行われている社会貢献業務を、財団を通じて行う。

� 以上

「社会福祉施策の方向性について」プロジェクト報告書

１．浄土宗の社会福祉の歴史

　浄土宗の社会福祉の歴史を考究すれば、当然、宗祖である法然や高祖善導に

その源流を求めることができる。さらには二祖聖光や三祖良忠をはじめ、様々

な僧侶の活動の中に今でいう所の社会福祉的な営みを看取することも可能であ

ろう。しかしながら、現在の浄土宗教団にとって社会福祉活動の直接的な淵源

は、明治から大正にかけて行われた「社会事業」活動にあるといえよう。渡辺

海旭を嚆矢として、矢吹慶輝や長谷川良信によって展開された諸活動は浄土宗

の社会事業として、今なお浄土宗が社会福祉をはじめとする社会貢献活動を行

なう際の重要なモデルとみなされている。それゆえ浄土宗の社会貢献活動の歴

史について、明治期を起点としてまとめることは、今後の展望を考えるうえで

も有用なものとなろう。

　さて、明治期を起点とした浄土宗の社会貢献活動の歴史は、以下のように四

つの時期に大別して考察することができよう。
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われている社会貢献事業を、統合的に戦略性を持って行ったならば、一般社会

から見た浄土宗の評価が高まるに違いない。ここに「光り輝く浄土宗」具現化

の方向がある。

　宗綱第二条第２項に次のように掲げられている。

「２　本宗の目的は、宗祖法然上人の立教開宗の精神に則り、本宗の教旨をひ

ろめ、儀式を行い、僧侶、檀信徒その他の者を教化育成し、本宗を護持発展さ

せることにより、世界平和と人類の福祉に寄与するにある。」

　この第２項は、従来は①教化の推進による本宗の発展、②世界平和と人類福

祉への寄与、と捉えられていた。これを２つの目的と読み替える、①教化推進

（僧侶、檀信徒、その他の者の教化）、②社会貢献（世界平和と人類福祉への寄

与）。

　　　　21世紀壁頭宣言の位置づけ

　　　　　　　愚者の自覚を、家庭にみ仏の光を� →　教化推進

　　　　　　　社会に慈しみを、世界に共生を� →　社会貢献

（２）社会貢献事業の司令塔

　社会福祉推進事務局を発展的に解消し社会貢献事務局を設ける。社会貢献マ

トリクスに示される既存部局の業務を統合し、企画立案調整機能を社会貢献事

務局に置く。

（３）社会貢献事業は「ともいき財団」で実施する

　これまでは、教化推進と社会貢献はセットで行うことであるとされてきた。

つまり、社会貢献するのは教化推進に役立つからである。僧侶や寺院が行う社

会貢献は、教化推進につながる必要があると考えられてきた。しかし、災害ボ
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運営を試みた。

　残念ながらこの構想は実現せず。施設建設に充当される資金が未執行のまま

残ることとなった｡ 社会福祉推進事務局では、社会福祉推進委員会の審議を経

て平成27年に『「浄土宗における社会福祉推進の事業」について』事業構想を策

定しているが、明確な事業戦略が示されていないと感じるものになっている。

今後の施策の方向性

　社会福祉施設の建設が不調に終わった原因は、社会福祉施設に関する社会の

ニーズが変化したからである。社会福祉関連の国家予算の加速度的増大に歯止

めを掛けるために、種々の政策転換が行われた。補助金の縮減と規制緩和によ

る民間企業の参入、大規模施設から多様なニーズに対応した小規模施設の増加、

施設型社会福祉から福祉サービス従業者の支援への移行といった大きな環境変

化があった。また袋中園と浄土宗との関係でも分かるように、継続的に宗とし

て事業運営に関与することは困難であり、福祉事業を行う社会福祉法人設立か

ら施設建設・運営まで自主的に行うものへの支援を行う程度のことしか出来ない。

　それでは継続的に浄土宗が関与できる社会福祉とはどのようなものであろう

か。

（１）社会福祉から社会貢献への転換

　本プロジェクトでは浄土宗が行っている社会福祉関連の事業を見直してみた。

これが社会貢献マトリックスである｡ この中で社会福祉は極めて狭い範囲の

活動であり、実際にはもっと幅広い様々な社会貢献事業を行っていることが分

かった。しかしながら、これらを担当している部局あるいは関連諸団体におい

て、社会貢献事業を行っているという意識がなく、与えられた部局の分掌事項

や関連諸団体の規則の中で活動を行っているだけである。これらバラバラに行



＊ 23

社会福祉施策の方向性について（概要）
浄土宗総合研究所副所長　今岡達雄

浄土宗の社会福祉の歴史的展開

　浄土宗の社会福祉は、渡辺海旭、矢吹慶輝など宗費海外留学僧による、欧米

でのキリスト教的慈善事業を日本国内へ導入することによって始まった。明治

政府は富国強兵・殖産興業の下、欧米の社会システムの導入を行ったが、社会

福祉については篤志家や宗教団体の役割が大きかった。この時期、浄土宗は仏

教教団の中では活発に活動して「社会事業宗」とも呼ばれ、開宗750年事業の一

つとして採りあげられた。

　第二次世界大戦後の社会体制の変化に伴って、政府は社会福祉三法、社会福

祉六法など社会福祉の法的整備を行い、社会福祉が国家政策の一つに位置づけ

られるようになった。民生委員、児童委員、保護司等の僧侶による社会活動が

積極的に行われるようになった。合同後の浄土宗では､ 社会事業を通じた教化

推進が重視され、開宗800年事業の一つとして公益教化事業団体の設立が推進さ

れた。

　水谷幸正第６代佛教大学学長（1979年就任）は仏教福祉の重要性を指摘し、

平成５年に浄土宗総合研究所長になると研究誌「仏教福祉」を佛大から総合研

究所に移し、総合研究所を仏教福祉の拠点とした。水谷は平成12年に浄土宗宗

務総長に就任し、浄土宗基本構想の策定に当り、その一環として社会福祉推進

事務局をつくり、社会福祉構想検討委員会を発足させた。社会福祉事業構想は

法然上人800年大遠忌事業の一つとなり、５億円の規模で社会福祉施設の建設と
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　本プロジェクトは、浄土宗の社会福祉での関与の歴史的展開を踏まえた上で、

最近の社会変化と社会福祉ニーズの変化を分析した。一方、浄土宗における社

会福祉施策の展開の経緯、現状における社会福祉関連施策の実施状況等を分析

し、今後の浄土宗の社会福祉政策のあり方についての提言を行ったものである。

本報告が浄土宗の施策立案の一助となることを願う次第である。

平成29年３月15日

研究担当者　　　　　　　　　

主務　　副所長　　　今岡達雄

研究員　主任研究員　戸松義晴

主任研究員　袖山栄輝

主任研究員　齋藤舜健

専任研究員　後藤真法

専任研究員　西城宗隆

嘱託研究員　石田一裕
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はじめに

　本プロジェクトは、宗務総長諮問「浄土宗の社会福祉施策の方向性について」

に応じて調査分析を行い、社会福祉施策の方向性についての提案を行うもので

ある。浄土宗総合研究所では平成26年度から宗務課題に対応した単年度プロ

ジェクトを実施しており、平成26年度には宗務総長から「広報のあり方につい

て」、「教化センターのあり方について」、平成27年度には教学局より「法然上人

の教科書記述研究」「僧侶学の構築」の調査研究を行ってきた。本プロジェクト

のテーマである社会福祉施策の方向性に関しては、平成26年当時、宗務総長よ

り調査分析の要望が示されていたが、当研究所のキャパシティを越えるため積

み残されたものである。また、27年度には教科書記述、教化研修会館に伴う教

師研修プログラムに関する調査分析が要請されたため、遅ればせながら平成28

年度ププロジェクトとして実施したものである。

　さて、浄土宗は明治から大正・昭和にかけて渡辺海旭、矢吹慶輝、長谷川良

信等の諸師が社会事業や慈善事業において活躍し、社会事業宗と呼ばれていた。

戦後になって社会体制が変わり社会福祉三法、社会福祉六法などの法的整備が

行われ、国家や自治体によって社会福祉施設が整備されるようになった。これ

に対応して民生委員・児童委員・保護司などの僧侶の社会活動、幼稚園・保育園、

児童養護・母子生活支援などの社会福祉施設整備に寺院も一定の役割を演じて

きた。

　しかし最近になって、国家的な社会福祉政策の充実に伴って、寺院や僧侶に

期待される社会福祉機能は変化してきたように思われる。最近では、これまで

の社会福祉政策では対応することの出来ない、貧困、孤立死、ニート、引きこ

もり、乳幼児虐待、老人虐待、家庭内暴力等が顕在化し、新たな社会問題とな

りつつある。このような社会問題は社会福祉ニーズにも大きな変化をもたらし

ている。
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宗務総長諮問プロジェクト

「社会福祉施策の方向性について」
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・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　21日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （総合研究所分室）
　24日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　道場）
　27日
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・法式研究 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）

3月

　3日
・布教研究 （総合研究所）
　6日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁）
・現代における老いと仏教 （浄土宗宗務庁）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・法然上人御法語研究会 （浄土宗宗務庁）
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・法式研究 （総合研究所）
　7日
・浄土宗基本典籍の英訳研究（総合研究所）
　10日

・布教研究 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
　10-11日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （岡山教区・清雲寺）
　13日
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　14日
・現代における老いと仏教
 （東京教区・香念寺）
　15日
・僧侶養成に係る総合的研究
　16日
・現代における老いと仏教
 （東京教区・香念寺）
　27日
・檀信徒向けスマートフォンアプリに関する

研究会 （総合研究所）
　28日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　30日
・災害対応の総合的研究
 （熊本・千日院、往生院）
　31日
・布教研究 （総合研究所）
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　17日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （教化研修会館　多目的ホール）
　18日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　23日
・社会福祉施策の方向性について
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （総合研究所）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第2会議室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
　24日
・浄土宗基本典籍の英訳研究
 （総合研究所分室）
　27日
・布教研究 （総合研究所）
　30日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・社会福祉施策の方向性について
 （総合研究所）
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
　31日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）

2月

　1日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　3日
・布教研究 （総合研究所）
　6日
・災害対応の総合的研究
 （浄土宗宗務庁　第1応接室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・社会福祉施策の方向性について
 （総合研究所）
　7日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　9日
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （総合研究所分室）
　10日
・布教研究 （総合研究所）
　13日
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第2会議室）
・社会福祉施策の方向性について
 （総合研究所）
　14日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　16日
・社会福祉施策の方向性について
 （総合研究所）
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・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・法式研究 （浄土宗宗務庁　道場）
　29日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　30日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）

12月

　2日
・布教研究 （総合研究所）
　5日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・災害対応の総合的研究 （熊本大学）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・現代における老いと仏教 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　6日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　7日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　9日
・布教研究 （総合研究所）
　12日
・浄土宗基本典籍の英訳研究
 （総合研究所分室）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・現代における老いと仏教 （総合研究所）
　13日
・教学研究Ⅱ （研修会館小研修室）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （研修会館小研修室）

　14日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　19日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （総合研究所）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・社会福祉施策の方向性について
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　20日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　22日
・布教研究 （総合研究所）
　27日
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （総合研究所分室）

1月

　10日
・布教研究 （総合研究所）
　11日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　13日
・布教研究 （総合研究所）
　16日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （総合研究所分室）
・法式研究 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
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　18日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　19日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　24日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　25日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
　26日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　28日
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　31日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・現代における老いと仏教 （総合研究所）

11月

　1日
・浄土宗基本典籍の英訳研究　 （総合研究所）
　4日
・災害対応の総合的研究 （福岡・林鐘院）
　7日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （総合研究所）
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）

・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・法式研究 （浄土宗宗務庁　道場）
　8日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・災害対応の総合的研究 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （ＮＰＯケアラーズカフェみちくさ亭）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （総合研究所分室）
　11日
・布教研究 （総合研究所）
　14日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・社会福祉施策の方向性について
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　15日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （総合研究所分室）
　16日
・現代における老いと仏教 （東京・香念寺）
・シンポジウム打ち合わせ（午前）
 （総合研究所分室）
・シンポジウム打ち合わせ（午後）
 （京都・華頂大学）
　21日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
　22日
・公開シンポジウム 　（京都宗務庁講堂）
　28日
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・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　31日
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）

9月

　5日
・社会福祉施策の方向性について
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
　6日
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
　9日
・布教研究 （総合研究所）
　12日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第2応接室）
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・次世代継承に関する研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
　14日
・法式研究 （総合研究所分室）
　20日
・現代における老いと仏教  （総合研究所）
　26日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）

・法式研究 （総合研究所）
　27日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）

10月

　3日
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・次世代継承に関する研究
 （浄土宗宗務庁　第1応接室）
・現代における老いと仏教 （総合研究所）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）

4日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （総合研究所分室）
　7日
・布教研究 （総合研究所）
　11日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （総合研究所分室）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）

12日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　14日
・布教研究 （総合研究所）
　17日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・社会福祉施策の方向性について
 （総合研究所）
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　12日
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （総合研究所分室）
　19日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・教学研究Ⅱ （教化研修会館　多目的ホール）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
　20日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　22日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・布教研究 （総合研究所　第1応接室）
　23日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　25日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・災害対応の総合的研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・次世代継承に関する研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・現代における老いと仏教 （総合研究所）
　26日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・シンポジウム打ち合わせ
 （教化研修会館　多目的ホール）
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （総合研究所分室）
　27日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）

　28日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　29日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所） 

8月

　1日
・災害対応の総合的研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・次世代継承に関する研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
　7日
・法式研究 （総合研究所）
　8日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
　10日
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所分室）
　18日
・布教研究 （総合研究所）
　22日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・社会福祉施策の方向性について
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　23日
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
　29日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・現代における老いと仏教 （総合研究所）
・布教研究 （総合研究所）
　30日
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・社会福祉施策の方向性について 
 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
　14日
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
・教学研究Ⅱ （教化研修会館　多目的ホール）
　17日
・布教研究 （総合研究所）
　20日
・教学研究Ⅰ（午前） （総合研究所）
・教学研究Ⅰ（午後） （総合研究所）
・災害対応の総合的研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・次世代継承に関する研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
　21日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　22日
・法式研究 （総合研究所分室）
　23日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　24日
・布教研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
　27日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究

 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・法式研究 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
　28日
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （総合研究所分室）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
　29日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）

7月

　4日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・社会福祉施策の方向性について
 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・法式研究 （浄土宗宗務庁　第1応接室）
　5日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （教化研修会館　多目的ホール）
　6日
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （滋賀教区教務所）
　11日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
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　11日
・法式研究 （総合研究所）
　13日
・布教研究 （総合研究所）
　16日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・災害対応の総合的研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・次世代継承に関する研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　17日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
　20日
・布教研究 （総合研究所）
　23日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第2応接室）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第2会議室）
　24日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （総合研究所分室）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （総合研究所分室）

　30日
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・法式研究 　（浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・現代における老いと仏教 （総合研究所）

6月

　2日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　3日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　6日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・教学研究Ⅰ（午前） （総合研究所）
・教学研究Ⅰ（午後） （総合研究所）
・次世代継承に関する研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　7日
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （総合研究所分室）
・シンポジウム打ち合わせ （総合研究所分室）
　8日
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
　9日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　10日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・布教研究 （総合研究所）
　13日
・教学研究Ⅰ（午前） （総合研究所）
・教学研究Ⅰ（午後） （総合研究所）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
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4月

　4日
・社会福祉施策の方向性について
 （総合研究所）
　11日
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第2会議室）
　12日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・教学研究Ⅱ （教化研修会館　多目的ホール）
・僧侶養成に係る総合的研究
 （教化研修会館　多目的ホール）
・浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
 （教化研修会館　多目的ホール）
　14日
・法式研究 （総合研究所分室）
　18日
・浄土宗における社会実践（カウンセリング）

研究会 （浄土宗宗務庁　東京第1応接室）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・災害対応の総合的研究
 （浄土宗宗務庁　東京第1会議室）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
・現代における老いと仏教
 （浄土宗宗務庁　東京第2会議室）

　19日
・浄土宗基本典籍の翻訳 （日常勤行式）
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
　20日
・災害対応の総合的研究 （総合研究所）
・布教研究 （総合研究所）
　25日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・次世代継承に関する研究 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　26日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・布教研究 （総合研究所）
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）

5月

　2日
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
　9日
・教学研究Ⅰ （総合研究所）
・法然上人御法語研究会 （総合研究所）
・社会福祉施策の方向性について
 （総合研究所）
・浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 （総合研究所）
　10日
・浄土宗基本典籍の英訳研究 （総合研究所）
・教学研究Ⅱ （総合研究所分室）
・シンポジウム運営 （総合研究所分室）

平成28年度　浄土宗総合研究所活動一覧
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【基礎研究】基礎研究プロジェクト　教学研究Ⅰ（東京）
主　務 柴田泰山
研究員 袖山榮輝 佐藤堅正 齊藤舜健

嘱託研究員
坂上雅翁 石上壽應 工藤量導
石田一裕

研究スタッフ 大橋雄人 杉山裕俊

【基礎研究】基礎研究プロジェクト　教学研究Ⅱ（京都分室）
研究代表 藤本淨彦
主　務 齊藤舜健

研究員
市川定敬 井野周隆 田中芳道
八橋秀法

嘱託研究員
曽田俊弘 伊藤茂樹 南　宏信

米澤実江子

研究スタッフ
西本明央 角野玄樹 岩谷隆法
永田真隆
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【応用研究】応用研究プロジェクト　浄土宗基本典籍の英訳研究
主　務 戸松義晴
研究員 佐藤堅正

嘱託研究員 北條竜士 石田一裕 Jonathan Watts

研究スタッフ
高瀬顕功 小林惇道 平間理俊
松濤芙紀

【応用研究】応用研究プロジェクト　浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）
研究代表 戸松義晴
主　務 市川定敬

研究員
井野周隆 齊藤舜健 田中芳道
八橋秀法

嘱託研究員 南　宏信 米澤実江子

研究スタッフ
薊　法明 西本明央 前田信剛
角野玄樹 林　雅清 原　真理

【基礎研究】基礎研究プロジェクト　法式研究
研究代表 坂上典翁
主　務 中野孝昭

研究員
西城宗隆 柴田泰山 荒木信道
八橋秀法

嘱託研究員
大澤亮我 中野晃了 田中康真
山本晴雄 清水秀浩 石田一裕

粟飯原岳志
研究スタッフ 廣本榮康 渡邉裕章 八尾敬俊

【基礎研究】基礎研究プロジェクト　布教研究
研究代表 今岡達雄
主　務 後藤真法
研究員 宮入良光 八木英哉

嘱託研究員 郡嶋昭示 中川正業

研究スタッフ
大高源明 宮田恒順 伊藤弘道
遠田憲弘
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【総合研究】総合研究プロジェクト　災害対応の総合的研究
研究代表 今岡達雄
主　務 宮坂直樹

研究員
戸松義晴 袖山榮輝 曽根宣雄

東海林良昌 吉田淳雄
嘱託研究員 石田一裕

研究スタッフ
石川基樹 小川有閑 問芝志保
小林淳道 高瀬顕功 藤森雄介
鷲見宗信

【総合研究】総合研究プロジェクト　現代における老いと仏教
研究代表 戸松義晴
主　務 東海林良昌

研究員
中野孝昭 名和清隆 宮入良光
八木英哉 吉田淳雄

嘱託研究員 工藤量導

研究スタッフ
伊藤竜信 小川有閑 小林惇道
下村達郎 高瀬顕功 中村悟眞

【応用研究】応用研究プロジェクト　法然上人御法語集第４・５集
主　務 林田康順

研究員
袖山榮輝 佐藤堅正 曽根宣雄

東海林良昌 和田典善

嘱託研究員
吉水岳彦 石上壽應 石川琢道
郡嶋昭示 石田一裕 工藤量導

研究スタッフ 大橋雄人 杉山裕俊

【応用研究】応用研究プロジェクト　浄土宗基本典籍の電子テキスト化
主　務 佐藤堅正

研究員
齊藤舜健 後藤真法 柴田泰山
市川定敬

嘱託研究員 工藤量導 石川琢道
研究スタッフ 大橋雄人
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平成28年度　研究課題別スタッフ一覧
【総合研究】宗務総長諮問プロジェクト　社会福祉施策の方向性について

主　務 今岡達雄

研究員
戸松義晴 袖山榮輝 齊藤舜健
後藤真法 西城宗隆

嘱託研究員 石田一裕
研究スタッフ

【総合研究】総合研究プロジェクト　僧侶養成に係る総合的研究
研究代表 藤本淨彦
主　務 井野周隆

研究員
市川定敬 齊藤舜健 柴田泰山
田中芳道 八橋秀法

嘱託研究員
安達俊英 伊藤茂樹 曽田俊弘
中川正業 南　宏信 米澤実江子
上野忠昭 善　裕昭

研究スタッフ

【総合研究】総合研究プロジェクト　次世代継承に関する研究
研究代表 武田道生
主　務 名和清隆
研究員 東海林良昌 袖山榮輝 宮坂直樹

嘱託研究員 石上壽應 鍵小野和敬 工藤量導
研究スタッフ

【総合研究】総合研究プロジェクト　浄土宗における社会実践（カウンセリング）
研究代表 石川到覚

主 務 曽根宣雄
研究員

嘱託研究員 郡嶋昭示 曽田俊弘

研究スタッフ
大河内大博 田中美喜 春本龍彬
星　俊明
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総合研究所平成28年度研究プロジェクト一覧
宗務総長諮問プロジェクト １ 　社会福祉施策の方向性について

【総合研究】 総合研究プロジェクト

２ 　僧侶養成に係る総合的研究
３ 　次世代継承に関する研究
４ 　浄土宗における社会実践

（カウンセリング）
５ 　災害対応の総合的研究
６ 　現代における老いと仏教

【応用研究】 応用研究プロジェクト

７ 　法然上人御法語集第４・５集
８ 　浄土宗基本典籍の電子テキスト化
９ 　浄土宗基本典籍の英訳研究
10　浄土宗基本典籍の翻訳（日常勤行式）

【基礎研究】 基礎研究プロジェクト

11　法式研究
12　布教研究
13　教学研究Ⅰ（東京）
14　教学研究Ⅱ（京都分室）
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総合研究所運営委員会名簿
（平成29年3月31日現在）

委員（役職）

豊岡鐐尓（宗務総長）
山本正廣（教学局長）
川中光教（財務局長）
杉山俊明（社会国際局長）
新谷仁海（文化局長）
藤本淨彦（総合研究所長）
今岡達雄（総合研究所副所長）
戸松義晴 （総合研究所主任研究員）
齊藤舜健（総合研究所主任研究員）
袖山榮輝（総合研究所主任研究員）

委員

小澤憲珠
松岡玄龍
田中勝道
西村實則
廣瀬卓爾
藤堂俊英
西山精司
安部隆瑞
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浄土宗総合研究所研究員一覧
（平成29年3月31日現在）
〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館4階
電話　03-5472-6571（代表）　FAX　03-3438-4033
〈分室〉
〒605-0062　京都市東山区林下町416　浄土宗教化研修会館（源光院）内
電話　075-744-0841　FAX　075-744-0849
ホームページアドレス　http://www.jsri.jp/

所長 藤本淨彦
副所長 今岡達雄
主任研究員 戸松義晴・齊藤舜健・袖山榮輝
専任研究員 後藤真法・西城宗隆
研究員 荒木信道・市川定敬・井野周隆・佐藤堅正・柴田泰山・東海林良昌

武田道生・田中芳道・中野孝昭・名和清隆・林田康順・宮入良光

宮坂直樹・八木英哉・八橋秀法・吉田淳雄・和田典善
常勤嘱託研究員 石田一裕・工藤量導・郡嶋昭示・米澤実江子
嘱託研究員 安達俊英・粟飯原岳志・石川琢道・石上壽應・伊藤茂樹・上野忠昭

大澤亮我・鍵小野和敬・坂上雅翁・坂上典翁・清水秀浩・善　裕昭

曽田俊弘・田中康真・中川正業・中野晃了・北條竜士・南　宏信

山本晴雄・吉水岳彦・Jonathan Watts
研究スタッフ 薊　法明・石川基樹・石川倒覚・伊藤弘道・伊藤竜信・岩谷隆法

大高源明・大河内大博・大橋雄人・小川有閑・角野玄樹・小林惇道

下村達郎・杉山裕俊・高瀬顕功・田中美喜・問芝志保・遠田憲弘

永田真隆・中村悟眞・西本明央・林　雅清・原　真理・春本龍彬

平間理俊・前田信剛・松濤芙紀・宮田恒順・廣本榮康・藤森雄介

星　俊明・八尾敬俊・鷲見宗信・渡邉裕章
客員研究員 石上善應・長谷川匡俊
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編集後記

▽平成28年度の研究を表した教化研究第28号をお届けします。
▽研究成果報告は宗務総長諮問プロジェクト「社会福祉施策の方向性について」、

研究ノートは浄土宗における社会実践（カウンセリング）プロジェクト「法然
上人の教えとカウンセリング」、布教研究プロジェクト「大日比法洲上人『三
法語講説大意』」、教学研究Ⅱ（京都分室）プロジェクト「『観無量寿経随聞講
録』巻中之一 書き下し」を掲載しています。

▽その他の研究継続中のものも含め、それぞれの概要や研究経過等を「研究活動
報告」に記載しました。
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